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第１章 総  則 
 

第１節 計画作成の趣旨 

第２節 防災の基本理念及び施策の概要 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき 

事務又は業務の大綱 

第４節 長野市の概況 

第５節 被害想定 

第６節 財政 

 

本章は、地域防災計画の目的、防災業務に関係する各防災

関係機関とその役割、市域の災害に関係する環境、計画の前

提条件、防災対策の方針（防災ビジョン）等について明らか

にするものである。 
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第１節 計画作成の趣旨 

第１ 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法第 42 条及び長野市防災会議条例第２条の規定に基づき、長野市防災会議

が作成する計画であって、市、県及び防災関係機関の協力を含めた総合的な計画を定め、公共的団体その

他住民がその有する全機能を発揮し、防災活動の効果的かつ具体的な実施を図り、もって、市域の災害予

防、災害応急対策及び災害復旧等を総合的・計画的かつ有効的に実施することにより、住民の生命、身体

及び財産を保護するとともに、風水害、地震等による被害の軽減を図り、社会の秩序の維持及び公共の福

祉に資することを目的とする。 

第２ 行政と住民の心がまえ 

市、県、防災関係機関等は、緊密な連携のもとに、人命の安全を第一に防災施設・設備の整備を促進す

るとともに、防災組織の充実と住民の防災意識の向上を図る。 

住民は、自らの命は自らが守るとの認識に立って、地域、職場、家庭における各種の災害を念頭におい

て、近隣と協力してその実態に応じた防災対策を自ら講じる。 

第３ 災害の範囲 

この計画では、次の災害を対象とする。 

○地震災害     ○風水害      ○雪害 

○航空機事故災害  ○道路事故災害   ○鉄道事故災害   ○危険物等事故災害 

○大規模火災    ○林野火災     ○原子力災害    ○火山災害 

第４ 計画の構成 

この計画は、「震災対策編」、「風水害対策編」、「その他災害対策編」、「原子力災害対策編」、「火山災害

対策編」「被災地支援対策編」及び「資料編」で構成される。「震災対策編」等の各編は、自然災害や大規

模事故災害等について、災害種別ごとに総則、災害予防計画、災害応急対策及び災害復旧・復興対策を事

項別に定め、「資料編」は、それぞれに関連する資料を掲載する。 

また、この計画に基づき「自主防災活動の手引き」及び「長野市各種災害対応マニュアル」を作成し、

「自主防災活動の手引き」は、防災知識の普及と自主防災活動についての事項を、「長野市各種災害対応マ

ニュアル」は、災害応急対策の具体的な対応について定める。 

第５ 細部計画の策定 

この計画に基づく施策や諸活動を実施するための災害予防計画等の細部計画については、本市各部局、

各防災関係機関等においてあらかじめ定めておく。 

また、実施体制については、多様な視点からの意見が十分反映できるよう努める。 

第６ 他の計画との関係 

１ 防災基本計画、長野県地域防災計画及び防災業務計画との関係 

この計画は、災害対策基本法に基づき、市域に係る災害から住民の生命及び財産を守ることを目的とし
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て定められるものであり、国の防災基本計画及び長野県地域防災計画の定めに準じるとともに、各指定地

方行政機関等が作成する防災業務計画と整合性を図る。 

 

２ 総合計画の位置付け 

長野市総合計画は、社会の変化に的確に対応し、継続的な発展に向けた総合的かつ計画的な行政運営の

指針であり、本市の最上位計画に位置付けるものである。地域防災計画は、総合計画を補完し具体化する

ものである。 

○地域防災計画は、総合計画に定められた防災関連施策やその他の分野の施策も含めて、「災

害に強いまちづくりの推進」の観点から体系化したものである。 

○総合計画が行政施策を主体とした計画であるのに対し、地域防災計画は市域における災害か

ら住民等の生命と財産を守るという限りにおいて、市、県、防災関係機関、公共的団体、事

業所、住民等の果たすべき役割分担についても規定したものである。 

 

３ その他計画の位置付け 

長野市都市計画マスタープラン、長野市耐震改修促進計画には、市が行う防災に関する施策が計画され

ている。これらの計画は、地域防災計画に基づく防災のためのより具体的な都市づくり、建築物の耐震化

推進のための計画と位置付ける。 

また、長野市国土強靭化地域計画には、長野市総合計画との整合を図りつつ、地域防災力の向上等の具

体的な施策を推進するための指針が位置付けられている。 

第７ 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、市の地域構造の変化及び災害応急対策の効果等

を含めて毎年検討を加え、防災会議において、必要な修正を行う。防災会議の運営については別に定める。 

なお、市の地域防災計画との整合性を図るため、指定行政機関又は指定地方公共機関が作成する防災業

務計画の提出を求める。 
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第２節 防災の基本理念及び施策の概要 

第１ 防災ビジョン 

住民の生命及び財産を守るため、本市の地域特性や災害環境を踏まえて、災害に強いまちづくりの推

進のため、次の事項を防災の基本方針とする。 

 

１ 防災のための都市づくり 

災害による被害を最小限とするため、防災空間や防災拠点等の整備、防災情報通信機能の整備、建築

物等の耐震性の確保、災害に強い土地利用の推進、災害に強い交通やライフライン施設の整備、河川の

改修等を進め、都市基盤の充実・強化を図る。 

 

２ 防災のためのひとづくり 

住民一人ひとりが自分や家族、大切なひとの命を守るための方法や手段を知り、自立と助け合いの精神

を持って、災害時の行動がとれることを目指す。 

また、市、防災関係機関等は、防災対策の役割と責務を理解し、防災意識を高め、災害時の対応力を向

上させる。 

 

３ 防災のための仕組みづくり 

災害に対する備えと災害時の円滑な防災活動等を実行するため、防災組織の基となる自主防災組織の

活動支援や育成強化を図る。 

また、市及び防災関係機関等は緊密な連携体制をとるとともに、住民と連携した組織的な活動ができ

る体制を確立し防災体制の強化に努める。 

第２ 重点項目 

住民の生活に甚大な被害を及ぼすおそれのある災害に対処するため、阪神・淡路大震災、新潟県中越地

震、東日本大震災、令和元年東日本台風等の大規模災害の教訓や、近年の気象状況及び社会構造の変化を

踏まえ、次の重点項目を定める。 

 

１ 減災に重点をおいた対策の推進 

長野盆地西縁断層帯及び糸魚川－静岡構造線断層帯を震源とする地震では、甚大な被害が予測され

ている。 

また、全国的に集中豪雨の発生件数が増加傾向にあり、これに伴い洪水や土砂災害等のリスクが高

まっている。 

これら災害に対し、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方から、たと

え被災したとしても人命が失われないこと（災害に伴う地域での死者ゼロ）を最重視し、また経済的

被害ができるだけ少なくなるよう、災害に備える具体的な対策を推進する。 

【主な対策】 

○建築物の耐震診断の推進及び耐震化率の向上 ○防災に関するマニュアルの充実 

○家具等の転倒防止や安全な配置の周知    ○防災マップ等による危険箇所の周知 
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２ 情報の収集・伝達・発信体制の整備 

防災情報や災害情報を的確かつリアルタイムで収集・分析し、状況に応じた対応が迅速に実施でき

る体制や、災害時における住民への災害情報伝達手段の多様化について、近年の情報通信技術の動向

を把握し、充実・強化を図る。 

【主な対策】 

○防災情報ポータル及び防災メール配信サービスによる総合防災情報システムを活用した情報発信

体制の強化      

○災害に強い防災行政無線の整備 

 

３ 自助、共助（互助）による被害の軽減 

災害時は、消火、救助、医療、避難等多くの対応を行うことが必要になるが、行政が被災者支援の全

てを行うには限界がある。そのため、住民自らが「自らの命は自らが守る」という意識を持った防災対

策と自主防災組織による活動を中心とした自助、共助（互助）により、被害の軽減を図る。 

また、ボランティアによる防災活動の自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携を検討する。 

【主な対策】 

○自主防災組織等の育成強化・訓練      ○事業所、学校、福祉施設等の防災力の向上 

○広報や講習会による啓発 

 

４ 中山間地域の防災対策の充実 

長野市は、市町村合併によって市域が２倍以上に広がり、その多くは中山間地域であるため、災害時

には初動の遅れや、集落の孤立が懸念される。そのため、事前の対策と地域の特性に配慮した迅速な

対応により中山間地域の防災対策の充実・強化を図る。 

【主な対策】 

○支所を中心とした初動指揮能力の強化    ○支所・防災拠点への分散備蓄 

○地域内で相互に支援する能力の向上     ○迅速な救援救助体制の整備 

 

５ 要配慮者に対する支援の充実 

高齢者、障害者、児童、傷病者、外国籍市民、外国人旅行者、乳幼児、妊産婦等の災害対応能力の弱

い者（以下「要配慮者」という。）に配慮した避難支援、避難所での生活支援等を充実させるよう配慮

する。 

【主な対策】 

○避難行動要支援者（※）への個別避難計画の作成     ○福祉避難所等の運営 

○外国人に配慮した情報の提供 

※避難行動要支援者…自ら避難することが困難であり避難の確保を図るために特に支援を要する者 

 

６ 観光都市としての対策の充実 

長野市は、善光寺の門前町として、さらに周辺の中山間地は、温泉、登山、スキー等、観光が重要な

産業のひとつである。これらの観光地では、文化財の防災対策はもとより、風水害等による観光施設

での孤立や交通機関の不通等による帰宅困難観光客の発生も想定される。そのため、観光都市として、

観光客の防災対策の充実を図る。 

【主な対策】 

○観光施設の避難対応、情報連絡等の災害対応能力の向上 

○帰宅困難観光客への支援 

  



《第１章 総則》２ 防災の基本理念及び施策の概要 

震-5 

７ 男女共同参画の視点を反映させた対策の推進 

災害対策においては、性別、世代等を越えた様々なニーズに対応する必要がある。特に、女性は防

災・復興の主体的な担い手であるため、自主防災活動、避難所運営等の意思決定の場への参画等を進

める等、女性の視点を取り入れた防災体制及び環境を充実させる。 

【主な対策】 

○自主防災活動、避難所運営体制への女性の参画 

○世代、男女のニーズの違いに配慮した避難所運営 
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第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第１ 実施責任 

長野市地域防災計画にかかわる防災関係機関その他の実施責任は、次のとおりである。 

 

長 野 市 

長野市は、基礎的な地方公共団体として、長野市域並びに地域住民の生命、身

体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関等及び

他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施する。 

長 野 県 

市町村を包括する広域的地方公共団体として、長野市域並びに地域住民の生命、

身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関等及び他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施すると

ともに、長野市及び指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務

を助け、かつ、その総合調整を行う。 

指 定 地 方 行 政 機 関 

長野市域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定

行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとと

もに、長野市の活動が円滑に行われるよう勧告、指導助言等の措置をとる。 

指定公共機関及び指定

地方公共機関 

その業務の公共性又は公益性に鑑み自ら防災活動を実施するとともに、長野市

の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

公共的団体及び防災上

重要な施設の管理者 
災害予防体制の整備を図るとともに、災害時には応急措置を講じる。 

住 民 ・ 事 業 者 自らの生命・財産は、自ら守ることを基本に、防災活動等に努める。 

第２ 業務大綱 

１ 長野市 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

長 野 市 

(1) 長野市防災会議、長野市災害対策本部及び警戒本部に関すること 

(2) 防災施設の新設、点検、改良等整備に関すること 

(3) 防災のための調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関すること 

(4) 災害に関する予警報等の伝達に関すること 

(5) 災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査に関すること 

(6) 避難指示等に関すること 

(7) 要配慮者の安全確保及び避難行動要支援者の安全な避難に関すること 

(8) 指定避難所の開設に関すること 

(9) 消防、水防その他応急措置に関すること 

(10) 被災者の救助及び救護措置に関すること 

(11) 災害時における清掃、防疫その他保健衛生に関すること 

(12) 災害時における文教及び交通対策に関すること 

(13) 救助物資及び災害対策用資機（器）材の備蓄・調達に関すること 

(14) 資材、人員、生活必需品等の緊急輸送に関すること 

(15) 通信施設の確保及び整備に関すること 

(16) 緊急道路及び緊急輸送の確保に関すること 

(17) 被災施設の応急措置及び復旧に関すること 

(18) 公共的団体の指導、自主防災組織等の育成指導に関すること 

(19) 防災に関する組織の整備に関すること 

(20) その他災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止及び災害復旧のための措置に

関すること 
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２ 長野県 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

長  野  県 

(1) 長野県防災会議、県警戒本部及び県災害対策本部に関すること 

(2) 防災施設の新設、改良及び復旧に関すること 

(3) 被災施設の応急措置及び復旧に関すること 

(4) 水防その他の応急措置に関すること 

(5) 県地域の災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関すること 

(6) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること 

(7) 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通対策に関すること 

(8) その他県の所掌事務についての防災対策に関すること 

(9) 防災に関する調査研究、訓練の実施、境域及び広報に関すること 

(10) 長野市及び指定地方公共機関の災害事務又は業務の実施についての救助

及び調整に関すること 

(11) 自衛隊の災害派遣要請・撤収に関すること 

(12) その他防災に関すること 

３ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

関 東 管 区 警 察 局 

（長野県情報通信部） 

(1) 管区内各県警察の実施する災害警備活動の連絡調整に関すること 

(2) 他管区警察局及び管区内防災関係機関との連携に関すること 

(3) 警察通信施設の整備及び防護並びに警察通信統制に関すること 

(4) 災害時における管区内各県警察の相互応援要請に係る連絡の調整に関する

こと 

関 東 財 務 局 

（長野財務事務所） 

(1) 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること 

(2) 災害時における金融機関の緊急措置の要請に関すること 

関 東 信 越 厚 生 局 
(1) 管内の災害状況の情報収集及び通報に関すること 

(2) 関係機関との連絡調整に関すること 

関 東 農 政 局 

（ 長 野 県 拠 点 ） 

(1) 災害予防対策 

ア ダム、堤防、樋門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又は指導に

関すること 

イ 農地、農業用施設等を防護するため、防災ダム、ため池、土砂崩壊防止、

農業用河川工作物、湛水防除、農地侵食防止等の施設の整備に関すること 

(2) 応急対策 

ア 農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること 

イ 災害時における種もみ、その他営農資材の確保に関すること 

ウ 災害時における生鮮食料品等の供給に関すること 

エ 災害時における農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に

関すること 

オ 土地改良機械及び技術者等の把握、緊急貸出し及び動員に関すること 

(3) 復旧対策 

ア 災害発生後はできる限り速やかに査定を実施し、農地、農業用施設等に

ついて特に必要がある場合の緊急査定の実施に関すること 

イ 災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関すること 

中 部 森 林 管 理 局 

（北信森林管理署） 

(1) 国土保全に直接資する治山事業の充実及び保安林の整備、管理の適正化に

関すること 

(2) 林野火災の予防及び発生時の応急措置に関すること 

(3) 災害応急対策用材の供給に関すること 

関 東 経 済 産 業 局 

(1) 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関すること 

(2) 被災商工鉱業者の業務の正常な運営の確保に関すること 

(3) 被災中小企業の振興に関すること 

関東東北産業保安監督部 
(1) 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、ガス等危険物等の保安に関すること 

(2) 鉱山における災害防止及び災害時の応急対策に関すること 
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機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

中部近畿産業保安監督部 電気の保安に関すること 

北 陸 信 越 運 輸 局 
災害時における船舶、鉄道及び自動車による輸送のあっせん並びに船舶及び

自動車による輸送の確保に関すること 

東 京 航 空 局 

(東京空港事務所松本空港出張所) 

(1) 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するために必要な措

置に関すること 

(2) 遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

(3) 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること 

東 京 管 区 気 象 台 

( 長 野 地 方 気 象 台 ) 

(1) 地震情報、南海トラフ地震臨時情報等の通報に関すること 

(2) 地震防災知識の普及に関すること 

(3) 地震災害防止のための統計調査に関すること 

(4) 気象等の観測及びその成果の収集、発表 

(5) 気象等の予報・警報等の発表、伝達及び解説 

(6) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

(7) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

(8) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

信 越 総 合 通 信 局 

(1) 災害時における通信・放送の確保に関すること 

(2)非常通信に関すること 

(3) 非常災害時における臨時災害放送局の開局等の臨機の措置に関すること 

(4) 災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源車等及び臨時災害放送局用

機器の貸出に関すること 

長 野 労 働 局 
(1) 事業場における産業災害の防止に関すること 

(2) 事業場における自主的防災体制の確立に関すること 

関 東 地 方 整 備 局 

（長野国道事務所） 

（長野営繕事務所） 

北 陸 地 方 整 備 局 

（千曲川河川事務所） 

(1) 災害予防 

ア 所管施設の耐震性の確保 

イ 応急復旧用資機材の備蓄の推進 

ウ 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

エ 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 

オ 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定 

(2) 応急・復旧 

ア 応急活動のための体制の整備及び所掌事務の実施 

イ 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

ウ 路上障害物の除去等による緊急活動用道路の確保 

エ 所管施設の緊急点検の実施 

オ 緊急を要すると認められる場合の申合せに基づく自主的な応急対策の実

施 

(3) 警戒宣言時 

ア 警戒宣言、予知情報等の迅速な伝達 

イ 災害警戒体制の整備 

ウ 人員・資機材等の配備・手配 

エ 緊急輸送道路確保のための交通規制に対する協力 

オ 道路利用者に対する情報の提供 

中部地方環境事務所 
(1) 有害物質の漏洩及び石綿の飛散防止に関すること 

(2) 災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進に関すること 

関 東 地 方 測 量 部 

(1) 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること 

(2) 復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関すること 

(3) 地殻変動の監視に関すること 

４ 長野県警察 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

長 野 中 央 警 察 署 

長 野 南 警 察 署 

(1) 災害に関する情報の収集、情報共有に関すること 

(2) 災害時における避難誘導、救出、救助活動に関すること 

(3) 災害時における緊急活動用道路の確保、交通規制に関すること 
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(4) 災害時における避難区域、避難所等の安全の確保と秩序維持に関すること 

５ 陸上自衛隊 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸 上 自 衛 隊 

第 1 3 普 通 科 連 隊 

(1) 災害時における人命又は財産の保護のための応急救援活動に関すること 

(2) 災害時における応急復旧活動に関すること 

６ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

日 本 郵 便 ㈱ 

信 越 支 社 

(1) 災害時における郵便業務の確保、郵便業務に係る災害対策特別事務取扱及

び援護対策等に関すること 

(2) 災害時における窓口業務の確保に関すること 

東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 

( 長 野 支 社 ) 

(1) 鉄道施設の防災に関すること 

(2) 災害時における避難者の輸送に関すること 

日 本 貨 物 鉄 道 ㈱ 

(関東支社長野支店 ) 
災害時における鉄道貨物による救助物資等の輸送の協力に関すること 

東日本電信電話㈱（長野支店） 

ＮＴＴドコモ（長野支店) 

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ ㈱ 

ソ フ ト バ ン ク ㈱ 

(1) 電気通信設備の保全に関すること 

(2) 災害非常通話の確保及び気象警報の伝達に関すること 

日本銀行 (松本支店 ) 
(1) 金融機関の支払に対する現金の準備に関すること 

(2) 損傷通貨の引換えに関すること 

日 本 赤 十 字 社 

長 野 県 支 部 

(1) 医療、助産等救助、救護に関すること 

(2) 地震災害救助等の奉仕者の連絡調整に関すること 

(3) 義援金の募集に関すること 

国 立 病 院 機 構 

(関東信越ブロック ) 
医療、助産等救助、救護に関すること 

日 本 放 送 協 会 

( 長 野 放 送 局 ) 
災害情報等広報に関すること 

日本通運㈱(長野支店) 災害時における、貨物自動車による救援物資等の輸送の協力に関すること 

中 部 電 力 ㈱ 

中部電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱ 

（ 長 野 営 業 所 ） 

（ 篠 ノ 井 営 業 所 ） 

東京電力ホールディング㈱ 

東京電力リニューアブ

ルパワー㈱

（ 松 本 事 業 所 ） 

(1) 電力施設の保全、保安に関すること 

(2) 電力の供給に関すること 

東 日 本 高 速 道 路 ㈱ 

（ 関 東 支 社 ） 
長野自動車道、上信越自動車道の防災に関すること 

７ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

土 地 改 良 区  

長野県土地改良事業団体連合会 

(1) ため池、ダム及び水こう門の防災に関すること 

(2) 排水機場の改良及び復旧に関すること 

INPEX パイプライン㈱ 

（ 長 野 支 所 ） 

長 野 都 市 ガ ス ㈱ 

(1) ガス施設の保全、保安に関すること 

(2) ガスの供給に関すること 

長 野 電 鉄 ㈱ 

し な の 鉄 道 ㈱ 

災害時における鉄道車両による救助物資及び避難者等の輸送の協力に関する

こと 

ア ル ピ コ 交 通 ㈱ 

長 電 バ ス ㈱ 

（公社）長野県バス協会 

災害時における路線バスによる避難者の輸送の協力に関すること 
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機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(公社)長野県トラック協会 災害時における貨物自動車による救助物資等の輸送の協力に関すること 

信 越 放 送 ㈱ 

㈱ 長 野 放 送 

㈱ テ レ ビ 信 州 

長 野 朝 日 放 送 ㈱ 

長野エフエム放送㈱ 

㈱ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾐｭﾆﾃｨ 

気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 

長野県情報ネットワーク協会 気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 

(一社)長野県医師会 災害時における医療、助産等救護活動の実施に関すること 

(一社)長野県歯科医師会 災害時における歯科医療救護活動の実施に関すること 

(一社)長野県薬剤師会 災害時における救護活動に必要な医薬品等の提供に関すること 

(公社)長野県看護協会 災害時における医療、助産等救護活動の実施に関すること 

長野県石油商業組合 災害時における石油類燃料の供給等に関すること 

( 一 社 ) 長 野 県 Ｌ Ｐ ガ ス 協 会 液化石油ガスの安全に関すること 

(一社)長野県建設業協会 災害時における公共施設の応急対策業務の協力に関すること 

(社福)長野県社会福祉協議会 
災害ボランティアに関すること 

災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）に関すること 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

長野市有線放送電話共同施設協会 気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 

㈱ながのｺﾐｭﾆﾃｨ放送 気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 

(一社)長野市医師会 

( 一 社 ) 更 級 医 師 会 

(一社)上水内医師会 

( 一 社 ) 須 高 医 師 会 

災害時における医療、助産等救護活動の実施に関すること 

(公社)長野市歯科医師会 

更 級 歯 科 医 師 会 

上 水 内 郡 歯 科 医 師 会 

埴 科 歯 科 医 師 会 

災害時における歯科医療救護活動の実施に関すること 

(一社)長野市薬剤師会 

(一社 )更埴薬剤師会 
災害時における医療救護活動の実施に関すること 

長野市商工業災害対策

連 絡 協 議 会 

(1) 災害時における必要物資の供給並びに各種応援・協力に関すること 

(2) 災害時における生活必需物資等の販売協力に関すること 
協定締結事業者・団体等 
※協定締結先は資料編参照 

災害時における応急対策業務の協力に関すること 

ながの農業協同組合 

グリーン長野農業協同組合 

共和園芸農業協同組合 

(1) 県、長野市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

(2) 農作物の災害応急対策の指導に関すること 

(3) 被災農家に対する融資、あっせんに関すること 

(4) 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせんに関すること 

(5) 農産物の需給調整に関すること 

長 野 森 林 組 合 
(1) 県、長野市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 
(2) 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること 
(3) 木材の供給と物資のあっせんに関すること 

漁 業 協 同 組 合 
（裾花川水系、千曲川
水系、犀川殖産） 

(1) 県、長野市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 
(2) 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること 
(3) 漁船、共同施設の災害応急対策及びその復旧に関すること 

長 野 商 工 会 議 所 
長 野 市 商 工 会 

(1) 県、長野市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 
(2) 被災組合員に対する融資、あっせんの協力に関すること 
(3) 災害時における物価安定の協力に関すること 
(4) 救助物資、復旧資材の確保、あっせんの協力に関すること 

病 院 等 医 療 施 設 
の 管 理 者 

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 
(2) 災害時における入院者の保護及び誘導に関すること 
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機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(3) 災害時における病人等の収容及び保護に関すること 
(4) 災害時における被災負傷者の治療及び助産に関すること 

社 会 福 祉 施 設 
の 管 理 者 

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 
(2) 災害時における利用者・入所者の保護及び誘導に関すること 

金 融 機 関 被災事業者等に対する資金融資に関すること 

学 校 法 人 
(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 
(2) 災害時における教育対策に関すること 
(3) 被災施設の災害復旧に関すること 

危 険 物 施 設 及 び 
高圧ガス施設の管理者 

(1) 安全管理の徹底に関すること 
(2) 防護施設の整備に関すること 

青年会議所、女性団体等 
(1) 長野市が行う災害応急対策の協力に関すること 
(2) 被災者の救助活動及び義援金品の募集等の協力に関すること 

（社福） 
長野市社会福祉協議会 

(1) 災害時のボランティアの受入れに関すること 
(2) 避難行動要支援者への支援及び生活支援活動の協力に関すること 
(3) 生活福祉資金貸付けの申込み受付に関すること 

自 主 防 災 組 織 
 
住 民 自 治 協 議 会 

(1) 出火防止及び初期消火に関すること 
(2) 地区住民への災害に関する情報伝達、広報広聴活動に関すること 
(3) 避難行動要支援者の避難支援、避難者の誘導及び救出救護の協力に 

関すること 
(4) 避難所の運営、炊き出し、救援物資の配布等の協力に関すること 
(5) 被害状況調査、広報活動等、災害応急対策全般の協力に関すること 

第３ 住民・事業者等 

名 称 努める内容 

住 民 

(1) 災害に強いまちづくりのため、地域において相互に協力する。 
(2) 平常時から食品、飲料水、生活必需品（最低でも３日分程度、可能な限り
１週間程度）の備蓄を行うとともに、非常持出袋の準備を行う。 

(3)  市、その他防災関係機関等が行う災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・
復興対策に協力し、自己の生命、身体及び財産の安全の確保に努める。 

事 業 者 

(1) 事業活動にあたって、企業市民としての責任を自覚し、「災害に強いまちづ
くり」のために最大の努力を払う。 

(2)  災害発生後において、従業員、来訪者の安全確保に努めるとともに、その
有する能力を活用し、地域住民全体の生命、身体及び財産の安全確保に協力
する。 

(3) 災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努め、
災害時においての一定の事業活動が継続的に実施できる体制づくりを推進す
る。 

(4) 市、その他防災関係機関等が行う災害予防、災害応急対策、災害復旧・復
興対策に協力する。 

ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 
普段から構成員間の連携を密にして活動体制の準備を図るとともに、災害時

には行政機関等と協力して迅速な救援救護活動の実施に寄与する。 
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第４節 長野市の概況 

第１ 自然条件 

１ 位置・面積等 

本市は、本州の中央部長野県の北部に位置し、東は須坂市･小布施町・中野市、北は信濃町・飯綱町、

西は小谷村・白馬村・小川村･大町市、南は生坂村・筑北村・麻績村・千曲市・上田市に接している。 

本市の面積等は、次のとおりである。 

〈長野市の面積等〉 

面 積：834.81㎢ 

広ぼう：東西 36.5㎞   南北 41.7㎞ 

標 高：最高 2,353m（高妻山頂上）    最低 327.4m（豊野町浅野地区） 

 

２ 地勢 

本市は、長野県の北部千曲川と犀川の合流点を中心にして開けた長野盆地の中央部に位置し、上信越高

原国立公園の飯綱山、戸隠山、黒姫山等の北信五岳を背景に、市の中央には、一級河川である千曲川（信

濃川）、犀川の二大河川が流れている。 

平野部は、犀川や裾花川等の急流河川のつくる扇状地と、扇状地に押されるように東端に細長く分布す

る千曲川の氾濫平野からなっている。 

山間部は、標高2,353mの高妻山やその南に広がる標高500～1,OOOmのなだらかな西部山地、南の標高

1,529.1mの保基谷岳等からなる急峻な河東山地で形成されている。 

 

３ 地質 

本市には新生代の第三紀後半から第四紀にかけて堆積した地層が広く分布している。西部山地と河東山

地には、主に、第三紀中新世から第四紀更新世にかけて堆積した固結～半固結の堆積物が分布している。

長野盆地には、第四紀完新世の未固結堆積物が広く分布している。 

 

４ 地盤 

本市の平野部の地盤は、犀川や裾花川等によって形成された扇状地を構成する砂礫層・礫層と、千曲川

や犀川によって形成されてきた自然堤防等を構成する砂層と、氾濫平野や後背低地等の低地に分布する粘

性土層等で構成されている。 

 

５ 気候 

本市は海岸から遠く隔たり、四方を山に囲まれているため、内陸的な気候を示し、寒暖の差が大きい。

年間の総降水量はほぼ1,OOOmm以下で、多雨多湿を特徴とする我が国の中では極めて少ない方である。 

また、冬期は季節風の影響を受け、雪の降る日が多い。風は全般に弱く、台風や発達した低気圧が通過

した場合でも海沿いの地方に比べると弱まる傾向がある。 

第２ 社会条件 

１ 人口 

本市の世帯数は163,966世帯、人口は370,248人（令和４年５月１日現在、住民基本台帳の登録人口）で、

近年はほぼ横這いである。 

また、人口密度は443.5人/k㎡、１世帯あたり人口は、2.26人である。 
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年齢別人口（構成比）は、14歳以下の年少人口が44,204人（11.9％）、15～64歳の生産年齢人口が213,698

人（57.7％）、65歳以上の高齢者人口が112,346人（30.3％）となっており、少子高齢化が進んでいる。 

 

２ 建物 

本市の建物棟数は、木造と非木造を合わせ全体で214,146棟、木造が161,863棟、非木造が52,283棟であ

る。木造建物のうち、昭和35年以前建築のものが38,557棟、非木造建物のうち、昭和45年以前建築のもの

が7,026棟ある。（令和３年度防災アセスメントより） 

木造建物、非木造建物とも善光寺平を中心とした平坦部に集中して分布している。建物が集中している

地域では、新しい建物の建築が進み、昭和35年以前の木造建物の割合は少ない。 

一方、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条等の市西部の中山間地域では、古い建物の割合が高くなっ

ている。 

 

３ 道路 

本市の道路は、幹線道路として南北に国道18号、東西には国道19号が通っている。長野市街地から戸隠・

鬼無里方面には国道406号、小布施から松代には国道403号が通っている。このほか、市内には千曲川、犀

川や多くの中小河川があるため、数多くの橋により結ばれている。 

また、上信越自動車道及び長野自動車道が新潟、松本、関東方面とを結んでいる。 

 

４ 交通機関 

市域には、東日本旅客鉄道株式会社、長野電鉄株式会社、しなの鉄道株式会社の各線が運行されている。

その他、路線バスが運行されている。 

第３ 災害履歴 

１ 地震災害 

本市に大きな被害をもたらした地震は、主に次のとおりである。 

(1) 直下型の地震 ------- 1847年善光寺地震、1941年長沼地震、2014年長野県神城断層地震等 

(2) 海洋性の地震 ------- 1854年安政東海地震等 

(3) 群発地震 ----------- 1965年～松代群発地震等 

このうち、最も被害が大きかったのが善光寺地震で、直下型地震の恐ろしさを示している。 

安政東海地震は、遠方より伝幡したにもかかわらず、マグニチュード（地震の規模）が大きく、住家被

害が人的被害に比して大きいことが特徴である。 

一方、松代群発地震は長期間に頻発した地震であり、個々の地震での被害は少なかったが、振動の反復

と累積により被害の増大が目立った。 

長野県神城断層地震は、長周期地震動が観測された地震であり、関東地方から中部地方の広い範囲で観

測された。被害については、震源に近い鬼無里地区だけでなく、市の中心部にも被害が多く、広範囲に一

部損壊等の小さな被害が数多く出たことが特徴である。 

本市で最も懸念される地震は、善光寺地震タイプの直下型地震で、市内の人口、施設等の集中している

地域の直下で地震が発生すれば、極めて大きな影響をもたらすことが予想される。 

 

２ 水害 

本市における平成以降の主要な水害事例としては、次のものがあげられる。 

なお、昭和の主な水害については、資料編１－９に掲載する。 

(1) 平成７年７月豪雨災害（梅雨前線） 

(2) 平成 16年10月台風 22号･23号 

(3) 平成 18年７月豪雨災害 
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(4) 平成 21年８月豪雨災害 

(5) 平成 22年７月豪雨災害 

(6) 平成 24年７月豪雨災害（気圧の谷） 

(7) 平成 25年９月台風 18号 

(8) 平成 27年９月台風 18号 

(9) 平成 28年９月台風 16号 

(10)平成 29年 10月台風 21号 

(11)令和元年９月台風 17号 

(12)令和元年東日本台風 

(13)令和元年 10月台風 20号 

(14)令和２年７月豪雨災害 

これらの市内で広範囲に浸水が発生した水害の事例を分析すると、昭和20・30年代のものと昭和50年代

以降のものでは、その発生状況が異なっている。昭和20年代の水害では、犀川の本川の堤防が決壊して浸

水被害が発生していた（外水氾濫）が、昭和50年代の水害では本川の水位が上昇したため、支川が溢水し、

浸水被害が発生している（内水氾濫）。 

また、昭和50年代以降で、市内で広範囲に浸水被害が発生した水害（昭和56年～58年、60年）では、①

連続日降水量が100mmを超える、②日降水量が50mmを超える、③千曲川上流の杭瀬下（千曲市）、生田（上

田市）における流量が平均1,000mm3／秒を超えるという３つの条件が重なっている点が注目される。 

最近は、１時間に50mm以上という極めて短い時間の局所的な大雨の発生頻度が増加傾向にある。 

 

３ 土砂災害 

本市は、西部山地と河東山地をひかえているため、過去にもしばしば土砂災害が発生している。土砂災

害の発生は、水害と同様に台風等による豪雨時に集中している。 

本市における平成以降の主要な土砂災害事例としては、次のものがあげられる。 

なお、昭和の主な土砂災害については、資料編１－９に掲載する。 

(1) 平成16年10月長雨台風22号による地すべり 

(2) 平成18年３月長雨融雪による地すべり 

(3) 平成19年10月長雨台風20号による地すべり 

(4) 平成22年７月豪雨による崖崩れと土石流 

(5) 平成27年９月豪雨による崖崩れ 

(6) 令和元年東日本台風による崖崩れと土石流と地すべり 

(7) 令和元年 10月台風 20号による地すべり 

(1) 地すべり 

本市における地すべりは、西部山地に密に分布しており、倉並地すべり、茶臼山地すべり、地附山

地すべり、萩之峰地すべり等の大規模地すべりも発生している。大規模地すべりには、急激な滑動形

態をもつ地附山地すべりと長期問にわたって緩慢に滑動を続ける倉並･茶臼山地すべりの２つのタイプ

が認められる。 

地すべり分布は、特定の地質地帯に密に発生している傾向が認められ、泥岩～砂質泥岩及びその互

層や緑色凝灰岩地域で地すべりの分布が多い。 

(2) 崖崩れ 

本市における崖崩れの多発地帯は、西部山地、河東山地の蛭川上流部や保科川上流部、天神川上流

等であるが、このような山地では崩壊が発生しても、直接的な被害を及ぼさない場合が多い。しか

し、山岳道路沿いで発生すると、道路通行に影響を及ぼすことがある。 

また、山麓部の宅地化により、潜在的な崩壊危険度は高まっている。 
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(3) 土石流 

土石流は、山腹が崩壊して生じた土石等や渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象であ

るが、本市で発生した大規模な土石流災害には、善光寺裏の湯福川災害がある。この災害は、明治 44

年８月４日と昭和 12年７月 23～24日の２回発生している。 

このほか、昭和 56年及び 57年に河東山地の保科川、赤野田川、蛭川の流域で、平成 21年には戸隠

で、また平成 22年に篠ノ井、信更地区で発生している。 

 

４ その他の災害 

(1) 市街地火災 

江戸時代には、たびたび大火があり、焼失家屋数はかなり多かった。明治以降では、明治24年（1907

年）松代町の大火、大正５年（1916年）保科町の大火がある。 

近年は建物の防火、耐火や消防力の整備が進んで、市街地火災は発生していないが、一方で石油類や

可燃性物質の増加によって火災の危険が高まっているのも事実である。 

(2) 雪害 

本市は、山地部を除けば積雪は少ないが、近年では、昭和55年、平成18年及び平成26年に大雪があり、

全市的に家屋の損壊、交通機関の混乱が生じた。 

(3) ため池の決壊による災害 

本市の飯綱山腹にはため池が多くあり、昭和11年には一の倉ため池が、昭和14年には論電ケ池がそれ

ぞれ決壊し、下流の地区が氾濫し、家屋の流失、死者等の災害をもたらした。 

(4) 事故災害 

本市では、昭和60年の国道19号大安寺橋からのスキーバス転落水没により25人死亡、重軽傷８人の事

故があった。 

また、平成８年更埴市（現千曲市）生萱で林野火災取材中のヘリコプター２機が空中接触し、本市篠

ノ井横田地籍へ墜落大破炎上により６人が死亡した航空機事故があった。 

(5) 林野火災 

本市では、たき火の放置により、昭和62年に北郷ブランド薬師公園山林内で山林７haが、平成13年に

安茂里小市で山林28haが、また平成14年に若穂川田で山林18haが焼失した。 
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第５節 被害想定 

第１ 地震の被害想定 

1847 年の善光寺地震を引き起こした長野盆地西縁断層帯に加え、糸魚川－静岡構造線断層帯の発生を

想定し、各地の震度・液状化危険性のほか、人的・物的な被害を予測した。想定断層の諸元は、次のとお

りである。 

〈想定した地震断層の諸元〉 

想定地震 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 長さ 傾斜 位置 

長野盆地西縁断層帯の地震 

（善光寺地震を引き起こした活断層） 
7.8 58km 45° 長野盆地西縁 

糸魚川－静岡構造線の地震（全体） 

〃      （北側） 
8.5 
8.0 

150km 

84km 
30° 

小谷村～早川町 

小谷村～塩尻市 

 

１ 地震動・液状化 

長野盆地西縁断層帯の地震では、断層に近い市の中央で震度６強から震度７が、市域の大部分で震度６

強以上が予測された。液状化危険度は、千曲川・犀川が運んだ土砂が堆積した低地で高いと予測された。 

糸魚川－静岡構造線断層帯（全体）の地震では、断層に近い市西部の広い範囲で震度７が、市域の西側

半分以上で震度６弱以上が予測された。液状化危険度は、千曲川・犀川が運んだ土砂が堆積した低地で高

いが、想定断層から離れた東部では、長野盆地西縁断層帯の地震に比べ、危険度は低いと予測された。 

 

２ 被害 

それぞれの地震による被害量は、次のとおりである。 

 

調査項目 
（冬 18時・強風のケー

ス） 

長野盆地西縁断層帯の 
地震 

糸魚川－静岡構造線 
断層帯の地震（全体） 

糸魚川－静岡構造線 
断層帯の地震（北側） 

土
砂
災
害 

急傾斜地崩壊 
危険度 A：889箇所 
危険度 B：145箇所 
危険度 C：194箇所 

危険度 A：880箇所 
危険度 B：122箇所 
危険度 C：226箇所 

危険度 A：564箇所 
危険度 B：229箇所 
危険度 C：435箇所 

地すべり 
危険度 A：263箇所 
危険度 B：174箇所 
危険度 C：8箇所 

危険度 A：246箇所 
危険度 B：192箇所 
危険度 C：7箇所 

危険度 A：148箇所 
危険度 B：186箇所 
危険度 C：111箇所 

雪崩 
危険度 A：469箇所 
危険度 B：181箇所 
危険度 C：14箇所 

危険度 A：500箇所 
危険度 B：135箇所 
危険度 C：29箇所 

危険度 A：403箇所 
危険度 B：174箇所 
危険度 C：87箇所 

建
物
被
害 

揺れ 
全壊：22,971棟 
半壊：25,149棟 

全壊：10,096棟 
半壊：10,007棟 

全壊：2,275棟 
半壊：3,429棟 

液状化 
全壊：272棟 
半壊：1,466棟 

全壊：233棟 
半壊：1,241棟 

全壊：19棟 
半壊：115棟 

土砂災害 
全壊：509棟 
半壊：1,401棟 

全壊：535棟 
半壊：1,619棟 

全壊：281棟 
半壊：876棟 

火災 焼失：5,189棟 焼失：1,750棟 焼失：0棟 

建物被害合計 

全壊・焼失：28,941棟 
   半壊：28,016棟 
全壊・焼失率：13.5% 
全半壊・焼失率：26.6% 

全壊・焼失：12,614 
   半壊：12,867 
全壊・焼失率：5.9% 
全半壊・焼失率：11.9% 

全壊・焼失：2,575棟 
   半壊：4,420棟 
全壊・焼失率：1.2% 
全半壊・焼失率：3.3% 

ラ
イ
フ

ラ
イ
ン

被
害 

上水道 
（断水率） 

被災直後：98% 
被災 1日後：88% 
被災 1週間後：58% 
被災 1か月後：14% 

被災直後：81% 
被災 1日後：45% 
被災 1週間後：20% 
被災 1か月後：3% 

被災直後：33% 
被災 1日後：10% 
被災 1週間後：3% 
被災 1か月後：0% 
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下水道 
（機能支障率） 

被災直後：97% 
被災 1日後：80% 
被災 1週間後：39% 
被災 1か月後：6% 

被災直後：81% 
被災 1日後：41% 
被災 1週間後：13% 
被災 1か月後：2% 

被災直後：33% 
被災 1日後：8% 
被災 1週間後：1% 
被災 1か月後： 0% 

都市ガス 
（供給停止率） 

被災直後：100% 
被災 1日後：93% 
被災 1週間後：52% 
被災 1か月後：0% 

被災直後：0% 
被災 1日後：0% 
被災 1週間後：0% 
被災 1か月後：0% 

被災直後：0% 
被災 1日後：0% 
被災 1週間後：0% 
被災 1か月後：0% 

電力（停電率） 

被災直後：93% 
被災 1日後：54% 
被災 4日後：12% 
被災 1週間後：2% 

被災直後：72% 
被災 1日後：19% 
被災 4日後：2% 
被災 1週間後：0% 

被災直後：28% 
被災 1日後：4% 
被災 4日後：0% 
被災 1週間後：0% 

交
通
施

設
被
害 

緊急輸送道路被害
箇所 

31箇所 32箇所 15箇所 

鉄道 
新幹線：5箇所 
在来線：125箇所 

新幹線：5箇所 
在来線：80箇所 

新幹線：2箇所 
在来線：30箇所 

人
的
被
害 

建物倒壊*1 
死者：1,350(80)人 
負傷者：8,033(510)人 
うち重傷者：4,177(0)人 

死者：587(0)人 
負傷者：3,293(200)人 
うち重傷者：1,762(0)人 

死者：136(0)人 
負傷者：862(50)人 
うち重傷者：456(0)人 

土砂災害 
死者：35人 
負傷者：43人 
うち重傷者：26人 

死者：37人 
負傷者：47人 
うち重傷者：19人 

死者：19人 
負傷者：19人 
うち重傷者：9人 

火災 
死者：60人 
負傷者：330人 
うち重傷者：90人 

死者：0人 
負傷者：69人 
うち重傷者：23人 

死者：0人 
負傷者：0人 
うち重傷者：0人 

ブロック塀等 
死者：0人 
負傷者：38人 
うち重傷者：15人 

死者：0人 
負傷者：16人 
うち重傷者：8人 

死者：0人 
負傷者：8人 
うち重傷者：0人 

死傷者合計 

死者：1,444人 
負傷者：8,444人 
うち重傷者：4,308人 
死者発生率：0.39% 
負傷者発生率：2.27% 

死者：625人 
負傷者：3,425人 
うち重傷者：1,812人 
死者発生率：0.17%  
負傷者発生率：0.92% 

死者：155人 
負傷者：888人 
うち重傷者：465人 
死者発生率：0.04% 
負傷者発生率：0.24% 

自力脱出困難者 4,306人 795人 143人 

生
活
支
障 

避難者*2 

被災 1日後：53,016 
（31,810）人 

被災 2日後：117,517 
(58,759)人 

被災 1週間後：99,229 
（49,614）人 

被災 1か月後：93,725 
(28,118)人 

最大避難者発生率：32% 

被災 1日後：13,572 
（8,143）人 

被災 2日後：45,559 
(22,780)人 

被災 1週間後：31,815 
（15,907）人 

被災 1か月後：24,306 
(7,292)人 

最大避難者発生率:12% 

被災 1日後：1,846 
（1,108）人 

被災 2日後：8,099 
(4,049)人 

被災 1週間後：5,056 
（2,528）人 

被災 1か月後：3,184 
(955)人 

最大避難者発生率:2% 

災害廃棄物量 3,851,400トン 1,710,108トン 402,961トン 

孤立集落 258 249 202 

*1( )内は観光客数  *2( )内は避難所内避難者 

※第 3次長野県地震被害想定調査報告書（長野県：H27.3月）等を踏まえた長野市地域防災計画見直し 

（防災アセスメント）業務 概要報告書（令和 4年 3月）による。 
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〈糸魚川－静岡構造線断層帯（全体）の地震〉 

〈長野盆地西縁断層帯の地震〉 

〈糸魚川－静岡構造線断層帯（北側）の地震〉 
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第６節 財政 

第１ 長野市財政調整基金 

災害対策基本法第101条の規定に基づき、災害により生じた経費の財源に充てる財政調整基金の積立て

に配意する。 

第２ 財政措置 

本市は、基礎的地方公共団体として、市域内の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関

係機関と協力して地域防災計画を作成し、実施を推進する責務を有する。このため地域防災計画に基づく

災害予防、災害応急対策及び災害復旧の実施を推進するため、有効適切な財政措置を実施するよう努める。

財政措置としては、おおむね次のとおりとする。 

 

１ 災害予防 

(1) 災害による被害の軽減を図るため、公共施設等の補修又は改良については、公共施設マネジメント指

針との調整を図りながら、必要な財政措置に努める。 

(2) 災害に備える資材及び器材の備蓄に関して、必要な財政措置に努める。 

(3) 防災訓練及び防災知識等に要する経費について、必要な財政措置に努める。 

(4) 災害に備える情報・通信施設及び機器の整備等について、一層の整備を図るための財政措置に努め

る。 

(5) 災害に強いまちづくりを図るために、都市防災総合推進事業、市街地再開発事業、建築物の耐震改修

事業等関連事業等との調整を図り、必要な財政措置に努める。 

 

２ 災害の応急対策 

災害が発生し、応急対策に要する経費の支出が生じたときは、速やかに必要な財政措置を行う。 

 

３ 災害復旧 

被災に伴う公共施設の復旧等に係る財政措置は、次により行う。 

(1) 公共施設の被害状況及び重要度等を考慮し、災害復旧計画を策定し、その実施方法を決定する。 

(2) 国庫補助、県費補助、起債の対象事業については、速やかに申請手続きを行う。 

(3) 国及び県の補助金等、特定財源を伴う施設の復旧に当たっては、交付決定等の収入の見通しがついて

から執行する。 

ただし、緊急性を要するものについては、関係機関と調整し財源の確保に努める。 

(4) 災害復旧に要する経費は、必要により補正等の予算措置を行う。 
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 第２章 災害予防計画 

 

第１節 地震に強いまちづくり 

第２節 災害情報の収集・連絡体制計画 

第３節 活動体制計画 

第４節 広域相互応援計画 

第５節 救助・救急・医療計画 

第６節 消防・水防活動計画 

第７節 要配慮者支援計画 

第８節 緊急輸送計画 

第９節 障害物処理計画 

第10節 避難の受入活動計画 

第11節 孤立防止対策 

第12節 食料品の備蓄調達計画 

第13節 給水計画 

第14節 生活必需品等の備蓄調達計画 

第15節 危険物施設等災害予防計画 

第16節 電気施設災害予防計画 

第17節 都市ガス施設災害予防計画 

第18節 上水道施設災害予防計画 

第19節 下水道施設等災害予防計画 

第20節 通信・放送施設災害予防計画 

第21節 鉄道施設災害予防計画 

第22節 災害広報計画 

第23節 土砂災害等の災害予防計画 

第24節 防災都市計画 

第25節 建築物災害予防計画 

第26節 道路及び橋りょう災害予防計画 

第27節 河川施設等災害予防計画 

第28節  ため池災害予防計画 

第29節 農林水産物災害予防計画 

第30節 積雪期の地震災害予防計画 

第31節 二次災害の予防計画 

第32節 防災知識普及計画 

第33節 防災訓練計画 

第34節 災害復旧・復興への備え 

第35節 自主防災組織等の育成に関する計画 

第36節 企業防災に関する計画 

第37節 ボランティア活動の環境整備 

第38節  保健衛生等計画 

第39節 災害対策に関する調査研究及び観測 

第40節 観光地の災害予防計画 

第41節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

 

本章では、災害予防計画として、「災害に強いまちづくり、

仕組みづくり」のための施策を体系化し、本市に必要な災害

予防対策を定めた。なお、すべての計画には、①実施する主

体、②市の主たる担当部課を示し、各自が計画の実施状況を

確認しやすいように示した。 

なお、実施計画の詳細は別に定める。 
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第１節 地震に強いまちづくり 
 

市内における構造物・施設等については、防災基本計画や防災関係法令等を踏まえて耐震性を確保する

とともに、地震に強いまちづくりを図る。 

地震防災施設の整備に当たっては、大規模地震を想定した効果的かつ重点的な予防対策の推進を図ると

ともに、ソフト対策とハード対策を組み合わせて効果的に対策を推進する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
地震に強いまちづくり

の推進［市、交通・通信

施設管理機関］ 

地域計画や社会資本の整備等に当たっては、次

の点に留意して地震に強いまちづくりを総合的に

推進する。 

○総合的・広域的な計画の作成に際しては、地震災

害から地域及び住民の生命、身体、財産を保護す

ることに十分配慮する。 

○基幹的な交通・通信施設等の整備については、各

施設等の耐震設計やネットワークの充実等によ

り、大規模災害時の輸送・通信手段の確保に努め

る。 

○地すべり、崖崩れ防止等による土砂災害対策の

推進及び森林等の土保全機能の維持増進を図る

とともに、住宅、学校や病院等の公共施設等の構

造物、施設等の耐震性に十分配慮する。 

○地震被害想定を参考に減災目標及び地震防災対

策の実施目標を明確にし、関係機関・住民等と一

体となった、効果的・効率的な地震防災対策を推

進する。 

○老朽化した社会資本について、長寿命化計画の

作成・実施等により、その適切な維持管理に努め

る。 

○コンパクトと安全なまちづくりを推進するた

め、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を

設定するとともに、災害リスクに対しては、ハー

ド・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を

定める防災指針を検討し、立地適正化計画を作

成する。 

総務部危機管理防災課 

企画政策部 

都市整備部 

建設部 

農林部 

上下水道局 
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第２節 情報の収集・連絡体制計画 
 

災害時には各機関が出来る限り早期に的確な対策を行うことが求められるところであり、そのために

は迅速、確実な情報の収集が必要であることから、市、県、関係機関等を結ぶ情報収集・連絡体制の整

備及びその情報を伝達する通信手段の整備並びに情報伝達手段の多ルート化等を進める。 

 

第１ 災害情報の収集・連絡体制の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

災害情報の収集・伝達

体制の強化［市］ 

異常現象等の通報や、雨量・水位等の観測情報に

ついて、迅速に収集・伝達する体制を充実するとと

もに、これらの情報に基づく注意、警戒の基準、体

制を検討する。 

○長野市防災情報ポータル（ホームページ）に公開

している雨量・水位情報の利用についての周知促

進 

○Ｊアラート（全国瞬時警報システム）やＬアラー

ト（災害情報共有システム）と連携している総合

防災情報システムを活用し、情報収集の迅速化、

災害現場や避難場所との情報共有、防災情報ポー

タル、長野市防災ナビ（アプリ）及び防災メール

配信サービスによる住民への情報伝達の強化 

○国及び県への支川を含めた河川ライブカメラ等

の増設の要望 

総務部危機管理防災課 

総務部情報システム課 

建設部河川課 

観測体制の高度化

［市］ 

洪水、土砂災害の警戒・予測体制の高度化を図る。 総務部危機管理防災課 

建設部河川課 

長野市総合防災情報

システムの維持管理

［市］ 

地象、雨量、水位、水防警報等、防災情報や災害

情報を的確かつリアルタイムに収集・分析し、状況

に応じた災害応急対策の迅速な意思決定を支援す

るため、システムの定期的な点検・保守を実施し、

機器等の状態を維持管理する。 

総務部危機管理防災課 

訓練の実施［市、防災

関係機関］ 

円滑な情報収集機能の確保を図るため、訓練を実

施する。 

総務部危機管理防災課 

各部課 

 

第２ 情報の分析整理 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

災害調査実施体制の

強化［市、防災関係機

関］ 

災害調査の実施体制を具体化し、迅速かつ効率的

に災害状況を調査、把握できる体制を整える。 

○調査票、資機材等の備蓄促進 

○国・県への協力要請、連絡、活動等の実施方法の

具体化 

○調査結果の整理、集約方法の検討 

○総合的な防災情報を網羅した各種災害における

ハザードマップ、防災マップの作成等による災害

危険性の周知、必要に応じて災害対策を支援する

地理情報システムの構築 

総務部総務課 

総務部危機管理防災課 

総務部情報システム課 

総務部行政ＤＸ推進課 

各部課 

防災・減災につなげ

る AI技術等の活用

AI技術や SNS等を活用した防災・減災に向けたシ

ステムの整備を検討する。 

総務部危機管理防災課 
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［市、防災関係機

関］ 

 

第３ 通信手段の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防災無線の強化［市］ 災害時の情報収集、伝達体制を強化するため、全

市域に対応できる無線システムを整備する。 

○防災行政無線のデジタル化整備に伴う未音達区

域への屋外拡声子局の増設 

○消防団携帯型消防デジタル無線との連携 

○災害時の孤立可能性集落における通信手段の 

確保 

○システムの保守・点検の徹底 

○非常用電源設備の整備及び無線設備や非常用電

源設備の耐震性のある堅固な場所への設置 

総務部危機管理防災課 

消防局通信指令課 

災害時優先電話指定

の拡充［市、ＮＴＴ東

日本・携帯電話各社］ 

災害時優先電話指定が拡充されるよう要請し、災

害時における電話網の強化を図る。 

○市各部、防災拠点予定施設あるいは指定避難所等 

○市契約の携帯電話（災害現場－本部間連絡用） 

総務部危機管理防災課 

総務部総務課 

災害用電源装置の整

備［市］ 
通信の支障をきたさないよう、通信設備への災害

用発電装置の整備を検討する。 

○無停電電源装置、直流電源装置、非常用発電装置

等の整備検討 

各施設所管課 

無線通信に関する関

係者との連携強化 

［市］ 

無線を取り扱う事業所、民間団体、信越地方非常

通信協議会等と連携し、情報収集拠点及び通信網の

多ルート化を図る。 

○市職員のアマチュア無線資格保有者、アマチュア

無線愛好家団体との連携体制構築 

○災害時相互協力協定の検討 

○技術研修の実施 

総務部危機管理防災課 

 

訓練の実施［市］ 実践的な非常通信訓練を定期的に実施し、無線運

用の習熟を図る。 

総務部危機管理防災課 

各部課 
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第３節 活動体制計画 
 

迅速かつ円滑な応急対策を実施するためには、事前の活動体制整備が重要であることから、職員の非常

参集体制、組織及び防災拠点について整備を図る。 

 

第１ 職員の参集・活動体制 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

職員動員配備［市］ 職員による非常参集及び組織体制を整備し、必要

に応じ見直しを行う。 

また、大規模災害時の職員参集体制について、職

員の被災や、交通、通信手段の障害発生等を想定し

対応する。 

○職員動員配備表及び連絡網の作成・更新 

○指定場所に参集できない場合の参集方法、応急的

組織、事後対応の検討 

○災害対応経験者のリスト化等を検討 

総務部危機管理防災課 

総務部職員課 

各部課 

個別応急対策活動マ

ニュアルの作成 

［市、防災関係機関］ 

地域防災計画に基づき、災害時に各部が所掌する

災害応急対策活動を迅速に実施できる個別応急対

策マニュアルを作成し、部員への周知及び訓練の実

施を図る。 

また、部局横断的な対応が必要な業務について

は、必要に応じて各種専門チームの編成を検討する

とともに、マニュアルの整備を図る。 

各部課 

情報連絡窓口の明確

化［市、防災関係機関］ 

防災関係機関の情報連絡窓口、責任者を明確に

し、関係者がリアルタイムに情報共有する体制を確

立する。 

○連絡窓口、責任者一覧表の作成・更新 

総務部総務課 

総務部危機管理防災課 

総合防災情報システ

ムの活用［市］ 

総合防災情報システムを活用して迅速な職員招

集体制を整備する。 

総務部危機管理防災課 

支所への災害対応支

援職員配備［市］ 

災害発生の初動時において効率的に情報収集及

び指定避難所開設等を行うため、支所の近隣に居住

する市職員を、災害対応支援職員として任命する。 

総務部危機管理防災課 

総務部職員課 

 

第２ 組織の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

長野市防災会議の設

置［市］ 
災害対策基本法第 16 条に基づき、長野市防災会

議を設置し、市域の災害特性及び地域特性に対応し

た長野市地域防災計画の修正を行い、その計画の実

施を推進する。 

総務部危機管理防災課 
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第３ 防災中枢機能等の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防災活動拠点施設の

機能強化［市］ 
災害対策本部（消防局庁舎含む）、指定緊急避難場

所及び指定避難所、救護所あるいは物資輸送拠点

等、災害応急対策活動の拠点となる予定施設につい

て、拠点としての機能を果たすための点検、整備を

行う。 

○耐震点検調査、耐震補強の検討 

○代替施設の確保 

○貯水槽、非常用電源（太陽光、風力、水力等の自

然エネルギーや蓄電池の活用）、配管設備類の固

定強化、排水施設・擁壁等の整備、予備燃料の確

保、バリアフリー化等の検討 

○救助用具・食料品等の備蓄倉庫整備 

各施設所管課 

総務部危機管理防災課 

公園の防災機能確保

［市］ 

都市公園において災害の緩衝機能及び避難・救護

活動の場を確保できる機能を考慮して整備する。 

都市整備部公園緑地課 

 

第４ 複合災害への備え 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

災害対応要員及び資

機材等の確保［市］ 

後発災害に不足が生じないよう、要員・資機材の

投入判断に留意するとともに、外部からの支援を早

期に要請する。 

総務部危機管理防災課 

総務部職員課 

 

第５ 業務継続性の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

業務継続計画の運用、

見直し［市］ 

実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な

資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等

の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等

に応じた体制の見直し、計画の改訂等を行う。 

総務部危機管理防災課 

総務部情報システム課 

各部課 
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第４節 広域相互応援計画 
 

災害規模及び被害の状況から、市単独では十分な応急・復旧活動を実施することが困難となった場合に

備え、地方公共団体相互、消防機関相互及び公共機関相互等において、応援協定を締結し、平常時から連

携の強化を図るとともに、災害時は、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施する。 

 

第１ 防災関係機関相互の連携体制整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

応援要請及び受入れ

体制等の整備［市］ 

応援要請等が迅速に行えるよう、あらかじめ要請

の手順や連絡の方法等を取り決めておく。 

また、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑

に応援を受けることができるような体制等の構築

について検討する。 

総務部危機管理防災課 

 

第２ 県内全市町村間の相互応援協定 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

「長野県市町村災害

時相互応援協定」に基

づく相互応援体制の

確立［市、県、他市町

村］ 

応援内容ごとに応援に要する職員、資機材及び物

資等の確保並びに活動方法等の応援体制をあらか

じめ定めておく。 

また、備蓄状況の把握及び合同訓練等を定期的に

実施する。 

なお、本市は代表市であるため、災害が発生した

場合の先遣隊の派遣、ブロック内の支援・受援体制

等について、代表市町村会議への出席あるいはブロ

ック内における連絡会議等を開催し、相互応援体制

の確立を図る。 

○県市長会及び県町村会等との連携 

総務部危機管理防災課 

企画政策部企画課 

 

第３ 県内外消防本部間の消防相互応援体制 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

「長野県消防相互応

援協定」に基づく相互

応援体制の確立 

［市、県、他消防本部］ 

協定に基づく応援等が迅速かつ的確に実施でき

る体制を整備する。 

○実践的な合同訓練等の定期的実施 

消防局総務課 

消防局警防課 

緊急消防援助隊の訓

練の実施［市、県］ 

県と連携し、緊急消防援助隊の実践的な教育訓練

等を実施する。 

消防局総務課 

消防局警防課 
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第４ 他市等との相互応援協定 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

災害時相互応援協定

の運用体制の確立

［市、他市町村］ 

応援協定の運用を強化するため、他市等との連携

体制を確立する。 

○災害時相互応援協定（町田市、富山市、上越市、

静岡市、甲府市） 

○中核市災害相互応援協定 

総務部危機管理防災課 

企画政策部企画課 

 

第５ 県と市が一体となった他都道府県被災地への応援体制整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

「長野県合同災害支

援チームによる被災

県等への支援に関す

る協定」における連携

強化［市、県、他市町

村］ 

応援内容ごとに応援に要する職員、資機材及び物

資等の確保並びに活動方法等の応援体制をあらか

じめ定めておく。 

また、共同で訓練等を実施する。 

総務部危機管理防災課 

 

第６ 広域防災拠点の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防災拠点の確保及び

情報の共有［市、県、

関係機関］ 

被害の大きい災害に対して、自衛隊、警察、消防

等による全国的な広域応援活動が実施された際、こ

れらの人的・物的な応援活動を受け入れるため、市

及び県が選定した防災拠点の諸元（面積、管理者、

周囲の状況、地形・地面の状態、ヘリ離着陸の可否、

幹線道路へのアクセス等）を把握し、部隊の展開・

宿営、緊急輸送ルート等の確保及び防災拠点等に係

る関係機関との情報の共有に努める。 

総務部危機管理防災課 

企画政策部企画課 

会計局会計課 

会計局検査課 

消防局警防課 

道の駅の防災拠点化 

[市] 

防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点とし

て活用できるよう、関係機関との連携等に努める。 

総務部危機管理防災課 

商工観光部観光振興課 

 

第７ 受援体制の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

受援体制の整備［市、

県、関係機関］ 

内閣府の受援計画策定ガイドライン等を踏ま

え、長野市受援計画（令和３年３月策定）に基づ

く訓練等による検証や見直し等により、受援体制

の強化を図る。 

○応援業務のリスト化、受入環境の整備 

○災害救助法の適用が可能な支援物資等のリスト

化、協定団体との情報共有 

○物流事業者の輸送拠点の把握、耐震性や非常電

源等の整備促進及び災害協力協定の締結 

○受援困難な地区における長期保存可能な食糧等

の備蓄促進 

○緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）が

迅速に活動できるよう、人員の派遣及び資機材

の提供を行う体制の整備 

総務部危機管理防災課 

企画政策部企画課 
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第５節 救助・救急・医療計画 
 

救助・救急用資機材の整備、医療用資機材、医薬品等の備蓄、調達体制の整備を図るとともに、医薬品

備蓄施設、消防署所等の耐震強化を図る。 

また、医療支援体制の整備を図るとともに、医療機関の被害状況、患者受入状況及び活動体制、災害発

生、交通規制の状況等について関係機関が相互に把握できるよう情報共有、連絡体制の整備を行う。 

 

第１ 救助・救急用資機材の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

救助・救急用資機材の

整備［市］ 

災害時に地域が分断された場合を想定し、各地で

消火、救助、救急活動を行うための資機材を整備し、

広域避難場所や消防署等に備蓄資機材を整備する。  

また、事業者等からの救助資機材の調達に関する

協定締結を推進する。 

○初期消火用具等の整備 

○救助・救急用資機材の整備 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

建設事業者等との応

援体制の強化［市］ 

建設業協会等と協力し、災害時の生埋者等の救出

活動について協力体制を強化する。 

○応援協定に基づく活動の実施体制の具体化 

○重機・資機材・作業員の派遣協力体制の具体化 

総務部危機管理防災課 

建設部監理課 

救急・救助隊員の養成

［市］ 

消防局において、救急・救助隊員を養成し、職員

の災害対応能力の充実を図る。 

○救急資格者、救急救命士の養成 

○救急隊員の教育研修の推進 

○救助隊員の救助技術の向上 

○高度な技術・資機材を有する救助隊の整備 

消防局総務課 

消防局警防課 

 

第２ 医療用資機材等の備蓄 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

医療用資機材、医薬品

等の備蓄・調達におけ

る協力体制の確立

［市、医師会、歯科医

師会、薬剤師会］ 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、長野市商工業災

害対策連絡協議会、県健康福祉部、日本赤十字社長

野県支部、災害拠点病院（長野赤十字病院）等と協

力し、医療用資機材、医薬品等の確保体制を強化す

る。 

○災害時の要請、連絡、医療用資機材、医薬品等調

達方法等の実施体制の具体化検討 

保健所総務課 

保健所健康課 

トリアージタッグの

備蓄整備［市］ 

統一規格に従ったトリアージタッグ（識別票）、ト

リアージシートの備蓄整備を行う。 

○多数傷病者事故対応訓練の実施 

消防局警防課 

保健所総務課 

保健所健康課 
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第３ 災害医療支援体制の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

救護所の整備［市］ 救護所の設置予定施設に、医療救護活動のために

必要な整備を図る。 

○救護所設置予定施設の点検、救護設備・資器材等

の整備 

○医師会及び関係団体との協議による、救護所設置

に係る要員の編成及び備品等整備の計画検討 

○応急救護用医療用資機材・医薬品の配備検討 

保健所総務課 

保健所健康課 

医師会等との連携強

化［県、市、医師会、

歯科医師会、薬剤師

会］ 

県保健福祉事務所・医師会等と連携を強化し、災

害時の迅速かつ的確な医療救護体制の充実を図る。 

○協定に基づく、医療救護班、歯科医療救護班、薬

剤師班の編成方法、連絡方法、活動方法、医療資

機材、医薬品等の調達方法等についてのマニュア

ル検討、訓練の検討 

○医師会、歯科医師会、薬剤師会との協定の見直し

等 

○トリアージ技術等の研修実施 

○保健師、カウンセラーの確保 

○災害時のメンタルヘルスケアの検討 

保健所総務課 

保健所健康課 

 

第４ 消防、医療及びその他の関係機関相互の連絡体制の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ヘリコプターによる

搬送体制の強化［市］ 

防災関係機関と協力し、重症患者（座滅症候群）

等の搬送体制を強化する。 

○県消防防災ヘリコプター、広域航空消防応援ヘリ

コプター、自衛隊ヘリコプター、ドクターヘリコ

プター等の調整 

○市内病院、高度医療機関へのヘリポートの整備推

進 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

保健所総務課 

警察、自衛隊、緊急消

防援助隊等との連携

強化［県、市、警察署、

自衛隊］ 

警察、自衛隊、緊急消防援助隊、長野県消防相互

応援隊、その他機関の救助隊と協力し、災害時の救

助活動体制を強化する。 

○災害時の要請、連絡、活動方法、連携方法の検討 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

医療情報システムの

保守・拡充［国、県］

及び活用［市］ 

災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に

把握するため、広域災害救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ）を活用する。 

○操作等の研修・訓練の実施 

保健所総務課 
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第６節 消防・水防活動計画 
 

大規模災害等において、消防活動が迅速かつ的確に実施できるように、消防力等の強化及び活動体制の

整備等の事項について、あらかじめ計画を定める。 

また、水防活動についても、迅速かつ的確に実施できるように、資器材等の整備及び監視、警戒等活動

体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定める。 

第１ 消防計画 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

常備消防力の強化

［市］ 
「消防力の整備指針」に適合するように、消防力

の強化を図る。 

また、都市構造の高層化、深層化、大規模事故等

の困難な救助事象にも対処できる消防力の整備・増

強を図る。 

○消防車両・資機材の軽量及び高性能化 

○震災時に有効な特殊車両・資機材・装備の充実 

消防局警防課 

消防局総務課 

消防団の活性化［市］ 消防団機能の充実を図るため、消防団の活性化を

図る。 

また、啓発活動により女性や若者の入団促進及び

育成強化を図る。 

○活動拠点施設の整備促進 

○消防器具置場の整備 

○消防用資機材の計画的導入・配備 

○装備・設備の小型化・軽量化 

○防火衣・防火帽等安全装備の充実 

○消防団員・女性消防団員の募集促進、活動用装備

品、通信機器の整備 

○大規模災害団員の活用 

○一般機能別団員（支所勤務団員など）の活用 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

消防水利の多様化及

び適正化［市］ 
「消防水利の基準」に適合するように、消火栓、

防火水槽及びその他多様な消防水利について整備

を図る。 

○老朽防火水槽の更新及び設備の耐震化 

○市街地及び密集地に、50,000㎡あたり 40㎥以上

の防火水槽を１つ以上整備 

○自然水利、プール等指定消防水利の活用促進 

○公園、道路、公共施設敷地内への設置 

○避難場所への飲料水兼用防火水槽の整備 

消防局総務課 

 

自主防災組織等との

連携強化［市］ 

資機材の整備及びリーダー研修の実施等による

育成強化を図るとともに、防災訓練の実施等によ

り、平常時から消防局、消防団及び自主防災組織の

連携強化を図り、大規模災害時において、一体とな

って当該災害等に対処できる体制の構築を図る。 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

消防・水防活動の担い

手確保[市] 

ＮＰＯ、民間事業者等を消防協力団体として指定

し、育成強化を図る。 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

消防局予防課 

火災予防［市］ ○防火思想、知識の普及 

○防火管理者制度の効果的な運用 

○危険物保有施設への指導 

消防局予防課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

初期消火資器材等の

普及［市］ 
各家庭や事業所等において、初期消火資器材等や

知識の普及を推進する。 

○カーテン、じゅうたん等防炎製品、消火器、対震

自動消火装置付火気器具の普及啓発 

○住宅用火災警報器等の設置促進 

○灯油等危険物の安全管理促進 

○異常乾燥及び強風時における防火管理の徹底 

○取扱方法の習得 

消防局予防課 

消防無線の強化［市］ 大規模災害時の、広域消防応援のための相互通信

体制及び災害現場の情報を迅速かつ的確に収集す

る体制を強化する。 

○消防・救急デジタル無線の充実 

○不感地帯・通信の輻輳解消の促進 

消防局通信指令課 

災害対応困難箇所の

把握［市、県公安委員

会］ 

災害対応活動が困難になると想定される箇所を

調査、把握する。 

○線形不良箇所、細街路の角切、拡幅整備、電柱・

電信柱の埋設化、駐車車両の排除等の促進 

建設部監理課 

都市整備部都市計画課 

応援協力体制の確立

[市] 

自らの消防力のみでは対応できない、又は対応で

きないことが予測される場合、あらかじめ締結され

ている相互応援協定等に基づき、他市等に応援を要

請する体制及び応援を受け入れる体制を確立する。 

また、他の地方公共団体から応援を要請された場

合の応援体制についても確立する。 

消防局総務課 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

 

第２ 水防計画 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

水防体制の整備［市、

消防団］ 
実践的な水防活動を行えるよう、水防体制を整備

する。 

○連絡、巡視、点検及び安全域への避難等の実施方

法の具体化 

○出水期前の水防訓練の実施 

○各重要水防箇所の水防工法の検討 

○洪水ハザードマップを活用した体制の強化 

○ＮＰＯ、民間事業者、自主防災組織等多様な主体

を水防協力団体として指定し、育成強化を図る。 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

建設部河川課 

水防資器材の整備

［市］ 

水防倉庫等の水防資器材の管理について万全を

期する。 

○資器材の備蓄、更新、補充及び拡充推進 

消防局警防課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

浸水想定区域の防災

対策［市、関係施設］ 

国及び県が公表した浸水想定区域図に基づきハ

ザードマップを作成するとともに、ガイドライン等

に基づき浸水区域内の防災対策を行う。 

○区域ごとの洪水予報等の伝達方法、指定緊急避難

場所、指定避難所等の避難計画の作成 

○区域内にある地下施設、要配慮者利用施設（主と

して高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者が利用

する施設をいう。以下同じ。）の名称・所在地を公

表 

○区域内にある大規模工場等で洪水時に浸水の防

止を図る必要が認められる施設の名称・所在地を

公表 

○これら施設管理者による「避難確保・浸水防止計

画」の作成及び自衛水防組織の設置、訓練の実施

並びに市長への報告及び計画の公表を指導 

総務部危機管理防災課 
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第７節 要配慮者支援計画 
 

市・県、社会福祉協議会、医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災組織等の協力

を得ながら、災害から要配慮者（特に避難行動要支援者）を守るための防災対策の一層の充実を図る。 

また、土砂災害や浸水被害が発生するおそれのある地域内に立地する要配慮者関連施設については、避

難誘導等について重点的に対策を講じる。 

第１ 避難行動要支援者支援に関する計画の作成 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

「長野市避難行動要支

援者避難支援プラン」

の運用［市］ 

地域における災害特性等を踏まえつつ、避難行

動要支援者の避難支援についての全体的な考えを

整理して作成した全体計画を運用する。 

○避難行動要支援者の名簿を作成し、避難支援等

関係者へ事前に提供する等、避難体制を構築す

る。 

なお、避難行動要支援者の対象範囲、名簿の記

載事項等の詳細は、資料編を参照のこと。 

○庁舎被災等の事態にも名簿が活用できるよう

適切に管理する。 

○避難行動支援に係る共助（互助）力の向上 

○長野市避難行動要支援者名簿等の整備等に関

する要綱 

○避難行動要支援者の避難支援の手引き等 

総務部危機管理防災課 

総務部情報システム課 

地域・市民生活部地域

活動支援課・各支所 

保健福祉部福祉政策課 

保健福祉部高齢者活躍

支援課 

保健福祉部地域包括ケ

ア推進課 

保健福祉部介護保険課 

保健福祉部障害福祉課 

保健所健康課 

消防局予防課 

消防局警防課 

避難行動要支援者の移

送計画の作成［市］ 

安全が確保された後に、避難行動要支援者を円

滑に指定緊急避難場所から指定避難所へ移送する

ため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び

移送方法についてあらかじめ定めておく。 

総務部危機管理防災課 

保健福祉部福祉政策課 

保健福祉部高齢者活躍

支援課 

地域包括ケア推進課 

保健福祉部介護保険課 

保健福祉部障害福祉課 

保健所健康課 

教育委員会総務課 

要配慮者支援計画（個

別避難計画）の作成

［市］ 

適切な避難支援の実施や、福祉避難所を必要と

する要配慮者の把握のため個別避難計画の作成を

進める。 

【本人・地域記入の個別避難計画の作成】 

地域における災害特性等を踏まえ、各地区の住

民自治協議会・自主防災組織を中心とした避難支

援等関係者の支援により、避難行動要支援者の個

別避難計画「わたしの避難計画」の作成を進めてい

くとともに、避難行動要支援者以外の要配慮者に

ついての、避難支援についての計画の作成を検討

する。 

【市支援による個別避難計画の作成】 

避難行動要支援者のうち計画作成の優先度が高

い者の考慮すべき観点を次のとおりとし、該当す

る者については福祉事業者等の協力を得て個別避

難計画「わたしの避難計画」の作成を進める。 

総務部危機管理防災課 

商工観光部観光振興課

インバウンド・国際室 

地域・市民生活部地域

活動支援課・各支所 

保健福祉部 

保健所健康課 

消防局予防課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

① 地域におけるハザード状況（洪水・土砂災害等

の危険度の想定） 

② 対象者の心身の状況、情報取得や判断への支

援が必要な程度 

③ 独居等の居住実態、社会的孤立の状況 

 

第２ 在宅者対策 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

指定避難所の整備［市］ 安全性の向上、段差の解消、スロープや身体障害

者用トイレの設置、避難経路標識等の簡明化、多言

語化等要配慮者に配慮した施設整備の推進、必要

な物資等の備蓄を行う。 

各施設所管課 

総務部危機管理防災課 

福祉避難所運営計画の

整備［市］ 

県策定の「要配慮者防災・避難マニュアル策定指

針」等に基づいて、「長野市福祉避難所設置・運営

マニュアル」等の整備を行う。 

保健福祉部福祉政策課 

在宅の難病患者等の把

握［市］ 

人工呼吸器等を日常的に使用する等、避難生活

時に支援を必要な在宅の難病患者等の状況を把握

する。 

なお、長時間（概ね４時間以上）の停電が生命維

持にかかわる患者については、非常用電源の確保、

災害時の安否確認の体制整備、医療機関等との連

携体制の整備に努める。 

保健福祉部福祉政策課 

保健福祉部高齢者活躍

支援課 

地域包括ケア推進課 

保健福祉部介護保険課 

保健福祉部障害福祉課 

保健所健康課 

総務部危機管理防災課 

要配慮者優先ルールの

周知［市］ 
災害発生直後、避難所生活等における要配慮者

優先ルールについて、住民への周知徹底を図る。 

保健福祉部 

消防局予防課 
地域ぐるみの支援体制

づくり 

［市、社会福祉協議会］ 

住民や民生委員、児童委員、ボランティア組織等

と連携し、要配慮者の安全確保に係る相互協力体

制の整備に努める。 

○近隣住民とのコミュニケーションづくりの推進

（災害時住民支え合いマップ等の活用推進） 

○自主防災組織による要配慮者の安全確保の確立 

○訪問体制の推進 

保健福祉部 

地域・市民生活部地域

活動支援課・各支所 

消防局予防課 

要配慮者支援協力体制

の整備［市］ 

県、他市町村、福祉関係機関と協力し、要配慮者

の支援・受入れ等の体制を検討する。 

また、避難所において、福祉的支援を行う災害派

遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣に備え、保健医療

関係者との連携、活動内容についての周知、チーム

員の研修等、体制を整備する。 

保健福祉部 

保健所健康課 

バリアフリー化の促進

［市］ 

道路、公園、公共施設等でのバリアフリー化を促

進し、要配慮者が避難しやすい環境整備を推進す

る。 

○段差の解消、点字ブロック、スロープの設置等 

○市有施設のユニバーサルデザインへの対応促進 

保健福祉部 

都市整備部 

建設部道路課 

建設部建築課 

各施設所管課 

第３ 要配慮者利用施設対策 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

社会福祉施設における

支援体制整備［市、県］ 
市内の社会福祉施設における、要配慮者支援体

制を整備する。 

○防災設備等の整備 

保健福祉部 

消防局予防課 
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○自衛消防組織の設置 

○職員、施設利用者への防災教育・訓練の実施 

○飲料水・食料品、慢性疾患用医薬品、高齢者・障

害者用仮設トイレ、福祉用具等の備蓄（最低でも

３日分、可能な限り１週間分） 

○消防・警察・地域組織等との緊急連絡体制整備 

○地域応援協定締結の促進 

○自主防災組織・住民自治協議会、ボランティア、

近隣施設等との避難協力体制の構築 

○医療機関に対し、厚生労働省のガイドラインに

沿って、各医療機関の実情に応じた防災マニュ

アル作成を指導 

○関係機関に対し、広域的な相互応援及び受援体

制の整備についてあらかじめ調整するよう指導 

地域・市民生活部地域

活動支援課・各支所 

地域・市民生活部人権・

男女共同参画課 

第４ 外国籍住民、外国人旅行者等、観光客対策 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

外国籍住民、外国人旅行

者等、観光客の安全確

保 

［市、防災関係機関］ 

観光やイベント等による市外からの来訪者や外

国人等に、災害危険箇所や指定緊急避難場所等の

情報を提供し、防災意識を喚起するとともに、避

難誘導体制の整備を図る。 

○外国籍住民等の状況把握及び支援体制の整備 

○被災者への情報提供体制の整備 

○指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路の

周知 

○旅館・ホテル・観光地・駅・ガソリンスタンド等

での防災マップ等の掲示及び「災害時における

対応（心得）」の作成 

○指定緊急避難場所誘導標識の増設と英文併記の

推進 

○地区の自主防災組織・住民自治協議会、事業所

（自衛消防隊）、商工会等との連携による避難誘

導体制の検討 

○帰宅困難者、滞留旅客対策の検討 

総務部危機管理防災課 

商工観光部観光振興課イ

ンバウンド・国際室 

商工観光部観光振興課 

消防局予防課 

地域・市民生活部地域活

動支援課・各支所 

 

第５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
要配慮者利用施設等の

安全対策［市、県、施設

管理者等］ 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸

水想定区域内に立地している要配慮者利用施設に

ついて、地域防災計画にその名称及び所在地を定

め、避難確保計画の作成、訓練の実施等の警戒避難

体制の確立等、防災体制の整備について指導する。 

○避難確保計画の作成支援及び確認 

○訓練の支援 

○災害の発生を想定した連絡・通報、避難誘導等に

係る訓練への支援 

市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設

の管理者等は、避難確保計画の作成（変更）、ハザ

ードマップを活用した避難訓練を行うとともに、

自衛水防組織を置くよう努める。 

保健福祉部高齢者活躍

支援課 

保健福祉部障害福祉課 

保健福祉部福祉政策課 

こども未来部保育・幼

稚園課 

こども未来部こども政

策課 

こども未来部子育て家

庭福祉課 

教育委員会学校教育課 
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なお、避難確保計画を作成・変更したときは市長

へ報告する。 
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第８節 緊急輸送計画 
 

大規模災害時には、消火活動、救急・救助活動、各種救援活動等、人命救助と被災者の生活確保及び早

期復旧のために、よりスムーズな人・物の流れが必要とされることから、こうした緊急輸送業務について、

迅速に対応できる体制を平常時から確立するとともに、災害による障害を未然に防止し、障害発生に対し

ても適切に対処し得る事前計画を確立する。 

第１ 緊急交通路確保計画 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

緊急活動用道路予定

路線の周知［市］ 

大規模災害時の緊急輸送活動等を迅速に行うた

め、国・県及び警察と連携して、防災拠点や指定緊

急避難場所等を連携する路線を「緊急活動用道路」

として指定し、住民等に周知する。 

建設部道路課 

建設部維持課 

都市整備部都市計画課 

緊急活動用道路予定

路線の点検・整備 

［道路管理者］ 

緊急活動用道路予定路線について、定期的な巡回

点検を行うとともに、未改良区間の整備を進め、災

害に強い道路網を確保する。 

また、通行規制に伴う標識等の資機材の確保を図

る。 

建設部道路課 

建設部維持課 

道路管理者、警察の連

携強化［道路管理者、

警察署］ 

国・県等の道路管理者及び警察と連携して、災害

時の緊急交通路確保のための交通規制や実施体制

について、事前調整を行う。 

建設部道路課 

建設部維持課 

道路利用者への啓発

［道路管理者、警察

署］ 

災害時における、ドライバー等の適切な判断と行

動を促すため、災害時のドライバーの措置につい

て、知識普及を促進する。 

地域・市民生活部地域活

動支援課 

道路状況に関する情

報収集協力体制の強

化［市］ 

郵便局、タクシー会社等と協力し、災害発生直後

における道路の被害状況や渋滞状況に関する情報

収集・提供について協力体制を確立する。 

企画政策部交通政策課 

長野市耐震改修促進

計画[市] 

緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化促

進に向けた指導・支援 

建設部建築指導課 

第２ 拠点臨時ヘリポート及び物資輸送拠点の確保計画  

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

拠点臨時ヘリポート

の指定・整備［市］ 
防災活動の拠点施設又は周辺地において、災害時

の拠点臨時ヘリポートの確保を推進する。 

○広域航空消防応援ヘリコプター、自衛隊ヘリコプ

ター、県消防防災ヘリコプター、ドクターヘリコ

プター等の受入れ予定場所の検討 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 
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第３ 輸送体制の整備計画  

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

拠点臨時ヘリポート

及び物資輸送拠点の

運用体制の点検［市］ 

「拠点臨時ヘリポート及び物資輸送拠点の確保

計画」について、それらの輸送拠点と道路ネットワ

ークや運送手段との連携に問題がないか施設管理

者等関係者と定期的に点検を行い、必要に応じて見

直しを行う。 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

建設部道路課 

建設部維持課 

都市整備部都市計画課 

総務部管財課 

商工観光部観光振興課

（施設所管課） 

文化スポーツ振興部ス

ポーツ課（施設所管課） 

都市整備部公園緑地課

（施設所管課） 

教育委員会総務課（施設

所管課） 

運送事業者等との応

援協力体制の強化

［市］ 

トラック協会及び長野県タクシー協会等と協力

し、災害時の人員、応急資機材、救援物資等の輸送

を行う体制を具体化する。 

○運送業者団体・レンタカー協会等との協定等の検

討 

○要請方法、連絡、活動方法等の実施体制の具体化 

総務部管財課 

燃料の供給体制の整

備［市］ 

燃料について、石油取扱事業者等と供給体制につ

いて具体化する。 

○要請方法、連絡先等の実施体制の具体化 

〇適切な物質の輸送拠点の選定 

総務部管財課 

第４ 緊急通行車両等の事前届出の確認 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

緊急通行車両等の事

前届出［市］ 

市所有車両、調達予定車両等についてリストアッ

プし、警察本部（交通規制課）への事前届出を行う。 

○緊急通行車両等の事前把握 

○確認事務の省力化、効率化推進 

総務部管財課 
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第９節 障害物の処理計画 
 

災害発生直後の道路は、法面の崩壊、建築物の崩壊、街路樹、電柱等の倒壊、放置車両や立ち往生車両

等の障害物、河川の決壊、流倒木等により、通行が不能あるいは困難な状態となることが予想される。そ

のため、応急対策について関係事業者と事前に対応を協議する等、有事に備える。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

建設事業者等との応

援協力体制の強化

［市］ 

建設業協会、長野県レッカー協会等と協力し、緊

急時の道路啓開、道路の応急復旧作業について、応

援協定に基づく活動の実施体制を具体化する。 

○要請方法、連絡、活動方法等の実施体制の具体化 

○区間担当事業者、資機材等の調達体制の検討 

建設部維持課 

森林組合等林業関係

団体との応援協力体

制の強化［市］ 

森林組合等林業関係団体と倒木処理について調

整し、あらかじめ体制を整備する。 

農林部森林いのしか対

策課 
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第１０節 避難の受入活動計画 
 

災害時の迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮者や帰宅困難者、帰宅困難観光客（以下「帰

宅困難者等」という。）にも配慮した避難計画の作成、各種災害への安全性を考慮した指定緊急避難場所

及び指定避難所の確保等を図る。 

第１ 避難発令体制の整備等 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

避難発令体制の整備

［市］ 

災害時に迅速に避難指示等の発令ができるよう

避難判断基準の見直し、住民への連絡体制等を検討

し、マニュアル等を整備する。 

総務部危機管理防災課 

避難場所等の開設・

運営体制の整備[市] 

「長野市避難所開設マニュアル」及び「長野市避

難所運営マニュアル」に基づき、避難場所等の開設

ができるよう、開設職員の確保、開設手順の明確化、

鍵の管理、避難者名簿のフォーマット化、情報共有

の仕組みの整備、物資の備蓄、開設訓練等を行う等

の対策を講じるとともに、当該マニュアルの見直し

を図る。 

また、指定避難所の運営に関する専門チームの編

成、避難所運営チーム長、避難所責任者等の役割を

担う職員の人材育成、避難所の運営に従事する職員

の研修、訓練等により、運営体制の充実を図る。 

総務部危機管理防災課 

財政部市民税課 

財政部資産税課 

財政部収納課 

文化スポーツ振興部文

化芸術課 

文化スポーツ振興部ス

ポーツ課 

教育委員会総務課 

教育委員会家庭地域学

びの課 

教育委員会文化財課 

入浴支援体制の整備 避難者の入浴対策を行うため、入浴施設体制を整備

する。 

○入浴施設の事業者との応援協定の締結 

○移動手段の確保 

○要配慮者の入浴対策の検討 

総務部危機管理防災課 

総務部管財課 

企画政策部交通政策課 

商工観光部観光振興課 

施設所管課 

第２ 指定緊急避難場所の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

指定緊急避難場所の

指定［市］ 

都市公園、学校施設、公民館、道路施設等の公共

的施設及び民間施設も含め、避難場所となり得るあ

らゆる施設を対象に、地域の人口、誘致圏域、地形、

災害に対する安全性及び過去の教訓、想定される災

害の程度に応じ、その管理者の同意を得た上で災害

の危険が切迫した緊急時において安全が確保され

る指定緊急避難場所について、必要な数、規模の施

設等を「指定緊急避難場所・指定避難所選定基準」

によりあらかじめ指定し、平常時から、所在地、収

容人数等について、住民への周知徹底を図る。 

○誘導標識を設置する場合は、日本産業規格（ＪＩ

Ｓ）災害種別一般図記号を使用し、対応する災害

種別を明示するよう努める。 

○指定管理施設の場合は、指定管理者との間で事前

に運営に関する役割分担等を定めるよう努める。 

総務部危機管理防災課 

施設所管課 
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○災害時に開設状況や混雑状況等を周知すること

も想定し、ホームページやアプリケーション等の

多様な手段の整備に努める。 

○車での避難ができる場所の確保に努める。 

広域避難場所の見直

し・整備［市］ 
延焼火災からの安全を確保する広域避難場所に

ついて、点検や安全対策を行うとともに、新規候補

地の調査を行う。 

○施設及び周辺状況の安全点検 

○避難場所内、周囲の危険要因、障害要因の解消促進 

○情報伝達設備等の整備促進 

総務部危機管理防災課 

文化スポーツ振興部ス

ポーツ課 

都市整備部公園緑地課 

教育委員会総務課 

民間施設等の緊急避

難場所提供・協力体

制の確保［市］ 

指定緊急避難場所のほかに、住民等が身の安全を確

保するためにまず駆け込む施設等について、住民

自治協議会等と民間施設との協定により確保す

るための支援を行う。 

総務部危機管理防災課 

第３ 指定避難所の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

指定避難所の指定

［市］ 

被災者を滞在させるために必要となる適切な規

模を有し、速やかに被災者等を受け入れることが可

能な構造又は設備を有する施設であって、想定され

る災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等

の輸送が比較的容易な場所にあるものを「指定緊急

避難場所・指定避難所選定基準」により指定する。 

○換気、照明、冷暖房、電力容量の拡大等避難生活

の環境を良好に保つための設備の整備 

○備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホー

ルトイレ、マット、非常用電源、衛星携帯電話等

の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実

施に必要な施設・設備の整備 

○食料、水、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、

常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド、パー

ティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必

要な物資の備蓄、新型コロナウイルス感染症を含

む感染症対策に必要な物資等 

○要配慮者、女性、子供に配慮した備品の調達 

○段差解消やスロープの設置等要配慮者に配慮し

た施設の整備 

○「避難所運営マニュアル」の見直し 

○感染症対策として、レイアウト、動線等の確認、

感染症患者発生時の対応等の検討 

総務部危機管理防災課 

教育委員会総務課 

施設所管課 

福祉避難所の指定

［市］ 

指定避難所内の一般スペースでは生活が困難な

障害者等の要配慮者のため、介護福祉施設、障害者

支援施設等の福祉避難所を指定する。 

また、必要に応じて受入れ対象者を特定した上

で、福祉避難所へ直接避難できる体制を検討する。 

保健福祉部 

避難者の受入れ体制

等の確保［市］ 

その他避難者を円滑に受け入れるため、次の事項

を検討する。 

○医療機関、社会福祉施設等への避難行動要支援者

の緊急受入れ体制 

○緊急避難場所から避難所への避難行動要支援者

の移送体制（運送事業者等の協力等） 

総務部危機管理防災課 

教育委員会総務課 

施設所管課 

保健福祉部 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

○他の市町村の被災住民の指定避難所への受入れ 

○住民票の有無に関わらず避難者を適切に受け入

れる方策の検討 

ホテル・旅館等の確

保 [市] 

二次的な避難先として、ホテル・旅館等の民間施

設を活用できるよう担当部署の調整、協定締結等に

努める。 

総務部危機管理防災課 

保健福祉部 

第４ 住宅の確保体制の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

住宅の応急修理、障害

物除去、応急仮設住宅

建設実施体制の具体

化［市］ 

長野市建設業協会、長野市電設業協会、長野市空

衛設備協会等と協力し、大量の住宅被害が発生した

場合の、住宅の応急修理、障害物除去、応急仮設住

宅の建設を迅速に実施する体制を整備する。 

○要請、連絡、配備、活動等の実施計画の策定検討 

○配備体制、資機材等の調達体制の検討 

○応急仮設住宅建設候補地の検討（学校の敷地を用

地等として定める場合には、学校の教育活動に十

分配慮する） 

建設部建築指導課 

建設部住宅課 

建設部建築課 

公営住宅・民間住宅の

供給体制整備［県、市］ 

住宅被災者のために、利用可能な公営住宅等の把

握、賃貸住宅等の借り上げ等を行い、被災者に住宅

を供給する体制を整備する。 

建設部住宅課 

第５ 学校等における避難計画 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
学校・保育所等の安

全対策実施体制の強

化［市］ 

小・中学校、保育所等において、災害時における

児童・生徒、乳児・幼児等の安全確保実施体制を整

備するほか、各学校の防災計画作成を促進する。 

○教職員、保護者への情報伝達体制 

○保護者への引渡し要領 等 

教育委員会学校教育課 

こども未来部こども政

策課・保育・幼稚園課 

第６ 帰宅困難者・滞留旅客対策 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
一時滞在施設の確保

[市] 

雨量等での幹線道路の通行規制による帰宅困難

者及び、災害発生により公共交通機関が広範囲に運

行を停止し、当分の間、復旧の見通しがない場合等

において、帰宅が可能になるまで待機する場所がな

い帰宅困難者を受け入れるため、一時滞在施設の確

保及び開設方法や情報提供方法等について検討す

る。 

地域・市民生活部支所 

総務部危機管理防災課 

建設部監理課 

企画政策部交通政策課

商工観光部観光振興課

インバウンド・国際室 

商工観光部観光振興課 

 



《第２章 災害予防》11 孤立防止対策 

震-43 

第１１節 孤立防止対策 
 

中山間地域には小集落が点在しており、これを結ぶ道路網は山間を走り、川に沿い、多くの橋りょうと

隧道とによってつながっている。こうした地勢は、ひとたび災害が発生すれば交通手段の寸断等により孤

立地域の発生を余儀なくさせることから、その対策を推進する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

通信手段の確保［市］ 孤立地域における、災害時の通信手段の確保を

図る。 

○消防団携帯型消防デジタル無線との連携 

○災害時の孤立可能性集落における通信手段の確

保 

○アマチュア無線愛好家との連携 

○その他、あらゆる通信手段の活用について調査

研究 

総務部危機管理防災課 

消防局通信指令課 

災害に強い道路網の整

備［県、市］ 

代替路、迂回道路等となる市道、農道、林道等の

整備を推進する。 

建設部道路課 

農林部農地整備課 

農林部森林いのしか対

策課 

孤立集落への対策［市］ 孤立集落への支援体制を検討する。 

○孤立可能性地域の人口、要配慮者、観光客数等の

実態把握 

○自主防災組織の育成 

○指定避難所の確保 

○住民の備蓄の促進、行政備蓄の分散配置 

○災害用ドローンを活用した物資輸送の訓練 

総務部危機管理防災課 

地域・市民生活部地域

活動支援課・各支所 

商工観光部観光振興課 

消防局警防課 

消防局通信指令課 

 

 

 



《第２章 災害予防》12 食料品の備蓄調達計画 

震-44 

第１２節 食料品の備蓄調達計画 
 

大規模な災害が発生した場合、被災直後の住民の生活を確保するうえで食料品の備蓄・供給は重要であ

る。住民は、一般流通が十分機能しないと考えられる発災直後から最低でも３日間（可能な限り１週間）

は、自らの備蓄で賄うことを原則とする。市はこの間、食料を持ち出しできない者等を想定して、食料の

備蓄を実施する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

食料品の備蓄・調達体

制の整備［市］ 
地震発生１日後に想定する避難者数（長野盆地西

縁断層帯の地震想定約 53,000 人）の２食分の食料

備蓄を、防災備蓄倉庫と併せて整備する。 

また、災害備蓄品目の検討、孤立可能性地域の支

所等への分散備蓄等を含めた災害備蓄年次計画を

策定し充実を図る。 

また、物資調達・輸送調整等支援システムを活用

し、あらかじめ、備蓄物質及び物資拠点（集積場所）

の登録を行う。 

総務部危機管理防災課 

食料品の供給計画

［市］ 

長野市商工業災害対策連絡協議会等と連携し、災

害時の食料品の円滑な調達、安定した供給体制を強

化する。 

○応援協定に基づく、要請、連絡、調達等の実施方

法の具体化検討 

○輸送手段、集積場所等について、関係機関と調整 

財政部契約課 

地域・市民生活部市民窓

口課 

総務部職員課 
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第１３節 給水計画 
 

被災を最小限にくい止めるため、事前に施設の災害に対する安全性の確保を進めるとともに、給水車・

給水タンク等の確保を図り、飲料水の供給に備える。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

応急給水源の確保・整

備［県、市］ 

災害発生直後に必要な量の消火用水や飲料水を

供給できるよう、水源を確保し必要な整備を行う。 

○他市町村との広域的な連携強化 

○配水池等の緊急遮断弁等の設置、応急給水方法の

検討 

上下水道局 

県・周辺市町村水道事

業体等との相互応援

協力体制の確立［市］ 

応急給水や水道施設の迅速な復旧を図るために、

県、他市町村水道事業体、日本水道協会等関係機関

との相互応援協力体制を確立する。 

○応援、受入れの具体的手順の検討 

上下水道局 

災害時協力体制の整

備［市］ 
応援協定等に基づき、応急給水、応急復旧活動を

円滑に行う体制を強化する。 

○日本水道協会中部地方支部、長野県水道協議会、

長野市水道工事協同組合等との協定に基づく要

請、連絡、給水活動等の実施体制の具体化 

上下水道局 
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第１４節 生活必需品等の備蓄調達計画 
 

大規模な災害が発生した場合、被災直後の住民の生活を確保するうえで生活必需品等の備蓄・供給は重

要である。住民は、一般流通が十分機能しないと考えられる発災直後から最低でも３日間（可能な限り１

週間）は、自らの備蓄で賄うことを原則とする。市はこの間、生活必需品等を持ち出しできない者等を想

定して備蓄を実施する。更には防災備蓄倉庫の整備を計画的に進める。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

生活必需品等の備蓄・

調達体制の整備［市］ 
地震発生１日後に想定する避難者数（長野盆地西

縁断層帯の地震想定約 53,000人）のうち、生活必需

品等を持ち出すことができない被災者を備蓄の対

象とする。備蓄にあたっては、災害備蓄品目の検討、

孤立可能性地域の支所等への分散備蓄等を含めた

災害備蓄年次計画を策定し充実を図る。 

総務部危機管理防災課 

生活必需品等の供給

計画［市］ 

長野市商工業災害対策連絡協議会等と連携し、災

害時の生活物資等の円滑な調達、安定した供給体制

を強化する。 

○応援協定に基づく、要請、連絡、調達等の実施方

法の具体化検討 

○輸送手段、集積場所等について、関係機関と調整 

財政部契約課 

保健福祉部生活支援課 

地域・市民生活部市民窓

口課 

総務部職員課 

支援物資受入れ体制

の整備［市］ 

支援物資を受入れて避難所に配送するため、物資

受入れ体制を構築する。 

○物流事業者との協定締結及び見直し 

○関係部局による専門チームの編成及び運用計画

の検討 

○支援物資の受入れマニュアルの作成 

総務部危機管理防災課 

保健福祉部生活支援課 

保健福祉部介護保険課 
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第１５節 危険物施設等災害予防計画 
 

大規模災害により危険物施設等に損傷が生じた場合、重大な被害をもたらすおそれがあることから、自

主保安体制の強化、災害に対する安全性の確保を図り、当該施設に係る災害を未然に防止する。 

また、放射性物質による事故等に対応できる体制の整備を図る。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防火対象物等の行政指

導［市］ 

管理権原者及び防火管理者等に対し防火・防災

管理体制を確立するよう立入検査等を通じて行政

指導を強化する。 

○火気使用設備の安全確保 

○危険物の安全取扱いと適正管理 

○消火・警報・避難設備等の適正管理及び設備増

強 

○防火管理者・防災管理者の育成・指導 

○従業員等への防火、防災教育 

○消防用設備等の点検整備 

○訓練方法等の助言 

消防局予防課 

危険物等の災害の防止

［県、市］ 
石油類、火薬類、高圧ガス、放射性物質、毒劇物

等による災害を防止するため、査察、立入検査等

を行い指導を強化する。 

○管理・取扱状況の把握 

○施設の耐震化、不燃化等の指導 

○施設管理者への保安教育、講習会等の実施 

○従業員の教育、自衛消防隊の育成、訓練実施の

指導 

○毒劇物等の実態調査、保管の適正化指導 

消防局予防課 

放射性物質使用施設災

害予防［市］ 
放射性物質使用施設等における消火、救助及び

救急活動体制の充実強化や、放射線測定器、放射

線防護服等を整備し、放射性物質による事故等に

対応できる体制の整備を図る。 

消防局 

 

 



《第２章 災害予防》16  電気施設災害予防計画 
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第１６節 電気施設災害予防計画 
 

電気施設は、住民生活確保のために必要不可欠なライフラインであり、一日たりとも休むことのできな

い重要な施設である。そのため、災害時においてもライフライン機能を確保し、災害に強いまちづくりの

ための整備を推進する。 

また、ライフラインの途絶による社会不安や、生活への支障を除去するためには、住民等に対して迅速

な情報提供が重要となることから、各事業者との連携を強化する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ライフラインの連絡

体制強化［国、県、市、

警察署、各ライフライ

ン機関］ 

水道、下水道、電気、ガス、通信・放送、鉄道の

各施設を所管する機関及び部の実務担当者、及び道

路管理者等を交えた連絡体制を整備する。 

○地震発生時の連携協力方法の検討 

総務部危機管理防災課 

上下水道局 

電力施設の耐震強化

［各電力会社］ 

変電設備、送配電設備等の電力施設の耐震整備を

進める。 

総務部危機管理防災課 

太陽光等の再エネ発

電設備の活用[事業

者、市] 

地域活用電源として太陽光等の再エネ発電設備

で発電された電気について、災害時での活用等を事

業者と検討する。 

環境部環境保全温暖化 

対策課 

総務部危機管理防災課 

 

 



《第２章 災害予防》17 都市ガス施設災害予防計画 
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第１７節 都市ガス施設災害予防計画 
 

ガス施設は、住民生活確保のために必要不可欠なライフラインであり、一日たりとも休むことのできな

い重要な施設である。そのため、災害時においてもライフライン機能を確保し、災害に強いまちづくりの

ための整備を推進する。 

また、ライフラインの途絶による社会不安や、生活への支障を除去するためには、住民等に対して迅速

な情報提供が重要となることから、各事業者との連携を強化する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ライフラインの連絡

体制強化［国、県、市、

警察署、各ライフライ

ン機関］ 

水道、下水道、電気、ガス、通信・放送、鉄道の

各施設を所管する機関及び部の実務担当者及び道

路管理者等を交えた連絡体制を整備する。 

○地震発生時の連携協力方法の検討 

総務部危機管理防災課 

上下水道局 

都市ガス施設の耐震

強化［各都市ガス会

社］ 

地震に対するガス施設の防災性能の向上策を推

進する。 

総務部危機管理防災課 



《第２章 災害予防》18 上水道施設災害予防計画 
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第１８節 上水道施設災害予防計画 
 

水道施設は、住民生活確保のために必要不可欠なライフラインであり、一日たりとも休むことのできな

い重要な施設である。そのため、災害時においてもライフライン機能を確保し、災害に強いまちづくりの

ための整備を推進する。 

また、ライフラインの途絶による社会不安や、生活への支障を除去するためには、住民等に対して迅速

な情報提供が重要となることから、各事業者との連携を強化する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ライフラインの連絡

体制強化［国、県、市、

警察署、各ライフライ

ン機関］ 

水道、下水道、電気、ガス、通信・放送、鉄道の

各施設を所管する機関及び部の実務担当者、及び道

路管理者等を交えた連絡体制を整備する。 

○地震発生時の連携協力方法の検討 

総務部危機管理防災課 

上下水道局 

水道施設の整備・強化

［市、県企業局］ 

地震時に備え、災害に強い水道施設・設備の整備

を推進する。 

○配水区域のブロック化 

○送・配水基幹路線の耐震化 

○非常用発電設備の設置 

○老朽配水管の更新 

○復旧資材の備蓄 

上下水道局 

上水道の緊急時体制

の強化［市、県企業局］ 

大地震発生時の大量の施設被害に備え、応急復旧・

給水体制の実施体制を確立する。 

○長野市水道工事協同組合との協定に基づく、実施

体制の持続 

○日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関

する協定、長野県水道協議会水道施設災害等相互

応援要綱に基づく、応援要請、受入れ実施体制の

持続 

上下水道局 



《第２章 災害予防》19 下水道施設等災害予防計画 
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第１９節 下水道施設等災害予防計画 
 

下水道施設は、住民生活確保のために必要不可欠なライフラインであり、一日たりとも休むことのでき

ない重要な施設である。そのため、災害時においてもライフライン機能を確保し、災害に強いまちづくり

のための整備を推進する。 

また、ライフラインの途絶による社会不安や、生活への支障を除去するためには、住民等に対して迅速

な情報提供が重要となることから、各事業者との連携を強化する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ライフラインの連絡

体制強化［国、県、市、

警察署、各ライフライ

ン機関］ 

水道、下水道、電気、ガス、通信・放送、鉄道の

各施設を所管する機関及び部の実務担当者、及び道

路管理者等を交えた連絡体制を整備する。 

○地震発生時の連携協力方法の検討 

総務部危機管理防災課 

上下水道局 

下水道施設の整備・強

化［市、千曲川流域下

水道事務所］ 

「長野市下水道 10 年ビジョン」に基づき、処理

場・ポンプ場・管渠等の施設について、地震等で被

災した際にも機能を保持できるよう、耐震化を図

る。 

○耐震診断、耐震補強工事の実施 

○老朽管解消のための改築更新工事による耐震化 

○必要に応じて、系統の多重化、拠点の分散化、代

替施設の整備等による代替性の確保 

○浸水対策の検討、下水道の雨水区域としての位置

付け及び雨水渠の整備 

上下水道局 

建設部河川課 

雨水ポンプ場等について、地震・水害等で被災し

た際にも機能を保持できるよう、ストックマネジメ

ント計画と整合を図り、耐水性及び耐震性の強化を

推進する。 

○雨水ポンプ場の耐水化・耐震化の実施 

建設部河川課 

下水道の緊急時体制

の強化［市、千曲川流

域下水道事務所］ 

下水道施設の迅速な復旧を図るために、県、他市

町村下水道事業体、日本下水道協会等関係機関との

相互応援協力体制を確立する。 

○長野県下水道事業における災害時支援に関する

ルール（「長野県生活排水事業における災害時応

援に関するルール」及び「下水道事業災害時中部

ブロック支援に関するルール」）に基づく、応援

要請、受入れ実施体制の持続 

上下水道局 



《第２章 災害予防》20 通信・放送施設災害予防計画 
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第２０節 通信・放送施設災害予防計画 
 

通信・放送施設は、住民生活確保のために必要不可欠なライフラインであり、一日たりとも休むことの

できない重要な施設である。そのため、災害時においてもライフライン機能を確保し、災害に強いまちづ

くりのための整備を推進する。 

また、ライフラインの途絶による社会不安や、生活への支障を除去するためには、住民等に対して迅速

な情報提供が重要となることから、各事業者との連携を強化する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ライフラインの連絡

体制強化［国、県、市、

警察署、各ライフライ

ン機関］ 

水道、下水道、電気、ガス、通信・放送、鉄道の

各施設を所管する機関及び部の実務担当者、及び道

路管理者等を交えた連絡体制を整備する。 

○地震発生時の連携協力方法の検討 

○ＩＰ通信網、ケーブルテレビ網等の活用 

総務部危機管理防災課 

上下水道局 

電気通信施設の整備・

強化［各電気通信事業

者］ 

地震に対する電話施設の防災性能の向上策を推

進する。 

○通信用建物、鉄塔、所内設備の耐震化 

○予備電源設備の強化 

○ネットワークシステムの監視機能等の強化 

○災害時用公衆電話（特設公衆電話）による通信確

保 

総務部危機管理防災課 

放送施設の耐震強化

［各放送機関］ 

施設の耐震性等の防災強度を把握し、整備を推進

する。 

総務部危機管理防災課 

放送施設の風水害対

策［各放送機関］ 

風害、水害等に対する災害予防策、警戒時の状況

把握・対応策に必要な整備を推進する。 

総務部危機管理防災課 

通信ケーブルの地中

化の推進[国、県、市] 

道路管理者は、架空の通信ケーブルについて、地

震、台風等の強風により倒壊した場合に、交通を遮

断し緊急車両の通行、物資等の輸送に支障をきたす

ため、通信事業者等と調整のついた箇所より電線共

同溝又は共同溝を整備する。 

都市整備部都市計画課 

建設部道路課 
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第２１節 鉄道施設災害予防計画 
 

鉄道施設は、住民生活確保のために必要不可欠なライフラインであり、一日たりとも休むことのできな

い重要な施設である。そのため、災害時においてもライフライン機能を確保し、災害に強いまちづくりの

ための整備を推進する。 

また、ライフラインの途絶による社会不安や、生活への支障を除去するためには、住民等に対して迅速

な情報提供が重要となることから、各事業者との連携を強化する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ライフラインの連絡

体制強化［国、県、市、

警察署、各ライフライ

ン機関］ 

水道、下水道、電気、ガス、通信・放送、鉄道の

各施設を所管する機関及び部の実務担当者並びに

道路管理者等を交えた連絡体制を整備する。 

○地震発生時の連携協力方法の検討 

総務部危機管理防災課 

上下水道局 

鉄道施設の耐震強化

［各鉄道会社］ 

施設の耐震性等の防災強度を把握し、整備を推進

する。 

総務部危機管理防災課 

鉄道施設の風水害対

策［各鉄道会社］ 

風害、水害等に対する災害予防策、警戒時の状況

把握・対応策に必要な整備を推進する。 

総務部危機管理防災課 



《第２章 災害予防》22 災害広報計画 
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第２２節 災害広報計画 
 

災害時に有効な広報活動を迅速に行うための体制作りを事前に行っておく必要がある。そのため、被災

者及び住民等に対する情報の提供体制の整備を行うとともに、報道機関等に対する情報の提供体制の整

備、協定の締結等を行う。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
多様な広報手段の導

入検討［市］ 
市からの災害情報や安否情報、交通情報、生活・

ライフライン情報をリアルタイムで住民等に提供

するため、紙媒体をはじめとする多種多様なメディ

アによる情報連絡、広報を検討、整備する。 

○ＦＭぜんこうじ、チャンネルＩＮＣ、長野市有線

放送、ＮＨＫ、民放４社等による緊急広報の検討 

○Ｊアラート（全国瞬時警報システム）、Ｌアラート

（災害情報共有システム）、防災メール、防災アプ

リ、緊急速報メール、長野市ホームページ・ＳＮ

Ｓ、ＬＩＮＥ等での災害情報の周知 

○放送要請の実施要領の検討 

○住民への安否確認情報の手段の周知 

○日本電信電話株式会社等の電気通信事業者が、災

害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方

法等の、住民への周知 

企画政策部広報広聴課 

総務部情報システム課 

総務部行政ＤＸ推進課 

 

災害時広報体制の確

保［市、社会福祉協議

会、防災関係機関］ 

災害時を想定した広報活動実施体制を強化する。 

○放送要請の方法について確認 

○「被災者支援情報」の発行体制の検討 

○広報活動用車両及び資機材の整備検討 

○各地区自主防災組織・住民自治協議会、自治会、

商工会等の連携による高齢者・障害者・外国人・

観光客等への広報体制の検討 

総務部総務課 

総務部危機管理防災課 

総務部情報システム課 

総務部行政ＤＸ推進課 

商工観光部観光振興課

インバウンド・国際室 

企画政策部広報広聴課 

保健福祉部 

商工観光部 

消防局警防課 

地域・市民生活部地域活

動支援課・各支所 

消防局総務課 

財務部管財課 

広報文案等の準備

［市］ 
広報手段の特性を考慮して、あらかじめわかりや

すい広報文を準備する。 

○緊急放送の文案作成 

○「被災者支援情報」のフォーマット作成 

企画政策部広報広聴課 

各部課 

災害相談実施体制の

整備［市、防災関係機

関］ 

災害相談窓口の運営体制を確立するため、開設、

対応方法を具体化する。 

○相談事項の想定、想定問答集の作成検討 

各部課 
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第２３節 土砂災害等の災害予防計画 
 

本市は、その地形・地質から土砂災害等が発生する危険がある場所を多く抱えており、地震及び風水害

に起因する土砂崩落、地すべり等による被災が懸念される。これら土砂災害から身を守るため、土砂災害

警戒区域等における土砂災害防止対対策の推進に関する法律（以下「土砂災害防止法」という。）に基づ

くソフト対策を推進する。 

また、土砂災害を防止するため、国、県、市等防災関係機関が中心となり危険箇所を把握し、総合的か

つ長期的な対策を講ずる。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
土砂災害から住民の生

命を守る対策［市］ 
土砂災害防止法による警戒区域等については、

防災行政無線の設置等情報伝達体制の整備を進め

るとともに、土砂災害ハザードマップを作成し、

情報伝達の方法や指定緊急避難場所及び指定避難

所に関する事項等について住民に十分周知する。 

総務部危機管理防災課 

建設部河川課 

災害危険箇所の指定

［国、県］ 

「土砂災害防止法」、「急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律」、「地すべり等防止法」、「砂

防法」、「宅地造成等規制法」、「建築基準法（第 39

条）」に基づき、区域指定等の実施に協力する。 

○土砂災害防止法に基づく地すべり区域の基礎調

査・指定を平成 25年度以降県にて実施 

建設部河川課 

農林部農地整備課 

農林部森林いのしか対

策課 

建設部建築指導課 

総務部危機管理防災課 

土砂災害警戒区域の対

策［市］ 

住民へ土砂災害警戒区域等を周知し、情報伝達

体制を整備する。 

また、土砂災害警戒区域等における円滑な警戒

避難体制の整備に努める。 

土砂災害特別警戒区域については、次の措置を

講ずる。 

○建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえ

た安全確保の推進 

○勧告による移転者又は移転を希望する者への建

物除却費の一部補助等の支援及び相談窓口の確

保 

土砂災害警戒区域については、次の措置を講ず

る。 

○土砂災害警戒区域ごとに次の事項について定め

る。 

・土砂災害に関する情報及び気象警報等の伝達

方法 

・避難施設その他の避難場所及び避難路その他

の避難経路 

・土砂災害に係る避難訓練に関する事項 

・警戒区域内の防災上の配慮を要する者が利用

する施設の名称及び所在地 

・要配慮者利用施設及び学校への土砂災害に関

する情報、予報及び警報の伝達に関する事項 

・救助に関する事項 

・その他警戒避難に関する事項 

○土砂災害警戒区域ごとに警戒避難に関するうえ

で必要な事項を記載した土砂災害ハザードマッ

プ等を作成し、住民等に周知する。 

総務部危機管理防災課 

建設部建築指導課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
○やむを得ず土砂災害警戒区域等に要配慮者利用

施設の新築等を行う場合は、施設設置者に対し

て警戒避難体制の構築等について助言を行う。 

土砂災害の警戒・避難

体制の確立［県、市］ 

「土砂災害防止法」等に基づき、危険性のある

斜面や土石流危険渓流に対する警戒・避難体制を

確立する。 

○梅雨、台風期、融雪期、地震発生後のパトロー

ル強化及び注意呼びかけ 

○避難指示等の具体的な基準、伝達方法等を明確

にした避難計画の策定 

総務部危機管理防災課 

地域・市民生活部地域活

動支援課・各支所 

建設部河川課 

消防局警防課 

宅地災害防止に関する

指導・監督［市］ 

都市計画法、建築基準法等に基づき、安全な宅

地造成が図られるよう指導する。 

○宅地造成等による開発許可・建築確認の審査及

び施工に対する指導・監督 

○大規模盛土造成地マップ及び液状化ハザードマ

ップの作成・公表 

建設部建築指導課 

総務部危機管理防災課 

地すべり防止対策［市］ 地すべりが発生しやすい降雨期や融雪期等を重

点とし、住民との協力による防災パトロール等を

行い、災害を未然に防ぐよう体制を整備する。 

建設部河川課 

農林部農地整備課 

農林部森林いのしか対

策課 

治山対策［国、県、市］ 山地の森林保水機能を高め、下流域の水害防止、

山地土砂の流出、渓床堆積物の移動、河岸の浸食

を防止する。 

○保安林の指定 

農林部森林いのしか対

策課 
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第２４節 防災都市計画 
 

災害時における住民の生命及び財産の保護を図るため、都市防災に関する総合的な対策を推進し、安心

して住める都市づくりを進める。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

都市の不燃化促進

［市］ 

木造密集市街地の狭隘道路、行き止まり道路、公

園等の不足を解消するため、街路事業、土地区画整

理事業等を促進し、市街地の不燃化を図る。 

○市街地の土地区画整理事業・再開発事業・住環境

整備事業の促進 

○建築物の不燃化の促進 

○中心市街地の街路整備の促進 

○市街化区域内農地・緑地等の保全 

○防火地域・準防火地域の指定 

○建築基準法第 22条区域の指定 

都市整備部 

建設部建築指導課 

都市整備部市街地整備課 

延焼遮断帯等の確保・

整備［市］ 

市街地の木造密集地を中心に、延焼遮断帯として

の役割を担う幹線道路や、公園等の計画的な整備を

促進する。 

○中心市街地の街路整備の促進 

○市街化区域内農地・緑地等の保全 

都市整備部都市計画課 

都市整備部公園緑地課 

建設部道路課 

都市整備部市街地整備課 

土地区画整理事業・市

街地再開発事業の推

進［市］ 

狭隘道路、屈折路、オープンスペースの不足を解

消するため、土地区画整理事業や市街地再開発事業

を促進し、市街地の不燃化を図る。 

都市整備部市街地整備課 

都市防災構造化対策

［市］ 

密集市街地内等で発生するおそれがある延焼火

災と市街地周囲で発生のおそれがある水害、土砂災

害を防止するため、国・県の防災関連事業を導入し

て密集住宅市街地の解消や防災緑地帯の整備を検

討する。 

○密集住宅市街地の整備 

都市整備部 

都市整備部市街地整備課 

居住誘導区域内の災

害に対する防災対策

[市] 

立地適正化計画（防災指針）に基づき、居住誘導

区域内の災害リスク別に課題を抽出し、防災まちづ

くりの具体的な取組や実施体制を構築し、防災・減

災対策に取り組む。 

都市整備部都市計画課 
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第２５節 建築物災害予防計画 
 

地震、強風又は出水等による建築物の被害を最小限に抑え、住民の生命、身体及び財産等を保護するた

め、建築物の耐震性を確保し安全性の向上を図る。 

なお、建築物の所有者等及び住民は、必要に応じて耐震診断・耐震改修を実施するとともに、屋根材・

看板等の落下・飛散防止のための点検を実施し、必要に応じて改修を行う。 

また、水害に備えて、土地の状況等に応じて盛り土等を行う。 

第１ 公共建築物 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

老朽化した市営住宅

等の建て替え促進

［市］ 

老朽化が進み機能の低下している市営住宅等（公

営・特定公共賃貸・若者向け・厚生の住宅）は、居住

水準の向上を目指すとともに、耐火性能を有する住宅

への建て替えを促進する。 

建設部住宅課 

公共建築物の耐震化

［市］ 

災害対策活動の拠点施設となる重要な公共建築物

について、数値目標を設定する等、計画的かつ効果的

に耐震診断並びに、改修を推進する。 

また、庁舎・市有施設等の耐震性の確保に努める。 

各施設所管課 

公共施設等の対策

［市］ 

小・中学校、保育園等の公共施設における、窓ガラ

スや本棚、屋根材、看板、外壁等について、転倒・落

下危険の防止に努める。 

また、天井材、看板等の落下防止の点検を実施し、

必要に応じて改修を行う。 

○飛散防止用フィルムの装着、安全ガラス化の検討 

各施設所管課 

第２ 一般建築物 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

建物の耐震化の促進

［市］ 
「長野市耐震改修促進計画」に基づき、建物所有者

等へ耐震化についての周知・啓発を行い、耐震診断や

耐震改修工事を実施することによって耐震性の向上

を図る。 

○住宅の耐震診断・耐震改修の推進 

○耐震改修促進法で定める特定既存耐震不適格建築

物の耐震診断・耐震改修の促進 

○耐震化に向けた周知・啓発活動の推進 

建設部建築指導課 

家庭における倒壊・落

下防止対策［市］ 

各家庭における家具類、大型家電製品による転倒防

止措置の実施を促進する。 

○広報ながの・市広報番組でのＰＲ 

総務部危機管理防災課 

安全な土地利用の推

進［市］ 

国、県管理河川の浸水想定区域、土砂災害危険箇所、

土砂災害（特別）警戒区域、山地災害危険地区、雪崩

危険箇所等、災害の危険がある箇所を住民等に周知し

て、危険性を踏まえた安全な土地利用を推進する。 

○防災マップ、洪水ハザードマップのホームページ等

での周知 

○がけ地近接等危険住宅移転事業計画の検討 

○建築基準法による災害危険区域の指定検討 

○土砂災害特別警戒区域での建築物の構造確認 

総務部危機管理防災課 

建設部建築指導課 
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第３ 落下物・ブロック塀等 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

中・高層建築物の落下

防止等［市］ 

長野市建築物防災指導要綱により、市街化区域内の

道路に接する中高層建築物について、落下防止対策を

行う。 

○屋外構造物及び屋外設置物による被害の安全対策

について普及・啓発を図る。 

建設部建築指導課 

不適格ブロック塀等

の改善指導［市］ 
小学校周辺道路沿いを中心に、建築基準法に適合し

ないブロック塀等を把握し、所有者、管理者への改善

指導を行う。 

○個別の実態調査の促進 

○施工関係業界団体等との連携による啓発 

建設部建築指導課 

公共施設の生け垣化

等推進［市］ 

小・中学校、保育園、公民館等の公共施設接道部に

あたるブロック塀、万年塀等について必要な倒壊防止

措置を講じる。 

○生け垣化、ネットフェンスへの転換促進 

各施設所管課 

屋外広告物（看板等）

の落下防止等［市］ 

長野市屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の落下

防止対策を行う。 

○屋外広告物の許可更新時に安全点検報告を義務付

け、安全な広告物の普及を図る。 

○所有者等に屋外広告物の適正な維持管理を行うよ

う周知する。 

都市整備部まちづくり

課 

第４ 文化財 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

建造物の保護対策

［市］ 
各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進す

るため、次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力

の強化等の徹底を図る。 

○所有者又は管理者に対する、文化財の管理保護につ

いての指導と助言 

○防災施設の設置促進とそれに対する助成 

○防災管理体制及び防災施設の整備並びに自衛消防

隊の確立 

教育委員会文化財課 

消防局予防課 

 

 



《第２章 災害予防》26 道路及び橋りょう災害予防計画 

震-60 

第２６節 道路及び橋りょう災害予防計画 
 

災害時に生じる道路及び橋りょうの機能障害が災害応急対策活動等の妨げにならないよう、災害に強い

道路及び橋りょうづくりを行う。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

道路及び橋りょうの

点検・整備［道路管理

者］ 

震災時等に生じる道路及び橋りょうの機能障害

を最小限に止めるため、耐震性に配慮し計画的に点

検・整備を行う。 

○道路防災点検により確認された落石・崩壊等の危

険箇所における、防災カルテの作成及び定期的な

点検 

○対策が必要な箇所について、順次防災工事の実施 

○既設橋りょうの安全点検調査の計画的な実施 

○震災時に落橋等による通行不能を回避するため、

必要に応じて補修・補強 

○関係機関との協力体制の整備 

建設部道路課 

建設部維持課 

通行規制実施体制の

整備[道路管理者、警

察署] 

道路管理者、警察等は、あらかじめ特別警報発令

時等において通行規制が必要な道路及び橋梁につ

いて検討し、情報共有を図る。 

また、道路管理者は、降雨予測等から通行規制範

囲を広域的に想定して、できるだけ早く通行規制予

告を発表する。その際、当該情報が入手しやすいよ

う多様な広報媒体を活用し、日時、迂回経路等を示

す。 

また、降雨予測の変化に応じて予告内容の見直し

を行う。 

建設部監理課 
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第２７節 河川施設等災害予防計画 
 

河川施設等は、地震、増水により破堤等につながることが想定されるため、安全度の向上を図るととも

に耐震点検、整備等を行い、安全の確保に努める。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

河川・排水路の整備促

進［国、県、市］ 

環境・治水・安全面等を考慮した、河川・排水路

の整備を促進する。 

建設部河川課 

総合治水対策の推進

［国、県、市、土地改

良区］ 

中小河川の排水困難による内水氾濫を想定し、流

域の総合的な治水対策を検討、推進する。 

○排水機場、水門、樋門及び雨水調整池の整備促進 

○河川、ため池等の防災調査、整備促進 

○河川管理施設の耐震性の向上 

○国及び県管理河川における水位計・ライブカメラ

等の増設の促進 

建設部河川課 

農林部農地整備課 

流域治水対策の推進

［市］ 

都市河川流域では、雨水渠計画による排水路整備

を推進するとともに、雨水の一時貯留により流域の

保水・遊水機能を高め、河川への急激な雨水の流出

を抑制することにより、河川の氾濫を防止する。 

○雨水貯留浸透施設等の設置推進 

○宅地開発等での雨水調整池等設置の指導 

建設部河川課 

河川・水路等の補修維

持［市］ 

毎出水期前に出水対策の計画を立て、次の事業を

実施する。 

○河川・水路の浚渫 

○水抜・暗渠等の呑口のさらい 

○石積みの抜け石補修 

○洗堀防止 

建設部維持課 

農林部農地整備課 

浸水想定区域内の要

配慮者利用施設及び

大規模工場等の防災

体制の確立［市、施設

管理者］ 

浸水想定区域内の要配慮者利用施設及び大規模

工場等の名称・住所・管理者等及び施設に対する洪

水予報等の伝達方法（ＦＡＸ、メール、電話等）を

定め、警戒避難体制の確立等防災体制の整備につい

て指導する。 

また、要配慮者利用施設及び大規模工場、自主防

災組織等と連携を図り、災害の発生を想定した連

絡・通報、避難誘導等に係る訓練を実施する。 

総務部危機管理防災課 

消防局予防課 
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第２８節 ため池災害予防計画 
 

ため池は、地震、増水により破堤等につながることが想定されるため、安全度の向上を図るとともに耐

震点検、整備等を行い、安全の確保に努める。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ため池への措置 

［市、ため池管理者］ 

○ため池の諸元、改修履歴等を明記した「ため池デ

ータベース」を整備し、変更が生じた場合は、県

に報告するとともに、施設の状況について適時確

認する。 

○農業用水として利用されなくなったため池は所

有者等の合意を得て、廃止を促進する。 

ただし、治水部局から治水利用の要請があった場

合は、移管について協議する。 

○「防災重点農業用ため池」の防災工事を推進する。 

○ため池管理者との緊急連絡網を作成する。 

○豪雨が予想される場合には、事前に点検を実施す

る。 

また、豪雨に対する対策として、豪雨時に空き容

量を確保するため、容量に影響しない範囲で、た

め池の低水位管理に取り組む。 

農林部農地整備課 

建設部河川課 

ため池ハザードマッ

プの作成［市］ 

ハザードマップの作成と公表により、地域住民に

わかりやすい防災情報を提供する。 

農林部農地整備課 
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第２９節 農林水産物災害予防計画 
 

農林水産関係の被害を軽減するため、施設の安全性の確保、予防技術対策の充実と普及、森林の整備等

を推進する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

警戒体制の整備［市］ 出水時及び異常時に適切な応急措置を講じる。 

○気象予警報、異常現象等の早期情報収集体制の

確立 

農林部農地整備課 

農林部農業政策課 

用排水施設の点検・整

備［市、土地改良区］ 

被害の未然防止と早期救済のため、用排水施設

の計画的な整備を推進する。 

農林部農地整備課 

予防技術対策の周知

［県、市］ 

災害による農作物被害の軽減を図るため、農業

農村支援センター、農業協同組合等と連携し、農業

者等に対し予防技術対策の周知徹底を図る。 

農林部農業政策課 

林産物の災害予防［市］ 森林整備計画に基づき、健全な森林づくりを推

進する。 

また、県と連携をとって林産物生産、流通、加工

現場において、事業者が施設管理を適切に行うよ

う指導又は助言する。 

農林部森林いのしか対

策課 
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第３０節 積雪期の地震災害予防計画 
 

積雪期の地震は、他の季節の地震に比較して大きな被害を及ぼすことが予想されるため、市、県及び防

災関係機関は、積雪期の地震被害の軽減を図る。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
道路交通の確保［市］ 除雪計画の定めるところにより除雪体制を整備

し、地震時には、道路交通を緊急に確保し、道路機能

の確保を図る。 

また、住民に対して、住宅周辺等の自主的な除雪に

ついて呼びかける。 

建設部維持課 

ヘリポートの確保

［市］ 

孤立が予想される集落のヘリポートの確保を促進

するとともに、臨時ヘリポート（場外離着陸場を含

む）の除・圧雪体制を整備する。 

総務部危機管理防災課 

消防局消防署班 

建設部維持課 

雪害予防［市］ 雪崩危険箇所を把握し、住民周知を図るとともに、

雪崩対策の事業推進を図る。 

総務部危機管理防災課 

建設部河川課 

建設部維持課 

スキー客等に対する

対策［市、観光施設事

業者］ 

スキー場利用客等の避難・救助・孤立等の対策につ

いて計画を定めるよう努める。 

商工観光部観光振興課 

総務部危機管理防災課 
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第３１節 二次災害の予防計画 
 

災害時に被害を最小限に抑えるためには、発生が予想される二次災害を防止することが重要である。そ

のための予防対策をあらかじめ講じておく。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

火災予防［市］ 木造建物が密集し、消防水利の不足している地域

では、火災予防体制を確立し、これに基づき自衛

消防隊・自主防災訓練並びに予防査察を実施して

防火に努める。 

消防局 

 

二次災害防止［市］ 大規模地震発生後は、余震、豪雨による土砂災害

に備えるため、災害が発生する危険がある箇所を

あらかじめ把握しておくとともに山腹及び斜面の

点検実施できる体制を整備する。 

○情報収集体制及び警戒避難体制の整備 

農林部農地整備課 

農林部森林いのしか対

策課 

建設部 

消防局警防課 
危険物施設等の二次災

害防止［市］ 

災害が発生し又は発生するおそれがある場合に

おける連絡体制を確立する。 

災害防止等のため緊急の必要があると認められ

るときは、危険物施設の管理者等に対し、製造所

等の一時停止等を命じる。 

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、

危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、

当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう

指導する 

消防局予防課 

応急危険度判定実施体

制の具体化［県、市］ 

大規模地震発生時の被災建築物応急危険度判定

及び被災宅地危険度判定の応援体制、判定活動を

迅速に実施する体制を整備する。 

○（公社）長野県建築士会ながの支部、更級支部

への応急危険度判定士の要請及び受入れ体制整

備 

○活動本部の運営体制整備 

○判定機材等の備蓄 

建設部建築指導課 
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第３２節 防災知識普及計画 
 

「自らの命は自らが守る。」が防災の基本であり、市及び防災関係機関は、住民の防災意識の高揚を図

るとともに、防災知識の普及・徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い住民の育成等地域の総合的

な防災力の向上に努める。 

また、「自分は被害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）」を克服する等、必要な知識を学べる

よう実践的な防災教育を実施する。  

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
防災広報［市］ 広報ながの、長野市ホームページ、市政出前講

座等を通じて最新の防災情報を広報し、防災知

識の向上、防災意識の啓発を図る。 

○長野市の災害環境、防災対策のあらまし紹介 

○長野市防災マップの活用方法紹介 

○防災相談、ホームページ掲示板等の開設検討 

○市民防火の日・火災予防運動における、自主

防災組織・住民自治協議会、自衛消防隊、同報

系防災行政無線、ＦＭぜんこうじ、チャンネル

ＩＮＣ、長野市有線放送、ＮＨＫ、民放４社等

による防災の呼びかけ 

○浸水想定区域、土砂災害警戒区域のハザード

マップの作成・配布、長野市ホームページ・防

災アプリへの掲載 

総務部危機管理防災課 

企画政策部広報広聴課 

消防局予防課 

地域・市民生活部地域活

動支援課・各支所 

 

家庭での防災備蓄［市、住

民］ 

住民は、最低３日分（可能な限り１週間分）の

水、食料及び防災用品を備えるよう努める。市

は防災広報により備蓄の呼びかけを行う。 

総務部危機管理防災課 

防災イベントの開催［市］ 防災関係機関と連携し、市民防火の日（毎月７

日）、防災週間、防災ボランティア週間等を利用

して、住民への防災意識を高めるため、普及行

事を開催する。 

○施設見学会（消防署）、講演会（災害のしくみ、

防災情報の解説等）等の開催 

○講習会（消火、救命等）の参加促進 

○防災ビデオ上映会、展示会等の開催 

○防災相談の実施 

総務部危機管理防災課 

消防局予防課 

防災教育［市］ 学校教育、生涯学習等において地域の災害リ

スクに基づいた防災教育を実施し、園児、児童・

生徒、その他住民の防災知識の向上を図る。 

○長野市防災マップの解説 

○家庭での防災の備え、ボランティア精神の普

及啓発等 

○防災ビデオの貸出し、掲示物等による防災情

報の紹介 

○地震体験車等による移動教室の開催 

○消防クラブ研修会の開催 

○マイ・タイムラインの普及 

総務部危機管理防災課 

消防局予防課 

教育委員会学校教育課 

教育委員会家庭・地域学

びの課 

こども未来部保育・幼稚

園課 

消防局警防課 

職員に対する防災教育

［市］ 

各職場において、防災知識の向上、意識の啓発

を目的とした教育を行う。 

○応急対策マニュアルについての役割分担検討 

○防災講演会、講習会等への職員の参加促進 

各部課 



《第２章 災害予防》32 防災知識普及計画 

震-67 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防火知識、防火意識の向

上［県、市］ 

各家庭、事業所における出火防止措置の周知

徹底、防火教育を促進する。 

○住宅用防災機器の設置の推進 

○火災予防運動（３月１日～７日、11月９日～

15日）、緑を火災から守る運動（４月中旬～５

月中旬）、夏の防火運動（７月下旬～８月中

旬）、高齢者を火災から守る運動（９月中旬）、

市民防火の日（毎月７日）における広報 

○毎日夜９時の「火の元点検の時間」の普及 

○消防クラブの育成、指導 

消防局予防課 

土砂災害防止のための啓

発活動［県、市］ 

土砂災害に関する住民の理解と関心を高める

とともに、防災知識の普及のための活動を実施

する。 

○土砂災害防止月間（６月１日～30日）、崖崩れ

防災週間（６月１日～７日）に広報ながの・市

広報番組を利用して普及活動を進める。 

総務部危機管理防災課 

災害時の電話利用ルール

の周知［市・各電話会社］ 
住民に対し、災害発生直後の電話輻輳防止の

ためのＰＲを行う。 

○通報、緊急通話以外の利用控え 

○災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板

等の周知 

総務部危機管理防災課 

大規模災害の教訓や災害

文化の伝承［県、市］ 
過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化

を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に

関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を

アーカイブとして広く収集・整理し、適切に保

存するとともに、広く一般の人々が閲覧できる

よう地図情報その他の方法により公開に努め

る。 

また、災害教訓の伝承の重要性について啓発

を行うほか、大規模災害に関する調査分析結果

や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等

により、住民が災害教訓を伝承する取組を支援

する。 

総務部危機管理防災課 

その他、災害時に備える

ための防災意識の向上

[市] 

市民が災害に備えるために、日頃から取り組

む防災対策の普及を図り、防災意識の向上を図

る。（以下は、普及啓発の事項の例） 

○最低でも３日分（可能な限り１週間分程度）

の備蓄や非常持出袋の準備等を呼びかける。 

○避難所へのペット同行避難や、避難所での飼

養に関する準備等について、周知する。 

○的確な自己の避難判断（正常性バイアス等の

克服）ができるよう、防災意識啓発に取組

む。 

○避難先（指定避難所、安全な親戚知人宅、ホ

テル等）、避難経路の確認を呼びかける。 

○避難行動要支援者の安否確認、支援 等 

○地域での自主防災活動の支援 等 

○浸水想定区域、土砂災害警戒区域等、地域の

危険性等を周知する。 

総務部危機管理防災課 

各部課 
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第３３節 防災訓練計画 
 

災害時における行動の確認、防災関係機関、住民及び企業等との協調体制の強化を目的として各種の災

害を想定した（地震の場合は規模を含む。）防災訓練を実施する。 

また、訓練の実施後には評価を行い、防災体制の課題を明らかにし、必要に応じて改善を行うとともに、

次回の訓練に反映させるよう努める。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
防災対策要員の訓練

［市］ 
防災対策の基幹を担う職員について、災害対策の

全般を円滑に実施するための訓練及び研修を年１回

以上実施する。 

○無線通信訓練 

○図上訓練・実地訓練 

総務部危機管理防災課 

各部課 

公共施設等の消防訓

練［市］ 
小・中学校、その他公共施設等において、年２回

以上の消防訓練を実施する。 

○避難訓練、初期消火訓練等 

各施設所管課 

総合防災訓練等の実

施［市、県、各防災関

係機関、住民］ 

市、県、指定地方行政機関、警察、陸上自衛隊、

指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び

重要な施設の管理者、住民並びに事業所等が広く参

加する「長野市総合防災訓練」を定期的に実施し、

実践的な訓練を行う。 

○発災対応型訓練の実施 

○訓練成果の検証、地域防災計画、応急対策マニュ

アルへの反映検討 

○避難所開設・運営訓練の実施 

○その他、土砂災害対応訓練、水防訓練等の実施 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

非常招集訓練［市］ 職員の迅速な動員を図るため、大規模災害を想定

した非常招集訓練を年１回以上実施する。 

総務部危機管理防災課 

総務部職員課 

各部課 
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第３４節 災害復旧・復興への備え 
 

災害廃棄物の処理を円滑かつ迅速に行うため、長野市災害廃棄物処理計画を見直し、広域処理体制につ

いても整備を図る。 

また、災害発生後円滑で迅速な復旧・復興活動を行うために、平常時から復興時の参考になるデータの

保存及びバックアップ体制及び罹災証明書の発行体制を整備する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
災害廃棄物の発生へ

の対応［市］ 

大量の災害廃棄物の発生に備え、国の災害廃棄物

対策指針、県の災害廃棄物処理計画等、災害教訓に

基づき、「長野市災害廃棄物処理計画」の見直しを図

る。 

当該計画には、災害廃棄物の仮置場の確保及び運

用方針、一般廃棄物の処理を含めた処理体制、周辺

の地方公共団体との連携・協力等について具体的に

示す。 

なお、災害廃棄物は一般廃棄物であり、自区内処

理を原則とすることから、県内関係団体との連携・

協力等について検討するとともに、災害廃棄物は莫

大な量になる場合は災害廃棄物中部ブロック広域

連携計画に基づく広域処理を速やかに実施するた

め、図上演習等を通じて体制の整備に努める。 

環境部 

データの保存及び

バックアップ［市］ 
あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状

況等の資料を整備しておくとともに、資料の被災を

回避するため、複製を別途保存するよう努める。 

また、保管している公図等の写しについて被災の

回避のための手段を講じる。 

各部課 

罹災証明書の発行

体制の整備［市］ 

災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われる

よう、住家被害の調査及び罹災証明書の交付の担当

部局を定め、住家の被害認定調査の担当者の育成、

他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、

応援の受入態勢の構築等を計画的に進める等、罹災

証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努

める。 

また、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業

務を支援するシステムの活用について検討する。 

さらに、罹災証明の申請に必要となる住家等の被

害状況を記録する写真の撮り方等について、市民へ

の周知に努める。 

総務部危機管理防災課 

財政部市民税課 

財政部資産税課 

財政部収納課 
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第３５節 自主防災組織等の育成に関する計画 
 

災害時に、被害の防止又は軽減のためには、地域における自主防災組織の組織的な活動が市や防災関係

機関の活動と並んで必要であり、特に出火防止や、初期消火、要配慮者に対する対応における役割は非常

に重要である。 

また、自主防災組織の日常の活動を通じて地域の連帯感の強化が期待される等、自主防災組織が今日的

な社会環境の中で果たす役割は大きなものとなっている。 

今後、積極的に自主防災組織の強化育成を図っていく。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
自主防災組織・住民自治協

議会の活性化促進［市、自

主防災組織・住民自治協議

会］ 

自主防災組織・住民自治協議会の活性化を促

進し、住民相互が助け合う自主的な防災活動の

推進を図る。 

○住民自治協議会との連携 

○地域住民に対する出前講座等の実施 

○青年層、女性、障がい者、高齢者等多様な主

体の組織への参加促進 

○地域住民への自主的な防災活動の普及拡大 

○県が開催する研修等への参加促進、自主防災

組織等の育成強化を図る体制づくり 

○地域の自主防災組織の活動実態や地域の課題

の把握、防災活動の活性化、発災時に機能す

る組織づくりの促進 

消防局警防課 

地域・市民生活部地域活

動支援課・各支所 

総務部危機管理防災課 

一時集合場所の確保の推

進［市、自主防災組織・住

民自治協議会］ 

大地震の発生直後に近隣住民の安否を確認

し、指定緊急避難場所へ避難するために、あら

かじめ自主防災組織・住民自治協議会は「一時

集合場所」として大規模小売店舗の駐車場の空

地等を利用するよう努める。 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

地域・市民生活部地域活

動支援課・各支所 

自主防災活動用冊子の見

直し、配布［市］ 

必要に応じて「自主防災活動の手引き」を見

直し、自主防災組織の長を中心としたコミュニ

ティ内の防災強化策を検討し、活動用冊子を作

成して自主防災組織の長等に配布する。 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

地区内の相互協力体制の

強化［市、自主防災組織・

住民自治協議会］ 

各地区内の地域組織間の交流を活性化し、消

防団、自主防災組織・住民自治協議会、女性防

火クラブ、自治会、事業所（自衛消防隊）、要配

慮者利用施設、商工会、民生・児童委員、交番・

駐在所等による組織間の相互連携を促して、高

齢者、外国人、観光客、要配慮者利用施設入所

者等の避難支援を図る。 

消防局予防課 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

商工観光部観光振興課イ

ンバウンド・国際室 

地域・市民生活部地域活

動支援課・各支所 

保健福祉部 

保健所健康課 

商工観光部観光振興課 

地区防災訓練の実施［市、

自主防災組織・住民自治協

議会］ 

自主防災組織主催により、地区内の消火・救

出活動、風水害・土砂災害時の警戒・避難活動

について定期的に訓練を行う。 

○防災マップ、防災カルテ、各種ハザードマッ

プの活用 

○消防団、自主防災組織・住民自治協議会、女

性防火クラブ、自治会、事業所（自衛消防隊）、

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

地域・市民生活部地域活

動支援課・各支所 

消防局予防課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
要配慮者利用施設、民生・児童委員等の参加

による防災訓練の実施を支援する。 

防災指導員の育成［市］ 平常時における地区内の防災対策を検討し、

また、災害時にはリーダー的役割を果たす「防

災指導員」を育成する。 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 
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第３６節 企業防災に関する計画 
 

災害時、企業には、従業員の生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生

等、多岐にわたる役割が求められている。 

各企業において、これらの重要性を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リスク

に応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努

めるものとする。具体的には、災害時における事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するとともに、重要業務を

継続できる体制の整備や訓練、事業所の被害軽減方策の検討や耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各

計画の点検・見直し等を実施する等の防災活動の推進が必要となる。 

また、各企業は、施設、設備の安全性、耐震性等を確保するため、建築物の耐震診断や定期的な点検、

検査を実施し、保守、補強等の整備を計画的に推進する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防災計画の見直し 

［市、事業者］ 

市は、事業者に、防災計画に地震対策、水害・

土砂災害の警戒避難対策を含めて策定するよう

指導する。 

また、市は多数の人が出入り又は勤務する事

業所での消防計画の作成を指導する。その他の

事業所においてもそれに準じる措置の指導及び

消防署への消防計画書の届出を促す。 

○事業所向け防災パンフレット等の配布 

総務部危機管理防災課 

消防局予防課 

各施設所管課 

自衛消防隊の設置推進

［市、事業者］ 
市は、消防法等の規定に基づき、各事業所の自

衛消防隊設置を推進する。また、市は危険物等を

保有する施設や多数の人が出入り又は勤務する

事業所について、自衛消防の活動に必要な人員

及び装備を有する自衛消防隊の設置を指導す

る。 

○隊員の講習、訓練等の指導 

消防局予防課 

各施設所管課 

事業所の防災力の向上

［市、事業者］ 

市は、災害時に企業が果たす役割を十分に認

識し、各企業において災害時に重要業務を継続

するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用

するよう周知する。 

商工観光部 

消防局予防課 

防災訓練等への参加促進

［市］ 

企業を地域コミュニティの一員としてとら

え、地域の防災訓練等への積極的参加を呼びか

け、防災に関するアドバイスを行う。 

商工観光部 

総務部危機管理防災課 

消防局 
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第３７節 ボランティア活動の環境整備 
 

大規模な災害が発生した場合、災害応急対策に対する知識、技術及び意欲を持ったボランティア団体、

ＮＰＯ、ＮＧＯ等の災害救援ボランティアの自発的支援を適切に受け入れるため、必要な時に、必要な所

で、必要な活動を行えるよう環境整備を図る。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ボランティア受入れ

体制等の整備［市、社

会福祉協議会］ 

ボランティアの円滑な受入れ体制を整備する。 

○社会福祉協議会の災害ボランティアセンター運

営マニュアルの策定、訓練 

○行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ・ボランティア等

の三者で連携し意見交換を行う情報共有会議の

整備に向けて検討する。 

保健福祉部福祉政策課 

総務部危機管理防災課 

各部課 

ボランティアの育成・

支援［市、社会福祉協

議会］ 

ボランティアの育成を行う。 

○ボランティアの指導及び財政援助 

○ボランティアリーダー及びコーディネータの育

成 

保健福祉部福祉政策課 

ボランティア団体等

とのネットワークの

形成[市] 

ボランティア団体、ＮＰＯ等とのネットワーク形

成に向けた検討を行う。 

○意見交換の場づくり 

○自立的に機能を発揮できる体制の整備 

○平時からボランティア団体等と連携を図る。 

総務部危機管理防災課 

各部課 
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第３８節 保健衛生等計画 
 

上下水道、廃棄物処理機能が大規模に機能停止した場合にも、応援協力により、応急的な処理体制を確

保し対応する。 

また、関係者の協力により遺体の処置・埋火葬を迅速に行うために、次の計画を実施する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
災害時のし尿処理体制

の整備［市］ 

上下水道の供給・処理が大規模に機能停止した

際の、し尿等の収集運搬・処理体制を確保する。 

○公衆トイレの維持管理・災害状況の把握 

○仮設トイレ（簡易水洗型仮設トイレ）の調達体制 

○広域市町村応援体制によるし尿等収集運搬・処

理応援体制の検討 

○事前の配備計画及び配備計画に基づく備蓄管理

等の検討 

環境部生活環境課 

環境部衛生センター 

廃棄物処理施設の災害

対策［市］ 

廃棄物処理施設について、次の点に留意した災

害に強い施設の整備を促進する。 

○各設備の定期的な保守点検、破損箇所の補修 

○メーカー等への緊急連絡体制、応急復旧体制の

整備 

○応急復旧資機材等の整備検討 

○広域市町村応援体制による廃棄物収集・処理体

制の検討 

環境部廃棄物対策課 

環境部生活環境課 

環境部資源再生センター 

環境部衛生センター 

防疫（感染症）対策［市］ 防疫（感染症）について、次の点に留意し、実施

を図る。（感染症が発生した時点の対応） 

○被害情報の収集、被災者の看護 

○指定避難所、救護所の健康調査、情報の収集の検

討 

○感染症患者の移送、入院について、関連機関の協

力体制の検討 

保健所健康課 

検視・検案等実施体制

の強化［市、警察署］ 

警察、医師会、葬祭事業者等と協力し、大量の死

者が発生した場合に、迅速に検視、検案等を実施す

る体制を整える。 

○要請、連絡、活動方法の具体化検討 

○遺体安置所の設置、運営方法の検討 

保健福祉部国民健康保険

課 

地域・市民生活部人権・男

女共同参画課 

埋火葬処理体制の強化

［市］ 

大量の死者が発生した場合に、迅速に埋火葬を

実施する体制を整える。 

○各設備の定期的な保守点検、破損箇所の補修 

○メーカー等への緊急連絡体制、応急復旧体制の

整備 

○応急復旧資機材等の整備検討 

○広域市町村応援体制による埋火葬体制の検討 

保健福祉部国民健康保険

課 

地域・市民生活部市民窓

口課 
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第３９節 災害対策に関する調査研究及び観測 
 

災害要因が一層多様化しているため、防災関係機関との情報交換や科学的な調査研究等を参考に、総合

的な災害対策の実施を図る。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
防災計画に関する情報

収集、交換［市、防災関

係機関］ 

防災関係機関と防災計画の情報交換を行い、防

災対策の有効事例を把握し、本市の防災対策への

活用を検討する。 

総務部危機管理防災課 

防災上の課題の専門的

調査・研究［市］ 

過去の教訓や防災調査等から把握されている本

市の防災上の課題について、地域の変貌や調査技

術の進展に合わせて、総合的に調査、研究を行い、

防災対策への活用を検討する。 

総務部危機管理防災課 

防災関係機関への協力

［市］ 

国、県が行う、各種調査研究、観測施設の設置等

に協力し、市内のデータの累積に努める 

総務部危機管理防災課 

各部課 
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第４０節 観光地の災害予防計画 
 

本市には、年間で約 1千万人を超える観光客が来訪しており、災害時には様々な混乱が想定される。そ

のため、観光客への災害対策として観光事業者、行政等による各種支援体制の整備を図る。 

また、近年増加している外国人旅行者について防災対策の一層の充実を図る。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
連絡体制の整備［市、防

災関係機関、観光事業

者］ 

観光地での災害に備え、発災時の避難情報の連

絡や被害情報等の連絡体制を整備する。 

総務部危機管理防災課 

商工観光部観光振興課 

観光施設の避難体制・

設備整備の促進［市、観

光事業者］ 

観光施設において自主防災組織を結成し、地域

と連携した避難誘導体制、連絡体制等の整備、防

災訓練の実施、防災設備や通信施設の整備を行う

よう働きかける。 

総務部危機管理防災課 

商工観光部観光振興課 

外国人旅行者の安全確

保策［市］ 

災害時に外国人旅行者へ指定緊急避難場所や避

難経路を周知するため、避難経路標識の簡明化、

や多言語化、外国語によるＨＰ、ＳＮＳ等での情

報提供を推進する。 

また、関係機関、関係団体等と連携し、外国人旅

行者に対する情報提供体制を整備する。 

総務部危機管理防災課 

商工観光部観光振興課

インバウンド・国際室 

商工観光部観光振興課 

観光案内所の機能強化

［市］ 

観光地の観光案内所で災害時の外国人旅行者避

難誘導体制を整備する。 

総務部危機管理防災課 

商工観光部観光振興課 
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第４１節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 
 

市の一定の地区内の居住者及び事業者が、「自助」・「共助」の精神に基づき、市と連携して、自発的に

地区における防災活動を担う例もあることから、これらの自発的な防災活動を促進し、ボトムアップ型で

地域における防災力を高めるため、各地区の特性に応じて、コミュニティレベルでの防災活動を内容とす

る「地区防災計画」の作成を推進し、地域の防災力向上に努める。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 
地区防災計画の作成推

進［市、自主防災組織・

住民自治協議会、事業

者］ 

地区防災計画は、災害対策基本法に基づき、一定

の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する

事業者（以下「地区居住者等」という。）が、自分

たちの地域の人命、財産を守るために共同して行

う防災訓練、物資及び資材の備蓄、地区居住者等の

相互支援等の自発的な防災活動について定めた計

画である。 

○市は、自主防災組織等に対し、内閣府の「地区防

災計画作成ガイドライン」、他地区の作成事例等

を紹介する等、地区防災計画の作成支援を行う。 

○市は、地区居住者等から地区防災計画の提案（提

出）を受けた場合で、防災会議において必要と認

めるときは、地域防災計画（資料編）に位置付け

る。 

※地区防災計画を作成した自主防災組織等の一覧

は資料編を参照のこと。 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

地域・市民生活部地域

活動支援課・各支所 
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 第３章 災害応急対策計画 
 

第１節 災害情報の収集・連絡活動 

第２節 非常参集職員の活動 

第３節 広域相互応援活動 

第４節 ヘリコプターの運用計画 

第５節 自衛隊の災害派遣 

第６節 救助・救急・医療活動 

第７節 消防・水防活動 

第８節 要配慮者に対する応急活動 

第９節 緊急輸送活動 

第10節 障害物の処理活動 

第11節 避難の受入れ及び情報提供活動並びに応急住宅

の確保活動 

第12節 孤立地域対策活動 

第13節 食料品の調達供給活動 

第14節 飲料水の調達供給活動 

第15節 生活必需品等の調達供給活動 

第16節 保健衛生、感染症予防活動 

第17節 遺体対策等の活動 

第18節 廃棄物の処理活動 

第19節 社会秩序の維持、物価安定等に関する活動 

第20節 危険物施設等応急活動 

第21節 電気施設応急活動 

第22節 都市ガス施設応急活動 

第23節 上水道施設応急活動 

第24節 下水道施設等応急活動 

第25節 通信・放送施設応急活動 

第26節 鉄道施設応急活動 

第27節 災害広報活動 

第28節 土砂災害等応急活動 

第29節 建築物災害応急活動 

第30節 道路及び橋りょう応急活動 

第31節 河川施設等応急活動 

第32節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

第33節 ため池災害応急活動 

第34節 農林水産物災害応急活動 

第35節 文教・保育活動 

第36節 飼養動物の保護対策 

第37節 ボランティアの受入れ体制 

第38節 義援物資及び義援金の受入れ体制 

第39節 罹災証明書の交付・被災者台帳の作成 

第40節 観光地の災害応急対策 

第41節 災害救助法の適用 

第42節 応急公用負担等の実施 

 

本章は、震災時に市、防災関係機関等が実施する災害の防

ぎょ活動、被災者の救助・救援活動、及び活動の実施体制に

ついて、基本事項を定めるものである。 

なお、活動の実施計画、手順及び要領は、各部が作成する

応急対策マニュアルに定め、実施計画の詳細は別に定める。 
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第１節 災害情報の収集・連絡活動 
 

項目 担当 

第１ 地震、気象、異常現象に関

する情報の収集 
総務部本部班・情報システム班、消防部予防班 

第２ 概況調査 

総務部総務班・情報システム班・職員研修所班・行政ＤＸ推進班・

公共施設マネジメント推進班・選挙管理委員会事務局班・監査委員

事務局班、地域・市民生活部地域活動支援班・支所班、企画政策部

交通政策班 

第３ 被害調査 

総務部総務班・情報システム班・職員研修所班・行政ＤＸ推進班・

公共施設マネジメント推進班・選挙管理委員会事務局班・監査委員

事務局班、財政部市民税班・資産税班・収納班、保健福祉部各班、

保健所部総務班・健康班、こども未来部各班、環境部各班、商工観

光部各班、文化スポーツ振興部各班、農林部各班、建設部各班、都

市整備部各班、教育部各班、学校教育部各班、上下水道部各班、消

防部予防班 

第４ 災害報告 

総務部本部班・総務班・情報システム班・職員研修所班・行政ＤＸ

推進班・公共施設マネジメント推進班・選挙管理委員会事務局班・

監査委員事務局班 

第５ 通信体制の確保 

総務部本部班・総務班・情報システム班・職員研修所班・行政ＤＸ

推進班・公共施設マネジメント推進班・選挙管理委員会事務局班・

監査委員事務局班、上下水道部総務班、消防部通信指令班 

第１ 地震、気象、異常現象に関する情報の収集 

１ 地震情報 

地震が発生した場合、総務部本部班及び防災関係機関は、直ちに市内の震度、地震の震源等に関する情

報を総合防災情報システム等から収集し、市内全域の被害程度を推定する。 

また、震度５弱以上の地震が発生した場合、若しくは発生したと推定される場合は、防災情報ポータル

サイト、防災メール、Ｊアラートと連携した防災行政無線等により、職員、住民へ周知する。 

なお、気象庁及び長野地方気象台からは、次の地震情報が発表される。 

〈気象庁及び長野地方気象台の発表する地震情報〉 

種   類 内      容 

緊急地震速報（警

報・予報） 

地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源

や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、これに基づいて各地での主

要動の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる地震動の警報及び

予報。 

○緊急地震速報（警報）：最大震度５弱以上の揺れが推定されたときに、震度４

以上の揺れが予想される地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれ

のある旨を警告して発表するもの。一般にはテレビ等を通じて伝えられる。

（※地震に関する特別警報は、震度６弱以上の大きさの地震動が予想される

場合に発表される「緊急地震速報」を特別警報に位置付ける。） 

○緊急地震速報（予報）：最大震度３以上又はマグニチュード 3.5以上等と推定

されたときに、主に高度利用者向けとして伝えられる。 

震度速報 

震度３以上の大きな揺れを伴う地震が発生したことを知らせる情報。 

地震発生後約１分半で、震度３以上を観測した地域名と地震の揺れの発現時

刻を発表する（長野市は長野県北部に該当する）。一般にはラジオ、テレビを通

じて発表する。 

地震情報（震源に関

する情報） 

震度３以上の地震が発生した場合に発表する情報。 
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地震の震源要素（発生時刻、緯度、経度、深さ、地震の規模（マグニチュー

ド））、震央地名とともに「津波の心配なし」又は「若干の海面変動があるかもし

れないが被害の心配はない」旨を発表する。 

ただし、津波警報・注意報を発表したときには、この情報は発表しない。 

地震情報（震源・震

度に関する情報） 

震度３以上を観測した場合、津波警報・注意報を発表した場合、若干の海面

変動が予想される場合、緊急地震速報（警報）を発表した場合のいずれかに該

当するときに発表する情報。 

地震の震源要素、震央地名、地域震度と震度３以上が観測された市町村名を

発表する。 

また、震度５弱以上になった可能性がある地域・市町村の震度情報が得られ

ていない場合に、その市町村名を発表する。 

地震情報（その他の

情報） 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合に、震度１以上

を観測した地震の回数を知らせる情報。 

地震情報（各地の震

度に関する情報） 

震度１以上を観測した場合に発表する情報。 

地震の震源要素、震央地名、県内及び隣接県内の震度観測点ごとの震度から

なる。 

また、震度５弱以上になった可能性がある震度観測点の震度情報が得られて

いない場合に、その地点名を発表する。 

地震情報（推計震度

分布図） 

震度５弱以上を観測した場合に発表する情報。観測した各地の震度データを

もとに、１km四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報として発表。 

地震情報（遠地地震

に関する情報） 

国外で発生した地震について、マグニチュード 7.0 以上、都市部等著しい被

害が発生する可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合に発表する

情報。 

地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその規模（マグニチュード）をおおむ

ね 30分以内に発表。日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表。 

地震情報（長周期地

震動に関する観測

情報） 

震度３以上を観測した場合に発表する情報。 

高層ビル内での被害の発生可能性等について、地震の発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）、地域ごと及び地点ごとの長周期地震動階級等を発表

（地震発生から約 10分後に気象庁ホームページ上に掲載）。 

 

２ 南海トラフ地震に関連する情報 

総務部本部班は、南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合は、市長への報告、各部班への伝達

等を行い、住民等への広報や問合せに対応する。 

なお、南海トラフ地震への対応は、第５章を参照する。 

 

３ 異常現象の通報 

地震災害に関係する現象を覚知した者は、直ちに市職員、警察官等にその状況を通報する。通報を受理

した市職員、警察官等は、直ちに、気象台、その事象に関係のある機関に通報し、その現象を確認する。 

〈異常現象の例〉 

○数時間以上にわたり、頻繁に感じるような地震  ○火災の発生 

○地割れ、亀裂、落石等             ○地面の沈下・隆起、変動等 

○異常な水位の上昇・低下、湧水等 

 

４ 気象情報 

(1) 気象情報、水防情報、河川情報、ダム情報 

総務部本部班は、気象警報、水防警報が発表された場合、雨量・水位が注意・警戒基準を超えた場合、

市内の水位、雨量、積雪等の状況及び今後の予測等の状況について、総合防災情報システム等でモニタ

リングする。 

また、ダムの管理者は、洪水調節等のため放流を行う場合、事前に関係機関へ、ダム放流通知を通報

する。 
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(2) 火災気象通報 

市長は、県知事から火災気象通報を受け、火災予防上の危険があると認める場合、直ちに火災警報を

発令し、火の使用を制限する。 

なお、乾燥注意報及び強風注意報又は暴風警報が発表されたときは、これらの注意報等の発表をもっ

て火災気象通報が行われたものとみなす。 

火災警報を発令した場合、消防部予防班は、県に報告するとともに、各防災関係機関への連絡、広報

を行う。 

〈火災気象通報〉 

区分 発表基準 

火災気象通報 

長野地方気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」の基準と

同一とする。 

ただし、実施基準に該当する地域及び時間帯で降水（降雪を含む）が

予想される場合には、通報を実施しない場合がある。 

〈火災警報〉 

区分 発表基準 

火災警報 火災気象通報の発表基準に準ずる。 

第２ 概況調査 

１ 情報の収集 

地震発生直後から、総務部総務班、地域・市民生活部地域活動支援班・支所班は、住民や防災関係機

関からの通報、参集職員等の見聞情報を直ちに収集する。 

企画政策部交通政策班は、必要に応じて市内における道路交通に関する情報を、交通管制センター、

道路管理者、運送事業者等から収集し、通行可能な道路等について総務部総務班へ報告する。 

なお、道路施設の被災等により情報収集が困難な地区が発生した場合は、総務部本部班は、ヘリコプ

ター等による調査を国、県に要請する。 

〈情報収集の手段〉 

情報の種類 情報収集手段 情報取扱い上の留意点 

被害状況、応急措置

状況 

電話通報、職員の参集途上の見聞、高所監

視カメラの映像、その他可能な手段を用いて

得た情報等 

被害の種別、地区、情報

源、確認・未確認の有無を

明確にする。 

被災地上空からの目

視、カメラ撮影 

県消防防災ヘリコプター、県警ヘリコプタ

ー、自衛隊ヘリコプター、関東地方整備局又

は北陸地方整備局ヘリコプター、他県等の応

援ヘリコプター等からの目視、撮影 
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〈災害直後の情報収集系統〉 

総務部総務班は、総務部本部班と相互に連携を取り、各部及び関係機関等からの災害の状況、応急対策

活動の実施状況を収集し、効果的な応急対策活動実施のための情報の総合化を図る。 

〈情報の収集・整理〉 

○関係班長からの定時報告のほか、災害応急活動の状況により、適時報告を求める。 

○ライフラインに係る機関からの情報を必要に応じて収集する。 

○警察からの情報の収集、整理をする。 

○報道機関からの情報の収集、整理をする。 

○関係機関からの地震に関する情報の伝達及び掲示を行う。 

○災害及び応急対策活動実施の状況報告書の作成を行う。 

○災害及び応急対策活動実施の状況の伝達及び掲示を行う。 

 

２ 情報のとりまとめ・分析 

市各部、防災関係機関は、収集した情報、調査結果、応急対策実施状況等をとりまとめ、災害発生直後

は１時間おきに、その後は毎日定時に総務部総務班へ報告する。 

また、総務部総務班は市各部、関係機関に情報提供を求めるとともに、市全体のとりまとめを行い、本

部長へ所定の様式により報告する。 

なお、情報の空白、混乱がある地区は、地震被害予測図等を参考に、被害規模を推定する。 

〈とりまとめる情報の内容〉 

○災害の進行状況 

○市全体の被害状況 

（地図上にとりまとめ、確認・未確認の有無、被害甚大地区、情報の空白地帯を整理す

る。） 

○応急対策の実施状況・実施予定 

○被害箇所の復旧状況・復旧見込み 

第３ 被害調査 

被害が軽微な場合の被害調査は、地域・市民生活部地域活動支援班・支所班等が地区の被害調査を実施

する。 

被害が大きく対応が困難な場合は、各部班、公共・公益施設の管理者が、次の分担により市内の個別の

被害状況を調査する。 

調査体制が不足する場合は、県地域振興局等に調査の協力を依頼する。 

消防署・分署、消防団、 

住民等の通報 

市職員 

（参集途上で情報収集） 

市出先施設等 

防災関係機関等 

自主防災組織・住民自治

協議会、区長、住民等の

通報 

消防部 

各部 

（とりまとめ） 

総務部 

地域・ 

市民生活部 

総務部 

（とりまとめ） 

県・国 

市災害対策本部 
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被害の判定基準は、被害種別認定基準による。 

なお、被害が甚大で広域にわたる場合は、必要に応じて総務班が航空写真（又は航空写真等を判読した

被害状況図）を入手し、市各部班、公共・公益施設の管理者等に配布し、調査計画を検討する。 

〈被害調査の分担と県への報告先〉 

調査事項 調査担当者(市への報告先) 調査協力機関 県への報告先 

概況速報 総務部本部班 県関係現地機関 
県地域振興局（総務管

理課） 

人的及び住家の被害 

総務部本部班、総務部総務班、財

政部市民税班・資産税班・収納班

（⇒総務部総務班） 

県地域振興局 
県地域振興局（総務管

理課） 

高齢者等避難、避難指

示等避難状況 
総務部本部班（⇒総務部総務班） 県地域振興局 

県地域振興局（総務管

理課） 

社会福祉施設被害 

職業訓練施設被害（就

労施設、授産施設等） 

施設管理者（⇒保健福祉部、こど

も未来部各班⇒総務部総務班） 
県保健福祉事務所 

県保健福祉事務所（福

祉課） 

農・畜・養蚕・水産業被

害 
農林部各班（⇒総務部総務班） 

県農業農村支援センタ

ー、県食肉衛生検査所、県

家畜保健衛生所、水産試

験場、農業協同組合 

県地域振興局（農地整 

備課） 

農地・農業用施設被害 
農林部各班（⇒総務部総務班） 

県地域振興局、土地改良

区 

県地域振興局(農地整

備課) 

林業関係被害 森林組合 県地域振興局(林務課) 

公共土木施設被害 
建設部、都市整備部、農林部、上

下水道部各班（⇒総務部総務班） 
－ 

県建設事務所 

＊県河川課 

土砂災害等による被害 
県建設事務所、県砂防

事務所 

都市施設被害 
建設部、都市整備部、上下水道部 

各班（⇒総務部総務班） 
県建設事務所 

県建設事務所、千曲川

流域下水道事務所、県

生活排水課 

水道施設被害 
上下水道部各班（⇒上下水道部総

務班⇒総務部総務班） 

県地域振興局 

県企業局 

県地域振興局（環境・廃

棄物対策課）、県水大気

環境課 

廃棄物処理施設被害 
環境部各班（⇒総務部総務班）、

施設管理者 
県地域振興局 県資源循環推進課 

感染症関係被害 
保健所部健康班（⇒総務部総務

班） 

県保健福祉事務所 

県保健・疾病対策課 

医療施設関係被害 

施設管理者（⇒保健福祉部医療連

携推進班、保健所部総務班⇒総務

部総務班） 

県医療政策課 

商工関係被害 
商工観光部各班（⇒総務部総務

班） 

県地域振興局、商工会議

所、商工会 

県地域振興局(商工観

光課) 

＊県産業政策課 

観光施設被害 県地域振興局 
県地域振興局(商工観

光課) 

教育関係

被害 

市施設 

文化スポーツ振興部スポーツ班、

教育部総務班、学校教育部保健給

食班（⇒総務部総務班） 県教育事務所 

県教育事務所 

＊県教育委員会関係課 

私立施設 
施設管理者（⇒教育部総務班⇒総

務部総務班） 

県地域振興局（総務管

理課）＊県私学振興課 

市有財産被害 施設所管班（⇒総務部総務班） － 
県地域振興局（総務管

理課） 

公益事業関係被害 
各ライフライン機関、各公共交通

機関（⇒総務部総務班） 
県地域振興局 県危機管理防災課 
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調査事項 調査担当者(市への報告先) 調査協力機関 県への報告先 

火災速報 消防部予防班（⇒総務部総務班） － 

県地域振興局（総務管

理課） 

県危機管理防災課 

危険物等の事故による

被害 
消防部予防班（⇒総務部総務班） －  

＊緊急の場合の報告先 

災害対策本部、災害警戒本部が設置されていない場合は本部班へ報告する。 

また、最終報告も本部班へ連絡する。 

なお、報告にあっては、原則として主管課を通じて行うものとするが、緊急を要する場合は直接報告先

に報告し、後ほど速やかに主管課に報告する。 

第４ 災害報告 

総務部本部班は、火災・災害等即報要領に基づいて県への報告を行う。 

なお、即報は、県に報告ができない場合は一時的に国（消防庁）へ、消防機関への通報が殺到した場合

は県と国へ、直接即報基準（地震の場合、震度５強以上）に該当する災害等を覚知した場合は 30 分以内

に県と国へ、それぞれ報告することに留意する。 

また、概況調査、被害調査の県への報告は、次の基準で行う。 

〈県への報告〉 

概況即報 

災害が発生したとき、災害対策本部を設置したとき、又はその他異常と思わ

れる事態（大量の 119番通報等）が発生したときに、直ちにその概況を報告す

る。 

被害中間報告 
被害状況を収集し、逐次報告するとともに、先に報告した事項に変更があっ

た場合は、その都度変更の報告をする。 

被害確定報告 同一の災害に対する被害調査が終了し、被害が確定したときに報告する。 

 

〈災害情報収集連絡系統図〉 

（正規の連絡ルート：    ） 

（補助的な連絡ルート：    ） 

(1) 概況速報（様式１号 消防庁への速報は様式 21号（表 21の２）） 

  

関係課等 

危機管理防災課 長野地域振興局 
総務管理課 

県危機管理 
防災課 

県関係課 

消防庁 

関係機関 

県関係現地機関 

指定地方行政機関等 
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(2) 人的及び住家の被害状況報告（様式２号） 

高齢者等避難、避難指示等 避難状況報告（様式２－１号） 

 

行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録や外国人登録を行っていることが判明した

場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者等外国人登録の対象外の者は外務省）又は県危

機管理防災課（災害対策本部）に連絡する。 

(3) 社会福祉施設（職業訓練施設）被害状況報告（様式３号） 

 

 

(4) 農業関係被害状況報告（様式５号） 

ア 農・畜・養蚕・水産業被害状況報告   

 

 

 

イ 農地・農業用施設被害状況報告（農業集落排水施設を除く） 

 

  

関係課等 

危機管理防災課 長野地域振興局 
総務管理課 

県危機管理
防災課 

内閣府 

消防庁 

関係機関 

自衛隊 

総務課・危機管理防災課 

施設管理者 長野保健福祉事務
所福祉課 

厚生労働省 

県危機管理
防災課 

県健康福祉
政策課 

長野地域振興局 
総務管理課 

県健康福祉部 
県県民文化部 
関 係 課 

総務課・危機管理防災課 

農林部農業政策課 長野地域振興局 
農地整備課 

農林水産省 

県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

担当者 

県農業政策課 

総務課・危機管理防災課 

長野地域振興局 
農地整備課 

農林水産省 

県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

担当者 

県農地整
備課 

農林部農業政策課 県農業政
策課 

保健福祉部、こども未来部各課 
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ウ 農業集落排水施設被害状況報告 

 

(5) 林業関係被害状況報告（様式６号） 

 

(6) 土木関係被害状況報告（様式７号） 

ア 公共土木施設被害状況報告等 

 

イ 土砂災害等による被害報告 

 

 

(7) 都市施設被害状況報告（様式８号） 

 

  

総務課・危機管理防災課 

農林水産省 

県危機管理
防災課 

担当者 

県生活排水課 上下水道局総務課 

県農地整備課 上下水道局各課 

 

総務課・危機管理防災課 

長野地域振興局 
林務課 

農林水産省 

県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

担当者 

県林務部
関係課 

県森林政
策課 

農林部森林いのしか対策課

整備課 

総務課・危機管理防災課 

建設部河川課 

国土交通省 

県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

担当者 

県河川課 

自衛隊 

関係機関 

長野建設事務所 

土尻川砂防事務所 

総務課・危機管理防災課 

建設部河川課 長野建設事務所 

土尻川砂防事務所 

国土交通省 

県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

担当者 

県砂防課 

関係機関 

自衛隊 

総務課・危機管理防災課 

長野建設事務所 
千曲川流域下水道 

事務所 

国土交通省 

県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

担当者 

県都市・まちづくり課 

県生活排水課 

都市整備部都市計画課 

上下水道局総務課 

上下水道局各課 
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(8) 水道施設被害状況報告（様式９号） 

 

(9) 廃棄物処理施設被害状況報告（様式 10号） 

 

(10) 感染症関係報告（様式 11号） 

 

(11) 医療施設関係被害状況報告（様式 12号） 

 

 

(12) 商工関係被害状況報告（様式 13号） 

 

  

総務課・危機管理防災課 

長野地域振興局 
環境・廃棄物対策課 

厚生労働省 

県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

担当者 

県水大気 
環境課 

自衛隊 

上下水道局総務課 

上下水道局各課 

 

総務課・危機管理防災課 

環境部廃棄物対策課 

環境省 

県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
環境・廃棄物対策課 

県資源循環推進課 

担当者 
自衛隊 

長野地域振興局 
総務管理課 

総務課・危機管理防災課 

長野市保健所健康課 

厚生労働省 

県危機管理
防災課 

長野保健福祉事務所 
健康づくり支援課 

担当者 

県保健・疾
病対策課 

自衛隊 
長野地域振興局 
総務管理課 

長野市保健所総務課 

施設管理者 

厚生労働省 

県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

担当者 

長野保健福祉事務所 
総務課 

県健康福祉
政策課 

県医療推進課 

総務課・危機管理防災課 

長野地域振興局 
商工観光課 
商工観光課 

厚生労働省 
経済産業省 

県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

担当者 

県産業政策課 商工観光部商工労働課 

県健康福祉
政策課 
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(13) 観光施設被害状況報告（様式 14号） 

 

(14) 教育関係被害状況報告（様式 15号） 

ア 市施設 

 

イ 県施設

 

ウ 私立施設 

 

 

エ 文化財 

 

  

連絡 
教育委員会総務課 

文部科学省 
長野地域振興局 
総務管理課 

県教育委員会
関係課 

県教育政策課 

県財産活用課 施設管理者 

総務課・危機管理防災課 

商工観光部観光振興課 長野地域振興局 
商工観光課 
商工観光課 

環境省 
観光庁 

県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

担当者 

県山岳高原観光課 

観光情報センター 

総務課・危機管理防災課 

教育委員会総務課 北信教育事務所 

文部科学省 
県危機管理

防災課 
長野地域振興局 
総務管理課 

担当者 

県教育委員会
関係課 

県教育政策課 

教育委員会総務課 

施設管理者 

文部科学省 

県文化政策課 

長野地域振興局 
総務管理課 

県私学振興課 

総務課・危機管理防災課 

県危機管理
防災課 

教育委員会

文化財課 
所有者 

文化庁 県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

 

総務課・危機管理防災課 

北信教育事務所 県文化財・生
涯学習課 

県危機管理

防災課 

県教育政策課 
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(15) 県有財産（企業財産を含む）被害状況報告 （様式 16号） 

 

 (16) 市有財産の被害状況報告（他の報告系統に含まれない施設の被害）（様式 17号） 

 

(17) 火災即報（様式 19号） 

 

(18) 火災等即報（危険物に係る事故）（様式 19号の２） 

 

(19) 警察調査被害状況報告（様式 20号） 

 

第５ 通信体制の確保 

１ 通信機器の確保 

指令の伝達及び報告は、原則としてＦＡＸ文書で行うこととし、電話機（無線機）ごとに担当者を指名

して窓口の統一を図る。 

停電、機器の破損等の支障が生じている場合は、自家発電装置の運転、修理等の措置をとる。 

また、無線機の貸出し等の管理を行う。 

なお、必要に応じて信越総合通信局を経由して総務省重要無線室又は電気通信技術システム課あてに、

ＭＣＡ無線、簡易無線、衛星携帯電話、災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源車等の貸出につい

て地方公共団体向け災害対策用移動通信機器貸出手順書等により依頼し、借り受ける。 

 

施設所管課 
県危機管理

防災課 
長野地域振興局 
総務管理課 

 

総務課・危機管理防災課 

長野中央警察署 
長野南警察署 

交 番 
駐在所 

県危機管理
防災課 

総務課・危機管理防災課 

県警察本部 

警備業協会 管区警察局 自衛隊偵察班 

長野地域振興局 
総務管理課 

 

県消防課 

総務課・危機管理防災課 

予防課 

担当者 消防庁 

長野地域振興局 
総務管理課 

 

（企業財産） 

県有財産管理者 市関係課 県危機管理
防災課 

長野地域振興局 
総務管理課 

 

総務課・危機管理防災課 

県関係課 県財産活用課 

県消防課 

総務課・危機管理防災課 

予防課 

担当者 消防庁 
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〈使用可能な通信施設〉 

主な災害時通信手段 備考 

有線 災害時優先電話（ＮＴＴ） 一般回線が利用できない場合の連絡 

無線 

衛星通信システム、県防災行政無線 国、県、他市町村、防災関係機関間の連絡 

市防災行政無線、ＭＣＡ無線、携帯電話 
市内の災害対策活動拠点、防災関係機関、

現場との連絡 

消防無線 消防の拠点施設、現場との連絡 

水道ＭＣＡ無線、ＩＰ無線 水道の拠点施設、現場との連絡 

信越地方非常通信協議会構成員の保有する

無線 他の通信手段が利用できないときの連絡 

口頭 伝令 

 

２ 通信の運用 

(1) 防災行政無線・ＭＣＡ無線の運用の原則 

防災行政無線・ＭＣＡ無線の運用は、総務部本部班が実施する。 

(2) 消防無線の運用の原則 

消防部通信指令班は、消火、救助・救出活動のための通信連絡を目的として、消防無線を運用し、総

務部本部班と連携を図り、積極的に情報の収集・伝達に努める。 

(3) 水道ＭＣＡ無線の運用の原則 

上下水道部総務班は、給水活動又は上・下水道施設の応急復旧活動のための通信連絡を目的として、

水道ＭＣＡ無線を運用し、総務部本部班と連携を図り、給水活動に係る情報の収集・伝達に努める。 

(4) 衛星通信の運用における原則 

衛星通信により、情報の収集・伝達を行う。 

〈情報収集・伝達項目〉 

○火災及び消火活動の状況     ○救助救出活動の状況  ○建築物等の破損の状況 

○避難の必要の有無及び避難状況  ○交通機関の被害状況  ○土砂災害の発生状況 

○主要道路・橋りょうの被害状況  ○その他必要な情報 

(5) データ通信の利用 

インターネットやメール等の通信網を利用し、文字や画像情報の収集・伝達に活用する。 

迅速な注意体制が取れるように、警戒準備配備にあたる職員へ、メールにより地震情報、風水害が発

生するおそれがある場合に発表される気象情報、土砂災害警戒情報を送信する。 

 



《第３章 災害応急》２ 非常参集職員の活動 

震-91 

第２節 非常参集職員の活動 
 

項目 担当 

第１ 職員の動員配備 総務部本部班・情報システム班・職員班 

第２ 災害対策本部の設置 総務部本部班・総務班・情報システム班・職員研修所班・行政ＤＸ推進

班・公共施設マネジメント推進班・選挙管理委員会事務局班・監査委員

事務局班、企画政策部秘書班 
第３ 災害対策本部の運営 

第４ 災害対策本部の廃止 総務部本部班・情報システム班 

第５ 災害対策の適用範囲  

第６ 災害警戒本部の設置 総務部本部班・総務班・情報システム班・職員研修所班・行政ＤＸ推進

班・公共施設マネジメント推進班・選挙管理委員会事務局班・監査委員

事務局班 
第７ 災害警戒本部の運営 

第８ 災害警戒本部の廃止 総務部本部班・情報システム班 

第１ 職員の動員配備 

１ 初動体制 

地震が発生した場合、又は発生するおそれがある場合は、次の基準による配備態勢をとり、迅速かつ的

確な災害応急対策活動を実施する体制を確立する。 

〈配備基準（震災）〉 

態勢 
配備

区分 
発令基準 

（次の場合ほか、市長が必要と認めたとき） 
配備態勢 

注意 
警戒

準備 

１ 気象台が長野市内で震度４の地震を観

測し発表したとき【自動発令】 

（市内震度計設置場所：箱清水、鶴賀緑町、

松代、豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新

町、中条） 

２ 気象庁が南海トラフ地震臨時情報（調

査中）を発表したとき 

被害情報の収集活動ができる体制 
配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 支所長又は支所職員 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

⚫ 道路・河川・市有施設等の被害状況確認に必要な職員 

警戒 
第１

配備 

１ 気象台の発表にかかわらず、市域で地

震による局地的な災害が発生したとき 

２ 災害が発生し、公共施設等の被害状況

を調査する必要があるとき 

３ 気象庁が南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震警戒又は巨大地震注意）を発表し

たとき 

災害警戒本部を設置する体制、又は被害情報の収

集及び災害応急対策活動を遂行できる体制 
配備範囲 

⚫ 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

⚫ 本部連絡員、各班班長及び情報収集・所属職員連絡体

制の確保に必要な人員 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

⚫ 初期災害応急対策活動を行う職員（広報担当、避難所

開設担当、施設所管担当、避難行動要支援者担当、学

校・保育園担当、道路・河川管理担当、交通機関担当

等） 

非常 
第２

配備 

１ 気象台が長野市内で震度５弱の地震を

観測し発表したとき【自動発令】 

２ 気象台の発表にかかわらず、市内各所

で地震による重大な被害が発生したとき 

災害対策本部を設置する体制、又は災害応急対策

活動が円滑に遂行できる体制 
配備範囲 

⚫ 本部員 

⚫ 初期災害応急対策活動を担当する班は全職員 

⚫ その他の班も所属職員の５割以上 

非常 
第３

配備 

１ 気象台が長野市内で震度５強以上の地

震を観測し、発表したとき【自動発令】 

２ 気象台の発表にかかわらず、市内全域

にわたり地震による重大な災害が発生し

たとき 

災害対策本部を設置する体制 
配備範囲 

⚫ 全職員 
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※自動発令とは、対象となる情報が発表されたことを知ったとき、配備命令の伝達を待たずに配備に付く

ことをいう。 

 

なお、必要に応じ各部においても次の体制をとる。 

長野市消防局警防活動組織規程に基づき、消防局内に消防局長を本部長とする震災警防本部を設置し、

警防活動を指揮統括する。 

長野市上下水道局震災対策計画に基づき、上下水道局内に上下水道事業管理者を本部長とする上下水道

局災害対策本部を設置し、警戒活動、応急対策活動を指揮統括する。 

大規模災害時における医療救護計画に基づき、長野市災害対策本部設置後、災害対策本部長の指示によ

り、長野市保健所内に長野市保健所長を本部長とする長野市保健医療本部を設置し、保健医療活動を指揮

統括する。 

長野市災害廃棄物処理計画に基づき、環境部内に環境部長を長とする長野市災害廃棄物対策調整会議を

設置し、廃棄物処理活動全般を指揮統括する。 

 

２ 初動体制配備の決定 

(1) 自動発令 

配備は原則として地震情報に基づく自動発令とし、対象となる情報を知ったときは、配備命令の伝達

を待たずに配備に付くものとする。 

(2) 自動発令以外 

危機管理防災監は、関係部長と協議の上、配備を決定し、指示する。配備を決定したときは、市長、

副市長に報告する。 

 

３ 職員の動員 

各部長は、危機管理防災監から配備の指示があった場合は、あらかじめ定めた職員動員配備計画に基

づき、動員を指示する。 

動員の指示を受けた職員は、速やかに所属先に登庁する。 

ただし、交通の途絶等で所属先に登庁が困難な職員は、本庁又は直近の支所に登庁し、所属先へ連絡

する。 

 

４ 参集の報告 

各部は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を総務部職員班に報告する。 
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第２ 災害対策本部の設置 

１ 設置基準 

市長は、次の場合に、災害対策本部を設置する。 

〈災害対策本部の設置基準〉 

○市域に震度５弱以上の地震が発生したとき 

○市内に甚大な被害が発生したとき、若しくは発生することが予想されるとき 

○市の広範囲に災害が発生したとき、若しくは発生することが予想されるとき 

○その他市長が必要と認めるとき 

なお、市長の判断を仰ぐことができない場合は、次の者が代行する。 

〈市長の代行順位〉 

第１順位 危機管理防災監   第２順位 副市長（総務部担当を上位とする） 

 

２ 設置場所 

災害対策本部は市役所に置く。 

 

３ 設置の通知 

災害対策本部を設置した場合、危機管理防災監は、早急に、職員、住民、県（危機管理部危機管理防災

課）、防災関係機関等にその旨を周知する。 

併せて、全庁体制で災害対応を行うとともに、職員は災害対策本部の一員として行動を開始するよう、

職員の意識の切り替えを指示する。 

第３ 災害対策本部の運営 

１ 災害対策本部の組織 

災害対策本部の組織は、「長野市災害対策本部組織図」に示すとおりの構成とし、その役割は次のとお

りとする。 

〈災害対策本部の構成と役割〉 

本 部 長 市長 
災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指

揮監督する。 

副 本 部 長 危機管理防災監、副市長 
本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、そ

の職務を代理する。 

本 部 長 付 教育長、上下水道事業管理者 本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事

する。 

また、本部長の命を受け、本部長付は特定の事

務を、本部員は部の事務を掌理する。 

なお、本部員は事前に代行者を定めておく。 

本 部 員 

各部長、長野市保健所長、会

計局長、教育次長（２）、議会

事務局長、上下水道局長、消

防局長 

本部連絡員 本部長が指名する者 
部の所管する情報を本部長に報告する。 

また、本部の情報を部に連絡する。 

班 長 各課長 本部員の命を受け、班の事務を掌理する。 

班 員 各課員 班長の命を受け、班の事務に従事する。 

 

２ 災害対策本部会議 

本部長は、災害対策本部を設置したときは、直ちに、長野市災害対策本部規程に基づき、災害に関する

情報の分析、災害応急対策の基本方針及びその他災害に関する重要事項を協議するため、災害対策本部に

長野市災害対策本部会議（以下「本部会議」という。）を置く。 
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必要に応じ本部長は本部会議へ、国、県、自衛隊、警察、消防団及びライフライン関係機関等の職員並

びに学識経験者等に出席を依頼することができる。 

災害初動期において緊急を有する場合は本部長、副本部長の協議、又は本部長、副本部長ほか参集して

いる構成員による会議により本部会議の決定事項とすることができる。 

災害状況により本部長、副本部長及び関係本部員による構成で十分と本部長が認めるときは、一部の構

成員により本部会議を開催することができる。 

〈本部会議の概要〉 

本 部 会 議 の 開 催 
○本部設置後 

○その他本部長が必要と認めた場合 

本部会議の構成員 

○本部長                       ○副本部長 

○本部長付                     ○本部員 

○本部長が指名する者 

事 務 局 ○総務部本部班 

報 告 事 項 

○被害状況に関すること 

○各部の配備態勢 

○緊急措置事項 

協 議 事 項 

○応急対策に関すること 

○災害対策本部の配備態勢の切替え及び廃止に関すること 

○現地災害対策本部の設置に関すること 

○自衛隊、県、他市町村及び公共機関への応援要請に関すること 

○他市町村への応援協力に関すること 

○避難の指示等、警戒区域の指定に関すること 

○災害救助法の適用に関すること 

○激甚災害指定に関すること 

○住民向け緊急声明の発表に関すること 

○応急対策に要する予算及び資金に関すること 

○国、県等への要望に関すること 

○庁内体制及び庁内応援に関すること 

○その他災害対策の重要事項に関すること 

 

３ 業務分掌 

各部の所掌業務は、「長野市災害対策本部業務分掌表」に示すとおりである。 

ただし、被害状況に応じて臨機応変に応急対策を実施するため、本部長又は本部員の指示により、業務

分掌は変更される場合がある。 

 

４ 専門チームの編成 

本部長は、災害対策を円滑かつ的確に実施するため、関係する部局（班）で横断的に専門チームを編

成し、情報の共有、方針の決定、調整等のオペレーションを協力して実施する。 

専門チームの構成員は、関係する班から１名以上の要員を動員する。 

なお、専門チームの種類、構成及び設置は、本部長が指示する。 

 

５ 防災関係機関との情報連絡 

総務部総務班は、県、防災関係機関との連絡窓口、責任者を相互に定め、各機関が把握している被害状

況、応急対策の実施状況等を相互に連絡し、情報を共有する。 

また、市と防災関係機関との連携を強化するため、必要と認める場合、災害対策本部の近くに防災関係

機関連絡室を設置し、防災関係機関に連絡員の派遣を求める。 

なお、国土交通省とは連絡員派遣の協定を締結している。 
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６ 現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害現地において総合的な応急対策を指揮する必要がある場合、支所又は災害現場周辺の公

共施設等に現地災害対策本部を設置し、副本部長若しくは本部長付又は本部員の中から現地災害対策本部

長を指名する。 

現地災害対策本部の設置に至らない場合、又は本部からの要員の到着前においては、支所長は災害対策

本部と密に連携し、管内の応急対策を指揮するとともに、本部長に対し、避難指示等の意見具申を行う。 

 

７ 国・県との連携 

企画政策部秘書班は、災害対策に関する国、関係機関等の情報を収集する。 

国や県の現地災害対策本部が市内若しくは近隣に設置された場合、又は県の災害対策本部地方部が設置

された場合は、それらと連携を図り、総合的な災害応急対策を効果的に実施する。 

 

８ 活動拠点の配置 

本部長は、大規模災害時の応急対策の拠点としての施設の利用に関して、各部及び関係機関と連絡・調

整を行う。 

 

９ 緊急時の支所長の権限 

支所長は、災害対策上緊急を要する次の事項を行う。 

〈支所長の権限〉 

○支所災害対応支援職員への参集指示     ○職員の支援要請 

○応急対策の指揮              ○災害対策本部・各部との連絡調整 

○自主避難を促す              ○避難指示等発令の意見具申 

○関係機関との連絡調整 

○災害対応物資（土のう、ブルーシート等）の配布・補給の要請 

第４ 災害対策本部の廃止 

本部長は、災害の危険が解消したと認められるとき、若しくは災害発生後における応急措置が完了した

と認められるとき、災害対策本部を廃止する。総務部本部班は、職員、住民、県（危機管理部危機管理防

災課）、防災関係機関等にその旨を周知する。 

第５ 災害対策の適用範囲 

災害応急対策は、災害救助法が適用された場合は、その規定に基づいて行う。 

災害救助法が適用されない場合は、本部長（市長）の責任により災害対策を実施するが、その内容の基

準は災害救助法の規定を目安とする。 

なお、災害救助法の適用については、第 39節を参照する。 
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総務部 

地域・市民生活部 

企画政策部 

財政部 

保健福祉部 

長野市保健所部 

こども未来部 

スポーツ部 

環境部 

経済産業振興部 

農林部 

建設部 

議会部 

都市整備部 

会計部 

教育部 

学校教育部 

現地災害対策本部 

消防部 

上下水道部 

地域活動支援班、支所班、市民窓口班、人権・男女共同

参画班 

秘書班、企画班、移住推進班、広報広聴班、交通政策 

班、政策調整班 

財政班、契約班、市民税班、資産税班、収納班 

福祉政策班、生活支援班、高齢者活躍支援班、地域包括

ケア推進班、介護保険班、障害福祉班、医療連携推進

班、国保・高齢者医療班 

総務班、健康班、食品生活衛生班、環境衛生試験所班 

こども・若者政策班、こども総合支援班、子育て給付班 

、保育・幼稚園班 

環境保全温暖化対策班、廃棄物対策班、生活環境班 

商工労働班、イノベーション推進班、企業立地班 

農業政策班、農地整備班、森林いのしか対策班、農業委

員会事務局班 

監理班、道路班、河川班、維持班、住宅班、建築班、建

築指導班 

総務議事調査班 

都市計画班、公園緑地班、まちづくり班 

会計班、検査班 

総務班、家庭・地域学びの班 

学校教育班、保健給食班 

総務班、営業班、水道整備班、水道維持班、浄水班、下

水道整備班、下水道施設班 

総務班、予防班、警防班、通信指令班、消防署班 

長野市災害対策本部 

長野市災害対策本部会議 

［副本部長］ 

・危機管理防

災監 

・副市長 

［本部長が指名する者］ 

・本部連絡員 

・国、県、自衛隊、警

察、ライフライン関

係者等の職員 

・学識経験者 

・消防団員 

・専門チーム長  等 

［本部員］ 

・各部長 

・政策調整監 

・長野市保健所長 

・会計局長 

・教育次長(2) 

・議会事務局長 

・上下水道局長 

・消防局長 

［本部長付］ 

・教育長 

・上下水道事

業管理者 

［本部長］市長 

観光文化部 

スポーツ班、国スポ・全障スポ事務班 

[専門チーム] 

・避難所開設チーム  

・避難所運営チーム  

・物的支援チーム 

・人的支援チーム 等  

 

※専門チームの種類、構成及

び設置は、本部長が指示す

る。 

本部班、総務班、文書情報管理班、職員班、情報システ
ム班、マイナンバー班、職員研修所班、公民連携推進
班、管財班、選挙管理委員会事務局班、監査委員事務局
班 

文化芸術班、観光振興班、文化財班 
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１ 基本的事項 

各部及び各班は、ここに定めるもののほか、災害の発生状況等により本部長が命じる災害応急対策業

務を行う。（部を超えて他の班の業務を支援する場合を含む。） 

本部員は、部内において必要に応じて、各班に対し他の班の業務への支援を命じることができる。 

 

２ 各部及び各班業務分掌表 

 

部 班 業務分掌 

各
部
（
共
通
） 

全班 A:職員安否、参集、被災状況の把握に関すること 

所管施設を有する班☆ 

B:施設利用者の安全確保及び安否確認並びに施設の保全に関す

ること 

C:施設の被害、周辺の被災状況の調査と報告に関すること 

D:施設の災害応急対策と災害復旧に関すること 

主管課○ 

E:部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること 

F:部の庶務に関すること 

G:部内各班との連絡調整に関すること 

H:部の職員安否、参集、被災状況の報告に関すること 

総
務
部 

本部班 

（危機管理防災課） 

・本部の設置及び廃止に関すること 

・本部の庶務に関すること 

・災害に関する警報、予報等の伝達に関すること 

・指令その他本部命令に関すること 

・避難指示及び緊急安全確保に関すること 

・無線通信の総括に関すること 

・自衛隊の派遣に関すること 

・県及び他市町村に対する応援要請に関すること 

・県への連絡及び被害状況報告に関すること 

・災害情報の収集に関すること 

・本部会議に関すること 

総務班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・各部からの災害情報のとりまとめ、報告に関すること 

・人的及び住家の被害状況調査、とりまとめ、報告に関するこ

と 

・ライフラインの被害状況の収集と伝達に関すること 

・住民等の安否情報に関すること 

・各部との連絡調整に関すること 

文書情報管理班 ・総務班の所管業務の支援に関すること 

職員班 

・職員の動員に関すること 

・職員の活動用装備、食料の確保と供給に関すること 

・職員の安否確認に関すること 

情報システム班 
・システム及びネットワークに関すること 

・本部班の所管業務の支援に関すること 

マイナンバー班 ・本部班の所管業務の支援に関すること 

職員研修所班 ・総務班の所管業務の支援に関すること 

管財班 

・庁舎及びその付属施設の災害応急対策に関すること 

・緊急輸送通行証及び配車に関すること 

・輸送車両、燃料、運行従事者の確保に関すること 

公民連携推進班 ・管財班の所管業務の支援に関すること 

選挙管理委員会事務局班 ・総務班の所管業務の支援に関すること 

監査委員事務局班 
・総務班の所管業務の支援に関すること 

・本部班の会計処理に関すること 



《第３章 災害応急》２ 非常参集職員の活動 

震-98 

部 班 業務分掌 

企
画
政
策
部 

秘書班 

・見舞い者及び災害視察者の応接に関すること 

・本部長及び副本部長の秘書に関すること 

・他市町村、他機関からの援助申出に関すること 

・国、関係機関の情報収集に関すること 

企画班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・応急公用負担の事務に関すること 

・応援要請に伴う県及び他市町村等の職員の受入れに関するこ

と 

移住推進班 ・企画班の所管業務の支援に関すること 

広報広聴班 

・災害情報の広報に関すること 

・写真、ビデオ等による災害の記録に関すること 

・報道機関との連絡調整に関すること 

交通政策班 
・交通災害応急対策に関すること 

・交通情報の収集及び伝達に関すること 

政策調整班 ・秘書班の所管業務の支援に関すること 

財
政
部 

財政班○ 
・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・災害応急対策と災害復旧における財政措置に関すること 

契約班 ・救援物資及び災害用資機(器)材の調達に関すること 

市民税班 
・住家の被害調査、罹災証明書の交付に関すること 

・避難所開設・運営に関すること（教育部の所管業務の支援） 

資産税班 
・住家の被害調査及び罹災証明書の交付の総括に関すること・

避難所開設・運営に関すること（教育部の所管業務の支援） 

収納班 
・資産税班の所管業務の支援に関すること 

・避難所開設・運営に関すること（教育部の所管業務の支援） 

地
域
・
市
民
生
活
部 

地域活動支援班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・部内人員の調整及び応援依頼に関すること 

・本部班の所管業務の支援に関すること 

・第１地区から第５地区の災害情報の収集及び伝達に関するこ

と 

・第１地区から第５地区の被害状況の調査及び報告に関するこ

と 

・第１地区から第５地区の関係機関等との連絡調整に関するこ

と 

・第１地区から第５地区の災害応急対策と災害復旧に関するこ

と 

・第１地区から第５地区の災害相談窓口に関すること 

・避難行動要支援者の安否確認に関すること 

支所班 

・所管区域の災害情報の収集及び伝達に関すること 

・被害状況の調査及び報告に関すること 

・関係機関等との連絡調整に関すること 

・災害応急対策と災害復旧に関すること 

・災害相談窓口に関すること 

・避難行動要支援者の安否確認に関すること 

市民窓口班 

・食料の確保及び供給に関すること 

・遺体の搬送及び埋火葬に関すること 

・被災者の避難先の把握に関すること 

人権・男女共同参画班 
・遺体の収容、検案、安置及び引渡しに関すること 

・福祉避難所の運営に関すること 

保
健
福

祉
部 

福祉政策班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・被災者生活再建支援金の申請、災害弔慰金及び災害障害見舞

金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関すること 
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部 班 業務分掌 

・社会福祉団体との連絡調整に関すること 

・ボランティアに関する社協、団体等との調整に関すること 

・避難行動要支援者の支援に関すること 

・避難行動要支援者に係る安否情報のとりまとめと報告に関す

ること 

・福祉避難所の設置、運営に関すること 

生活支援班 
・被服、寝具等生活必需品の確保と供給に関すること 

・福祉政策班の所管業務の支援に関すること 

高齢者活躍支援班 

・高齢者福祉施設の被害状況調査及び報告に関すること 

・避難行動要支援者の安否確認及び支援に関すること 

・福祉政策班の所管業務の支援に関すること 

地域包括ケア推進班 
・避難行動要支援者の安否確認及び支援に関すること 

・福祉政策班の所管業務の支援に関すること 

介護保険班 

・義援物資の受領及び保管に関すること 

・避難行動要支援者の安否確認及び支援に関すること 

・福祉政策班の所管業務の支援に関すること 

障害福祉班 

・障害者福祉施設の被害状況調査及び報告に関すること 

・避難行動要支援者の安否確認及び支援に関すること 

・福祉政策班の所管業務の支援に関すること 

医療連携推進班 

・市直営診療所における被災者の看護及び応急救護に関するこ

と 

・災害義援金の受領及び配分に関すること 

国保・高齢者医療班 
・遺体の搬送、収容、検案、安置、引渡し及び埋火葬の総括に

関すること 

長
野
市
保
健
所
部 

総務班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・医療の確保に関すること 

・救急医療品及び衛生材料の確保に関すること 

・保健医療本部の設置、運営に関すること 

健康班 

・救護所の開設及び管理運営の総括に関すること 

・避難所における医療救護、健康管理に関すること 

・避難行動要支援者の安否確認及び支援に関すること 

・被災者のこころのケア、感染症等の予防に関すること 

・助産に関すること 

食品生活衛生班 

・食品衛生に関すること 

・毒物及び劇物に関すること 

・死亡獣畜に関すること 

・飼養動物に関すること 

・健康班の所管業務の支援に関すること 

環境衛生試験所班 

・毒物及び劇物に関すること 

・防疫に関すること 

・健康班の所管業務の支援に関すること 

こ
ど
も
未
来
部 

こども・若者政策班○ 
・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・要配慮者（妊産婦及び乳幼児）の支援に関すること 

こども総合支援班 

・母子・児童福祉施設の被害状況調査及び報告に関すること 

・福祉避難所の運営に関すること 

・こども政策班の所管業務の支援に関すること 

子育て給付班 

・母子・児童福祉施設の被害状況調査及び報告に関すること 

・福祉避難所の運営に関すること 

・こども政策班の所管業務の支援に関すること 

保育・幼稚園班 
・児童福祉施設の被害状況調査及び報告に関すること 

・園児の避難、保護及び安否確認に関すること 
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部 班 業務分掌 

・応急保育に関すること 

・福祉避難所の運営に関すること 

・こども・若者政策班の所管業務の支援に関すること 

環
境
部 

環境保全温暖化対策班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・環境監視、保全に関すること 

・浄化槽の被害状況調査及び報告に関すること 

・堆積土砂の処理に関すること 

廃棄物対策班 

・廃棄物処理施設の被害状況調査及び報告に関すること 

・災害時の産業廃棄物に関すること 

・仮置場の設置・運営に関すること 

生活環境班 

・仮設トイレの設置・管理に関すること 

・災害時のし尿及び生活雑排水（以下「し尿等」という。）の

収集運搬・処理に関すること 

・災害時のごみの収集運搬・処理に関すること 

・災害廃棄物等処理実施計画の策定に関すること 

・建物解体後の処理に関すること 

経
済
産
業
振
興
部 

商工労働班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・労働者雇用、あっせん等の連絡調整に関すること 

・関係機関等との連絡調整に関すること 

・商工業関係の被害状況調査及び報告に関すること 

・被災商工業者に対する融資に関すること 

イノベーション推進班 ・商工労働班の所管業務の支援に関すること 

企業立地班 ・商工労働班の所管業務の支援に関すること 

観
光
文
化
部 

文化芸術班〇 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・避難所の開設、運営に関すること 

・所管施設の災害時の使用に関すること 

観光振興班 
（インバウンド・国際室含む） 

（産業振興事務所含む） 

・観光客の安全確保及び帰宅支援に関すること 

・外国人に対する支援に関すること 

・二次避難（避難者にリフレッシュ）に関すること 

・入浴支援に関すること 

文化財班 

・文化財の被害状況調査及び報告に関すること 

・文化財の災害応急対策に関すること 

・避難所の開設、運営に関すること 

ス
ポ
ー
ツ

部 

スポーツ班〇 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・体育施設の災害時の使用に関すること 

・避難所の開設、運営に関すること 

国スポ・全障スポ事務班 ・スポーツ班の所管業務の支援に関すること 

農
林
部 

農業政策班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・関係機関等との連絡調整に関すること 

・被災農林業者に対する融資に関すること 

・農畜産物の被害状況調査及び報告に関すること 

・農畜産物の災害応急対策に関すること 

・家畜伝染病の防疫に関すること 

農地整備班 

・農地及び農業用施設の被害状況調査及び報告に関すること 

・農地及び農業用施設の災害応急対策に関すること 

・冠水対策に関すること 

・堆積土砂の処理に関すること 

森林いのしか対策班 

・林地、治山施設及び林業施設の被害状況調査及び報告に関するこ

と 

・林地、治山施設及び林業施設の災害応急対策に関すること 

・農地整備班の所管業務の支援に関すること 
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部 班 業務分掌 

・堆積土砂の処理に関すること 

農業委員会事務局班 ・農地整備班の所管業務の支援に関すること 

建
設
部 

監理班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・関係機関等との連絡調整に関すること 

・交通制限に関すること 

道路班 

・道路及び橋りょうの安全確保に関すること 

・道路及び橋りょうの被害状況調査及び報告に関すること 

・道路及び橋りょうの災害応急対策に関すること 

・堆積土砂の処理に関すること 

河川班 

・河川及び水路の被害状況調査及び報告に関すること 

・河川及び水路の災害応急対策に関すること 

・地すべり、崖崩れ等の災害応急対策の総括に関すること 

・水防対策に関すること 

・堆積土砂の処理に関すること 

維持班 

（土木事務所含む） 

・道路及び橋りょうの被害状況調査及び報告に関すること 

・道路及び橋りょうの災害応急対策の総括に関すること 

・河川及び水路の被害状況調査及び報告に関すること 

・河川及び水路の災害応急対策の総括に関すること 

・地すべり、崖崩れ等の災害応急対策に関すること 

・交通制限に関すること 

・堆積土砂の処理に関すること 

住宅班 
・応急仮設住宅の建設及び入居者の受入れに関すること 

・公営住宅のあっせん及び民間住宅の情報収集に関すること 

建築班 ・市有施設の応急対策に関すること 

建築指導班 

・被災住宅等の災害応急対策に関すること 

・被災建築物の応急危険度判定に関すること 

・被災宅地の危険度判定に関すること 

都
市
整
備
部 

都市計画班○ 
・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・建設部の所管業務の支援に関すること 

公園緑地班 ・公園施設の災害時の使用に関すること 

まちづくり班 
・都市計画班の所管事務の支援に関すること 

・建設部の所管事務の支援に関すること 

会
計
部 

会計班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・派遣自衛隊との連絡調整に関すること 

・ヘリポート及び車両置場等の確保に関すること 

・自衛隊員の受入れ、駐屯地場所及び宿泊施設の確保に関する

こと 

・自衛隊が使用する災害応急対策用資機（器）材に関すること 

検査班 ・会計班の所管業務の支援に関すること 

議
会
部 

総務議事調査班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・市議会議員への災害情報伝達に関すること 

・議員の視察に関すること 

・臨時議会の開催に関すること 

教
育
部 

総務班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・教育部及び学校教育部に係る災害情報のとりまとめ、報告に

関すること 

・避難所の開設及び管理運営の総括に関すること 

家庭・地域学びの班 
・避難所の開設、運営に関すること 

・所管施設の災害時の使用に関すること 
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部 班 業務分掌 

学
校
教
育
部 

学校教育班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・児童及び生徒の避難並びに安否確認に関すること 

・児童及び生徒の被災状況の調査に関すること 

・応急の教育に関すること 

・学用品の給与に関すること 

・教職員の動員に関すること 

保健給食班 

・学校給食に関すること 

・給食施設の災害時の使用に関すること 

・炊き出し等の栄養管理等に関すること 

上
下
水
道
部 

総務班○ 

・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

・関係機関等との連絡調整及び協力要請に関すること 

・部に係る災害応急資機（器）材の確保に関すること 

・給水活動に関すること 

営業班 
・部に係る広報活動に関すること 

・給水活動に関すること 

水道整備班 

・給水活動に関すること 

・配水調整に関すること 

・水道施設の災害復旧の総括に関すること 

水道維持班 

・給水活動の総括に関すること 

・給水活動用車両、タンク等の確保に関すること 

・配水調整に関すること 

浄水班 

・送配水調整に関すること 

・水質保全に関すること 

・給水活動に関すること 

下水道整備班 

・部に係る災害応急資機（器）材の確保に関すること 

・下水道施設復旧の総括に関すること 

・給水活動に関すること 

下水道施設班 
・汚水処理施設の復旧に関すること 

・給水活動に関すること 

消
防
部 

総務班○ ・主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

予防班 

・災害の予防に関すること 

・危険物の安全確保に関すること 

・広報及び巡回等に関すること 

・災害状況及び消防活動の調査記録、写真撮影に関すること 

警防班 

・災害の警戒及び防ぎょに関すること 

・消防団による避難誘導に関すること 

・行方不明者の捜索に関すること 

・消防吏員及び消防団員の動員に関すること 

・消防団との連絡調整に関すること 

・消防関係車両及び機械器具の整備並びに点検に関すること 

・消防用資機材の確保に関すること 

・水防用資機材の確保に関すること 

・緊急消防援助隊、長野県消防相互応援隊等の応援要請に係る

連絡調整に関すること 

通信指令班 
・災害情報の受付、収集及び伝達に関すること 

・通信機器等の点検及び整備に関すること 

消防署班 

・消防活動及び水防活動に関すること 

・救急救助活動に関すること 

・その他災害活動に関すること 
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３ 専門チーム 

・専門チームの種類及び設置は、必要に応じて本部長が決定し指示する。 

・専門チーム長は、チーム構成員を代表してサブリーダー（各班長）の中から１名を選出し、必要に

応じて災害対策本部に出席する。（専門チーム長が決まらない場合は、本部長又は副本部長が指名す

る。） 

・構成員は、指定の班を代表して１名以上を動員し構成する。さらに、必要に応じて国・県・防災関

係機関等も構成員に含む。  

・チーム構成員は、必要に応じてチーム会議を開催、チーム内相互の連絡・調整により、業務に関す

る諸問題を解決し、実行する。 

・専門チームでの対応が困難なものは、災害対策本部会議で協議する。 

 

 ※専門チームの例示は以下のとおりだが、必要に応じてその他各班を構成員に含める。さらに、支援

体制を整えるため、災害の状況に応じて新たに専門チームを構成し、設置を行う。 

チーム名 主たる担当班 構成員 主な業務 

避難所開設

チーム 

教育部総務班 〇総務部：本部班 

〇財政部：市民税班、資産税

班、収納班 

〇文化スポーツ振興部：文化芸

術班、スポーツ班 

〇教育部：総務班、家庭地域学

びの班、文化財班 

避難所開設マニュアルのとおり 

 

避難所運営

チーム 

教育部総務班 ○総務部：本部班 

○教育部：総務班 

○文化スポーツ振興部：スポー

ツ班 

※関係する各班や関係団体が柔

軟に参画できるものとする。 

※避難所運営に従事する市職員

（運営職員）は、原則として

全庁的に職員を動員し、配備

する。 

避難所運営マニュアルのとおり 

 

物的支援チ

ーム 

保健福祉部介護保

険班 

〇総務部：本部班、管財班 

〇企画政策部：秘書班 

〇保健福祉部：生活支援班、介

護保険班 

長野市受援計画に基づく物的支援

に関すること 

・物資のニーズ把握 

・物資の確保（県、協定事業者） 

・支援自治体・団体等との調整 

・支援物資の受入れ、整理及び配

送（物流事業者との調整）等 

人的支援チ

ーム 

企画政策部企画班 〇総務部：本部班、職員班 

〇企画政策部：秘書班、企画班 

※このほか、各班に受援調整の

窓口担当者を配置する。 

長野市受援計画に基づく人的支援

に関すること（主な業務は人的支

援運営マニュアルのとおり） 

 

 

検証報告書では、以下の専門チームが必要であると示されている。 

（仮）チーム名 想定される業務 

食事支援チーム ・食料の確保（協定事業者含む） 

・弁当や炊き出し等の献立作成による避難者の栄養管理 

・食物アレルギー等の相談窓口 

・炊き出し等への対応 など 
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避難行動要支援者支援チーム ・地域との連携による支援体制の構築 

・要配慮者の避難所生活の支援に関するマニュアルづくり 

・福祉避難所での支援等に関すること など 

避難所以外の避難者支援チー

ム 

・避難所以外の避難者の把握及び情報提供 

・避難所以外の避難者への物資の配布等の仕組みづくり 

・避難者への訪問調査に関すること など 

堆積土砂撤去チーム ・堆積土砂撤去の優先箇所の検討及び除去の実施 

・（県、協定締結団体等）外部機関との調整 

・報告書作成等の連携、協力 など 

災害相談窓口チーム ・相談窓口の運営方式の検討 

・窓口の設置 

・相談窓口の運営 など 
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第６ 災害警戒本部の設置 

１ 設置基準 

気象警報・予報の発表や地震等により災害が発生又は発生するおそれがある場合において、情報の収

集・伝達・指示等の災害初期の応急活動を迅速かつ円滑に行うため、危機管理防災監は必要に応じ次の場

合に、災害警戒本部を設置し、災害警戒本部の指揮をとる。 

〈災害警戒本部の設置基準〉 

○市域に震度４の地震が発生し、公共施設等の被害状況を調査する必要があるとき 

○市内に局地的な被害が発生したとき、若しくは発生することが予想されるとき 

○その他危機管理防災監が必要と認めるとき 

なお、危機管理防災監が置かれない場合にあっては、長野市総務部長をもって充てる。 

また、危機管理防災監の判断を仰ぐことができない場合は、次の者が代行する。 

〈危機管理防災監の代行順位〉 

第１順位 総務部長    第２順位 建設部長    第３順位 消防局長 

 

２ 設置場所 

災害警戒本部は市役所に置く。 

 

３ 設置の通知 

災害警戒本部を設置した場合、総務部本部班は早急に参集範囲の職員にその旨を通知する。 

第７ 災害警戒本部の運営 

１ 災害警戒本部の組織 

災害警戒本部（以下この項において「警戒本部」という。）は、警戒本部長、警戒副本部長、警戒本部

員（必要に応じ本部員のうちから警戒本部長が招集）、本部連絡員、班長、班員により「長野市災害警戒

本部組織図」のとおり組織し、その役割は次のとおりとする。 

ただし、警戒本部長の判断により必要な職員により組織することができる。 

〈警戒本部の構成と役割〉 

警 戒 本 部 長 危機管理防災監 
警戒本部の業務を総括し、所属の職員を指揮

監督する。 

警戒副本部長 総務部長、建設部長、消防局長 
警戒本部長を補佐し、警戒本部長に事故ある

ときは、その職務を代理する。 

警 戒 本 部 員 

災害対策本部の本部員のうち

警戒本部長が必要とする本部

員 

警戒本部長の命を受け、災害警戒本部の事務

に従事し、部の事務を掌理する。なお、事前

に代行者を定めておく。 

本 部 連 絡 員 
災害対策本部の本部連絡員と

同じ 

部の所管する情報を警戒本部長に報告する。

また、警戒本部の情報を部に連絡する。 

班 長 各課長 
警戒本部長又は警戒本部員の命を受け、班の

事務を掌理する。 

班 員 各課員 班長の命を受け、班の事務に従事する。 
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２ 警戒本部会議 

警戒本部長は、警戒本部を設置したときは、必要に応じ長野市災害警戒本部会議（以下「警戒本部会

議」という。）を置く。 

〈警戒本部会議の概要〉 

警 戒 本 部 会 議 の 

開 催 時 期 
○必要に応じて 

警 戒 本 部 会 議 の 

構 成 員 

○警戒本部長 

○警戒副本部長 

○警戒本部員（警戒本部長が必要とする本部員） 

○警戒本部長が指名する職員 

事 務 局 ○総務部本部班 

報 告 事 項 

○被害状況に関すること 

○各部の配備態勢 

○緊急措置事項 

協 議 事 項 

○応急対応に関すること 

○配備態勢の切替え及び警戒本部の廃止に関すること 

○その他災害対策事項に関すること 

 

３ 業務分掌 

(1) 被害の発生状況及び市内の気象等に関する状況の把握に関すること 

(2) 気象予報情報並びに河川の水位情報の収集及び関係各課への伝達に関すること 

(3) 応急措置の実施に関すること。なお、所掌業務は、「長野市災害対策本部業務分掌表」のとおり 

(4) その他必要な事項 

第８ 災害警戒本部の廃止 

災害警戒本部長は、災害の危険が解消したと認められるとき又は災害対策本部に移行したときは、災害

警戒本部を廃止する。総務部本部班は職員にその旨を通知する。 
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 総務部 

地域・市民生活部 

企画政策部 

財政部 

保健福祉部 

長野市保健所部 

こども未来部 

スポーツ部 

環境部 

経済産業振興部 

農林部 

建設部 

議会部 

都市整備部 

会計部 

教育部 

学校教育部 

消防部 

上下水道部 

地域活動支援班、支所班、市民窓口班、人権・男女共同

参画班 

秘書班、企画班、移住推進班、広報広聴班、交通政策 

班、政策調整班 

財政班、契約班、市民税班、資産税班、収納班 

福祉政策班、生活支援班、高齢者活躍支援班、地域包括

ケア推進班、介護保険班、障害福祉班、医療連携推進

班、国保・高齢者医療班 

総務班、健康班、食品生活衛生班、環境衛生試験所班 

こども・若者政策班、こども総合支援班、子育て給付班 

、保育・幼稚園班 

環境保全温暖化対策班、廃棄物対策班、生活環境班 

商工労働班、イノベーション推進班、企業立地班 

農業政策班、農地整備班、森林いのしか対策班、農業委

員会事務局班 

監理班、道路班、河川班、維持班、住宅班、建築班、建

築指導班 

総務議事調査班 

都市計画班、公園緑地班、まちづくり班 

会計班、検査班 

総務班、家庭・地域学びの班 

学校教育班、保健給食班 

総務班、営業班、水道整備班、水道維持班、浄水班、下

水道整備班、下水道施設班 

総務班、予防班、警防班、通信指令班、消防署班 

長野市災害警戒本部 

長野市災害警戒本部会議 

観光文化部 

スポーツ班、国スポ・全障スポ事務班 

［警戒本部長］ 
危機管理防災監 

［警戒副本部長］ 
総務部長 
建設部長 
消防局長 

［本部員］ 
各部長 

政策調整監 
長野市保健所長 

会計局長 
教育次長(2) 
議会事務局長 
上下水道局長 

※このうち警戒本部長が必

要とする本部員 

［警戒本部長が 
 指名する職員］ 

本部連絡員 
 警戒本部長が必要と

する職員 

[専門チーム] 
・専門チームの種類、構成及

び設置は、本部長が指示す

る。 

本部班、総務班、文書情報管理班、職員班、情報システ
ム班、マイナンバー班、職員研修所班、公民連携推進
班、管財班、選挙管理委員会事務局班、監査委員事務局
班 

文化芸術班、観光振興班、文化財班 
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第３節 広域相互応援活動 
 

項目 担当 

第１ 消防に関する要請 消防部警防班 

第２ 県等に対する応援要請 総務部本部班・情報システム班、企画政策部企画班・秘書班 

第３ 受援の調整等 

総務部本部班・情報システム班・管財班・職員班、企画政策部企画

班・秘書班、保健福祉部介護保険班・生活支援班、地域・市民生活

部市民窓口班、教育部総務班 

第１ 消防に関する要請 

１ 県内市等に対する応援要請 

本部長は、災害の状況を的確に判断し、必要に応じて「長野県消防相互応援協定」に基づき、速やかに

締結市等の長に対し応援を要請する。 

 

２ 他都道府県への応援要請 

本部長は、県内の他市等からの応援を受けても十分に対処できないと認められるときは、次に掲げる消

防組織法第 44条の規定による他都道府県からの消防の応援を知事に連絡する。 

① 緊急消防援助隊 

② 「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘリコプター 

③ その他、他都道府県からの消防隊 

また、長野県災害対策本部に消防応援活動調整本部が設置された場合、職員を派遣する。 

 

<緊急消防援助隊の応援要請系統図> 

 

 

応援出動 

応援要請 

連絡 

 

出動の求め 
又は指示 

緊急消防援助隊の 

属する都道府県知事 

長野県知事 
 

 

 

 

長野市 

長野市長 

応援決定通知 

出動の求め又は指示 

 

緊急消防援助隊の 

属する都道府県市町村 

（緊急消防援助隊） 
出動の求め 
又は指示 

消防庁長官 

長野県消防相互応援協定 

自主応援 
応援出動 

全県応援要請 県内消防本部 

地域応援要請 北信ブロック内消防本部 

隣接応援要請 隣接消防本部 

応援決定通知 

応援要請 

出動の求め又は指示 
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３ 長野市消防局広域応援受援計画に基づく支援  

消防部警防班は、応援要請又は消防庁長官により出動の求め又は指示を受けた緊急消防援助隊につい

て、「長野市消防局広域応援受援計画」に基づき、また、災害対策本部と調整を図りながら、円滑な消防

活動ができるよう支援を行う。 

また、広域航空消防応援については、「長野市消防局広域応援受援計画」に基づき支援を行う。 

〈緊急消防援助隊の受入れ方法〉 

連 絡 窓 口 消防局調整本部を設置し、災害対策本部と連携を図りながら調整を行う。 

作 業 体 制 
応援を求める活動について、災害対策本部と調整を図りながら速やかに活

動計画を立てる。 

進出拠点 

長野市消防局広域応援受援計画に基づき、原則として、道の駅ふるさと天

望館（信濃町）、黒姫野尻湖ＰＡ上り、小布施ＰＡ上り、長野ＩＣ、県立歴史

館（千曲市）、松代ＰＡ下り、安庭チェーン着脱所情報ＳＴ、道の駅中条を進

出拠点とする。 

第２ 県等に対する応援要請 

１ 県に対する応援要請 

総務部本部班は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、知事等に対し、次に掲げ

る事項を明らかにして、災害対策基本法第 68条の規定に基づき、応援を求め、又は、災害応急対策の実

施を要請する。 

〈県への要請事項〉 

○応援を求める理由及び災害の状況 

○応援を必要とする職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間等 

○応援を必要とする物資、資機材等の品名、数量、搬入場所等 

○その他必要な事項 

 

２ 県内他市町村に対する応援要請 

総務部本部班は、災害の規模及び被害状況等から、市の有する人員、物資、資機材等のみで対処できな

い、又は、緊急性、地理的条件、被害状況等により、他市町村長に応援を要請することがより効果的等必

要があると認められる場合は、「長野県市町村災害時相互応援協定」に基づき、構成市町村で定めた市町

村に対して応援の要請をする（長野ブロック代表市の当市が被災しているため）。 

ただし、長野ブロックを構成する市町村の大半が被災した場合は、松本ブロックに対して応援を要請す

る。 

また、震度６強以上の場合は、「緊急時における自主的活動」として、松本ブロック構成市町村から先

遣隊が派遣されるので、受入れを行う。また、速やかにその旨を知事に連絡する。 

要請事項は、県に対する応援要請と同様である。なお、要請は口頭（電話、無線）又は文書（ファック

ス）で連絡し、口頭で行った場合は後に文書を送付する。 
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〈長野県市町村災害時相互応援協定連絡調整系統図〉 

【長野ブロック構成市町村】 
長野市（代表市）、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村 

【松本ブロック構成市町村】 
松本市（代表市）、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 

 

３ 県外他市等に対する応援要請 

総務部本部班は、災害の規模及び被害状況等から、県外他市町村長へ応援を要請する必要があると認め

られる場合は、「災害時相互応援協定（町田市、富山市、上越市、静岡市、甲府市）」、「中核市災害相互応

援協定」に基づき、応援を要請する。 

 

４ 指定地方行政機関等に対する職員の派遣要請等 

総務部本部班は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第 29条及び第

30 条の規定により、指定地方行政機関若しくは特定公共機関（指定公共機関のうち、その業務の内容そ

の他の事情を勘案して市域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を

限って内閣総理大臣が指定するもの）の長に対し、職員の派遣の要請、又はその派遣について県知事に対

しあっせんを求める。 

〈要請事項〉 

○派遣を要請する理由             ○派遣を要請する職員の職種別人員 

○派遣を必要とする期間           ○派遣される職員の給与その他の勤務条件 

○職員の派遣について必要な事項 

 

５ その他関係機関への応援要請 
各部は、関係機関との応援協定等に基づき、災害応急対策活動の協力を要請する。 

※協定締結先は資料編参照 

  

要請 
応援計画 

の連絡 

調整 

応援 

応援計画 
の連絡 

要請（協定外） 

調整 

要請 

応援 

被災市町村 

所属ブロック 

代表市町村 

構成市町村 

他ブロック 

代表市町村 

構成市町村 

要請 

被災市町村管轄地方部 応援市町村管轄地方部 

県本部 

長野県災害対策本部 調整 連絡 連絡 調整 

要請 

先遣隊の派遣、応援計画の連絡 

連絡 

要請に係る系統（応援協定）     要請に係る系統（協定外） 

応援に係る系統（応援協定）     応援に係る系統（協定外） 

被災市町村 

先遣隊の派
遣、応援計画
の連絡 

応急措置（協定外） 
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６ 情報連絡員（リエゾン）等の応援要請 

(1) 県への依頼 

市の体制のみでは円滑な情報収集連絡の実施が困難な場合は、地域振興局長に応援を求める。 

(2) 国土交通省への依頼 

「災害時の情報交換に関する協定」に基づき、関東地方整備局長及び北陸地方整備局長に、情報連絡

員（リエゾン）の派遣を依頼する。派遣基準は、震度６弱以上の地震、大規模な浸水被害、広範囲の道

路に重大な被害が発生又は発生しそうな風水害、大規模な土砂災害、火山災害の場合とする。また、地

方整備局長の判断で派遣される場合もある。 

 

７  経費の負担  

(1) 国から派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法並びに他都道府県、他市区町村から派遣

を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は所定の方法による。（災害対策基本法施行令第 18

条）  

(2) 前項以外の応援に要した経費は、法令その他に特別の定めがある場合を除き、事前に締結された相

互応援協定等に定められた方法による。 

第３ 受援の調整等 

市は、県及び他市町村の応援、民間等の協力並びに自衛隊の災害派遣等、多数の団体から様々な応援及

び協力を受け入れる場合、効率的に応援活動が展開されるように、「長野市受援計画」に基づき次の措置

を講じる。 

なお、消防部、上下水道部等は、別に定められた応援・受援体制で支援を受入れる。 

 

１ 応援隊の受入れ 

企画政策部企画班（人的支援チーム）は、県や他市町村等からの職員の派遣が決定した場合、受入れ体

制を整え、応援隊の活動状況を把握する。 

他市町村等から専門職員の派遣協力の申出があった場合には、受付後に各部へあっせんする。各部で派

遣職員の受入れを行う場合には、同様の受入れ体制を整えるとともに、協力活動の状況を把握して企画政

策部に随時報告する。 

〈応援隊受入れ方法〉 

○連絡窓口・担当者の指定   ○作業計画の策定 

○必要な資機材の確保     ○受入れ拠点の確保（市内の公的建物から選定する） 

○費用の負担範囲 

〇新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策（派遣職員の健康管理、マスク着用等の徹底の

ほか、会議室レイアウトの工夫、テレビ会議の活用等） 

 

２ 情報共有 

企画政策部企画班（人的支援チーム）は、応援団体や先遣隊に次の情報を提供する。 

また、国、県等から情報共有システムが提供された場合は、使用する職員等に対してシステムの操作

研修等を速やかに行う。 

(1) 市内の食料、物資の確保状況、不足状況 

(2) 市内への通行可能ルート、手段 

(3) 応援受入拠点、救援物資輸送拠点の稼動状況 

(4) 市内のライフライン、交通、物流等の回復状況 

 

３ 調整会議の開催 

複数の応援団体が同一の応急対策活動を実施する場合、企画政策部企画班（人的支援チーム）は、当
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該対策の担当班及び応援団体の責任者等が参加する調整会議等を企画し、各団体の活動範囲の調整、連

携方法の協議等を実施する。 

なお、調整に当たっては、活動の難易度、活動現場の危険性、各団体が保有するノウハウ、資機材等

を考慮して効果的な連携体制を確保する。 

また、災害対策本部会議での協議が必要な場合は、応援団体の責任者に災害対策本部会議への出席を

要請する。 

 

４ 受入拠点の確保 

企画政策部企画班（人的支援チーム）、保健福祉部介護保険班（物的支援チーム）、地域・市民生活部

市民窓口班、会計部会計班は、応援隊の進出拠点及び物資の地域内輸送拠点の開設に当たり、緊急輸送

道路の確保状況等を考慮しつつ、大型ヘリコプターの離発着が可能な施設を優先して選定する。 

また、総務部本部班は、応援隊の進出拠点や地域内輸送拠点を市内に確保できない場合、県又は近隣

の市町村に対して受入れの拠点となる施設の提供及び受け入れ活動の協力を要請する。  

 

５ その他 

総務部管財班は、応援隊や協力団体の車両が通行規制の除外となるように警察及び道路管理者等に要

請するとともに、優先給油が受けられるよう措置する。 
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第４節 ヘリコプターの運用計画 
 

項目 担当 

第１ ヘリコプターの要請 総務部本部班・情報システム班、消防部警防班 

第２ 臨時ヘリポートの開設 
会計部会計班・検査班、消防部消防署班、地域・市民生活部部支所

班 

第１ へリコプターの要請 

災害の状況により被災状況に関する情報収集、救助活動、負傷者の救急搬送、緊急輸送物資の輸送、人

員の搬送等の空輸を必要とするときは、総務部本部班・情報システム班又は消防部警防班は、県消防防災

ヘリコプター、県警ヘリコプター、広域航空消防応援ヘリコプター、自衛隊ヘリコプター及びドクターヘ

リによる輸送を県へ要請する。 

なお、要請に際しては、内容をできる限り詳細に連絡する。 

 

１ ヘリコプターの要請担当 

県、県警、広域航空消防応援ヘリ、自衛隊、ドクターヘリ 総務部本部班又は消防部警防班 

 

２ 要請の実施事項 

(1) 要請にあたっては、次の事項について可能な限り調査し、急を要する場合は口頭で要請する。（文書

による手続が必要な場合は、後刻速やかに行う。） 

〈ヘリコプター要請の実施事項〉 

○災害の状況と活動の具体的内容（物資の量、輸送人数、傷病の程度、距離等） 

○活動に必要な資機材等        ○ヘリポート及び給油体制 

○要請者、現場責任者及び連絡方法   ○資機材等の準備状況 

○気象状況              ○ヘリコプターの誘導方法 

○他のヘリコプターの活動状況     ○その他必要な事項 

(2) 県と連携して適切なヘリポートを選定し、必要な人員の配置、散水、危険防止のための適切な措置を

とる。 

(3) 傷病者の搬送の場合は、救急車及び収容先病院等について手配する。 

(4) 連絡責任者はヘリポートで待機し、必要に応じ機長等との連絡にあたる。 

(5) 自衛隊の派遣要請手続については第５節「自衛隊の災害派遣」による。 
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３ ヘリコプター要請手続 

(1) 消防防災ヘリコプター 

災害時の救助、緊急物資の輸送、災害応急対策要員の搬送や、重度傷病者の救急搬送、林野火災の空

中消火等に、幅広く迅速に対応する。 

 

(2) 県警ヘリコプター 

災害応急対策を実施するに当たり、消防防災ヘリコプターが使用できない場合又は対応できない場合

には、県警ヘリコプターの出動を要請する。 

 

また、県公安委員会は、必要に応じて、警察庁又は他の都道府県警察に対し、援助の要請を行う。 

 

(3) 広域航空消防応援等ヘリコプター 

広域的な航空消防応援が必要な場合においては、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施

要綱」又は「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に基づき応援要請する。 

 

○第１次的に応援出動する航空小隊（第一次航空小隊）：東京消防庁、新潟県、山梨県、岐阜県、埼玉

県、富山県、静岡市、浜松市、名古屋市、横浜市 

○大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合に速やかに応援出動の準備を行う航空小隊

（出動準備航空小隊）：栃木県、茨城県、京都市、千葉市、川崎市、石川県、福井県、静岡県、愛知

県、三重県、大阪市、滋賀県 

 

要請 

報告 

長野地域振興局 

要請報告 

長野市・消防局 
 

消防防災航空隊 県危機管理部消防課 

災害対策関係部局 

指定地方行政機関等 

要請 

指示 

※連絡デジタル無線 消防救急デジタル無線（主運用波２） 

県危機管理部 

（消防課・危機管理防災課） 

県警本部 

（警備第二課）→（地域課） 

県公安委員会 
警察庁 

援助の要求 

連 絡 

援助の要求 

他の都道府県警察本部 

要請側消防長 県知事（地域振興局・ 

危機管理部経由） 

長野市長 

応援側市長 
消防庁長官 

応援側都道府県知事 応援側消防長 

要請 
報告 通知 

指示 

指示 

連絡 連絡 

報告 要請 

通知 

要請 

要請 

通知 

通知 



《第３章 災害応急》４ ヘリコプターの運用計画 

震-115 

(4) 自衛隊ヘリコプター 

 

 

(5) ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整の上、長野厚生連佐久総合病院

佐久医療センター又は信州大学医学部附属病院へドクターヘリの出動を要請する。 

 

第２ 臨時ヘリポートの開設 

会計部会計班・検査班及び消防部消防署班は、あらかじめ指定された飛行場外離着陸場、緊急離着陸場

から、臨時ヘリポートを確保し、開設する。 

また、孤立地区等が発生した場合、地域・市民生活部支所班は、ヘリポートとして利用可能な場所を速

やかに確保する。 

 

要請 

長野厚生連佐久総合病院佐久医療セン
ター又は信州大学医学部附属病院 

知事 

県危機管理部 
（消防課） 

健康福祉部 
（医療政策課） 

長野地域振興局長 

長野市長 指定地方行政機関等 

調整 

報告 

要請 

要請 

消防局 

要請 

平常時の手続 

災害時の手続 

災害時の手続き（急を要する場合） 

要請 

連絡調整 

第 13普通科連隊長 

（松本駐屯地司令） 

知事 

県危機管理部長 

（危機管理防災課） 

警察本部長 

（警備第二

課） 

警察署長 長野地域振興局長 

長野市長 
指定地方行政機関等 

関係部長 

現地機関の長 

通知（知事への要請要求
ができない場合） 

要請 

交番・駐在所 

自衛隊連絡班 

連絡調整 連絡調整 

連絡班が県庁に 
派遣されている場合 
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第５節 自衛隊の災害派遣 
 

項目 担当 

第１ 派遣の要請 総務部本部班・情報システム班、会計部会計班・検査班 

第２ 自衛隊の自主派遣  

第３ 自衛隊の活動 会計部会計班・検査班 

第４ 撤収要請 総務部本部班・情報システム班 

第５ 経費の負担 総務部本部班・監査委員事務局班 

第１ 派遣の要請 

１ 要請の要件 

本部長は、次の場合に自衛隊の派遣要請を検討する。 

〈自衛隊災害派遣要請の要件〉 

公共性 
公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければな

らない必要性があること。 

緊急性 差し迫った必要性があること。 

非代替性 自衛隊の部隊が派遣される以外に他の適切な手段がないこと。 

 

２ 要請系統 

本部長は、要件の範囲内において自衛隊の派遣を必要とする場合は、災害対策基本法第 68条の２に基

づき、次により要請を求める。 

ア 本部長は、文書又は口頭をもって地域振興局長もしくは警察署長に派遣要請を求めるものとする。 

イ 本部長は、アにより口頭をもって要求をしたときは、事後において速やかに地域振興局長を通じ文

書による要求をするものとする。 

ウ 本部長は、アの要求ができない場合には、その旨及び災害の状況を第 13 普通科連隊長に通知する

ものとする。 

また、この通知をしたときは、速やかに知事にその旨を通知するものとする。 

〈自衛隊応援派遣要請手続系統図〉 

 

要請 

知事 

県危機管理部長 

(県危機管理防災課) 県関係部長 

現地機関の長 
長野地域振興局長 

指定地方行政機関等の長 

警察署長 

自衛隊連絡班 

警察本部長 
（警備第二課） 

交番・駐在所 長野市長 

第 13普通科連隊長 
（松本駐屯地司令） 

 
通知（知事への要請要求
ができない場合） 連絡班が県庁に 

派遣されている場合 

連絡調整 連絡調整 



《第３章 災害応急》５ 自衛隊の災害派遣 

震-117 

〈自衛隊派遣要請の方法〉 

要請依頼先 地域振興局長又は警察署長 

通知先 

○陸上自衛隊第 13普通科連隊長 松本市高宮西 1-1 

○連絡先 

勤務時間中：第３科長 TEL NTT 0263-26-2766（内線 235） 

              防災行政無線 81-535-79 

              FAX NTT 0263-26-2766(内線 239) 

防災行政無線 81-535-76 

勤務時間外：松本駐屯地当直司令 TEL NTT 0263-26-2766（内線 301） 

              防災行政無線 81-535-61 

              FAX NTT 0263-26-2766(内線 239) 

防災行政無線 81-535-62 

伝達方法 文書各１部（緊急の場合は電話、無線等、口頭で行い、事後文書送付） 

記載内容 

○災害の情況及び派遣を要請する事由 

○派遣を希望する期間 

○派遣を希望する区域及び活動内容 

○連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況及びその他参考となるべき事項 

○ヘリコプターの要請を必要とする場合にあたっては、ヘリコプターの発着

可能な場所 

第２ 自衛隊の自主派遣 

自衛隊においては、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事の要請を待ついとまがないと

きは、部隊等を自主派遣することができる。 

第３ 自衛隊の活動 

１ 自衛隊の受入れ 

会計部会計班・検査班は、自衛隊の派遣が確定した場合、次のとおり派遣部隊の受入れ体制を準備する。 

〈自衛隊の受入れ方法〉 

連 絡 窓 口 

○連絡担当者を定め、部隊の活動等について部隊その他関係機関に行う要請は

県の現地連絡調整者（長野地域振興局長等）を通じて行い、連絡窓口を一本化

する。 

作 業 体 制 

○応援を求める作業について、速やかに作業計画を立てる。 

○必要な資料や資機材等を確保する。 

○作業に関係のある管理者の了解をとる。 

自衛隊集結地 長野運動公園、南長野運動公園、真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング） 

受 入 れ 拠 点 

○部隊の宿舎、部隊の活動に要する資材等について現地連絡調整者から要請が

あったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、これに協力する。 

○ヘリポートを設置し、確保する。 

○宿舎、屋内施設を確保する。 

○資材置場、炊事ができる広場を確保する。 

○事務のできる部屋、駐車場を確保する。 

○派遣部隊の活動に対し、周辺住民の積極的な協力を求める。 
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２ 自衛隊の救援活動 

自衛隊による救援活動は、次に示す項目である。 

〈自衛隊の救援活動〉 

項目 内容 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行い、被害の状況を把握する。 

避難の援助 
避難の命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があるときは、避難者

の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

避難者等の捜索

救助 
行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先して捜索活動を行う。 

水防活動 堤防、護岸等の決壊に際しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 

消防活動 

火災に際しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場合は航空機）

をもって、消防機関に協力して消火にあたるが、消火薬剤等は、通常関係機関の提供する

ものを使用するものとする。 

道路又は水路の

啓開 
道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は除去にあたる。 

応急医療、救護及

び防疫 

被災者に対し、応急医療救護及び防疫を行うが、薬剤等は通常関係機関の提供するものを

使用するものとする。 

人員及び物資の

緊急輸送 

救急患者、医師その他救護活動に必要な人員及び援助物資の緊急輸送を実施する。この場

合において航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについて行う。 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

救援物資の無償

貸与又は譲与 

「防衛省の管理に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する省令」（昭和 33年総理府令第

1号）に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付けし、又は救じゅつ品を譲与する。 

危険物の保安及

び除去 
能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施する。 

その他 その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要の措置をとる。 

第４ 撤収要請 

本部長は、部隊の活動の必要がなくなったと認めたときは、現地連絡調整者に文書又は口頭をもって報

告する。 

第５ 経費の負担 

派遣部隊の救援活動に要した経費は、自衛隊の負担すべきものを除き、原則として市が負担する。 

なお、経費の内容はおおむね次のとおりであるが、下記に記載する負担以外の救援活動の実施に要する

経費で、負担区分に疑義がある場合は、自衛隊と県が調整して決定する。 

〈市の経費負担〉 

○派遣部隊が、救援活動を実施するために必要な資材器材（自衛隊の装備に係るものを除く） 

○派遣部隊の宿営に必要な土地、建物の使用料及び借上料 

○派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴等の費用 

○派遣部隊の救援活動の実施に際して生じた（自衛隊の装備に係るものを除く）損害の補償 
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第６節 救助・救急・医療活動 
 

項目 担当 

第１ 救助・救急活動 消防部各班、消防団 

第２ 医療活動 保健所部総務班・健康班 

第３ 後方医療 保健所部総務班、消防部消防署班 

第４ 被災者への医療活動 保健所部総務班・健康班、保健福祉部医療連携推進班 

第１ 救助・救急活動 

１ 基本対応 

大規模災害時における救助・救急・医療活動については、より多くの人命を守ることを最重要とし、次

の事項を基本に対応する。 

〈救助・救急の基本対応〉 

○救命処置を必要とする者を優先する。 

○負傷者多数の場合の救急活動は、要配慮者又は重傷（症）者を優先して行う。 

○負傷者多数の救助事象がある場合は、延焼火災現場の近くを優先する。 

○軽傷者は、付近住民及び自主防災組織・住民自治協議会等の協力により救出・救護する。 

 

２ 活動体制 

消防部消防署班は、管轄警察署、医療機関等と連携して、的確かつ円滑な救助・救急活動を行うととも

に、被害状況の早急な把握に努める。 

また、消防団、住民及び自主防災組織・住民自治協議会は、これに協力して救出・救護活動を行う。 

救出・救護活動に重機等を要する場合は、総務部本部班を通じて、応援協定に基づき建設業協会等に活

動及び資機材等の調達協力を要請する。 

なお、対応が困難な場合は、総務部本部班を通じて県への自衛隊等の派遣要請を依頼する。 

〈救助・救急活動における各機関の対応〉 

機関等 措置の概要 

消防部 

○災害による救助要請の通報を受けたときは、市本部、県警本部に連絡する。 

○救出班を現場に派遣し、組織的な人命救助を行う。消防団、付近住民等に協

力を求める。 

○必要に応じ緊急措置として最寄りの医療機関に出動の協力を要請し、市本部

に報告する。 

消防団 
○消防部消防署班、住民、自主防災組織・住民自治協議会と連携した救出・救

護活動を行うとともに、負傷者に対する応急措置を行い、安全な場所や救護

所等への搬送に協力する。 

警察署 

○災害による救助要請の通報を受けたときは、市本部、県警本部に連絡する。 

○必要に応じ、緊急措置として、最寄りの医療機関に出動の協力を要請し、市

長に報告する。また、県警本部に応援を要請する。 

○警備班を編成し、傷病者の救出、現場及び付近の警戒・警備、交通規制等を

行う。 

○市長からの要請に応じて、救出現場と市本部との通信確保、傷病者搬送用の

車両提供・確保に協力する。 

住民 

自主防災組織・ 

住民自治協議会 

○負傷者や生き埋め者等を発見した場合、市本部、警察署等の防災機関に通報

するとともに、近隣住民、事業所等と協力して、救出・救護活動に努める。 

○救助・救急隊員に協力要請された場合は、救出・救護活動への協力に努める。 

○消防機関等の現場到着前における初期救助・救急活動について積極的に行う

よう努める。 
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第２ 医療活動 

１ 医療救護体制の確立 

保健所長は、大規模災害時における医療救護計画に基づき、災害対策本部長の指示により、長野市保健

所に保健所長を本部長とする長野市保健医療本部を設置し、保健医療活動全般を指揮統括する。 

保健所部総務班は、消防部警防班からの救出（現場）状況、医師会、歯科医師会からの医療機関の稼働

状況を把握し、保健医療活動全般の連絡、指揮にあたる。 

また、県、その他関係機関と相互に医療情報を連絡し、情報を共有する。 

 

２ 救護所・助産所の設置 

(1) 救護所 

保健所部健康班は、地域の被災者の医療救護活動拠点として、学校等に「応急救護所」を設置し、医

師会、歯科医師会並びに薬剤師会と協力して環境を整える。 

また、集団救出現場等で傷病者が多数発生した場合、現場近くに「現場救護所」を設置する。 

(2) 助産所 

保健所部健康班は、災害救助法が適用された場合に県知事が委託した日本赤十字社長野支部が設置す

る救護所や、助産施設のある医療施設に助産所を設け、災害のため助産の途を失った者に対する介助等、

必要な支援を行う。 

 

３ 医療救護班・医薬品等の確保 

(1) 医療救護班の確保 

保健所部総務班は、医師会等に、医療救護班を編成して救護所に派遣するよう要請する。 

また、必要な場合は、県、日本赤十字社長野県支部等に救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の

派遣を要請する。 

(2) 医薬品、医療用資機材の確保 

保健所部総務班は、医療救護班の医薬品・医療用資機材等が不足する場合、医療関係事業者・団体又

は県（健康福祉部）に要請して調達する。 

また、飲料水、洗浄等のための給水は上下水道部へ、電気・電話等通信手段は、総務部本部班を通じ

て、各関係機関に要請する。 

 

４ 応急救護所での活動 

応急救護所では、次の活動を行う。 

〈応急救護所での活動〉 

○負傷者の傷害等の程度の判別（トリアージ）    ○死亡の確認 

○後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定  ○遺体の仮安置 

○負傷者の応急処置                ○救急活動の記録 

○遺体の検案 

※トリアージ：傷病者の重症度と緊急度を判定して、収容医療機関への緊急連絡事項等を簡単

に記したメモを装着すること。一見して重傷にみえない挫滅症候群への注意が必要。 

第３ 後方医療 

１ 受入れ医療機関の選定 

保健所部総務班は、消防部警防班、救護所等からの報告に基づいて、重傷者受入れ医療機関を医師会長

等と協議して確保する。災害拠点病院、救命救急センター又は市外の医療機関への搬送が必要な場合は、

県（保健所）に対し、受入れ・搬送を要請する。 

また、人工透析等の慢性疾患患者の収容について、県を通じて医療機関への受入れを要請する。 
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２ 搬送 

重傷者の搬送は、消防署の救急車、医療機関の緊急自動車を確保して行う。 

また、警察署は市長からの要請に応じ、傷病者搬送のための車両の提供・確保に協力する。 

搬送用車両が不足する場合は、協定締結先である長野県タクシー協会等の協力を要請する。 

また、警察署は市長からの要請に応じ、傷病者搬送のための車両の提供・確保に協力する。 

なお、陸上交通の支障や孤立地区の発生等により陸上での搬送が困難な場合は、県消防防災ヘリコプタ

ー、県警ヘリコプター、自衛隊ヘリコプター、ドクターヘリ、他県等の応援ヘリコプターによる航空搬送

について、総務部本部班を通じて県に要請する。 

第４ 被災者への医療活動 

１ 避難所での医療活動 

保健所部総務班・健康班は、避難所生活が長期化するときは、避難所内に医療救護所を設置し、医師会、

歯科医師会、薬剤師会に対し巡回医療班の編成を要請し、健康診断や精神科、歯科等を含めた医療救護活

動、服薬指導を行う。 

 

２ 診療所での医療活動 

保健福祉部医療連携推進班は、中山間地域の国民健康保険各診療所について、医療継続のための対応を

行う。 

 

３ 医療情報等の提供 

保健所部健康班は、精神科医療機関の協力によりカウンセリングやメンタルケア資料の作成等を行い、

被災者や要配慮者の精神的負担の軽減に努める。 

また、エコノミークラス症候群等の避難生活等に起因する疾病に関する知識や予防措置を広報し、その

発症を未然に防止する。 
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第７節 消防・水防活動 
 

項目 担当 

第１ 消防活動 消防部各班、消防団 

第２ 水防活動 
建設部河川班・維持班、都市整備部各班、農林部農地整備班、消防

部各班、地域・市民生活部地域活動支援班・支所班、消防団 

第１ 消防活動 

１ 消防活動体制 

消防局長は、長野市消防局警防活動組織規程に基づき、被害が著しく拡大すると予想されるとき及び長

野市災害対策本部が設置されたときは、消防局長を本部長とする震災警防本部を設置し、消防部が行う活

動全般を指揮統括する。 

また、本部長の指示により方面隊本部を設置する。 

消防署長は、警防本部長の指示により署隊本部を設置し、署長を署隊長とし消防団方面本部と連絡を密

にして、管轄区域内の消防活動を指揮統括し、署、団の一本化を図る。 

震災警防本部は、特別の事情がない限り災害対策本部の廃止と同時に廃止する。 

また、署隊本部は震災警防本部の廃止と同時に廃止する。 

 

２ 消防活動 

消防部は、消防団と連携して、効果的な消火活動を効果的に行う。 

３ 応援要請等 

本部長は、速やかな被害状況等の把握を行い、当該状況から、消火活動に関して自らの消防力のみでは

対処できない、又は対処できないことが予測される等緊急の必要があると認めるときは、第３節、第４節、

第５節に基づき、他の消防機関・自衛隊・ヘリコプターの応援要請を行う。 

 

４ 住民・事業者・自主防災組織等の活動 

(1) 出火防止、初期消火活動等 

住民等は、地震発生時には、使用中のコンロ、ストーブ、その他火災発生原因となる火気器具等は、

直ちにその使用を中止して、火災の発生を防止するとともに、火災が発生した場合は、積極的な初期消

火活動の実施及び消防機関への協力に努める。 

また、自主防災組織等においても初期消火活動を実施するとともに、消防機関に協力して延焼拡大の

防止に努める。 

なお、住民等は、避難の際、ブレーカーの遮断を行い、避難後における電気器具からの出火防止を図

る。 

(2) 救助・救急活動  

住民同士等、自発的に負傷者の救助・救急活動を行うとともに(共助)、消防機関等に協力する。 

特に、道路交通網の寸断が予想されることから、消防機関等の現場到着前の初期における救助・救急

活動は、人命救助の上から重要となるので、積極的に行うよう努める。 

第２ 水防活動 

１ 水防活動の実施 

大規模地震発生時に、河川及び用水路等において施設が被害を受け、かつ大雨等により浸水発生のおそ

れがある場合、災害の未然防止のため、水防計画に準じて水防活動を行う。 
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建設部河川班・維持班、農林部農地整備班、消防部各班、地域・市民生活部地域活動支援班・支所班は、

消防団、河川管理者、農業協同組合、土地改良区等と協力し、水防計画に準じた水防活動（監視警戒活動、

通報・連絡含む。）を行うとともに、災害の拡大防止・現状復旧を図るため、総合的な応急対策活動（応

援要請、ヘリコプターの支援要請等を含む。）を実施する。 

 

２ ダム・水門等の管理者が実施する対策 

ダム等の管理者は、地震発生後、所管するダム等の巡視を行い、破損又は決壊の危険が生じた場合は、

速やかに下流域の被害を及ぼす範囲の市町村、警察、その他関係機関にその状況を連絡し、地域住民の避

難等が迅速に行えるように措置する。 

また、河川等の護岸、堤防の損壊及び山腹の崩壊等によるせき止め、溢流、氾濫等による水害時又は水

害のおそれがあると認めたときは、それぞれ定められた操作規則等に基づいて、的確な操作を行う。 

特に、施設からの放流の影響が極めて大きいダム等の操作にあたっては、下流域の水防管理者及びその

他関係機関へその状況を迅速に通報する。 
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第８節 要配慮者に対する応急活動 
 

項目 担当 

第１ 避難受入れ活動 

総務部本部班、保健福祉部福祉政策班・高齢者活躍支援班・地域

包括ケア推進班・介護保険班・障害福祉班、保健所部健康班、教

育部、地域・市民生活部地域活動支援班・支所班・人権・男女共

同参画班、こども未来部子育て家庭福祉班、保育・幼稚園班、消

防部消防署班、商工観光部観光振興班（インバウンド・国際室） 

第２ 避難所での生活環境整備 

第３ 在宅者対策 

第４ 福祉避難所の確保 

第５ 福祉仮設住宅による支援 

第６ その他のサービスでの配慮 

第７ 広域相互応援体制等の確立 

第１ 避難受入れ活動 

１ 高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保をはじめとする災害情報の周知 

本部長は、要配慮者の態様に応じ、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線をはじめとして、Ｌアラ

ート（災害情報共有システム）、テレビ（ワンセグ放送含む。）・ラジオ、有線放送、電子メール（緊急速

報メール含む。）等のほか、地域住民の協力による伝達等多様な手段を用い、避難に関する情報及び被災

状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行うとともに、災害時の状況によっては臨時災害放送

局の開設を検討する。 

 

２ 避難行動要支援者の避難支援及び安否確認 

本部長は、避難支援等関係者と連携し、「避難行動要支援者避難支援プラン」に基づき、関係者にあら

かじめ提供した名簿に掲載されている避難行動要支援者の避難支援を行う。 

災害時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画

（わたしの避難計画）を効果的に利用し、避難行動要支援者への避難支援や迅速な安否確認が行われるよ

うに努める。 

なお、避難行動要支援者以外の要配慮者に対しても、必要に応じて避難支援等を行うものとする。 

第２ 避難所での生活環境整備 

１ 要配慮者の状況の把握 

保健福祉部高齢者活躍支援班・地域包括ケア推進班・介護保険班・障害福祉班、保健所部健康班、地域・

市民生活部地域活動支援班・支所班は、教育部総務班と協力し、各避難所での要配慮者について、次の内

容の台帳を作成する。その際、プライバシーに十分配慮する。 

〈要配慮状況の把握項目〉 

○氏名、住所、年齢、性別等 

○必要な支援の種別・規模 

○車いす・つえ等介助用具、手話通訳要員、点字広報紙等の要否 

 

２ 支援の実施 

保健福祉部高齢者活躍支援班・地域包括ケア推進班・介護保険班・障害福祉班、保健所部健康班、地域・

市民生活部地域活動支援班・支所班は、上記台帳の内容をもとに、避難所での応急的な要配慮者支援を行

う。 

なお、施設に関する応急措置については、教育部総務班に要請する。 
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〈避難所での支援〉 

○設備の整備 

・段差解消    ・スロープの設置    ・身体障害者用トイレの設置等 

・専用スペースの割り当て 

○物資の確保及び提供 

車椅子等の補装具、医薬品、介護用品、介護機器、ポータブルトイレを始めとする日常生

活用品等について迅速に確保し、必要性の高い要配慮者から優先的に支給・貸与等を行う。 

○相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供 

保健師や介護支援専門員等を配置した相談窓口を設置のうえ、要配慮者のニーズや生活状

況を適切に把握し、医師、看護師、保健師、介護職員、心理カウンセラー、手話・外国語通

訳者等の派遣を必要に応じて迅速に行う。 

○災害派遣福祉チームの派遣 

必要があると認められるときは、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を県に要請する。 

○情報提供体制の確立 

避難所等で避難生活を送る要配慮者に対して、被災状況や生活に必要な各種情報を提供す

るため、テレビ、インターネットの端末、ファクシミリ、ホワイトボード等を状況に応じて

設置するとともに、手話・外国語通訳者等を配置する。 

第３ 在宅者対策 

保健福祉部福祉政策班・高齢者活躍支援班・地域包括ケア推進班・介護保険班・障害福祉班、保健所部

健康班、地域・市民生活部地域活動支援班・支所班は、災害発生後、避難所に避難しないで自宅等で過ご

す要配慮者に対し、民生委員、地域住民、自主防災組織・住民自治協議会等の協力により、要配慮者の態

様に応じ、在宅訪問により次の支援を行う。 

 

１ 在宅者の訪問の実施 

在宅の要配慮者に対し、民生委員、地域住民、自主防災組織等の協力のもと、定期的に訪問する体制を

確立する。 

〈巡回ケアの内容〉 

○医師会（救護班を中心として）等との連携・協力による健康チェック 

○介護職員、ボランティアの派遣による生活介助 

○保健師、ケースワーカー等の派遣による生活相談業務 

 

２ 物資の確保及び提供 

必要に応じて日常生活に必要となる物資等を提供する。 

 

３ 相談体制の整備 

在宅の要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、要配慮者の態様に応じた助言と支援を行う。 

 

４ 情報提供体制の確立 

災害状況や生活に必要な各種情報を、要配慮者の態様に応じた手段により提供する。 

第４ 福祉避難所の確保 

１ 福祉避難所の確保 

保健福祉部福祉政策班は、教育部総務班からの要配慮者支援要請に対して、必要と認める場合、要配慮

者専用の福祉避難所を社会福祉施設等から確保する。 
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保健福祉部福祉政策班の職員は、福祉避難所の確保に当たり、必要に応じ、建設部建築指導班に応急危

険度判定の実施を要請する。 

必要に応じて、県、日赤、医師会等へ、市外の高齢者福祉施設や障害者福祉施設等への特別受入れを要

請する。 

また、ホテル等の宿泊施設の借り上げを検討する。 

〈福祉避難所〉 

○障害者福祉施設       ○特別支援学校         ○児童福祉施設 

○母子寡婦福祉施設      ○高齢者福祉施設        ○保健センター 

○その他 

 

２ 福祉避難所への移送 

保健福祉部福祉政策班は、福祉避難所が確保され次第、総務部管財班、医師会、福祉関係団体、ボラン

ティア、長野県タクシー協会等の協力により、要配慮者を受入先へ搬送する。 

 

３ 福祉避難所の運営 

保健福祉部福祉政策班・高齢者活躍支援班・地域包括ケア推進班・介護保険班・障害福祉班、こども未

来部子育て家庭福祉班・保育・幼稚園班、地域・市民生活部人権・男女共同参画班は、内閣府策定の「福

祉避難所の確保・運営ガイドライン」及び「長野市福祉避難所設置・運営マニュアル」により、福祉避難

所を運営する。 

第５ 福祉仮設住宅による支援 

福祉仮設住宅とは、厚生省告示「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」

において、「老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であって日常生活上特

別な配慮を要する複数のものを収容する施設」とされ、グループホーム型仮設住宅をいう。 

保健福祉部福祉政策班・高齢者活躍支援班・地域包括ケア推進班・介護保険班・障害福祉班、地域・市

民生活部地域活動支援班・支所班は、要配慮者の福祉仮設住宅への入居希望を把握するとともに、応急仮

設住宅の計画にあたっては、次の点を考慮する。 

〈福祉仮設住宅の留意点〉 

○要配慮者のニーズに応じた住宅仕様 

○巡回ケアサービスに配慮した、要配慮者の優先的入居 

また、保健福祉部福祉政策班・高齢者活躍支援班・地域包括ケア推進班・介護保険班・障害福祉班、保

健所部健康班は、関係各部長及び関係機関・団体等の協力を得て、要配慮者向け応急仮設住宅において必

要なケアを、おおむね次の点を基本として行う。 

〈福祉仮設住宅でのケア〉 

○福祉仮設住宅地内への介助スタッフの派遣（集会施設等へのスタッフ詰所の設置による） 

○福祉仮設住宅地内の住環境向上 

○医師会並びに医療ボランティア等との連携・協力による健康チェック・こころのケアの実施 

○保健師、ケースワーカー等による全般的な生活相談、各種行政支援サービスの利用相談、介

護職員の派遣、その他要介助者向けサービスの相談受付 

第６ その他のサービスでの配慮 

保健福祉部福祉政策班・高齢者活躍支援班・地域包括ケア推進班・介護保険班・障害福祉班、地域・市

民生活部地域活動支援班・支所班は、要配慮者がサービスを支障なく受けられるよう、福祉関係団体、ボ

ランティア等の協力を得て、次の点に留意した支援を行う。 
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〈その他の福祉サービス〉 

○広報、相談においては、音声情報に偏らないよう、聴覚障害者向け伝達手段を併用するとと

もに、日本語を解さない外国籍住民等に配慮するよう、商工観光部観光振興班（インバウン

ド・国際室）は「災害時外国人支援マニュアル」及び「外国籍県民及び外国人旅行者を対象

とした避難場所での生活環境整備に関するガイドライン」に基づき支援する。 

○年金・各種手当等受給に必要な書類を紛失した場合においては、再発行手続を簡略化すると

ともに関係機関に要請する。 

○その他要配慮者向けサービスが有効に実施されるよう、周囲の住民への理解を求める。 

第７ 広域相互応援体制等の確立 

保健福祉部福祉政策班・高齢者活躍支援班・地域包括ケア推進班・介護保険班・障害福祉班、地域・市

民生活部地域活動支援班・支所班は、広域にわたる大規模災害が発生した場合や医療機関・社会福祉施設

等が被災し、避難所や他の施設へ一次的・応急的に避難が必要な場合等において、市町村の区域を超えて

応援が必要となった場合は、必要となる人員、資機材及び避難所等を確認のうえ、総務部本部班を通じて

県、他市町村及び関係機関に応援要請を行うとともに、他市町村等から応援要請があった場合、可能な限

り協力するよう努める。 
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第９節 緊急輸送活動 
 

項目 担当 

第１ 緊急交通路の確保 
建設部監理班・道路班・維持班、都市整備部各班、長野中央警察署、

長野南警察署 

第２ 拠点ヘリポートの確保 会計部会計班・検査班、消防部消防署班 

第３ 緊急輸送 総務部管財班 

第１ 緊急交通路の確保 

１ 道路・交通情報の共有 

建設部監理班は、公安委員会、警察署、道路管理者と協力し、道路の被害・使用可否の状況、啓開状況、

応急復旧状況、交通規制状況、交通・渋滞状況、緊急活動用道路の指定状況等の情報を相互に連絡し、共

有する。 

また、建設部監理班は、それらの情報を輸送活動等を行う各部に提供するとともに、放送機関の協力を

得て広報する。 

 

２ 緊急活動用道路の確保 

建設部監理班は、緊急輸送活動を円滑に実施するため、次の要領で緊急活動用道路を確保する。 

〈緊急活動用道路の確保の要領〉 

○県が事前に予定している緊急交通路・震災対策緊急輸送路線を、緊急活動用道路として指定

するよう要請する。 

○上記の緊急活動用道路と、市内の指定避難所、救護所、医療機関、物資輸送拠点、臨時ヘリ

ポート等の拠点を結ぶ道路を、順次、緊急活動用道路として指定、確保する。 

○予定した緊急活動用道路が使用不可能な場合、代替可能な迂回路を確保する。 

○公安委員会、警察署、道路管理者は協力し、指定した緊急活動用道路について、交通規制、

道路啓開、応急復旧を実施する。 

なお、警察官は、緊急通行車両等の通行確保のため、緊急通行車両等の通行の妨げとなる放置車両や立

ち往生車両他の物件の移動、破損等の措置命令又は強制措置をとる。警察官がその場にいない場合に限り、

自衛官及び消防吏員が実施することができる。 

 

３ 交通規制 

各防災関係機関は、指定された緊急活動用道路の確保又は道路の安全確保のため、十分な協議を行い、

状況に応じて必要な交通規制を次の基準により行う。 

〈交通規制の方法〉 

地震による災害発

生の場合 

○被災地域への一般車両の流入は、原則として禁止する。 

○緊急幹線道路については、緊急通行帯を確保するため、走行中車両を道

路左端に寄せて停車するよう管轄警察署に臨時の交通規制を要請する。 

○緊急幹線道路の一般車両の通行は、原則として禁止する。 

○企画政策部広報広聴班長の協力を得て、住民その他一般車両の運転者に

対し、区間又は区域の交通規制の措置、道路中央、橋りょう、踏切付近

での車両放置禁止等について広報する。 

なお、公安委員会、警察署、道路管理者等が行う交通規制は、次の法令に基づいて行う。 
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〈交通規制の実施者と内容〉 

実施機関 交通規制等の実施の基準・概要 根拠法令 

公安委員会 

県内に災害が発生し、又は発生しようとしている場合、災害応

急対策上必要があると認めるとき、緊急通行車両以外の車両の

通行を禁止又は制限できる。 

災害対策基本法

第 76条 

道路における危険防止、その他交通の安全と円滑を図る必要が

あると認められる場合、歩行者や車両等の通行禁止、その他の

交通規制ができる。 

道路交通法第４

条 

警 察 署 長 
上記の職務について、適用期間の短いものを公安委員会から委

任された場合に執行できる。 
道路交通法第５

条 

警 察 官 

道路の損壊、火災の発生等により、交通の危険が生ずるおそれ

がある場合、必要な限度において、一時、歩行者又は車両等の

通行を禁止又は制限できる。 

道路交通法第６

条 

通行禁止区域等において、車両等が緊急通行車両の通行の妨害

となるとき、当該車両等の移動等、緊急通行車両の通行を確保

するために必要な措置をとることができる。 

災害対策基本法

第 76条の３ 

自衛官及び 

消 防 吏 員 

警察官がその場にいない場合に限り、上記の職務（自衛官は自

衛隊用緊急通行車両について、消防吏員は消防用緊急通行車両

について、それぞれの通行確保のための必要な措置）を執行す

ることができる。 

道路管理者 
道路の破損、決壊、その他の事由により交通が危険であると認

められる場合、区間を定めて道路の通行を禁止、又は制限する

ことができる。 

道路法第 46条 

第２ 拠点ヘリポートの確保 

拠点ヘリポートの確保要領は、本項に定めるほか「災害対策（緊急）用ヘリポート及び物資輸送拠点

の確保計画」（平成 24年 11月）により実施する。 

会計部会計班・検査班は、消防部消防署班と協力して、救援物資を集積・分類して避難所等に輸送する

ための拠点ヘリポートを開設する。 

〈拠点ヘリポート候補地〉 

名称 所在地 

犀川第２緑地 川合新田字京法道地先 

千曲川リバーフロントスポーツガーデン 屋島 3572地先 

長野臨時ヘリポート 若穂牛島 1298-1 

豊野中学校校庭 豊野町豊野 814 

戸隠運動場 戸隠豊岡 248 

鬼無里運動場 鬼無里 150 

大岡運動場 大岡乙 298-1 

聖山パノラマホテル駐車場 大岡丙 5402-2 

信州新町運動場 信州新町新町 1000-1 

中条中学校校庭 中条 2328 

第３ 緊急輸送 

１ 緊急通行車両等の届出 

総務部管財班は、使用する緊急通行車両等について、知事又は公安委員会に対し確認を求め、標章及び

確認証明書の交付を受ける。 

なお、事前に届出済証の交付を受けた車両については、災害による交通規制下において、警察本部、警
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察署又は交通検問所に当該届出済証を提出し、確認審査を省略して標章及び確認証明書の交付を受け車両

を使用することができる。 

 

２ 輸送の範囲 

輸送の範囲は、次のとおりとする。 

〈輸送の範囲〉 

○被災者を避難させるための輸送      ○医療及び助産のための輸送 

○被災者救出のための輸送         ○飲料水供給のための輸送 

○救済用物資の輸送            ○遺体の捜索のための輸送 

○遺体の処置（埋火葬を除く）のための輸送 ○その他応急対策活動を実施するための輸送 

 

３ 車両、燃料の確保 

総務部管財班は、緊急輸送車両が不足する場合、次の事項を明らかにして、県、防災関係機関、トラ

ック協会、長野県バス協会、協定締結先である長野県タクシー協会等に、輸送を要請する。 

なお、緊急輸送車両の燃料の供給については、協定締結先である長野県石油商業組合北信支部に対して、

優先給油を要請する。 

〈輸送車両の要請方法〉 

○輸送を必要とする人員、物資の品名、数量（重量） 

○車両等の種類、台数        ○輸送を必要とする区間、借上期間 

○集結場所、日時          ○その他必要事項 

 

４ 配車 

各部班は、災害時における避難者、応急対策要員及び応急対策用資機材・救済用物資等の輸送で車両を

必要とするときは総務部管財班に要請し、総務部管財班は、市で所有する車両及び調達した車両を調整し

て配分する。 

なお、職員の災害応急時の移動手段として庁内自転車等の活用を図る。 

 

５ 鉄道輸送 

総務部管財班は、道路の被害等により自動車輸送が困難な場合、又は鉄道による輸送が適当であると認

める場合、鉄道管理者に鉄道輸送による応援協力を要請する。 

鉄道輸送が可能な場合は、物資の積替拠点及び積替方法等について鉄道管理者及び輸送関係団体等と協

議し、輸送体制を確保する。 
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第１０節 障害物の処理活動 
 

項目 担当 

第１ 道路の障害物除去処理 
建設部監理班・道路班・維持班、農林部農地整備班、森林いのしか

対策班、環境部環境保全温暖化対策班、都市整備部各班 

第２ 住宅関係の障害物除去処

理 

建設部建築指導班・道路班・維持班、環境部環境保全温暖化対策班、

都市整備部各班 

第３ 河川・農地等の障害物除

去処理 
建設部河川班、農林部農地整備班、都市整備部各班 

第１ 道路の障害物除去処理 

建設部道路班・維持班及び環境部環境保全温暖化対策班は、緊急活動用道路の車両走行帯の２車線確保、

孤立の解消のための道路啓開等について、警察署、道路管理者、協定締結先である長野県レッカー協会等

と協力し、障害物の権利関係に留意しつつ、次の要領を目安に通行確保の緊急性の高い道路を優先して車

両走行帯を確保するよう努める。 

所有者不明の被災自動車の処分については、環境部環境保全温暖化対策班で対応する。 

なお、啓開作業により発生したがれきの撤去は、第 18 節の第３「損壊家屋等の解体及び処理」を準用

して実施する。 

〈道路啓開の方法〉 

○道路の被災状況、沿道の倒壊・崩壊等の発生及び危険度を把握し、道路の使用可否を速やか

に把握する。 

○道路施設の落橋、崩壊、沿道からの倒壊物、崩壊等の危険がある箇所は、交通規制の表示等、

必要な安全措置をとる。 

○放置車両等の移動が必要な場合は、災害対策基本法に基づいて道路の区間を指定し、運転者

等に対し車両等の移動を命令する。運転者等が不在の場合等には、同法に基づいて道路管理

者自ら車両等の移動を行うことができる。 

○倒壊物、落下物、路上駐車等については、道路端へ移動する。 

○路面の陥没・亀裂の段差等、応急工事により安全な車両走行が可能な場合は、速やかに応急

復旧する。 

第２ 住宅関係の障害物除去処理 

建設部建築指導班・道路班・維持班は、災害救助法施行令第２条第２号に定める住居又はその周辺に運

ばれた土砂や材木等で日常生活に著しい支障を及ぼす障害物の除去を、「災害救助法による救助の程度、

方法及び期間並びに実費弁償の基準」第 12 条に基づき行う。住宅関係の障害物除去の対象者は、次のと

おりである。 

〈障害物除去の対象者〉 

○自らの資力をもってしては、当該障害物を除去することができない者 

（生活保護法の被保護者、要保護者及び特定の財産を持たない失業者等） 

○居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分に、障害となるものが運び込まれているか又

は敷地等に運び込まれているため、家への出入りが困難な状態にある場合 

○当面の日常生活が営めない状態にある場合（別宅等で営める場合は対象外） 

○半壊又は床上浸水したもの（全壊、流出、床下浸水は対象外） 

 

また、除去作業は、建設事業者等に協力を要請して行い、土石・竹木等を仮置場へ撤去する。 

なお、障害物の搬出・仮置場の運用等にあたっては、第 18節「廃棄物の処理活動」と整合させる。 
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第３ 河川・農地等の障害物除去処理 

建設部河川班は、河川及び水路に堆積した土砂、竹木等の除去及び処理を行う。 

農林部農地整備班は、農道及び農地に堆積した土砂、竹木等の除去及び処理を行う。 

なお、災害対策の重要性から優先順位を定め、建設事業者に協力を要請して障害物の除去及び処理を

行う。 
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第１１節 避難の受入れ及び情報提供活動並びに応急仮設住宅の確保活動 
 

項目 担当 

第１ 避難の基本方針  

第２ 避難指示、緊急安全確保 総務部本部班・情報システム班、保健福祉部福祉政策班・高齢

者活躍支援班・介護保険班・障害福祉班、地域・市民生活部地

域活動支援班・支所班、消防部消防署班、消防団、都市整備部

公園緑地班 

第３ 警戒区域の設定 

第４ 避難誘導活動 

第５ 避難所の開設・受入れ 地域・市民生活部地域活動支援班・支所班、教育部各班、文化

スポーツ振興部各班、財政部市民税班・資産税班・収納班、保

健福祉部福祉政策班、保健所部健康班 
第６ 避難所の運営 

第７ 避難所以外の被災者等の把握

及び支援 

地域・市民生活部地域活動支援班・支所班、企画政策部広報広

聴班、総務部本部班 

第８ 帰宅困難者への措置 
企画政策部交通政策班、商工観光部観光振興班、地域・市民生

活部支所班 

第９ 避難所の統合・廃止 教育部総務班 

第 10 広域一時滞在 総務部本部班 

第 11 公営住宅等の確保 建設部住宅班、都市整備部各班 

第 12 応急仮設住宅 建設部住宅班、都市整備部各班 

第 13 住宅の応急修理 建設部建築指導班・建築班、都市整備部各班 

第１ 避難の基本方針 

地震時における避難の基本方針は、次のとおりである。 

(1) 家族、地域で互いの安全、避難行動要支援者の安否、地域の危険性を確認する。 

(2) 自宅の被災、延焼火災の発生、がけ崩れにより危険な場合は、自主防災組織等の誘導により一時

集合場所又は指定緊急避難場所に避難する。 

(3) 地域の危険が解消した場合は、自宅（耐震性が確保された建物）で生活を継続する。 

(4) 自宅が被災し居住できない場合は、指定避難所で生活する。 

※その他、安全な親戚・知人宅への避難、各自が確保したホテル・旅館での避難生活を行う。 

※やむを得ず、地域の自主避難所、テント等で生活する場合は、市に連絡する。 

(5) 要配慮者は、必要に応じて福祉避難所で生活する。 
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〈避難の基本〉 

第２ 避難指示、緊急安全確保 

１ 避難指示、緊急安全確保の発令、報告及び通知等 

本部長ほか次の者は、地震に伴う災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必

要と認められる場合には、住民に対して避難指示、緊急安全確保を行う。 

避難指示、緊急安全確保を発令した場合は、関係機関へ報告又は通知する。 

〈避難指示、緊急安全確保等の発令者〉 

発 令 者 指示・安全確保等を行う要件 根拠法令 報告等の義務 

本部長 
（市長） 

災害が発生、又は発生するおそれがある場
合において、住民の生命又は身体を災害か
ら保護し、その他災害の拡大を防止するた
め、特に必要があると認めるとき 

災 害 対 策
基本法 
第 60条 

地域振興局長経由で
県知事へ報告 
防災関係機関等へ通
知 

水防管理者 

洪水又は地すべり等により著しい危険が
切迫していると認められるとき 

水防法 
第 29条 

警察署長へ通知 
県知事又はその
命を受けた職員 

地 す べ り
等防止法 
第 25条 

警察官 

市長が避難のための立ち退き若しくは緊
急安全確保を指示することができないと
認めるとき又は市長から要求があったと
き 

災 害 対 策
基本法 
第 61条 

市長へ報告（その後
地域振興局長経由で
県知事へ報告） 

人の生命若しくは身体に危険を又は財産
に重大な損害を及ぼすおそれがあり、指示
が急を要するとき 

警 察 官 職
務執行法 
第４条 

公安委員会へ報告 

自衛官 
災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官にお
いては、警察官がその場にいない場合で危
険な事態が生じたとき 

自衛隊法 
第 94条 

防衛大臣の指定する
者へ報告 
市長へ通知（その後
地域振興局長経由で
県知事へ報告） 

※「緊急安全確保」とは、避難のための立ち退きを行うことによりかえって住民の生命又は身体に危

険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認められるときに、状況が切迫してい

●地震発生 家庭・地域での安全確認 

●建物倒壊、延焼火災、

がけ崩れで危険 一時集合場所又は指定緊急避難場

所への移動 

指定緊急避難場所（一部）・自主避

（●避難指示の発令） 

※安全な親戚・知人宅・ホテル・旅館 

※自主避難所、テント等（市に連絡） 

指定避難所での生活※ 

福祉避難所での生活 

自宅での生活継続 

●危険の解消 

●自宅に被害なし 

・避難所で生活困難な要配慮者 
・事前に登録された要配慮者 

・一般の被災者 

●自宅の被災（居住不可） 

●危険無し 

危険の解消 
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ることを伝え、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた

場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置をいう。 

なお、災害の発生により市長がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、前表に

おける市長の事務を、県知事が市長に代わって行う。 

 

２ 避難指示、緊急安全確保発令の条件 

避難指示、緊急安全確保を発令する場合は、次のとおりである。 

(1) 火災が随所に発生し、延焼火災の危険があり人的災害が予測される地域 

(2) 延焼拡大地域の風下の隣接地域 

(3) 避難路の断たれる危険のある地域 

(4) 爆発火災が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

(5) 酸素欠乏もしくは、有毒ガス等が大量に流出し、広域にわたり人的被害が予想される地域 

なお、避難指示、緊急安全確保を解除する場合には、十分に安全性の確認に努める。 

また、災害の危険性が高まり、避難指示、緊急安全確保の対象地域、発令及び解除の判断時期等につ

いて必要があると認められる場合は、県、指定行政機関及び指定地方行政機関に速やかに助言を求め

る。 

 

３ 避難指示の内容 

本部長は、避難指示を発令するに当たりあたり、次の事項を明確にする。 

ただし、住民に周知する場合にできるだけ理解しやすい内容とする。 

〈避難指示の内容〉 

○発令者、発令日時    ○避難情報の種類    ○対象地域及び対象者 

○指定緊急避難場所    ○避難の時期・時間   ○避難すべき理由 

○住民のとるべき行動や注意事項   ○避難の経路又は通行できない経路 

○危険の度合い 

 

４ 避難指示の解除 

本部長は、災害の状況に応じて、危険がないことが確認された地区の避難指示を解除する。 

 

５ 住民への周知 

本部長は、避難指示、緊急安全確保を次の手段で住民に周知する。 

また、住民自治協議会については、支所長又は支所を通じて周知する。 

さらに、住民同士による声がけ等により避難行動を促す。 

(1) 防災行政無線 

(2) 広報車 

(3) Ｌアラート（災害情報共有システム） 

(4) 防災メール、防災アプリ、ホームページ、ＳＮＳ、緊急速報メール 

(5)「災害時における放送要請に関する協定」に基づくラジオ、テレビ放送 

(6) コミュニティ放送、ケーブルテレビ（状況によっては臨時災害放送局の開設） 

第３ 警戒区域の設定 

１ 実施者 

本部長ほか次の者は、災害が発生し又は発生しようとしている場合において、住民の生命又は身体に対

する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定して災害応急対策従事者以外の

立入りを制限若しくは禁止する。 
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〈警戒区域の設定権者及び要件・内容〉 

設定権者 設定の要件・内容 根拠法令 

市長 ○災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があ

ると認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する

者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止

し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

災害対策基本

法第63条 

知事 ○災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことが

できなくなったときは、上記の全部又は一部を市長に代わって実

施しなければならない。 

災害対策基本

法第73条 

消防長、消防

署長 

○ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した

場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大

であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害

を与えるおそれがあると認めるとき、火災警戒区域を設定してそ

の区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定める者

以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域

への出入りを禁止し、若しくは制限することができる。 

消防法第23条

の２ 

消防吏員又は

消防団員 

○火災の現場においては、消防警戒区域を設定して、総務省令で定

める以外の者に対してその区域からの退去を命じ又はその区域

への出入りを禁止し若しくは制限することができる。 

消防法第28条 

水防団長、水防

団員、消防機関

に属する者 

○水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定し、水

防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若し

くは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 

水防法第21条 

警察官 次の場合、上記に記載する市長等の職権を行うことができる。 

○市長若しくは市長の委任を受けた職員が現場にいないとき、又は

これらの者から要求があったとき 

災害対策基本

法第63条 

○消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けた消防

吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは

消防署長から要求があったとき 

消防法第23条

の２ 

○消防吏員又は消防団長が火災の現場にいないとき又は消防吏員

又は消防団員の要求があったとき 

消防法第28条 

○消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があっ

たとき 

水防法第21条 

災害派遣を命じられ

た部隊等の自衛官 

○市長若しくは市長の委任を受けた職員及び警察官が現場にいな

いとき、上記に記載する市長等の職権を行うことができる。 

災害対策基本

法第63条 

 

２ 警戒区域設定の内容 

警戒区域を設定するとは、必要な区域を定めてロープ等によりこれを明示し、その区域への立入を制限、

禁止、又はその区域から退去を命ずることをいう。警戒区域の設定が避難の指示と異なる点は、次の３点

である。 

(1) 避難の指示が対人的にとらえて指示を受ける者の保護を目的としているのに対し、警戒区域の設

定は、地域的にとらえて、立入制限、禁止及び退去命令によりその地域の住民の保護を図ろうとする

ものである。 

(2) 警戒区域の設定は、避難の指示より災害が急迫した場合に行使される場合が多い。 

(3) 避難の指示についてはその罰則規定が無いのに対し、警戒区域の設定は罰則規定がある。 

なお、警戒区域の設定を行った者は、避難の指示等と同様、関係機関及び住民にその内容を周知する。 

第４ 避難誘導活動 

１ 避難誘導 

自主防災組織・住民自治協議会等は、住民等を指定緊急避難場所等の安全な場所へ速やかに誘導する。

市、消防、警察等は、誘導に協力する。 
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また、学校、保育園、その他多数の者が集まる施設の管理者は、施設の入所者等の避難誘導を行う。 

２ 避難行動要支援者の避難支援 

市は、避難支援等関係者と連携し、避難地域における在宅の避難行動要支援者の安否、被災状況や避

難の状況を確認する。 

また、必要に応じて、避難行動要支援者名簿を活用した避難行動要支援者の避難支援を行う。 

第５ 避難所の開設・受入れ 

１ 避難所の選定 

避難所に使用する施設は、「指定緊急避難場所・指定避難所選定基準」により事前に指定しておく。 

また、指定施設が使用できない等、必要に応じ、指定以外の施設を避難所として開設する。この場合、

安全性を確認し、管理者の同意を得るものとする。 

 

２ 避難指示等発令前の避難所受入れ 

地域・市民生活部地域活動支援班・支所班は、所管区域において避難指示等の発令前に、指定避難所に

住民等が避難してきたことを把握した場合は、開錠し住民等の受入れを行うとともに、避難状況を本部に

連絡する。 

 

３ 避難所の開設 

本部長が避難指示等を発令した場合、若しくは避難者を受け入れる必要があると認める場合、教育部総

務班（避難所開設チーム）は避難所を開設する。 

避難所開設チームは、避難所開設班を派遣し、開設前に、必要に応じ、建設部建築指導班に応急危険度

判定の実施を要請する。 

応急危険度判定は、協定締結先である（公社）長野県建築士会ながの支部・更級支部の協力を得て、避

難所の応急危険度判定を行う。 

判定の結果、使用可能と判定されたのち、避難所開設班は、施設管理者及び避難者の協力のもとに避難

所を開設する。 

ただし、緊急の場合は施設管理者が行い、施設に勤務する職員は避難所開設班及び施設管理者に協力す

る。 

なお、総務部本部班は関係各部と協力して、洪水や土砂災害からの施設の安全を確認しつつ避難所を選

定し、開設、運営の指示を行う。 

また、危険が認められる場合は、速やかに他の避難所へ避難者を誘導する。 

 

４ 避難所開設の報告・伝達 

避難所開設班は、教育部総務班（避難所開設チーム）へ次の事項を報告する。 

また、避難所開設チームは、総務部本部班を通じて、開設が決定した避難所を、県、その他防災関係機

関へ伝達するとともに、企画政策部広報広聴班を通じて住民等に広報する。 

〈避難所開設の報告事項〉 

○開設日時・場所    ○受入れ人員   ○その他必要事項 

 

５ 避難所内事務所の開設 

避難所開設班は、避難所内に事務所を開設し、看板等を掲げて避難所運営の責任者の所在を明らかにす

る。事務所には職員を常時配置し、書類や事務用品等を準備する。 
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６ 避難者の受入れ 

避難所開設班は、施設に勤務する職員等と協力し、避難者を受け入れる。避難所に受け入れる者は、被

害を受け又は受けるおそれがある者（避難指示等を受けた者）、来訪者、帰宅困難者（途中の者を含む。）

とし、次のように居住区域を割り振る。 

なお、受入れる避難者は、住民のみならず、避難の状況にあわせてその他の者も対応する。 

 

〈避難者受入れの手順〉 

○既に避難者があるときは、広いスペースに誘導する。 

○避難者受入れスペース、要配慮者専用スペースを決定し、受入れスペースを確保する。 

○居住区域の割り振りは、できるだけ自治会等の単位ごとに設定する。 

○各居住区域は 30人程度で班編成し、各班から班長を選定する。 

 

７ 避難所の不足時の対応 

指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、総務部本部班が被災地域外の施設を含め、その

他の施設へ被災者の一時的な受入れ措置をとる。 

 

〈避難所確保の方法〉 

○指定避難所以外の受入れ 

指定避難所が使用できない場合は、指定以外の施設を避難所として開設する。この場合、

安全性を確認し、施設管理者の同意を得る。 

○宿泊施設へ移動 

災害の規模、被災者の避難及び受入れ状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じて、

旅館やホテル等への移動を避難者に促す。 

○市外への移送 

本部長は、市内の避難者受入れが不足する場合は、市外（近隣の非被災地区若しくは小被

災地）での避難者の受入れを県知事に要請する。また、長野県バス協会、長野県タクシー協

会等に、輸送を要請する。 

第６ 避難所の運営 

１ 避難所運営の基本 

避難所運営は、「長野市避難所運営マニュアル【風水害編】」に準じて運営することを基本とし、災

害が急性期（※）を過ぎ、避難所の運営段階に入った時点で、市災害対策本部では避難所開設チーム

から避難所運営チームへ組織を移行し、避難者・市・施設管理者・ボランティア団体等が互いに協力

しつつ、避難者同士が助け合いや協働の精神に基づき自主的な運営を目指す。 

 

※「災害が急性期を過ぎ、避難所の運営段階に入った時点」の考え方 

風、雨、水位が落ち着き、救助活動が概ね終了し、自宅等の被災により、避難所で 1週間程度又

はそれ以上避難生活を送る必要性がある避難者（被災者）がいることが分かった時点。（内閣府の避

難所運営ガイドラインの初動期と応急期に相当し、長くて３日以内を想定） 

〈避難所運営の基本的な考え方〉 

○自宅など、普段生活している場所で生活できず、住み慣れない避難所で生活せざるを得ない

ことによる心身の負担を極力軽減し、避難所における災害関連死をできる限り防ぐことを

目標に、必要な取り組みを行う。 

○避難所以外にも避難者がいることを前提に、避難所においては、物資・食事・情報等を取り

に来ることができ、避難者が相互に又は支援者等とつながる場としての役割を果たす。 

○避難所は災害による被害からの生活再建を考える場所でもあることから、必要な支援を通

して生活再建を支える場としての役割を果たす。 
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２ 避難所の管理運営に係わる動員・配備体制 

避難所の運営職員は、原則として全庁的に職員を動員し、配備する。 

可能な限り本部連絡員会議等で事前調整のうえ、避難所運営チーム長は避難所数、概ねの避難所運営

期間、運営に必要な人数、部局ごとの動員人数等について本部会議等で示し、協議・決定する。 

また、避難者受入れの状況により避難所の管理運営に支障が生ずると判断される場合は、本部長の指

示に基づき、教育機関、県職員等から応援を求める。 

 

３ 避難所責任者の任命 

各避難所の運営職員のうち、原則として管理職１名を避難所責任者として市災害対策本部に諮り、

本部長は災害対策本部会議の決定により、避難所責任者を任命する。 

 

４ 避難所運営委員会の設置 

避難所責任者は、避難所運営委員会を設置し、避難所運営委員会と協力して避難所運営に当たる。 

避難所運営委員会は、避難所責任者、避難者の代表者、住民自治協議会・自主防災組織の役員、施設管

理者、ボランティア・ＮＰＯ法人の代表者等で構成し、次の取組を行う。 

〈避難所運営委員会の役割〉 

・避難所の庶務及び統括 

・避難者の生活環境の整備 

・避難者への支援物資や食事の提供 

・避難者への健康及び福祉支援） 

・定例会議（情報共有会議）の開催など運営従事者間の情報共有 

・上記の取組を行ううえで必要な避難所内のルールづくり 

・その他、避難所運営委員会が必要と認めること 

避難所運営に性別によるニーズの違いに配慮するため、出来る限り女性が参画できるような構成とす

る。また、必要に応じて専門性を有したボランティアの外部支援者等へ避難所運営の協力を要請する。 

 

５ 長期化対策 

「長野市避難所運営マニュアル【風水害編】」を準用し、避難生活の長期化に備え、関係各部と協力し

て次の対策を講じる。特に、運営に関しては要配慮者への支援、避難所運営への女性の参画や男女のニー

ズの違い等男女双方の視点等に配慮する。 

(1) プライバシー、男女のニーズ等への配慮 

避難者のプライバシー保護、男女のニーズの違い等に配慮した施設・設備の設置、対策への配慮を行

う。 

〈プライバシー、男女のニーズ等への配慮〉 

・間仕切り         ・男女別トイレ      ・更衣室 

・授乳室          ・入浴施設        ・女性専用の物干し場 

・段ボールベッド、パーティション等 

・女性用品の女性による配布 ・女性職員の配置 

(2) 健康・衛生管理 

被災者の健康維持のために、救護所を設置し、医師、看護師、保健師等による巡回、メンタルヘルス

ケア等に配慮する。 

〈健康・衛生管理〉 

・救護所の設置   

・医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回、指導 

・旅行者血栓症（エコノミークラス症候群）予防 
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・暑さ・寒さ対策 

・アルコール依存症、メンタルヘルス等対策 

・新型コロナウイルス、インフルエンザ等感染症予防 

・清掃        

(3) 防犯対策 

避難所の防犯対策として、避難者への周知、警備員の配置等の措置をとる。 

〈防犯対策〉 

・夜間の防犯    ・関係者以外の立入り制限     ・警備員の配置 

・巡回警備     ・防犯ブザーの配布 

(4) 報道対応 

避難所内への報道機関等の取材、機器材持込み、立入りの制限措置等を行う。 

なお、報道対応は原則として避難所運営責任者が行う。 

(5) 女性や子供等に対する暴力、ＤＶ等発生防止対策 

女性や子供等に対する暴力、ＤＶ等発生防止対策を行う。 

・女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置 

・トイレ、更衣室、入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置 

・照明の増設 

・注意喚起のためのポスター掲示 

・警察、女性支援団体と連携した被害者の相談窓口情報の提供 

(6) 入浴対策 

入浴ができない避難者のために、次の方法により入浴施設・設備を確保し、提供する。 

また、入浴施設への送迎車両（バス、タクシー）の確保及び運行を行う。 

・自衛隊による入浴支援 

・循環型シャワーの設置 

・公的・民間の入浴施設の無料開放 

(7) 二次避難（避難者のリフレッシュ） 

避難者の心身の健康に配慮し、避難者がホテル、旅館等に宿泊できる二次避難（避難者のリフレッシ

ュ）の制度を運用する。 

 

６ 新型コロナウイルス感染症等を踏まえた避難対策 

国のガイドライン等に基づき、新型コロナウイルス感染症等の対策を行う。 

第７ 避難所以外の被災者等の把握及び支援 

１ 避難所以外の被災者の把握 

地域・市民生活部市民窓口班は、親戚・知人宅、車中泊等の避難所以外の被災者を把握するために、企

画政策部広報広聴班を通じて、市のホームページ、テレビ、ラジオ、他の自治体等を通じて市への届出を

呼びかけ、その所在を把握する。 

また、住家の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続き、避難所での炊

き出し等の活動時に、避難先、住まいの状況を把握する。 

 

２ 自主避難所の把握 

自主避難所の開設状況は、住民組織から支所等に連絡することを基本とする。 
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地域活動支援班及び支所班は、自主避難所の開設状況及び避難者の状況を把握し、災害対策本部に連

絡する。 

 

３ 生活支援 

地域活動支援班及び支所班並びに関係各班は、避難所外の被災者に対して食料等必要な物資の提供、

保健師等による巡回、健康相談等の保健医療サービスの提供等、避難所と同等の生活支援に努める。 

 

４ 被災者等への的確な情報提供 

企画政策部広報広聴班は、被災者に対し被害の情報、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、ライ

フラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンドなど

の生活関連情報、それぞれの機関に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者等に

役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。 

また、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であることにかんがみ、情報を提供する際

に活用する媒体に配慮するものとする。特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られているこ

とから、被災者生活支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体や広報車でも情報提

供を行う等、適切に情報提供がなされるよう努める。 

さらに、要配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮した正確な情報の伝達等により、

生活環境の確保が図られるよう努める。 

なお、情報提供の方法は第 27節のとおりとする。 

 

５ 安否情報の提供等 

市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵害するこ

とのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障

を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。 

この場合において、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、警察及び関係機関と協力して、

被災者に関する情報の収集に努める。 

第８ 帰宅困難者への措置 

１ 観光客・滞留旅客対策 

企画政策部交通政策班は、交通機関の運行状況等の交通情報を収集する。 

商工観光部観光振興班は、帰宅困難者となった観光客、通勤・通学者等について、観光協会、観光組合

等の団体、交通機関と連携して、被害状況、帰宅情報の周知及び県との協定に基づきスーパーマーケット

等において支援を受けられる旨の周知を行う。 

また、一時的に市有施設の開放を行うとともに、観光施設及び長野駅周辺の宿泊施設等に受入れについ

て協力を要請する。 

 

２ 道路通行止めによる帰宅困難者対策 

地域・市民生活部支所班は、雨量等の道路通行止めにより帰宅困難となったドライバー等のため、一時

的に公共施設を一時滞在施設として開設し、被害状況、帰宅情報の提供等、必要な支援を行う。 

第９ 避難所の統合・廃止 

教育部長は、受入れ者の減少状況、住宅支援対策の進行状況及び関係部との調整をもとに、本部長と協

議し、避難所の統合又は廃止を行う。 
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また、統合・廃止を行った場合は、総務部本部班を通じて県への報告、その他関係機関への連絡、広報

を行う。 

第 10 広域避難及び広域一時滞在 

１ 広域避難 

市長（本部長）は、災害の予測規模、避難者数にかんがみ、市外への広域的な避難、指定避難所及び

指定緊急避難場所の提供等の必要がある場合、広域避難を実施する。 

(1) 調整 

総務部本部班は、県内の他市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の

市町村への受入れについては、県に対し当該他の都道府県との協議を求める。緊急を要すると認める

ときは、県知事に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町村に協議する。 

なお、広域避難に関して必要な調整を行うよう県に求めることができる。 

(2) 広域避難の実施 

あらかじめ策定した計画に基づき、関係者間で適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施す

る。 

 

２ 広域一時滞在 

市長（本部長）は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等にかんがみ、市外への広域的な

避難及び指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要である場合、広域一時滞在を実施する。 

(1) 調整 

総務部本部班は、県内の他市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の

市町村への受入れについては、県に対し当該他の都道府県との協議を求める。緊急を要すると認める

ときは、県知事に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町村に協議する。 

なお、広域一時滞在に関して必要な調整を行うよう県に求めることができる。 

 (2) 広域的避難収容活動の実施 

政府本部が作成する広域的避難収容実施計画に基づき、適切な広域的避難収容活動を実施する。 

第 11 公営住宅等の確保 

１ 公営住宅 

建設部住宅班は、公営住宅の空き家について、主に単身向け・多人数向け被災世帯の仮入居用（目的外

使用）として確保されるよう、県に要請する。 

また、利用可能な公営住宅等の情報を把握し、被災者に提供する。 

なお、公営住宅への入居者の募集・選定方法は、「応急仮設住宅等への入居募集・選定」に準じて行う。 

 

２ 民間住宅の情報収集 

建設部住宅班は、住宅関係団体・事業者に要請し、市内の民間賃貸住宅等の情報を収集し、被災者に提

供する。 

なお、県（建設部）でも賃貸住宅管理者等から利用可能な賃貸住宅等の情報や、(一社)長野県宅地建物

取引業協会との協定に基づき、民間賃貸住宅の情報について提供を受けるので、長野市及び周辺市町村の

空き家、空き部屋についての情報を収集する。 

第 12 応急仮設住宅 

応急仮設住宅は、第 11による公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供によ
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り、被災者の応急的な住まいを早期に確保することを基本とするが、十分な既存住宅ストックが存在し

ない場合には、建設型応急住宅を設置する。 

 

１ 用地の確保 

建設部住宅班は、応急仮設住宅の建設用地を次の条件を考慮して選定し、施設管理者と調整して確保す

る。 

〈用地選定の条件〉 

○浸水、崖崩れ等の危険がないこと 

○飲料水等が得やすく、しかも保健衛生上良好なこと 

○児童・生徒の通学やその他生活の立て直し上の便宜を考慮し、可能な限り被災者の生活圏内

にあること 

○交通の便がよいこと 

○敷地が広大であること 

 

２ 応急仮設住宅の建設 

災害救助法が適用された場合は県が、適用されない場合は必要に応じて市が、住居の被災により避難所

生活を余儀なくされた住民に対して、早期に生活基盤が安定するよう住宅の提供を行う。 

(1) 建設戸数 

全壊、全焼及び流出世帯を対象として、賃貸住宅等の借り上げ入居希望世帯等を除き、戸数を決定す

る。 

(2) 住宅の仕様 

仮設住宅の仕様は、次の点を考慮して決定する。 

〈仮設住宅の仕様等〉 

○入居希望世帯の構成、要配慮者等の状況に応じ、いくつかのタイプを設ける。 

○応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね 50戸以上設置した場合、居住者

の集会等に利用するための施設を設ける。 

○要配慮者への措置として、社会福祉施設等を福祉仮設住宅として利用することができる。 

 

３ 入居者の募集 

建設部住宅班は、市民相談窓口を通じて入居資格、賃貸型応急住宅又は建設型応急住宅の概要等を広報

するとともに、避難所等で入居希望者を受け付ける。 

なお、広報、受付の際は、要配慮者に配慮して行う。 

また、調査結果は県へ報告する。 

入居資格は、次に挙げる項目すべてに該当する世帯とする。 

〈仮設住宅の対象者〉 

○住家が全焼、全壊又は流失した者 

○居住する住家がない者 

○自らの資力をもっては、住宅を確保することのできない者 

※住民登録の必要はなく、市域に居住していることが明らかな者であればよい 

 

４ 入居順位の選定 

入居順位の選定は次の要領で行う。 

〈入居順位の選定方法〉 

○選定にあたっては、罹災証明書、被災者の資力・その他生活条件の調査等を参考にして、本

部会議において選定する。 

○要配慮者へは、相応の仮設住宅に入居できるよう配慮する。 
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５ 住宅の管理 

応急仮設住宅の管理は、建設部住宅班が行う。 

なお、供与期間は２年以内を限度とするが、状況に応じて特例措置として設置年限の延長を行う。 

第 13 住宅の応急修理 

建設部建築指導班は、災害救助法第 23条第１項第６号に定める住居の応急修理を、「災害救助法による

救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」第７条に基づき行う。 

 

１ 対象者の選定 

(1) 基準 

応急修理の対象者は、次のすべての基準に該当する住民とする。 

〈応急修理の対象者〉 

○住家が半壊(焼)し、自らの資力により応急修理をすることができない者 

○大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊(焼)した者 

(2) 募集 

応急修理の対象者は、市民相談窓口を通じて希望者を募集、広報する。 

(3) 選定 

罹災証明書、被災者の資力・その他生活条件の調査等により選定する。 

 

２ 応急修理の方法 

(1) 応急修理の手順 

近隣の建設事業者等に修理を依頼する等、現物支給により実施する。 

(2) 応急修理の内容 

応急修理は、居室、炊事場、便所等の日常生活に欠くことのできない部分について、必要な最小限度

において実施する。 
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第１２節 孤立地域対策活動 
 

項目 担当 

第１ 孤立実態の把握対策 

総務部総務班・職員研修所班・行政ＤＸ推進班・公共施設マネジメ

ント推進班・選挙管理委員会事務局班・監査委員事務局班、地域・

市民生活部地域活動支援班・支所班 

第２ 救助・救出対策 
総務部本部班・情報システム班、地域・市民生活部支所班、保健福

祉部保健所部総務班・健康班、消防部警防班・消防署班 

第３ 通信の確保 総務部本部班・情報システム班、地域・市民生活部支所班 

第４ 食料品等の生活必需品の

搬送 
地域・市民生活部市民窓口班 

第５ 道路の応急復旧活動 建設部道路班・維持班、都市整備部各班 

第１ 孤立実態の把握対策 

孤立の実態を把握するため、地域・市民生活部支所班は、道路の被害情報等から孤立が予想される地域

の区長等に対し、交通手段の寸断状況や、電気、通信等のライフラインの途絶・復旧見込み、住民の物資

の備蓄状況、道路啓開に要する時間といった住民生活への影響を勘案し、電話等により孤立状況と被害の

概況を確認し、孤立者名簿を作成するとともに、地域・市民生活部地域活動支援班を通じて総務部総務班

に連絡する。 

収集した孤立地域に関する情報は、県に対して直ちに速報する。 

第２ 救助・救出対策 

１ ヘリコプターの要請 

孤立地域への支援のため、県を通じて県消防防災ヘリコプターや自衛隊等の出動を要請する。 

また、臨時ヘリポートを開設するとともに、孤立地域のヘリコプター着陸可能場所の資料等を用いて、

県や自衛隊等とヘリコプターの運航計画を協議する。 

 

２ 情報の収集 

孤立地域内の傷病者、要配慮者、観光客等の情報を収集する。要救助者がいる場合は、容態、人数等に

関する情報を収集し県に報告する。 

 

３ 傷病者の救出 

傷病者は最優先で救出を行う。あらかじめ救出された場合の傷病者の搬送先、ヘリポートから医療機関

までの搬送手段を準備する。傷病者が多数いる場合は、医療救護班を現地に派遣し対応するような措置を

とる。 

 

４ 住民・観光客の救出 

孤立地域内での生活が困難な場合、あるいは土砂災害等の危険がある場合は、ヘリコプターによる避

難・救出活動を行う。 

 

５ 救助活動 

倒壊家屋や崩壊土砂による要救出者がいる場合は、救出要員や資機材をヘリコプターで搬送し、救助作

業にあたる。 
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第３ 通信の確保 

防災行政無線、ＭＣＡ無線、消防・救急デジタル無線、消防団携帯型消防デジタル無線、職員の派遣等、

あらゆる手段を使って、情報伝達・通信の確保に努める。 

第４ 食料品等の生活必需品の搬送 

道路交通が応急復旧するまでの間は、孤立地域住民の生活維持のため、迂回路による輸送の確保に努め

るとともに、陸上輸送手段確保が困難な場合は、災害用ドローンを活用した物資輸送の検討や、県に対し

てヘリコプター確保に関する要請を行う。 

なお、災害発生当初は、地域内の備蓄食料や住民が所有する食料を融通しあって生活することを原則と

する。 

第５ 道路の応急復旧活動 

孤立地域に通じている道路の被害状況を早急に把握し、徒歩、二輪、四輪車の順に、一刻も早い交通確

保に努める。 
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第１３節 食料品の調達供給活動 
 

項目 担当 

第１ 初動期の対応 地域・市民生活部市民窓口班 

第２ 応急期の対応 

総務部管財班、企画政策部秘書班、地域・市民生活部市民窓口班、

保健福祉部介護保険班・生活支援班、保健所部健康班、学校教育

部保健給食班 

第１ 初動期の対応 

災害発生から３日間は、住民の非常持ち出し食料、市の備蓄食料、災害時食料供給協定事業者等からの

食料で必要な食料を賄うこととする。 

また、地域・市民生活部市民窓口班は、食料不足も想定し、必要量を教育部総務班（避難所開設チーム）、、

総務部職員班の協力により把握した上で、食料を確保し、必要な場合は、供給を行う。災害時食料供給協

定事業者等に食料供給を要請する場合は、食料の輸送も併せて要請する。必要に応じて、総務部管財班に

食料の輸送用車両の配車を要請する。 

多数の避難者が生じ、市だけでは食料供給が困難な場合は、必要に応じて物資調達・輸送調整等支援シ

ステムを用いて近隣市町村及び県に要請する（県では、通常想定できる規模を超える災害に備え食料等を

補完する立場として、広域単位での備蓄と物資応援協定等に基づいて調達するいわゆる流通備蓄（以下

「流通備蓄」という。）を確保している）。 

総務部職員班は、災害応急対策活動従事者への食料の確保及び供給を行う。 

なお、避難所受入れ者等への食料の配布は、各避難所責任者に委任する。 

第２ 応急期の対応 

１ 食料の確保と供給 

地域・市民生活部市民窓口班は、食料の必要量を、教育部総務班（避難所運営チーム）、自主防災組織・

住民自治協議会等、総務部職員班、総務部本部班の協力により把握し、食料の確保及び供給を行う。 

また、協定事業者等への要請にあたっては、献立の作成、栄養管理、アレルギー等の配慮等を行うため、

関係班で構成する食事支援の専門チームを編成し、対応に当たる。 

総務部職員班は、災害応急対策活動従事者への食料の確保及び供給を行う。 

 

２ 食料供給対象者 

食料供給対象者は、次のとおりとする。 

食料供給対象者 食料必要量把握担当 

被災者 

避難所に受入れられた者 教育部総務班 

住家が全焼、全壊、流失、半壊、半焼又は床

上浸水等の被害を受け、炊事ができない者 

教育部総務班 

自主防災組織・住民自治協議会等 

災害応急対策活動従事者 総務部職員班 

その他本部長が必要と認めた者 総務部本部班 

 

３ 食料の手配・輸送 

地域・市民生活部市民窓口班は、災害時食料供給協定事業者等に主食（にぎり飯、弁当、パン等）、副

食品、粉ミルク（必要に応じて哺乳ビン等も）等の供給や自衛隊の炊き出しを要請する。 
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食料が不足する場合や災害救助法が適用された場合は、県知事に対し備蓄食料や、流通備蓄のうち必要

な食料の供給及び輸送を要請する。県との連絡が付かない場合は、農林水産省（総合食料局）に対して政

府所有米穀の供給を要請することができる。 

また、保健福祉部介護保険班（物的支援チーム）は、「長野市受援計画」に基づき、全国の自治体、企

業、団体等から寄せられる救援物資を受入れ、その活用を図る。 

供給先への食料の輸送は、災害時食料供給協定事業者等に要請する。ただし、必要に応じて総務部管財

班に輸送用車両の配車を要請する。 

 

４ 食料の供給 

食料の供給先は、被災者向けは避難所、災害応急対策活動従事者向けは災害対策本部等災害活動拠点と

する。 

 

５ 食料の配布 

被災者への食料の配布については、各避難所責任者に委任する。各避難所責任者は、管理栄養士等行政

栄養関係者の関与の下、必要に応じてボランティア等の協力を得て配布する。 

要員が不足する場合は、保健福祉部福祉政策班を通じてボランティアセンターに要請し、確保する。 

 

６ 炊き出し 

個人、企業、団体等から炊き出し等の申し出があった場合は、（仮称）食事支援チームを窓口とし、支

援日等の調整を行う。また、その際は避難所間、避難者間で支援が偏らないように努める。 

炊き出しの支援について直接避難所に申し出があった場合は、（仮称）食事支援チームを案内する。 

トラブルになりそうな場合には、来訪者と避難者との接触を避けたうえで、来訪者が最低限の目的を果

たせるよう対応する。 

なお、（仮称）食事支援チームに相談したうえで、避難所責任者の判断で申し出を受けることもできる。 

 

７ 住民への周知 

地域・市民生活部市民窓口班は、食料供給に関し、供給日時、供給場所、供給方法等を住民へ周知する

場合は、その広報を企画政策部広報広聴班に要請する。 
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第１４節 飲料水の調達供給活動 
 

項目 担当 

第１ 水源の確保 上下水道部水道維持班・浄水班 

第２ 初動期の給水 
上下水道部総務班・営業班・水道整備班・水道維持班・浄水班、地域・市民

生活部市民窓口班、総務部管財班 

第３ 応急期の給水 
上下水道部総務班・営業班・水道整備班・水道維持班・浄水班、保健福祉部

福祉政策班、企画政策部広報広聴班 

第１ 水源の確保 

上下水道部水道維持班・浄水班は、災害発生後、速やかに被害状況、断水地区の状況等を把握し、給水

のための水源を、おおむね次の措置により確保する。 

〈水源の確保〉 

○水源地、配水ポンプ及び連絡管等の異常を点検する。 

○緊急遮断弁等により、配水池等の貯留水を確保する。 

○水源の確保が困難な場合は、応援協定による給水を要請する。 

○水質管理を徹底し、飲料水としての使用可否を調査する（飲料水として不適切な場合は、生

活用水としての利用を検討する）。 

第２ 初動期の給水 

１ 上下水道局災害対策本部の設置 

長野市上下水道局震災対策計画に基づき、上下水道局内に上下水道事業管理者を本部長とする上下水道

局災害対策本部を設置し、警戒活動、応急対策活動を指揮統括する。 

 

２ 給水方法 

上下水道部各班は、所有する車両及び資機材を用いて、災害発生直後の給水活動を実施する。車両、資

機材等が不足する場合は、総務部管財班、関係事業者に要請して確保する。 

また、市単独での飲料水の確保、給水活動が困難な場合は、応援協定等による応援を要請する。 

 

３ 給水先 

災害発生直後は、救助・救急、医療救護活動等に関わる医療機関、救護所、避難所への給水を優先する。 

 

４ 救援物資の確保 

車両及び資機材を用いての給水が困難な場合は、地域・市民生活部市民窓口班にペットボトル等の飲料

水の確保を依頼する。 

地域・市民生活部市民窓口班は、市の備蓄飲料水、及び協定により供給される飲料水でも確保が困難な

場合は、長野地域振興局長に要請する。 

第３ 応急期の給水 

１ 給水区域・需要の把握 

上下水道部は、上下水道、ライフライン施設、建物等の被害状況、応急復旧状況・計画、及び避難者の

受入れ状況等を関係各部、関係機関から把握し、給水の必要な地区と需要（人口）を把握する。 
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２ 給水量の設定 

災害の発生初期は飲料水を、それ以後は飲料水と生活用水を段階的に給水する。 

なお、需要人口の１人あたりの目標給水量は次の基準を目安とし、上下水道の復旧状況等を考慮して設

定する。 

〈目標給水量の基準〉 

時期 給水量 

発災～２、３日 １人１日あたり   3リットル（飲料水） 

発災２、３日～１週間 １人１日あたり  20リットル（飲料水＋生活用水） 

１週間後～復旧まで 
１人１日あたり 100リットル（飲料水＋生活用水＋洗濯・入浴用

水） 

 

３ 給水方法 

原則として、避難所、断水地区の公共的施設等に給水所を設置し、拠点給水方式で行う。 

ただし、水道の復旧に長時間を要する場合等は、状況に応じて仮配水管や貯水槽の設置を検討する。 

 

４ 給水体制 

上下水道部各班は、市所有の車両及び資機材を用いて、上下水道部水道維持班の指揮により給水作業を

実施する。給水所では、自主防災組織・住民自治協議会、ボランティア等に作業の協力を求めるとともに、

住民自ら容器等を持参するよう求める。 

また、作業要員が不足する場合は保健福祉部福祉政策班を通じてボランティアセンター等に、また車両

等が不足する場合は、総務部管財班、応援協定団体等に要請し、確保する。 

市単独での飲料水の確保、給水活動が困難な場合は、応援協定団体や県に応援を要請する。 

 

５ 住民等への周知 

上下水道部営業班は、企画政策部広報広聴班と協力して、給水に関する次の事項を広報する。 

また、給水所には、看板等を設置する。 

〈給水の広報事項〉 

○給水所の箇所               ○給水日時 

○給水方法（容器の持参等の必要も併せて） 
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第１５節 生活必需品等の調達供給活動 
 

項目 担当 

第１ 生活必需品の調

達・供給 
保健福祉部介護保険班・生活支援班、 

第２ 物資の受入れ 総務部本部班、保健福祉部介護保険班・生活支援班、 

 

保健福祉部生活支援班は、生活必需品の必要量を把握し、調達・輸送・配布に至るまでの配給計画を策

定し、配給を行う。 

また、保健福祉部介護保険班は、救援物資の受領及び保管を行う。 

さらに、業務分掌に基づき関係班による物資全体を総括する物的支援チームを設置し、対応に当たる。 

第１ 生活必需品の調達・供給 

１ 配給対象者 

生活必需品の供給対象は、避難者及び被災により日常生活を営むことが困難な者に対して行う。 

 

２ 需要の把握 

生活必需品の需要の把握は、第 13節に準じて行う。 

 

３ 配給品目 

配給品目は、次の品目を目安とし、状況に応じて決定する。 

〈生活必需品の配給品目例〉 

○寝  具……タオルケット、毛布、布団等 

○外  衣……普通衣、作業衣、婦人服、子供服等 

○肌  着……シャツ、パンツ等 

○身回り品……タオル、手拭い、運動靴、傘等 

○炊事用具……鍋、炊飯器、包丁、コンロ、バケツ等 

○食  器……茶碗、汁碗、皿、はし、スプーン等 

○日 用 品……石鹸、ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き等 

○光熱材料……ライター、携帯型ライト、灯油等 

  

なお、避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器

具、燃料等も含める等、被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違

いに配慮する。 

 

４ 供給先 

第 13節に準じて行う。 

 

５ 生活必需品の調達 

第 13節に準じて、県及び協定事業者等から確保を行う。 

 

６ 生活必需品の配布 

第 13節に準じて行う。 

  



《第３章 災害応急》15 生活必需品等の調達供給活動 

震-152 

７ 周知・広報 

第 13節に準じて行う。 

第２ 物資の受入れ 

１ 物資輸送拠点の開設 

保健福祉部介護保険班は、物資等の搬入、配送について、幹線道路を考慮して輸送拠点を開設し、救援

物資の受入れ・保管・仕分け等、また、指定避難所等への物資の配送拠点としての機能を確保する。 

また、地区内配送のための拠点として物資配送サブセンターを設ける。 

〈救援物資輸送拠点候補地〉 

名称 所在地 

物資配送

センター 

若里多目的スポーツアリーナ（ビッグハット）一帯 若里三丁目 22-2 

オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ） 大字北長池 195 

真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング） 真島町真島 2268-1 

物資配送

サブセン

ター 

豊野体育館 豊野町豊野 624 

戸隠屋内運動場 戸隠豊岡 248 

鬼無里屋内運動場 鬼無里 147-8 

大岡体育館 大岡乙 298-1 

旧スキーハウス・聖ヶ岡食堂 大岡丙 5402-1 

信州新町体育館地階駐車場 信州新町新町 1000-1 

中条体育館 中条 2328-2 

 

なお、大量の物資を受入れる必要がある場合は、物流事業者との協定に基づき、物流事業者の施設

を活用する。 

 

２ 物資の要請 

保健福祉部生活支援班、介護保険班は、物資を県（国）、協定事業者及び相互応援協定を締結する自治

体に要請するほか、企業・団体からの義援物資を受入れる。 

物資の受入れの方針は、次のとおりとし、ＨＰ、ＳＮＳ等で周知を図る。 

また、報道機関を通じて、物資の要請・募集を行わないものとする。 

〈物資受入れの方針〉 

○個人からの物資及び中古品は、受け入れない。 

○自治体、企業・団体等からのまとまった量の救援物資は、供給の申し出を登録し、市が必

要となった時点で品目、数量等を連絡し、供給を受ける。 

○生鮮品等の保存期間が短い食品は、受け入れない。 

 

３ 物資の受入れ・管理・配送 

保健福祉部介護保険班、生活支援班は、物資の受入れから配送までの作業を民間の物流事業者のノウ

ハウを早期に活用できるよう、物流事業者との協定により委託する。 

また、関係班で構成する専門チーム及び物流事業者とで調整を行い、一連の作業を管理する。 
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第１６節 保健衛生、感染症予防活動 
 

項目 担当 

第１ 保健衛生活動 
保健所部各班 

第２ 感染症予防対策 

 

大規模災害時における医療救護計画に基づき、長野市災害対策本部設置後、災害対策本部長の指示によ

り、長野市保健所内に長野市保健所長を本部長とする長野市保健医療本部を設置し、保健医療活動を指揮

統括する。 

第１ 保健衛生活動 

保健所部各班は、県と協力し、被災地区、避難所等において、主に次の内容の保健衛生活動を実施する。 

〈保健衛生活動〉 

○保健師の派遣による健康相談、保健衛生指導 ○精神科医師の派遣によるこころのケア 

○栄養管理等の指導、食品衛生指導 

第２ 感染症予防対策 

１ 防疫活動 

保健所部各班は、県、関係各班、医師会等と協力し、防疫活動実施のための防疫班を編成し、県の指示

により次の災害防疫活動を実施する。 

〈防疫活動〉 

○予防教育及び広報活動の強化      ○消毒方法の施行 

○ねずみ族、昆虫等の駆除        ○生活用水の使用制限及び供給等 

○避難所の衛生管理及び防疫指導     ○臨時予防接種の実施 

 

２ 避難所の衛生管理活動 

(1) 避難所の衛生管理 

保健所部各班は、「長野市避難所運営マニュアル」に基づき、教育部総務班（避難所運営チーム）と

協力し、各避難所の避難者責任者に対し、避難所の良好な生活環境を維持するための衛生管理指導を行

う。なお、、避難所で排出されたごみに関しては、必要に応じて総務部総務班へ収集を依頼する。 

また、専門チームによる協議・調整により保健師等による避難所の巡回、避難所救護所の設置、衛生

指導等を行う。 

〈避難所の衛生管理指導〉 

○避難所の過密状況の把握 

○土足禁止区域及び下足場の設定 

○適正なごみの排出・保管、清掃等のルールの設定 

○シャワー施設、トイレの衛生管理 

○洗濯場、物干場の設置及び布団乾燥（車等の手配） 

○検温、消毒、換気、密集の回避等の新型コロナウイルス感染症対策 

 

また、被災者の避難状況を把握し、保健福祉事務所（保健所）に置かれる地方部保健福祉班に報告す

るとともに被災者台帳等に反映する。 

なお、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、各部と情報を共有し、関係機関と連携

し、自宅療養者等の避難の確保のために必要な連絡・調整を行う。 
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(2) 新型コロナウイルス感染症発生時の対応 

新型コロナウイルス感染症を含む感染症について、患者又は無症状病原体保有者が発生した場合

は、まん延防止のため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく消毒等、

予防接種法による臨時予防接種を実施する。 

 

３ 感染症発生時の措置 

保健所部健康班・環境衛生試験所班は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以

下「感染症法」という。）に規定する一類～三類感染症が発生した場合、又は四類感染症等の発生動向に

通常とは異なる動向が認められる場合は、感染症法に基づく必要な措置を行う。 

〈感染症予防措置〉 

○発生状況、動向及び原因の調査    ○健康診断          ○就業制限 

○感染症指定医療機関への入院勧告   ○消毒等 

 

４ 食品衛生対策 

保健所部食品生活衛生班・環境衛生試験所班は、県と協力し、必要に応じて被災者へ供給する飲料水の

水質検査を実施し、消毒の必要がある場合は供給者へ消毒の実施を指示する。 

また、被災者等へ供給する食品、炊き出し施設等の衛生を確保するよう関係団体等に要請する。 

食中毒が発生した場合は、検査を行い原因を調査し被害の拡大を防止する。 
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第１７節 遺体対策等の活動 
 

項目 担当 

第１ 行方不明者の把握・捜索 

総務部本部班・総務班・行政ＤＸ推進班・公共施設マネジメント推

進班・選挙管理委員会事務局班・監査委員事務局班、地域・市民生

活部地域活動支援班・支所班、消防部警防班・消防署班 

第２ 遺体の安置及び対応 
保健福祉部国民健康保険班、地域・市民生活部人権・男女共同参画

班、総務部管財班 

第３ 遺体の埋火葬 保健福祉部国民健康保険班、地域・市民生活部市民窓口班 

第１ 行方不明者の把握・捜索 

１ 行方不明者の把握 

総務部総務班、地域・市民生活部地域活動支援班・支所班は、警察と協力し、所在の確認できない住民

に関する問合せや、行方不明者の捜索依頼・届出の受付及び要捜索者名簿の作成を行い、次の要領で行方

不明者を把握する。 

〈行方不明者の把握方法〉 

○届出を受けたときは、行方不明者の「住所、氏名、年齢、性別、身長、体重、着衣、その他

の特徴」について、可能な限り詳細に聴き取り記録する。 

○「届出」のリストを総務部総務班に１部送付する。 

○総務部総務班は、「届出」リストを、「人的被害調査」、「避難者名簿」、「病院診療所医療実施

状況」、その他市で把握している安否情報等と照合し、行方不明者を確認する。また、その

結果を警察署長へ連絡する。 

 

２ 行方不明者の捜索 

総務部本部班・総務班は、警察、消防部警防班・消防署班、消防団等と協力し、要捜索者名簿に基づく

行方不明者捜索の機を失せずに、人員及び機械器具を確保して行う。 

また、必要に応じて自衛隊、ボランティア、自主防災組織・住民自治協議会等に協力を要請する。 

〈捜索方法〉 

○捜索活動中に行方不明者を発見したときは直ちに保護し、警察署に連絡する。警察署は捜索

依頼者に連絡する。 

○捜索活動中に遺体を発見したときは、警察署に連絡し、警察署は捜索依頼者に連絡する。 

○発見した遺体は、現地最寄りの遺体安置所に搬送する。 

○外国籍住民の遺体を発見した場合は、速やかに領事機関に連絡する。 

第２ 遺体の安置及び対応 

１ 遺体安置所の選定 

災害により多数の遺体が生じた場合、保健福祉部国民健康保険班、地域・市民生活部人権・男女共同参

画班は、警察署長と協議し、被害状況を考慮し、公共施設等で遺体の安置に適切な場所を選定する。 

 

２ 遺体安置所の設置 

保健福祉部国民健康保険班、地域・市民生活部人権・男女共同参画班は、遺体安置所を設置する。遺体

安置所に必要な納棺用品、仮葬祭用品、ドライアイス等の葬祭用品や納棺作業員の確保については、葬祭

事業者等に協力を要請する。 

なお、適切な遺体安置所を確保できない場合等については、総務部本部班と調整し、一時的に遺体を受

け入れる野外施設（テント、広場等）を設置する。 
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３ 遺体の対応 

発見された遺体については、死体取扱規則（昭和 33 年国家公安委員会規則）の規定による検視又は検

案を行う。遺体の対応は、警察署と連携をとり、必要に応じて葬祭事業者に委託し、地元の住民の協力を

得て行う。 

保健福祉部国民健康保険班、地域・市民生活部人権・男女共同参画班班は、遺体の収容、検案、安置及

び引渡しを行う。地域・市民生活部市民窓口班は、必要に応じて遺体安置所から斎場まで遺体の搬送を行

う。 

身元引受人が見つからない遺体については、警察署、自主防災組織・住民自治協議会、ボランティア等

の協力を得て、身元引受人の発見に努める。 

遺体の対応については、次の手順を基本とする。 

〈遺体の対応の手順〉 

○遺体の搬送については、遺族が行うことを原則とする。搬送が困難な場合は、保健福祉部国

民健康保険班は総務部管財班に車両の配車を要請して搬送する。なお、必要に応じて警察

署、県等に協力を要請するほか葬祭事業者に委託し、遺体安置所に搬送する。 

○遺体の受付、発見状況の聴取、遺体処置台帳の作成、検視カード・検視一覧表の作成、一連

番号の付与を警察署長と協力して行う。 

○警察署長に検視官、検案医の派遣を要請する。また、保健所部総務班に医療救護班の派遣を

要請する。 

○警察署の検視を受けた遺体については、遺体安置所に運搬し、医療救護班は遺体の洗浄・縫

合・消毒等の処理を行い、必要に応じて検案を行う。 

○対応の済んだ遺体については、遺体安置所内に安置する。 

○遺留品がある場合は、整理の上、遺留品台帳に遺留品・発見日時・発見場所・発見状況・性

別・推定年齢等を記録し、遺体安置所内に掲示する。 

○遺体引渡し窓口を遺体安置所内に設置し、遺族等が判明した場合は、遺族等に検案書を交付

し遺留品等とともに遺体を引き渡す。 

第３ 遺体の埋火葬 

１ 埋火葬の相談 

地域・市民生活部市民窓口班は、遺体安置所内に埋火葬相談窓口を設置し、遺体の引渡しを受けた遺族

等から埋火葬許可証の交付及び埋火葬等に関する相談に応ずる。 

 

２ 埋火葬の実施 

地域・市民生活部長の命令により地域・市民生活部市民窓口班が、次の手順により遺体の埋火葬を行う。 

〈埋火葬の手順〉 

○遺体の身元引受人が見つからない場合及び遺体の引渡しを受けた遺族が埋火葬を行うこと

が困難な場合は、市長が埋火葬を執行する。 

○災害により多数の遺体が生じたため、又はその他やむを得ない事情のため、市営斎場で火葬

できない場合は、県に広域応援協力を要請する。 

○遺骨遺留品等保管所を設置し、火葬を終えた遺骨及び遺留品等を一時保管する。 

○身元不明の遺骨については、１年以内に引取人が判明しない場合、市が身元不明者取扱いと

して善光寺に納骨する。 
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第１８節 廃棄物の処理活動 
 

項目 担当 

第１ し尿の収集運搬・処理 環境部環境保全温暖化対策班・生活環境班、企画政策部広報広聴班 

第２ 災害廃棄物処理 
環境部環境保全温暖化対策班・廃棄物対策班・生活環境班、企画政

策部広報広聴班 

第３ 損壊家屋等の解体及び処

理 

環境部環境保全温暖化対策班・廃棄物対策班・生活環境班、建設部

建築指導班 

 

長野市災害廃棄物処理計画に基づき、環境部内に環境部長を長とする長野市災害廃棄物対策調整会議を

設置し、廃棄物処理活動全般を指揮統括する。 

第１ し尿の収集運搬・処理 

１ 収集運搬・処理計画 

環境部生活環境班は、被害状況に応じたし尿収集運搬・処理体制を早期に確立するため、し尿処理施設、

収集事業者等の被害状況及び、当面の収集運搬・処理能力を把握する。 

地区別の被害状況、避難所等の設置状況に応じて、避難所受入れ者、住宅残留者等の排出量等を想定し、

災害廃棄物処理実行計画を策定する。 

 

２ 仮設トイレ配置 

環境部生活環境班は、災害によりし尿処理機能が停止し、仮設トイレを必要とする場合、早急に配置計

画を立てて仮設トイレの設置を行う。 

(1) 需要の把握 

上下水道、ライフライン施設、建物等の被害状況、応急復旧状況・計画、及び避難者の受入れ状況等

を関係各部、関係機関からとりまとめ、し尿収集の必要な地区と需要（人口）を把握する。 

また、排出量及び仮設トイレの容量は、次の基準を目安として検討する。 

〈仮設トイレ数算定の基準〉 

排出し尿量 １人１日あたり 1.7リットル 

仮設トイレ容量 １基あたり 300リットル 

仮設トイレ配置基準 対象人口 55人に１基 

(2) 配置先の検討 

仮設トイレの配置先は、次を目安に特に必要と認められる箇所に配置する。 

〈仮設トイレ設置場所〉 

○避難所    ○断水地区の公的施設    ○災害応急対策活動拠点 

(3) 調達・設置 

環境部生活環境班は、協定締結先である日本建設機械レンタル協会等に仮設トイレの供給、搬送、設

置を要請する。 

また、設置にあたっては原則として男女別とし、それぞれ離れた場所となるよう配慮する。 

なお、仮設トイレが設置されるまで、組立式簡易トイレ等をボランティアや避難者、自主防災組織・

住民自治協議会等の協力を得て設置する。 

(4) 維持管理 

環境部生活環境班は、収集をし尿収集事業者に要請する。また、トイレットペーパー、清掃器具等を

確保し、清掃・補充等の作業を避難者や自主防災組織・住民自治協議会等に要請する。 
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３ 広報・相談 

環境部環境保全温暖化対策班・生活環境班は、企画政策部広報広聴班を通じて、仮設トイレ設置場所、

収集日時、仮設トイレの利用方法、平常時処理体制への復旧見通し等を住民等へ周知する。また、市民か

らの問合せ等について対応する。 

 

４ 収集運搬・処理 

環境部生活環境班は、協定締結先である長野市生活環境協同組合へ協力を要請する。 

なお、処理能力・収集体制が不足する場合は、県への広域応援処理体制の応援要請を行い、し尿収集車

両及び作業員を確保する。 

次の点に留意して適切に収集運搬・処理する。 

〈し尿収集運搬・処理の留意点〉 

○医療機関、避難所等を優先する。 

○なるべく多くの世帯が使用可能となるよう、個々のくみ取り量は、状況に応じて貯留量の一

部とする。 

○処理施設での能力が不足する場合は、広域市町村へ処理を要請する。 

第２ 災害廃棄物処理 

１ 災害廃棄物処理体制の確立 

(1) 組織体制 

環境部は、「長野市災害廃棄物処理計画」に基づき、必要に応じて部内に環境部長を長とする長野市

災害廃棄物対策調整会議を設置し、廃棄物処理活動全般を指揮統括する。 

(2) 災害廃棄物処理実行計画の作成 

環境部廃棄物対策班・生活環境班は、災害廃棄物の発生量、処理体制、処理スケジュール、処理方法、

処理フロー等を具体的に示した災害廃棄物処理実行計画を策定し、災害廃棄物を処理する。 

なお、次の表にある生活ごみ及び避難所ごみ並びに事業系一般廃棄物は、長野市一般廃棄物処理実施

計画で定める方法で処理する。 

〈災害時に発生する廃棄物〉 

区分 内容 

災害廃棄物 

被災した住家を片付ける際に排出される片付けごみ（一般家庭から排出され

るもの）と、公費解体に伴い発生する廃棄物がある。 

木くず、コンクリートがら等、金属くず、可燃物、不燃物、廃家電、廃自動

車等、腐敗性廃棄物、有害廃棄物、その他適正処理困難物に区分する。 

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみ、粗大ごみ 

避難所ごみ 
避難所から排出される生活ごみ 

事業系一般廃棄物として管理者が処理するもの 

し尿 

仮設トイレ（災害用簡易組み立てトイレ、レンタルトイレ及び他市町村・関

係業界等から提供されたくみ取り式トイレの総称）等からのくみ取りし尿、

災害に伴って便槽・浄化槽等に流入した汚水 

 

２ 災害廃棄物の処理 

(1) 仮置場の設置 

災害廃棄物は、排出時に分別を徹底し、可能な限り資源化を推進することにより、処理・処分量を

軽減する。 

環境部生活環境班は、災害廃棄物の排出場所として被災地域内の空地等に一時的な集積所である「近

隣仮置場」を設置する。 
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また、環境部廃棄物対策班は、近隣仮置場の排出量等の状況に応じて、一定期間、分別・仮置き・選

別・破砕等を行うための一次・二次仮置場を設置する。 

(2) 収集・運搬処理 

環境部生活環境班は、生活ごみの収集運搬を継続するため、ごみ収集車及び収集作業員を確保す

る。 

また、被災地や近隣仮置場からの収集運搬体制を速やかに確立するため、協定に基づき長野市委託

浄掃事業協同組合へ協力要請する。処理能力・収集体制が不足する場合は、災害廃棄物中部ブロック

広域連携計画に基づく要請を行う。 

 

３ 広報・相談 

環境部環境保全温暖化対策班・生活環境班は、企画政策部広報広聴班を通じて、収集方法・分別・排出

抑制・平常時収集体制への見通し等について広報するとともに、自主防災組織単位のごみの集積を住民・

事業所等へ呼びかける。 

また、住民からの問合せ等について対応する。 

 

４ 事業系廃棄物処理の支援 

環境部廃棄物対策班は、事業者の産業廃棄物等の処理事業者あっせん、作業の指導等を行う。 

第３ 損壊家屋等の解体及び処理 

環境部環境保全温暖化対策班・廃棄物対策班・生活環境班は、建設部建築指導班と連携して、災害によ

る建物の焼失、倒壊及び解体により発生する木くず、コンクリートがら等（以下「がれき」という。）を

適正に処理する。 

 

１ 損壊家屋等の解体・撤去の方針 

災害により損壊した家屋等の解体・撤去は、所有者が自ら行うことを原則とするが、特定非常災害に指

定され、かつ大量の災害廃棄物の発生が見込まれるときは、公費解体及び自費解体に関する制度を整備す

るとともに、所有者からの申請を環境部生活環境班が受け付け、公費解体を実施又は自費解体に要した費

用を償還する。 

また、建設部建築指導班は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に基

づき、届出等の指導を行う。 
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第１９節 社会秩序の維持、物価安定等に関する活動 
 

項目 担当 

第１ 社会秩序の維持 

長野中央警察署、長野南警察署、建設部道路班・維持班・監理班、

都市整備部各班、教育部総務班、地域・市民生活部地域活動支援

班・支所班 

第２ 物価の安定、物資の安定供

給 
商工観光部商工労働班 

 

災害発生後は、被災地の社会的混乱や被災者の心理的動揺等が予想される。社会秩序を維持するために

は、関係機関の適切な措置により、被災者を対象とした悪質商法、詐欺事件、社会的な混乱下での産業廃

棄物等の不法処理事犯、窃盗事件等の事犯を未然に防止するとともに、悪質な事業者を検挙する必要があ

る。 

また、災害の発生により、物流経路の分断、市場の機能低下、小売店の閉鎖等から、生活必需品等の供

給不足やそれに伴う品切れ、価格の高騰、便乗値上げ等がおこるおそれがある。このため、物価の安定、

物資の安定供給を図り、被災者の経済的生活の安定に寄与する。 

第１ 社会秩序の維持 

１ 警備・防犯 

警察署は、大規模災害の発生後に予想される社会的混乱に対し、警備本部を設置して警備体制を確立す

るとともに、犯罪予防及び取締り活動を行い、市内の安全と治安維持の確保に努める。 

また、住民自治協議会等は、市内での放火・窃盗その他の犯罪防止のための巡回パトロールを行う。 

市各部は、協定締結先である（一社）長野県警備業協会に協力を要請する等し、所管する施設について

必要な警備・防犯活動を行う。 

 

２ 街路灯・防犯灯の応急措置 

建設部道路班・維持班・監理班は、地域・市民生活部地域活動支援班・支所班、自治会、自主防災組織・

住民自治協議会と協力し、地震等により破損した街路灯・防犯灯の調査を行うとともに、道路管理者・関

係機関等と連携・協力して必要な応急措置を講じる。 

 

３ 避難所の警備 

避難所における盗難等を防止するため、外来者の受付記録をとる等、防犯に注意する。 

また、必要に応じて警察官の派遣や協定締結先である（一社）長野県警備業協会に警備員の派遣を要請

する。 

第２ 物価の安定、物資の安定供給 

商工観光部商工労働班は、物価の安定、物資の安定供給に関して、次の対策を行う。 

(1) 買占め売惜しみ及び便乗値上げを防ぐため、生活必需品等の価格需給動向について調査、監視を行

う。 

(2) 適正な価格若しくは条件による販売、流通を確保するため、関係業界に対して協力を要請する。 

(3) 情報の不足、混乱により損なう消費者利益を回復するため、生活必需品の価格、供給状況等について

必要な情報を提供する。 

(4) 買占め売惜しみ、便乗値上げ、災害に便乗した悪質商法等に対する消費者からの相談に対応するた

め、相談窓口等を設置する。 
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(5) 管内又は広域圏で流通事業者との連携を図る。 
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第２０節 危険物施設等応急活動 
 

項目 担当 

第１ 共通の安全措置 
総務部本部班、消防部予防班・消防署班、環境部環境保全温暖化

対策班、保健所部環境衛生試験所班 

第２ 危険物施設の安全措置 

消防部予防班・消防署班 

第３ 火薬類の安全措置 

第４ 高圧ガスの安全措置 

第５ 液化石油ガスの安全措置 

第６ 毒物・劇物等の安全措置 

第７ 放射性物質使用施設の安全

措置 

 

消防部予防班は、県、警察署等と協力し、次の安全措置をとるよう危険物施設等の管理者等を指導する。 

なお、危険物等の応急対策の詳細は、第６章第４節「危険物等事故災害対策」に準じて行うが、地震発

生時には、次の点に留意した安全措置を地震発生直後から速やかに実施する。 

第１ 共通の安全措置 

災害時において、危険物施設等の損傷等による危険物等の流出、爆発及び火災の発生防止並びに被害の

拡大防止等の応急対策を実施し、当該施設の関係者及び周辺住民の安全を確保するため次の対策を行う。 

(1) 危険物施設等において災害時における関係機関との連絡体制を確立する。 

(2) 漏えい量等の把握のため関係機関と連携の上、飛散し、もれ、流れ出、又は地下に浸透した危険物等

の種類、量と、その流出先の把握に努める。 

(3) 危険物施設等の管理者等に対し、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう指導する。 

(4) 周辺住民に対して広報活動を行い、安全を確保する。 

(5) 警察署と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域への人、車両の立

入を禁止する。 

(6) 必要に応じて、関係機関と連携して周辺環境調査や水質・大気質の測定を行い、環境汚染状況を的確

に把握する。 

なお、下流に浄水場等が所在する場合等、危険物等が流入した場合に広範に影響を及ぼす施設等が所

在する場合は、重点的に調査を行う。 

(7) 必要に応じて、県、他の市町村に対して応援要請をし、応急対策等を行う。 

第２ 危険物施設の安全措置 

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者は、危険物の流出、

爆発等のおそれがある場合には、操業の停止、制限、危険物の移送の中止及び車両の転倒防止等の措置を

とる。 

また、危険物施設に損傷等の異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等適切な措置をとる。

さらに、必要に応じて、混触発火等による火災の防止、タンク破壊等による流出、異常反応、浸水等によ

る広域拡散等を防止する。 

この他、その他災害対策編 第６款 第２章 第２節「災害の拡大防止活動」に準ずる。 
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第３ 火薬類の安全措置 

火薬類取扱施設の管理者は、地震火災による火薬類の誘爆の防止措置をとり、火薬類の安全な場所への

移動、管理措置をとる。 

第４ 高圧ガスの安全措置 

高圧ガス施設の保安責任者は、高圧ガスの漏えい、爆発等のおそれがある施設の緊急停止、点検、出火

防止措置をとる。 

高圧ガス運送者は、状況に応じて火気の安全を確認し、車両を安全な場所に移動させる。 

第５ 液化石油ガスの安全措置 

液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス設備の点検、消費先の緊急点検活動を行う。 

第６ 毒物・劇物等の安全措置 

毒物・劇物等の保管取扱者は、速やかに貯蔵施設等の点検及び必要な災害防止措置をとる。 

第７ 放射性物質使用施設の安全措置 

放射性同位元素使用者等は、速やかに放射性物質の点検及び必要な災害防止措置をとる。 
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第２１節 電気施設応急活動 
 

項目 担当 

電力施設応急活動 

東京電力ホールディング株式会社リニューアブルパワー・カンパ

ニー、中部電力株式会社、建設部監理班・維持班・道路班、総務部

本部班・情報システム班 

 

各電力会社は、電気の供給が停止したり、又は停止するおそれがあるときは、災害対策本部を設置し、

電力施設の応急対策活動にあたる。公共施設その他重要施設に対しては、優先的に送電するよう努める。 

住民に対しては、電線等による感電防止、漏電等による出火防止策、被害状況、復旧の見通しを広報す

る。 

建設部監理班・維持班・道路班は、市道の被害状況の把握、掘削工事を伴う場合に他の占用物件の情報

提供、応急工事の調整及び交通制限に関し、住民への広報活動を行う。 

総務部本部班は、電力会社からの要請に基づき、防災行政無線等により、住民に対する広報活動を行う。 
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第２２節 都市ガス施設応急活動 
 

項目 担当 

都市ガス施設応急活動 
INPEXパイプライン株式会社、長野都市ガス株式会社、建設部監理

班・維持班・道路班、総務部本部班・情報システム班 

 

各都市ガス会社は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害対策本部を設置し、ガス施設

の応急復旧対策を講じる。 

なお、災害発生直後には応急措置を講じるとともに、応急措置が有効に機能するよう防災関係機関に連

絡し、広報により住民に周知する。 

建設部監理班・維持班・道路班は、市道の被害状況の把握とともに、掘削工事を伴う場合に他の占用物

件の情報提供や応急工事の調整を行うほか、交通制限に関し住民への広報活動を行う。 

総務部本部班は、ガス会社からの要請に基づき、防災行政無線等により、住民に対する広報活動を行う。 
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第２３節 上水道施設応急活動 
 

項目 担当 

上水道施設応急活動 
上下水道部総務班・営業班・水道整備班・水道維持班・浄水班、長

野県企業局川中島水道管理事務所、建設部監理班・維持班・道路班 

 

上下水道部水道整備班・浄水班・総務班・営業班・水道維持班は、上水道の被害状況の早期把握、適切

な二次災害防止措置、及び施設の迅速かつ効果的な応急復旧を図る。また、簡易水道施設について被害状

況の把握及び応急復旧等を行う。 

なお、対応が困難な場合は、協定締結先である長野市水道工事協同組合等に応援を要請する。 

建設部監理班・維持班・道路班は、市道の被害状況の把握とともに、掘削工事を伴う場合に他の占用物

件の情報提供や応急工事の調整を行うほか、交通制限に関し住民への広報活動を行う。 

 

長野県企業局は、県の上水道供給区域において長野県地域防災計画に定める応急対策を行う。 

 

１ 応急措置 

応急給水及び二次災害防止のため、次の点に留意して応急措置をとる。 

〈上水道施設の応急措置〉 

○漏水を確認したときは、バルブ操作を行う等して、飲料水を確保する。 

○配水管の破損に対しては、区間断水を行う。 

○配水管等の被害のない地区でも、給水を必要最小限に制限する。 

○原水から給水栓に至るまでの水質監視を強化する。 

 

２ 応急復旧 

各施設の応急復旧は、水道施設応急復旧計画に基づき迅速に行う。応急復旧資機材が不足する場合は、

必要に応じて協定締結先である長野市水道工事協同組合へ、組合での対応が困難な場合は応援協定団体等

へ応援を要請する。 

また、上下水道部営業班は、企画政策部広報広聴班と協力し、被害状況、注意事項、復旧見通し等の広

報を行い、住民への周知を図る。 
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第２４節 下水道施設等応急活動 
 

項目 担当 

下水道施設等応急活動 

上下水道部下水道整備班・下水道施設班・総務班・営業班、千曲川

流域下水道事務所、建設部監理班・維持班・道路班、企画政策部広

報広聴班 

 

上下水道部下水道整備班・下水道施設班・総務班・営業班は、下水道及び農業集落排水処理施設及び戸

別浄化槽の被害状況の早期把握、適切な二次災害防止、及び施設の迅速かつ効果的な応急復旧を図る。 

なお、対応が困難な場合は県等に応援を要請する。 

また、千曲川流域下水道事務所は、担当処理区域において長野県地域防災計画に定める応急対策を行う。 

建設部監理班・維持班・道路班は、市道の被害状況の把握とともに、掘削工事を伴う場合に他の占用物

件の情報提供や応急工事の調整を行うほか、交通制限に関し住民への広報活動を行う。 

 

１ 応急措置 

応急措置は、次の点に留意して行う。 

〈下水道施設の応急措置〉 

○下水道管路に機能障害が生じた場合は、汚水の流下量に適した汚水ポンプを配備し、正常な

管路まで圧送する。困難な場合は、溢水対策として最低限の消毒を行い近傍の水路等へ放流

する。 

○終末処理場に重大な機能障害が生じた場合は、応急的に簡易処理を行う等の措置をとる。 

○汚水ポンプ場に重大な機能障害が生じた場合は、仮設ポンプを設置し近くの吐出マンホール

まで仮設排水管で送水する。困難な場合は、溢水対策として最低限の消毒を行い近傍の水路

等へ放流する。 

○多量の塵芥等により管渠の閉塞又は流下が阻害されないよう、マンホール等に流入防止等の

応急措置を行う。 

 

２ 応急復旧 

各施設の応急復旧は、汚水終末処理場及びポンプ場応急復旧計画に基づき、迅速に行う。 

工事施工中の箇所は、工事請負人に被害を最小にとどめるよう、状況に応じて現場要員、資機材の補給

を行わせる。応急復旧資機材等は、基本的に市所有のものを使用するが、必要に応じて協力団体、民間指

定工事事業者、他市町村の下水道事業者の協力を得る。 

また、上下水道部営業班は、企画政策部広報広聴班と協力し、破損箇所、排水禁止区域、排水できない

場合の措置についての広報を行い、住民への周知を図る。 
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第２５節 通信・放送施設応急活動 
 

項目 担当 

第１ 市の通信手段の確保 
総務部本部班・情報システム班・管財班、地域・市民生活部支所班、

消防部通信指令班 

第２ 電気通信施設の応急活動 
東日本電信電話株式会社、携帯電話各社、建設部監理班・維持班・

道路班 

第３ 放送施設の応急活動 放送事業者 

第１ 市の通信手段の確保 

総務部本部班・情報システム班・管財班、地域・市民生活部支所班、消防部通信指令班は、通信手段の

確保に関して次の対策を実施する。 

(1) 事業者と協力して、通信施設の緊急点検・巡視を行い、当該施設の被災状況等を把握する。 

(2) 通信施設が被災した場合には、市町村職員と事業者により復旧活動を行い、通信の確保にあたる。 

(3) 停電が発生し、通信施設への復電まで長期間が予想される場合には、燃料の調達、供給を図る。 

(4) 衛星携帯電話等、災害時用通信手段により通信の確保を図る。 

(5) 災害時用通信手段等も使用不能又は困難となった場合には、非常通信によるものとし、近隣の使用可

能な通信手段をもつ機関に通信を依頼する。この場合、信越地方非常通信協議会との連携にも十分配慮

する。 

第２ 電気通信施設の応急活動 

各電話会社は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害対策本部を設置して電気通信施設

の応急復旧対策を講じる。 

災害発生直後には、応急措置をとるとともに、応急措置が有効に機能するよう防災関係機関に連絡し、

広報により住民に周知する。 

また、災害時用公衆電話（特設公衆電話）、無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）の設置等、避難所等に

おける通信確保に努める。 

建設部監理班・維持班・道路班は、市道の被害状況の把握とともに、掘削工事を伴う場合に他の占用物

件の情報提供や応急工事の調整を行うほか、住民への広報活動を行う。 

第３ 放送施設の応急活動 

各放送事業者は、地震災害が発生した場合には、放送の継続のために各放送機関で定めてある非常災害

対策規定に基づき、放送施設の復旧活動等、必要な措置をとる。 
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第２６節 鉄道施設応急活動 
 

項目 担当 

鉄道施設応急活動 
東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、長野電鉄株式会

社、しなの鉄道株式会社、企画政策部交通政策班 

 

各鉄道会社は、災害が発生した場合、あるいは列車や構造物が被災した場合には、災害対策本部を設置

して応急措置をとる。 

また、復旧状況、列車の運行状況について関係機関に連絡するともに、広報により住民や利用者に周知

する。応急措置は次の点に留意して行う。 

〈鉄道の応急措置〉 

○災害発生と同時に運転規制等初動措置を実施し、乗客の安全確保を図る。 

○列車の停止が長時間にわたるときや、火災等の二次災害の危険が迫っているときは、乗客の

安全確保のため的確な避難誘導を行う。 

○旅客を避難誘導した後、災害情報等を旅客に伝達し秩序維持に協力する。 

○避難措置の情報等は、速やかに市本部（総務部総務班）に通報する。 

○旅客等に事故が発生した場合、救護班を編成し救急救護にあたる。 

○不通区間が生じた場合は、バス等による振替輸送等を行う。 

○重要度の高い施設から仮復旧を行う。 

 

企画政策部交通政策班は、鉄道会社からの要請に基づき、公共交通機関の復旧・運行状況、代替輸送状

況等について、住民に対する広報活動を行う。 
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第２７節 災害広報活動 
 

項目 担当 

第１ 災害広報 
総務部本部班・情報システム班、地域・市民生活部地域活動支援班・

支所班、企画政策部広報広聴班、上下水道部営業班、消防部予防班 

第２ 報道対応 企画政策部広報広聴班 

第３ 災害相談 
地域・市民生活部地域活動支援班・支所班、財政部資産税班・収納

班、保健福祉部福祉政策班・国民健康保険班、建設部住宅班 

第１ 災害広報 

１ 役割分担 

市、県及び防災関係機関は、次の役割分担を基本に、相互に協力して迅速かつ的確に災害広報を行う。

市各部、各防災関係機関は、長野市に係る広報状況を企画政策部広報広聴班に随時連絡し、相互に情報を

共有する。 

〈広報実施機関と内容〉 

機関 役割分担 

市 

○地震予知情報の広報 
○災害の警戒、避難に関する情報 
○災害の発生状況、二次災害の防止に関する情報 
○被害状況、被災者への災害救助に関する情報 
○災害応急対策の活動状況 
○被災者への生活再建支援に関する情報 
○災害の復旧状況、見込みに関する情報 
○その他災害に関する情報 

県 
○市町村、防災関係機関から収集した被害状況 
○国、市町村、防災関係機関の災害応急対策の活動状況 

警察署 
○死者、行方不明者に関する情報 
○交通情報 

公共・公益施設の管理者 

○被害状況（使用不能状況） 
○復旧状況・見込み 
○二次災害に関する情報 
○二次災害防止、使用上の注意に関する情報 

公共交通機関 
○被害状況（不通状況） 
○運行状況（運休、臨時ダイヤ等） 
○復旧状況・見込み 

放送事業者、長野県大規

模災害ラジオ放送協議会 

市、県、防災関係機関からの依頼に応じて、必要な放送を行う。ま
た、災害等の緊急事態に際してすすんで情報を提供し、住民の適切
な判断と災害の予防ないし拡大防止のために必要な放送を行う。 

報道機関 
市、県、防災関係機関からの依頼に応じて、必要な報道を行う。な
お、災害報道に当たっては、可能な限り、高齢者、障害者、外国籍
市民等の要配慮者に対する配慮をした報道を行うよう努める。 

 

２ 市が実施する広報の実施体制 

企画政策部広報広聴班は、必要な情報を収集するとともに、広報活動用の資機材、車両及び要員を確保

し、迅速に広報活動を実施する。 

災害の発生が予想される場合は、住民等へ避難及びかけるため、必要に応じて市長等から直接呼びか

けを行う。 

また、関係部局と連携し、高齢者、障がい者、外国籍市民、外国人旅行者等の要配慮者に配慮した広報
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手段を用いるように努める。 

 

３ 初動期の広報 

災害発生前、発生時には次の情報を優先して迅速に広報し、住民等に周知する。 

主な広報事項 主な伝達手段 
(1) 災害発生前、発生時の初期広報 

○予想される災害の種類と場所の種別又は地域 

・土砂災害警戒情報  ・洪水予報等 

○事前避難の必要な地区、指定緊急避難場所、避難方向の指示 

(2) 救助・救急活動への協力呼びかけ 

○出火防止及び初期消火 

○要配慮者保護及び人命救助 

○緊急自動車通行確保のためのマイカー利用禁止 

○災害用伝言ダイヤルの利用 

○未確認情報による混乱防止 

(3) （必要な区域若しくは施設に対する）避難指示、緊急安全確保 

(4) 市の応急活動体制及び応急対策実施に関する情報提供 

○防災拠点の設置状況（市本部、避難所、救護所、災害相談窓口等） 

○救援対策・応急対策の活動状況と実施の目安 

(5) 市内の被害状況 

○火災、道路被害、土砂災害、その他二次災害防止のために必要な

範囲の被害概要 

○被害なしの状況（「被害なし」、「全員無事」の地区及び施設） 

(1) 同報系防災行政無

線、長野市有線放送に

よる緊急放送 

(2) 広報車による巡回

放送 

(3) テレビ、ラジオ局へ

の放送依頼 

(4) 消防部、消防団、自

主防災組織・住民自治

協議会等による呼び

かけ 

(5) 隣接市町村への広

報依頼 

(6) 区組織を通じ住民

に伝達 

(7) 市ホームページ（携

帯サイト・防災アプ

リ・ＳＮＳ含む）への

災害情報の掲示 

(8) 緊急速報メール 

 

４ 応急期の広報 

被害の状況が沈静化した段階においては、次の情報を優先して広報し、住民等に周知する。 

主な広報事項 主な伝達手段 
(1) 救援対策・応急対策の実施状況 

○災害相談 

○医療救護、保健、心のケア 

○要配慮者支援 

○応急給水、応急給食 

○住宅支援 

○生活再建支援措置 

○避難者への広報 

○遺体安置所の開設 

(2) 生活関連情報 

○ライフラインの復旧状況（見込み）、取扱い上の注意 

○食料、生活必需品等の供給状況 

○ごみ、し尿、がれきの収集計画及び分別の協力要請 

○保健衛生上の注意 

○道路交通規制状況、復旧状況（見込み） 

○公共交通機関の復旧・運行状況、代替輸送状況 

○医療機関の再開状況 

○消火活動の進捗状況 
(3) 安心情報 

○「被害なし」、「被害軽微」及び「全員無事」の地区及び施設の状

況 

(1) 被災者支援情報の

配布 

(2) 災害相談窓口への

掲示 

(3) 報道機関への報道

依頼 

(4) 消防団、自主防災組

織・住民自治協議会等

による呼びかけ 

(5) 同報系防災行政無

線、長野市有線放送に

よる緊急放送 

(6) 広報車による放送 

(7) 市ホームページ（携

帯サイト・防災アプ

リ・ＳＮＳ含む）への

災害情報の掲示 

(8) コールセンターの

設置 
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○水害、土砂災害、雪崩、危険建物、危険物等災害、その他人的危

険回避のために必要な情報 

○余震に関する情報 

 

５ 復旧期の広報 

生活再建、復旧に向かう段階においては、次の情報を優先して広報し、住民等に周知する。 

主な広報事項 主な伝達手段 
(1) 生活再建支援サービスの実施計画 

○罹災証明等の発行 

○義援金の配分 

○災害応急資金融資等、生活再建促進措置 

○応急仮設住宅等、住宅関連サービス 

○その他必要な生活再建支援サービス 

(2) 生活関連情報 

○ごみ、し尿、がれきの収集計画及び分別の協力要請 

○保健衛生上の注意 

○道路交通規制状況、復旧状況（見込み） 

○公共交通機関の復旧・運行状況、代替輸送状況 

○医療機関の再開状況 

(3) 安心情報 

○「被害なし」、「被害軽微」及び「全員無事」の地区及び施設の状

況 

○水害、土砂災害、雪崩、危険建物、危険物等災害、その他人的危

険回避のために必要な情報 

(1) 被災者支援情報の

配布 

(2) 災害相談窓口への

掲示 

(3) 報道機関への報道

依頼 

(4) 消防団、自主防災

組織・住民自治協議

会等による呼びかけ 

(5) 区組織による伝達 

(6) 市ホームページ

（携帯サイト・防災

アプリ・ＳＮＳ含む）

への災害情報の掲示 

(7) コールセンターの

設置 

第２ 報道対応 

１ 記者発表 

企画政策部広報広聴班は、定時に記者会見を開いて必要な情報を報道機関へ随時発表する。 

なお、発表内容は、本部会議で決定する。 

〈記者発表の方法〉 

発表者 副本部長 
発表場所 市役所庁舎内 

発表内容 
○市内の被害状況       ○応急対策の状況、予定 

○住民その他への要請事項 

 

２ 取材活動の自粛 

企画政策部広報広聴班は、報道機関に対し、災害の状況を十分考慮した上で、必要に応じて災害対策本

部内、避難所内等での取材活動の自粛を要請する。 

ただし、要請にあたっては、報道・取材活動の自由との兼ね合いを十分検討した上で行う。 

なお、避難所における避難者への取材活動については、避難者のプライバシーや運営従事者の負担等を

配慮したうえで、避難所運営委員会の会長または避難所運営責任者が対応する。 
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第３ 災害相談 

１ コールセンターの設置 

総務部本部班は、被災者等からの問い合わせに対応するため、専用電話を設置したコールセンターを開

設する。 

 

２ 相談窓口の設置 

地域・市民生活部地域活動支援班・支所班は、大規模な災害が発生した場合、又は必要と認める場合に

は、直ちに被災者への災害相談窓口を開設して相談員を配置する。必要に応じて関係班で構成する災害相

談の専門チームを編成し、対応に当たる。 

相談員には市各部の職員をあてることを原則とするが、不足する場合は、委託相談員の確保又は住民か

らの相談事項の書面受付（後日回答）により行う。 

また、必要と認める場合は、相談員を巡回させて支所又は避難所において臨時相談を行う。 

さらに、国・県・その他防災関係機関に対して災害相談窓口の開設を要請するとともに、市の災害相談

窓口と併設されるよう要請する。 

なお、相談にあたっては、女性相談員の配置、妊産婦等への対応等、女性や子育てのニーズや、災害多

言語支援センターとの連携による通訳の派遣等、外国人への対応等に配慮した相談体制となるように配慮

する。 

〈災害相談窓口設置予定場所〉 

設置場所 市役所（必要に応じて支所等にも設置） 

運  営 地域・市民生活部 

相談事項と

担当 

総 務 部 住民の安否に関すること 

企 画 政 策 部 交通、その他分掌の明らかでない事項 
財 政 部 罹災証明に関すること、税の減免に関すること 
地域・市民生活部 遺体の埋火葬に関すること 

保 健 福 祉 部 
医療・福祉全般、義援金・救援物資、ボランティアに関する

こと 
保 健 所 部 防疫に関すること 

こ ど も 未 来 部 保育に関すること 

環 境 部 災害廃棄物、環境衛生に関すること 
商 工 観 光 部 商工業、観光に関すること 
文 化 ス ポ ー ツ 

振 興 部 
文化、スポーツに関すること 

農 林 部 農業、林業に関すること 

建 設 部 

都 市 整 備 部 
土砂災害、住宅、道路、都市計画に関すること 

教 育 部 

学 校 教 育 部 
教育に関すること 

上 下 水 道 部 水道、下水道に関すること 
消 防 部 火災に関すること 
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第２８節 土砂災害等応急活動 
 

項目 担当 

第１ 土砂災害等の警戒・応急

措置 

建設部河川班・道路班・維持班・建築指導班、都市整備部各班、農

林部農地整備班・森林いのしか対策班、地域・市民生活部支所班、

消防部消防署班、消防団 

第２ 雪崩の警戒・応急措置 
建設部河川班・維持班、都市整備部各班、農林部農地整備班・森林

いのしか対策班、消防部各班、地域・市民生活部支所班、消防団 

第１ 土砂災害等の警戒・応急措置 

１ 警戒・巡視 

建設部河川班・維持班・建築指導班、農林部農地整備班・森林いのしか対策班、地域・市民生活部支所

班は、消防部消防署班、消防団、県と協力して、崖崩れ、地すべり、土石流等の危険箇所及び倒壊等の危

険のある建物・ブロック塀等について、警戒・巡視活動を行う。 

また、気象情報、河川情報の収集・伝達は、総務部本部班と協力して行う。 

 

２ 安全措置 

建設部河川班・維持班・建築指導班・農林部農地整備班・森林いのしか対策班は、崖崩れ、地すべり、

土石流等の土砂災害危険箇所及び倒壊等の危険のある建物・ブロック塀等について調査し、状況に応じて

必要な安全措置をとる。 

(1) 点検調査 

危険度の高い箇所から優先的に点検調査を実施する。点検調査への技術支援が必要と認められる場

合、県若しくは国へ、専門家の派遣を要請する。点検調査の結果をもとに、関係機関等と協力して必要

な安全措置をとる。 

〈応急措置の方法〉 

区分 措置の目安 

土 砂 災 害 

○シート保護（※落石防止対策若しくは降雨対策として行う） 

○崩壊面の補強 

○二次的災害の可能性のある崩壊土砂の除去 

○センサー類の設置 

危 険 建 物 ・ 

ブロック塀等 

○危険周知の標識設置 

○取壊し 

○幹線道路沿道等、その必要があると認める場合の危険建物の取壊し、倒壊

防止のための建物補強 

共 通 

○定期パトロール 

○住民等への土砂災害発生の可能性に関する広報及び注意喚起 

○避難指示、緊急安全確保 

○立入禁止区域の設定 

 

(2) 土砂災害発生時の措置 

建設部維持班・河川班・道路班は、巡視活動及び住民等からの通報により、土砂災害の発生を覚知し

た場合、直ちに被害の有無を確認し、県長野建設事務所長、土尻川砂防事務所長へ状況を報告する。 

また、関係機関等に協力を要請し、早急に次の事項を目安とした応急措置をとる。 

県は、地すべりにより、地割れや建築物等に亀裂が発生し、おおむね 10 戸以上の人家に被害が想定

される場合は、緊急調査を実施する。緊急調査の結果に基づき地すべりによる被害が及ぶおそれがある

土地の区域及び時期に関する情報を長野市長に通知する。 
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国（地方整備局）は、河道閉塞に起因する土砂災害で天然ダムの高さがおおむね 20ｍ以上あり、おお

むね 10戸以上の人家に被害が想定される場合は、緊急調査を実施する。緊急調査の結果に基づき土砂

災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を長野市長に通知する。 

また、必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の出動を要請する。 

災害の危険性が高まり、避難指示、緊急安全確保の対象地域、発令及び解除の判断時期等について必

要があると認められる場合は、県、指定行政機関及び指定地方行政機関に速やかに助言を求める。 

なお、情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等についてはライフライン施設等の被害状況の早期

把握のため、ライフライン事業者の要望に応じて、ＧＩＳの活用等による情報提供に努める。 

〈土砂災害時の応急措置〉 

○斜面崩壊により発生した（二次的崩壊の原因となるおそれがある）土砂の除去 

○行方不明者等の救出要請 

○立入禁止区域の設定、周辺の道路・鉄道の運行及び通行禁止 

○崩壊物等が影響する河川、道路、鉄道等施設の管理者への通報、及び二次災害等被害の拡大

防止措置 

○孤立地区に対する、ヘリコプターによる避難、医療救護、緊急物資輸送についての県への要

請 

○住居の被災、列車・車両の立ち往生等により受入れが必要な場合の避難所の開設・運営 

 

３ 障害物の除去 

建設部道路班・河川班・維持班は、道路及び公共土木施設等において倒壊や崩壊により早急に除去する

必要がある障害物について、協定締結先である（一社）長野市建設業協会等に協力を要請し、除去作業を

行う。除去する障害物は、公共用地内で応急対策活動上早急に除去が必要なものとする。 

なお、市の有する除去能力を上回る場合は、建設事業者への応援要請、又は総務部本部班を通じて広域

的応援体制の確立及び派遣を要請する。 

第２ 雪崩の警戒・応急措置 

建設部河川班・維持班、農林部農地整備班・森林いのしか対策班、地域・市民生活部支所班は、消防部

消防署班、消防団、県（建設事務所）、鉄道・道路管理者、警察署長等と協力して、雪崩危険箇所等の警

戒・巡視活動を行う。 

 

１ 警戒 

積雪量を観測し、警戒巡回（降雪時に随時巡視するとともに、定期的に巡視）又は固定警戒（危険状況

により常時監視を行う）を行い、適切な警戒態勢をとる。 

 

２ 巡視 

巡視員の配置、交替要員の確保、積雪量の収受等必要な連絡体制を確立して巡視活動を行う。 

また、必要に応じて雪崩監視装置を設置し、雪崩発生の兆候及び雪崩の早期発見に努めるとともに、県

に雪崩巡視に関する技術支援を要請する。 

 

３ 安全措置 

建設部河川班・維持班、農林部農地整備班・森林いのしか対策班は、県と雪崩の危険に対して必要な安

全措置を講じる。 

なお、安全措置は第１の２「安全措置」に準じて行う。 
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第２９節 建築物災害応急活動 
 

項目 担当 

第１ 市有施設等の応急復旧 
総務部管財班・公共施設マネジメント推進班、建設部建築班、施設

を所管する班 

第２ 被災建築物の応急危険度

判定 
建設部建築指導班、都市整備部各班 

第３ 被災宅地の危険度判定 建設部建築指導班、都市整備部各班 

第４ 文化財の保護 教育部文化財班 

第１ 市有施設等の応急復旧 

緊急地震速報を受信した場合、施設管理者は、来庁者に対し、慌てずに、身の安全を確保するよう誘導

するとともに、職員も周囲の状況に応じて、身の安全を確保する等必要な措置をとる。また、災害が発生

した場合、施設管理者は、建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、利

用者の安全確保と二次災害の防止のための措置をとる。 

 

１ 施設の保全 

施設管理者は、所管施設の被害状況を速やかに把握し、次の内容を基本とする安全確保措置をとる。 

〈安全確保措置〉 

○危険箇所への立入禁止措置 

○火気器具、電気、ガス設備、消火器等の点検 

○電気の復旧による火災の防止、ガス漏れによる事故防止措置 

○建設部建築班への応急危険度判定の要請 
 

２ 施設の機能確保 

災害応急対策のための活動拠点として供用する場合は、次の応急措置をとる。 

〈応急措置〉 

○ガラス等の散乱物の除去、清掃 

○ブルーシート、ダンボール、ベニヤ板等による応急修理 

○ライフラインの確保 

 

３ 施設の補修・撤去 

応急危険度判定や被災度区分判定結果から施設の補修、又は撤去が必要となる場合は、本部長に報告す

る。補修、撤去は本部長が決定し、必要性の高いものから順次実施する。 

第２ 被災建築物の応急危険度判定 

１ 実施本部の設置 

災害対策本部長は、被害情報をもとに、所管課長の意見を聞き、判定実施の要否を判断する。 

災害対策本部長等は、判定を要すると判断した時は、直ちに判定実施を宣言する。 

災害対策本部長等は、判定を実施すると宣言した時は、直ちに、県知事並びに建築関係団体等に判定実

施決定を連絡する。 
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２ 判定員の確保 

建設部建築指導班は、協定締結先である（公社）長野県建築士会ながの支部・更級支部又は県に要請し、

被災建築物応急危険度判定士を確保する。 

 

３ 作業体制の確立 

建設部建築指導班は、次のとおり作業体制を確立する。 

〈応急危険度判定の作業体制〉 

○判定実施区域、判定実施順位等の検討、決定  ○判定実施計画の策定 

○判定士等の参集及び受付、名簿作成      ○判定資機材の準備及び輸送方法確保 

○判定コーディネーターの配置         ○判定実施状況等の広報    

 

４ 判定基準 

建設部建築指導班は、被災建築物応急危険度判定士と協力し、災害発生後早急に作業を実施する。 

この際、罹災証明書の発行のための住宅の被害認定は別に行われることについて、併せて周知する。 

なお、判定により「危険」と判断された建物及び宅地については、二次災害が起こらぬよう、所有者に

判定結果とその意味を十分周知する。 

〈判定の方法〉 

○判定は、「被災建築物応急危険度判定マニュアル［（財）日本建築防災協会］」に従い、目視

にて行う。 

○判定の結果は、「危険」「要注意」「調査済」に区分し、３色の判定ステッカー（赤「危険」、

黄「要注意」、緑「調査済」）に対処方法を記載し、建物の見やすい場所に貼りつける。 

 

＜大地震の際に行われる３つの建物被害調査について＞ 

 応急危険度判定 住宅の被害認定 被災度区分判定 

実施目的 
余震等による二次災害の

防止 

住家に係る罹災証明書の

発行 

被災建築物の適切かつ速

やかな復旧 

実施主体 
市町村（都道府県･応急危

険度判定協議会が支援） 
市町村 建物所有者 

判定調査員 
応急危険度判定士（行政

又は民間の建築士等） 

主に行政職員（罹災証明

書の発行は行政職員の

み） 

民間建築士等 

判定内容 当面の使用の可否 
住家の損害割合（経済的

被害の割合）の算出 

継続使用のための復旧の

要否 

判定結果 危険・要注意・調査済 全壊・大規模半壊等 要復旧・復旧不可能等 

判定結果の表

示 

建物に判定結果を示した

ステッカーを貼付 

罹災災証明書に判定結果

を記載 
判定結果を依頼主に通知 

（内閣府 防災情報のＨＰから） 

 

５ 判定後の措置 

建設部建築指導班は、応急危険度判定により「危険」と判断された建物及び宅地の所有者・管理者から

の相談に優先して対応し、被災度区分判定・修理・復旧等を促進する。 

第３ 被災宅地の危険度判定 

被災した宅地の二次災害を防止し、住民の安全を図るために被災宅地等の危険度判定を行う。 

建築部建築指導班は、県等を通じて被災宅地危険度判定士の確保を要請し、実施本部を設置する等、被

災宅地危険度判定業務実施マニュアルに準じて実施する。判定結果は宅地所有、近隣の住民が余震により

二次災害にあわないよう、宅地の状況を周知するため、結果票（ステッカー等）を目立つ箇所に掲示する。 
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また、施設等に著しい被害を生じるおそれのある場合は、速やかに関係機関や住民に連絡するとともに、

必要に応じ、適切な避難対策、被災施設・危険箇所への立入制限を実施する。 

〈判定の方法〉 

○判定は、被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」等に従い実施する。 

○判定の結果は、「大被害」「中被害」「小被害」に区分し、３色の判定ステッカー（赤「危険

宅地」、黄「要注意宅地」、青「調査済宅地」）に対処方法を記載し、擁壁、のり面、電柱等

目立つ場所に貼りつける。 

第４ 文化財の保護 

１ 所有者・管理者の措置 

文化財の所有者・管理者等は、見学者の避難誘導、焼失を防ぐための措置をとる。 

また、災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、教育部文化財班へ報告し、被害

の状況に応じ、被害の拡大防止のための応急修理の措置を文化庁、県教育委員会、市の指導を受けて実施

する。 

被災した建造物内の文化財については、県教育委員会や市等の関係機関と連携して応急措置をとる。 

 

２ 市の措置 

教育部文化財班は、災害が発生した場合の所有者又は管理者が実施すべき対策について指導する。 

国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項

について県教育委員会に報告する。 

被災した建造物内の文化財については、所有者や県教育委員会等の関係機関と連携して応急措置をと

る。 
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第３０節 道路及び橋りょう応急活動 
 

項目 担当 

第１ 被害状況の把握・応急措置 建設部道路班・維持班、都市整備部各班、農林部農地整備班、その

他道路管理者 第２ 応急復旧 

第１ 被害状況の把握・応急措置 

道路管理者は、災害が発生した場合、道路パトロールにより道路施設の被害状況、道路上の障害物の状

況を調査し、その情報を相互に連絡し、共有する。 

また、警察署等関係機関から道路に関する情報を収集する。 

市は、必要に応じ、迂回道路の選定、交通規制等の措置をとるとともに、速やかな路上障害物の除去を

行う。 

管理外の道路が、損壊等により通行に支障をきたす場合は、当該道路管理者に通報し、応急復旧を要請

する。道路占用施設（上・下水道、電気、ガス、電話等）の被害を確認した場合は、当該施設管理者及び

道路管理者にその旨を通報する。 

第２ 応急復旧 

道路管理者は、被害を受けた道路施設について、（一社）長野市建設業協会に要請して応急復旧を行う。

管理外の道路について事態が緊急を要し、当該道路管理者による応急復旧を待ついとまがない場合は、必

要最小限度の範囲で応急復旧を行う。 
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第３１節 河川施設等応急活動 
 

項目 担当 

第１ 応急措置 建設部各班、都市整備部各班、農林部農地整備班・森林いのしか対

策班、上下水道部総務班・営業班・水道整備班・水道維持班・浄水

班、その他河川管理者 
第２ 応急復旧 

第３ 土砂ダム対策 
総務部本部班・情報システム班、建設部各班、都市整備部各班、農

林部農地整備班・森林いのしか対策班、その他河川管理者 

第１ 応急措置 

１ 点検 

管理者は、特に工事中の箇所や、あらかじめ把握している危険箇所を重点的に点検し、その状況を市及

び県に報告する。 

なお、県において「地震後の農業用ダム・ため池点検マニュアル 長野県農政部令和２年改訂版」が作

成されている。 

(1) ダムの緊急点検 

ダム管理者は、震度４以上をダムの近くの地震観測所で観測した場合、速やかに臨時点検を行う。点

検の結果、異常がある場合は市に報告する。市は必要に応じ、避難指示、緊急安全確保の発令や状況に

ついて広報を行う。 

(2) 河川、用排水施設等の緊急点検 

河川施設管理者は、あらかじめ定める震度を近くの地震観測所で観測した場合、緊急点検を行う。点

検の結果、異常がある場合は市に報告する。市は必要に応じ、代替手段の確保や状況について広報を行

う。 

(3) 貯水池、配水池等の緊急点検 

あらかじめ定める震度を近くの地震観測所で観測した場合、緊急点検を行う。点検の結果、異常があ

る場合は応急措置を取り、必要に応じ避難指示、緊急安全確保の発令や状況について広報を行う。 

 

２ 応急措置 

施設管理者は、点検等の結果、異常又は被害の発生が認められる場合、市、及び県（地域振興局農地整

備課、建設事務所）に報告し、氾濫等の防止、排水措置等を講じる。 

また、必要に応じて移動排水ポンプの派遣や技術指導を国、県に要請する。 

第２ 応急復旧 

施設管理者は、施設の被害状況を調査し、速やかに応急復旧を行う。 

第３ 土砂ダム対策 

斜面の崩壊により河道が閉塞された「土砂ダム」が発見された場合は、国、県と連携して、水位の上昇

の観測、排水等の措置をとる。 

また、土砂ダムが決壊するおそれのある場合は、下流の危険区域に対し、避難指示、緊急安全確保を発

令する。 

なお、避難については第 11 節「避難の受入れ及び情報提供活動並びに応急仮設住宅の確保活動」を準

用する。 
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第３２節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 
 

項目 担当 

第１ 建築物、構造物に係る二

次災害防止対策 
建設部建築指導班・道路班・維持班 

第２ 危険物施設等に係る二次

災害防止対策 
消防部消防署班、環境部環境保全温暖化対策班 

第３ 河川施設の二次災害防止

対策 
農林部農地整備班、建設部河川班、消防部警防班 

第４ 山腹・斜面及び渓流並び

に施設に係る二次災害防

止対策 

農林部農地整備班・森林いのしか対策班、建設部各班、消防部各班 

第１ 建築物、構造物に係る二次災害防止対策 

１ 建築物関係 

(1) 建設部建築指導班は、被災地において、応急危険度判定士が、安全かつ迅速な判定作業が行えるよ

う次の事項を整備する。 

ア 応急危険度判定士の派遣要請 

イ 応急危険度判定を要する建築物や宅地の選定 

ウ 判定実施区域、判定実施順位等の検討、決定 

エ 市内の被災地域への派遣手段、宿泊所、食料の確保 

オ 応急危険度判定士との連絡手段の確保 

(2) 本部長は、必要に応じ倒壊等の危険のある建築物や宅地について立入禁止等の措置をとる。 

また、災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するための必要最

小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる空家

等の全部又は一部の除却等の措置を行うものとする。 

 

２ 道路及び橋梁関係 

建設部道路班・維持班は、市内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、関係機関と連

携を図りながら交通規制、応急復旧を行う。 

第２ 危険物施設等に係る二次災害防止対策 

１ 危険物関係 

(1) 危険物施設の緊急時の使用停止命令等 

本部長は、災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、市域における危険物施設の管

理者等に対し、製造所等の一時停止等を命じる。 

(2) 災害時等における連絡 

消防部予防班は、危険物施設において災害が発生し又は発生するおそれがある場合における連絡体

制を確立する。 

(3) 危険物施設の管理者等に対する指導 

消防部予防班は、危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱

者等に対して、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう次項に掲げる項目について指導す

る。 

ア 危険物施設の緊急時の使用停止等 

イ 危険物施設の緊急点検 
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ウ 危険物施設における災害防止措置 

エ 危険物施設における災害時の応急措置等 

(ｱ) 応急措置 

(ｲ) 関係機関への通報 

オ 相互応援体制の整備 

カ 従業員及び周辺地域住民に対する措置 

 

２ 毒物劇物関係 

(1) 消防部消防署班は、周辺住民に対する避難誘導等の活動を行うものとする。 

(2) 環境部環境保全温暖化対策班は、飲料水汚染のおそれがある場合は、水道事業者と連携をとり、水

道使用者井戸水使用者に対する通報を行うものとする。 

第３ 河川施設の二次災害防止対策 

(1) 農林部農地整備班及び建設部河川班は、河川管理施設に二次的な災害の発生が考えられる場合は、

特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視する。その結果、危険性が高いと判断された箇所につ

いては、関係機関や住民に周知を図る。 

(2) 農林部農地整備班及び建設部河川班は、災害防止のため、応急工事を実施する。また、災害発生の

おそれがある場合は、速やかに適切な避難対策を実施する。 

(3) 本部長は、必要に応じて、水防活動を実施する。 

第４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 

本部長は、緊急点検結果の情報に基づき、避難指示等の必要な措置をとる。 

専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住民の避難、応急対策を行

う。 
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第３３節 ため池災害応急活動 
 

項目 担当 

第１ 応急措置 建設部各班、都市整備部各班、農林部農地整備班・森林いのしか対

策班、その他河川管理者 第２ 応急復旧 

第１ 応急措置 

１ 点検 

管理者は、特に工事中の箇所や、あらかじめ把握している危険箇所を重点的に点検し、その状況を市及

び県に報告する。 

なお、県において「地震後の農業用ダム・ため池点検マニュアル 長野県農政部令和２年改訂版」が作

成されている。 

(1) ため池の緊急点検 

ため池管理者は、あらかじめ定める震度を近くの地震観測所で観測した場合、緊急点検を行う。点検

の結果、異常がある場合は市に報告する。市は必要に応じ、避難指示、緊急安全確保や状況について広

報を行う。 

 

２ 応急措置 

施設管理者は、点検等の結果、異常又は被害の発生が認められる場合、市、及び県（地域振興局農地整

備課、建設事務所）に報告し、氾濫等の防止、排水措置等を講じる。 

また、必要に応じて移動排水ポンプの派遣や技術指導を国、県に要請する。 

第２ 応急復旧 

施設管理者は、施設の被害状況を調査し、速やかに応急復旧を行う。 
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第３４節 農林水産物災害応急活動 
 

項目 担当 

第１ 農業災害応急対策 農林部農業政策班・農地整備班 

第２ 林業災害応急対策 農林部森林いのしか対策班 

第１ 農業災害応急対策 

１ 農業用施設の応急措置 

農林部農地整備班は、災害により農業用施設及び農地に被害を受けた場合、農業協同組合、土地改良区、

その他関係団体等の協力を得て、被害状況の早期・的確な把握を行い、その結果を県（地域振興局）に報

告し、速やかに応急復旧を行う。 

 

２ 農作物に対する応急措置 

農林部農業政策班は、県（地域振興局、農業農村支援センター）、農業協同組合等と協力し、被害状況

の早期・的確な把握を行い、その結果を農業農村支援センターに報告する。 

また、農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に対する技術対策を速やかに農業者に周知徹底する。 

 

３ 家畜等の防疫 

(1) 感染症の予防 

農林部農業政策班は、家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止のため、県（地域振興局、家畜保健衛

生所）と協力して、検査の実施及び消毒等の指導を行う。 

(2) 死亡獣畜の処理 

死亡獣畜の処理は、原則として所有者が行うものとする。所有者が不明なとき又は所有者が処理する

ことが困難な場合は、県と協力して処理にあたる。 

死亡獣畜の処理は、移動し得るものについては、集中焼却又は埋却処理する。移動し難いものについ

ては、保健所の指導により、その場で他に影響を及ばさないよう焼却又は埋却するものとする。 

第２ 林業災害応急対策 

農林部森林いのしか対策班は、災害により山腹崩壊、林道の流出等の被害が発生するおそれがあるとき

又は発生した場合は、県地域振興局（林務課）、北信森林管理署、森林組合等の関係機関にその旨を通知

して、速やかに林業用施設の防護措置又は応急措置の実施を要請するとともに、それらの応急措置に協力

する。 
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第３５節 文教・保育活動 
 

項目 担当 

第１ 児童・生徒等の安全確保 
学校教育部学校教育班・保健給食班、教育部総務班・家庭･地域学び

の班・文化財班 

第２ 応急教育計画 学校教育部学校教育班・保健給食班 

第３ 園児等の安全確保 学校教育部学校教育班、こども未来部保育・幼稚園班 

第４ 応急保育計画 こども未来部保育・幼稚園班、企画政策部広報広聴班 

第１ 児童・生徒等の安全確保 

災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、学校教育部学校教育班は校長・教職員等と連携し、

次の応急措置をとる。 

 

１ 災害情報の収集・伝達 

学校教育部及び学校長は、相互に連携して次の情報収集・伝達活動を行う。 

〈学校関係における情報収集〉 

○学校教育部学校教育班は、大規模な災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、校

長等に対し災害に関する情報を迅速・的確に伝達するとともに、必要な措置を指示する。 

○学校長は、市本部から災害に関する情報を受けた場合、教職員に対して速やかに伝達すると

ともに、自らテレビ・ラジオ等により地域の被害状況等災害情報の収集に努める。 

なお、児童・生徒等への情報伝達については、混乱を生じないよう配慮する。 

○学校長は、児童・生徒等及び学校施設に被害を受け、又はそのおそれがある場合、直ちにそ

の状況を把握し、学校教育部及び県（教育委員会）に報告する。 

なお、勤務時間外に参集した場合は、教職員等の参集状況を把握し学校教育部学校教育班へ

報告する。 

 

２ 児童・生徒等の安全確保 

学校教育部学校教育班及び学校長等は、児童・生徒等の安全を確保するため、次の措置をとる。 

(1) 避難の指示 

学校長は、的確に被害の状況を判断し、屋外への避難の要否、避難場所等を迅速に指示する。 

(2) 避難誘導 

学校長及び教職員は、避難を要すると判断したとき、児童・生徒等をけがのないよう安全な場所へ避

難誘導する。避難終了後、災害の状況により保護者に避難先を周知し、児童・生徒等を保護者に安全に

引き渡す。校外への避難が必要な場合は、学校教育部や地域住民、ＰＴＡ等関係機関の協力を得て行う。 

(3) 救護 

施設内における児童・生徒等の救護は、原則として養護教諭が行う。軽傷者に対しては応急措置を施

した後、救護所等に搬送し対応する。重傷者については、救急車等を要請し、病院等に搬送する。 

(4) 下校時の危険防止 

学校長は、下校途中における危険を防止するため、児童・生徒等に必要な注意を与えるとともに、状

況に応じ通学区域毎の集団下校、又は教員及び協力団体による引率等の措置をとる。 

(5) 校内保護と引渡し 

学校長は、被害の状況により、児童・生徒等を下校させることが危険であると認めた場合、速やかに

保護者への連絡に努め、引渡し準備をする。引渡しの際には、家庭の被害状況・避難先等も確認してお

く。 

なお、保護の状況を学校教育部に報告する。 
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(6) その他の措置 

学校長は、災害の状況に応じて、学校教育部学校教育班と協議の上、臨時休業、早退、始（終）業時

刻の繰下げ又は繰上げ、部活動の停止等適切な措置をとり、児童・生徒等の安全確保に努める。 

 

３ 児童・生徒・教職員の安否確認 

学校教育部学校教育班は学校長と協力し、被災した児童・生徒・教職員の安否（本人・家族・住居の被

害、避難先、連絡先等）を確認する。 

また、避難した児童・生徒等の連絡先についても調査する。 

なお、学校長は、調査結果をもとに連絡先リスト（名前、所在、連絡先）を作成し、児童・生徒等への

連絡体制を確立する。 

〈安否確認の方法〉 

○学校教職員による調査           ○保護者からの連絡 

○ＰＴＡ、自主防災組織・住民自治協議会その他防災関係機関の調査 

 

４ 施設の安全確保 

教職員は、地震その他の災害による学校施設の被災状況を調査し、被災箇所・危険箇所を把握する。ま

た、安全点検を実施し、可能な範囲内において応急修理、立入禁止措置等必要な安全措置をとる。 

なお、学校長は教育部総務班へ状況を報告し、必要に応じて点検・修理を要請する。 

教育部各班は、所管する教育施設の被害状況を調査し、必要な応急措置をとる。 

 

５ 避難所の開設協力 

被災地域からの避難者があった場合、学校長は、次の措置をとる。 

〈避難所の開設協力〉 

○教育部総務班に避難者の状況を報告する。 

○市職員が到着するまでの間、学校教職員の協力の下、避難所の開設・運営を行う。なお、教

職員の協力については、災害発生後一週間を目途に、応急教育活動へ配置できるように配慮

する。 

○開放スペースを指定し、避難者を速やかに受入れる態勢を整える。なお、受入れ準備には、

自主防災組織・住民自治協議会やＰＴＡ役員等の協力を得て行う。 

 

６ その他の留意事項 

施設の安全と教育再開のため、次の措置をとる。 

〈教育再開への措置〉 

○教育部総務班は、二次災害防止のため、建設部建築班の支援を受けて学校施設の応急危険度

判定を実施する。 

○教育部総務班は、被災した学校の復旧計画を作成し、速やかに復旧する。 

○学校教育部学校教育班は、被災学校の運営について助言と指導にあたる。 

第２ 応急教育計画 

１ 教室の確保 

学校教育部学校教育班及び学校長は、避難所との兼ね合いを踏まえつつ、応急教育の実施場所を確保す

る。 
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〈応急教育の実施場所〉 

災害の程度 応急教育の実施場所 
校舎の一部が被害を受けた場合 特別教室、体育館、講堂 
校舎の全部が被害を受けた場合 公民館等の公共施設、近隣の学校校舎 
特定の地域全体に相当大きな災害を受

けた場合 
住民の避難先の最寄りの学校、無被害の学校、公民

館等の公共施設及び応急仮設校舎 
市全域に相当大きな災害を受けた場合 避難先の最寄りの学校、公民館等公共施設 

 

２ 教職員の確保 

学校教育部学校教育班は、教職員の不足により応急教育の実施に支障がある場合は、学校間における教

職員の応援、又は応急教職員の派遣について、県（教育委員会）に要請する。 

 

３ 応急教育の実施 

学校教育部学校教育班及び学校長は、応急教育計画を立て臨時の学級編成を行う等し、受入れ可能な児

童・生徒等を保護し、応急教育の実施に努め、速やかに児童・生徒等及び保護者に周知する。 

なお、応急教育における指導・教育は、おおむね次の点を考慮して行う。 

〈応急教育の留意点〉 

○教具、資料を必要とするものはなるべく避ける。 

○健康、生活、安全に関係する科目・内容（保健体育、理科の衛生※等）を主として指導する。 

※飲み水、食物、手洗い等の飲食関係の衛生、衣類・寝具の衛生、住居・便所等の衛生、入

浴等身体の衛生、心のケア等  

○児童・生徒等の相互の助け合い、協力の精神を育て、集団生活について積極的に指導する。 

○児童・生徒等のそれぞれの発達段階に応じて、事態の認識と復興の意欲化を図り、具体的に

取り組むことを指導する。 

 

４ 学用品の確保 

(1) 被害調査 

学校教育部学校教育班は、学校長等と協力し、次の学用品の支給対象となる被害の実状について調査

し、県（教育委員会）に報告する。 

〈学用品の支給対象〉 

災害により住家に被害（全壊、焼失、半壊、半焼、床上浸水、土砂の堆積により一時的に居

住することができない状態となったもの）を受け、学用品（教科書、文房具、通学用品）を失

い、又はき損し、就学上支障のある児童・生徒 

 

(2) 調達・給与 

学校教育部学校教育班は、災害救助法第４条第１項第８号に定める学用品の給与を、「災害救助法に

よる救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」第９条に基づき行う。調達は、原則として教科

書、文房具、通学用品について行い、指定事業者に依頼する。 

また、学用品の給与は、学校教育部長が学校長等と協力を得て、小・中・高校及び学年別に配分計画

を作成し学用品の給与を実施する。 

なお、高等学校生徒（市立高校を除く）に対する学用品の給与は、県と緊密な連携を図り、県の委任

に基づき実施する。 

 

５ その他の留意事項 

(1) 給食の措置 

学校給食は、原則として一時中止する。応急給食は、給食施設及び給食物資搬入事業者の被害状況を

把握し、県教育委員会、保健所部と協議して実施する。 
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(2) 保護者等への連絡 

学校再開時期が確定したときは、速やかに児童・生徒等及び保護者に連絡する。 

(3) 就学援助 

被災した児童・生徒等のうち就学困難な状態の者に対して、就学援助の方法を定め実施する。 

第３ 園児等の安全確保 

こども未来部保育・幼稚園班及び園長は、園児等の安全確保措置を、第１の「児童・生徒等の安全確保」

に準じて行う。 

第４ 応急保育計画 

１ 施設・職員等の確保 

こども未来部保育・幼稚園班は、応急保育の実施場所と職員の確保について、第２の「１ 教室の確保」

及び「２ 教職員の確保」に準じて行う。 

 

２ 応急保育の実施 

こども未来部保育・幼稚園班は、保育園の被害状況をまとめ、応急措置をとり、可能な限り応急保育の

実施体制を整える。 

また、応急保育体制が整いしだい企画政策部広報広聴班に広報を依頼し、応急保育の受付を行う。 

 

３ その他 

応急対策従事者等の園児について、緊急的に保育が必要となった場合は、保育措置の手続を省き、一時

的な保育を実施する。 
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第３６節 飼養動物の保護対策 
 

項目 担当 

第１ 所有者不明の飼養動物へ

の対応 
保健所部食品生活衛生班 

第２ 飼養動物への対応 
保健所部食品生活衛生班、教育部各班、財政部市民税班・資産税班・

収納班 

第３ 死亡獣畜への対応 保健所部食品生活衛生班 

第４ 動物園の特定動物への対

応 
（一社）長野市開発公社 

 

災害時においては、人命救助が最優先であるが、被災した動物についても保護・収容・救護及び避難所

での飼養等の保護措置を実施する。 

第１ 所有者不明の飼養動物への対応 

保健所部食品生活衛生班は、飼い主の被災により遺棄され又は逃げ出した飼養動物等を保護する。特定

動物（ライオン・ゾウ等）が逃げ出した場合は、人的危害を防止するため、飼養者、警察等と連携により

必要な措置をとる。 

第２ 飼養動物への対応 

避難時の飼養動物（以下「ペット動物」という。）の保護及び飼育は、原則として飼い主が行い、避難

所では市としてペット動物の飼育は行わない。 

避難所責任者は、「避難所のペット動物対策マニュアル」に基づき、ペット動物の飼育スペースを確保

し、被災者がペット動物を連れて避難してきた場合、被災者とペット動物を確認の上、飼育スペースへ誘

導する。 

飼い主は、「動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48年法律第 105号）」及び、「動物の愛護及び管理

に関する条例（平成 21年長野県条例第 16号）」に基づき、自己責任においてペット動物を管理すること

とし、また避難所に避難したペット動物の飼い主は、動物愛護及び感染症等のまん延防止の観点から、「長

野市避難所運営マニュアル」等に基づき飼育ルールを設定し、適正な飼育を行う。 

避難生活が長期化し、避難所等において避難生活の障害となるペット動物の問題が生じた場合は、保健

所部食品生活衛生班は、長野市保健所に動物救護所を設置する。動物救護所の運営については、県及び獣

医師会等と取扱いについて協議する。 

第３ 死亡獣畜への対応 

保健所部食品生活衛生班は、死亡獣畜が周辺環境を汚染することなく適正に処理されるよう、措置をと

る。 

第４ 動物園の特定動物への対応 

長野市茶臼山動物園及び城山分園が被災し、特定動物が逃げ出した場合の対応は、「長野市茶臼山動物

園非常事態の予防及び活動要綱」等によるものとする。 

 



《第３章 災害応急》37 ボランティアの受入れ体制 

震-190 

第３７節 ボランティアの受入れ体制 
 

項目 担当 

第１ ボランティアニーズの把握とボランテ

ィアの募集等 
長野市社会福祉協議会、保健福祉部福祉政策班、総務

部本部班 
第２ ボランティアの受入れ体制 

第１ ボランティアニーズの把握とボランティアの募集等 

市内の広域に亘る災害が発生した場合は、長野市社会福祉協議会（以下この節において「市社協」とい

う。）と連携してボランティアニーズの把握を行う。 

保健福祉部福祉政策班は、市社協を通じてボランティアの募集を行うとともに、必要に応じてボランテ

ィア団体に協力を要請する。 

局所的な災害が発生し、地域による復旧・支援活動が困難で、被災地域においてボランティアニーズが

ある場合は、本部班（総務部危機管理防災課）が相談を受け、保健福祉部福祉政策班が市社協と連携して

地域における支援活動等を調整する。 

第２ ボランティアの受入れ体制 

１ 災害ボランティアセンターの設置 

市は、ボランティア活動の拠点となる災害ボランティアセンター（以下この節において「センター」と

いう。）の設置場所を決定する。 

市社協は、県社会福祉協議会、日本赤十字社（長野県支部）、ボランティア団体等と協力して、センタ

ーを設置し、センター長を置き運営する。 

また、保健福祉部福祉政策班は、情報や資機材の提供等、センターの設置に必要な協力支援を行う。 

センターは、ボランティアの受付、登録、保険への加入、ボランティア情報の広報、ボランティア活動

のコーディネート、活動に必要な物資の提供、関係機関及び中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア団体等

の活動支援や活動調整を行う組織）との連絡調整等を行う。 

 

２ ボランティア活動調整 

保健福祉部福祉政策班は、市各部からボランティアへのニーズを把握し、センターとボランティア情報

の広報、ボランティアの活動体制について調整する。 

また、医師、看護師、応急危険度判定士等の専門資格を有し、市が行う災害応急対策活動に従事可能な

ボランティアは、各部でボランティアの受入れ、活動のコーディネートを行う。 

保健福祉部福祉政策班は、ボランティアの需給状況等について、随時、県災害対策本部に報告する。 

 



《第３章 災害応急》38 義援金の受入れ体制 

震-191 

第３８節 義援金の受入れ体制 
 

項目 担当 

義援金の受入れ・配分 保健福祉部医療連携推進班 

 

義援金の受入れ・配分は、市が配分計画を立てて行う。 

ただし、被害が他市町村にわたる場合は、県等が災害義援金配分委員会を設置し、災害義援金の受入れ、

配分を行う。 

 

１ 長野市災害義援金配分委員会の設置 

本部長は、次の機関を目安に構成する長野市災害義援金配分委員会（以下この項において「委員会」と

いう。）を設立し、委員会で協議の上配分を決定する。 

なお、県に災害義援金配分委員会が設置された場合は、市は委員会の構成機関として県災害義援金配分

委員会に事務を引き継ぐ。 

〈委員会の構成機関〉 

○市       ○市議会      ○市社会福祉協議会   ○報道機関 

○日本赤十字社長野県支部       ○その他 

 

２ 受入れ・保管 

保健福祉部医療連携推進班は、義援金の受付・保管等の手続を行うとともに、寄託者に領収書を発行す

る。 

 

３ 配布 

保健福祉部医療連携推進班は、義援金の配分が決定した後、被災者に対し迅速かつ適正に義援金を配布

する。 
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第３９節 災害救助法の適用 
 

項目 担当 

災害救助法の適用 

総務部本部班・情報システム班・総務班・職員研修所班・行政ＤＸ推進

班・管財班・公共施設マネジメント推進班・選挙管理委員会事務局班・

監査委員事務局班、地域・市民生活部市民窓口班・人権・男女共同参画

班、保健福祉部生活支援班・国民健康保険班、保健所部総務班・健康班、

商工観光部商工労働班、建設部住宅班・建築指導班・道路班・河川班・

維持班、都市整備部各班、教育部総務班、学校教育部学校教育班、上下

水道部水道維持班、消防部警防班・消防署班 

 

１ 災害救助法の適用基準 

市町村単位の被害が一定の基準以上、かつ応急的な復旧を必要とする場合（被害のおそれがある場合を

含む。）に、災害救助法を適用し、被災者の保護及び社会秩序の保全を図る。 

災害救助法による救助は、県が実施する。ただし市長は、知事から委任された救助事務については、知

事の補助機関として実施する。 

災害救助法の適用は、本市の場合次のいずれか１つに該当する場合に適用となる（災害救助法施行令第

１条第１項）。 

〈災害救助法の適用〉 

指標となる被害状況 備考 

(1) 市内の住家が 150世帯以上

滅失したとき 

人口・世帯数 

（令和２年国勢調査） 

人 口 ……………372,760人 

世帯数 ……………156,975世帯 
(2) 県内の住家が 2,000世帯以

上滅失し、そのうち市内の住

家が 75 世帯以上滅失したと

き 

(3) 県内の住家が 9,000世帯以

上滅失し、市の被害状況が特

に援助を要する状態にある

とき 

滅失世帯が(1)又は(2)に達しないが、広範囲にわたり、その

滅失世帯の合計が 9,000世帯以上に達した場合であって、市

の被害状況が特に救助を必要とする状況にあると知事が認め

たとき 

(4) 災害が隔絶した地域で発

生したものである等、災害に

あった者の救援を著しく困

難とする特別の事情がある

場合で、かつ多数の世帯の住

家が滅失したとき 

市の住家被害は(1)～(3)の基準に達しないが、知事が特に救

助を実施する必要があると認めたとき 

※特別の事情の例示 

○被害世帯を含む被害地域が他の集落から隔離又は孤立して

いる等のため、生活必需品等の補給に特殊な方法を必要と

する場合 

○有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、被災者の救

助に特殊の技術を必要とする場合 

(5) 多数の者が生命又は身体

に危害を受け、又は受けるお

それが生じたとき 

※例示 

○船舶の沈没あるいは交通事故により多数の者が死傷した場

合 

○交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状態

に陥る場合 

○火山爆発又は有毒ガスの発生等のため多数の者が危険にさ

らされている場合 

○群衆の雑踏により多数の者が死傷した場合 

○豪雪により多数の者が危険状態となる場合 
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○山崩れ、崖崩れにより多数の住家に被害が生じ、かつ、多

数の者が死傷した場合 

○原子力発電所等の放射線物質の放出等により多数の者が危

険にさらされている場合 

 

２ 住家被害程度の認定 

住家の被害程度のは、住家被害調査により行う。 

なお、住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とし、半壊等

については、災害救助法施行令第１条第２項の規定により、みなし換算を行う。 

〈滅失世帯数の換算方法〉 

住家の被害程度 滅失世帯の換算数 
住家の全壊・全焼・流失 １世帯 
住家の半壊・半焼等 1/2世帯 
住家の床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住不能となった住家 1/3世帯 

 

３ 災害救助法適用の申請・報告 

災害の状況が次の基準に該当する場合、把握している被害状況を速やかに県（地域振興局長）に報告し、

併せて災害救助法の適用を要請する。 

〈災害救助法の適用基準に該当する災害〉 

○災害救助法による救助が必要と考えられる災害 

○他の市町村に災害救助法が適用されている場合で、同一原因による災害 

○住家に及ぼす被害が、５世帯以上滅失した災害 

○上記以外の災害で、緊急の救助を要すると考えられる被害が発生した災害 
 

【法の適用事務】 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 救助事務の実施者 

災害救助法による救助は、県が実施する。 

ただし、知事から委任された救助事務については、本部長（市長）が実施する。 

また、災害の事態が急迫し、県による救助の実施を待ついとまがない場合、本部長（市長）は災害救助

法の適用を想定した救助を実施するとともに、直ちに県知事に報告する。その後の処置に関しては、県知

事の指示を受ける。 

  

長
野
市 

長
野
地
域
振
興
局 

県 国 

適用協議 

発災報告 

適用協議 

発災報告 

 

了承 

適用報告 

発災報告 

 
災害発生 

被害調査 

適用通知 適用通知 
救助実施 
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〈災害救助の実施概要〉 

救助の種類 
実施期間 

（災害発生日から） 
担当 

被害状況の報告・要請 毎日 総務部本部班 

それぞれの救助の種類を担当する

部課から帳簿をとりまとめる 
毎日 総務部総務班 

被災者の救出 ３日以内 消防部消防署班（警察・自衛隊） 

医療 14日以内 保健所部総務班 

助産 分娩日から７日以内 保健所部健康班 

避難所の設置 
７日以内 

教育部総務班 

飲料水の供給 上下水道部水道維持班 

炊き出しその他による食品の給与 地域・市民生活部市民窓口班 

被服、寝具等の給（貸）与 10日以内 保健福祉部生活支援班 

被災した住宅の応急修理 １ヶ月以内 建設部建築班・都市整備部各班 

障害物の除去 10日以内 建設部道路班・河川班・維持班 

応急仮設住宅の供与 20日以内に着工 建設部住宅班 

埋葬（火葬） 

10日以内 

保健福祉部国民健康保険班、地域・

市民生活部市民窓口班 

死体の捜索 総務部本部班（警察・自衛隊） 

死体の処理 
保健福祉部国民健康保険班、地域・

市民生活部人権・男女共同参画班 

学用品の給与 
教科書 １ヶ月以内 

文房具等 15日以内 
学校教育部学校教育班 

救助のための輸送費 救助の実施が 

認められる期間以内 

総務部管財班 

救助のための賃金職員等雇上費 商工観光部商工労働班 

 

５ 災害救助基準 

災害救助法による救助の程度、方法、期間、費用等の一覧は、資料編を参照 

 

６ 救助実施の記録・報告 

総務部総務班は、救助の実施にあたって、それぞれの救助を担当する部課に関係帳簿の作成を要請する

とともに、これらの帳簿をとりまとめ、総務部本部班を通じて県に報告する。 

また、各部は災害救助法による救助事務を日毎に記録し整理する。 
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第４０節 観光地の災害応急対策 
 

項目 担当 

第１ 観光地での観光客の安全確保 消防部、商工観光部観光振興班 

第２ 外国人旅行者の安全確保 商工観光部観光振興班 

第１ 観光地での観光客の安全確保 

１ 観光客の救助活動 

消防部は、観光地で災害が発生した場合は、市の消防計画における救助・救急・医療計画に基づき、警

察、医療機関と連携して、観光客への的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとともに、被害状況を早急に

把握する。 

また、消防部は、観光客の救助活動にあたり、警察、遭難防止対策協議会等の関係機関と活動区域及び

人員配置の調整について密接な連携を図り、現場の状況に対応する迅速かつ効率的な救助を行う。 

 

２ 住民、自主防災組織及び観光事業者が実施する対策 

住民、自主防災組織及び観光事業者は、自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、消防機関、

救護班に協力する。 

特に、中山間地での道路交通網の寸断が予想されるため、消防隊の現場到着前における初期救助・救急

活動は、人命救助の上からも重要となるので、積極的に行う。 

第２ 外国人旅行者の安全確保 

１ 外国人への情報提供 

商工観光部観光振興班（インバウンド・国際室）は、「災害時外国人支援マニュアル」及び「外国籍県

民及び外国人旅行者を対象とした避難場所での生活環境整備に関するガイドライン」に基づき、通訳ボラ

ンティアを避難所等へ派遣し、外国人旅行者に対する情報提供や要望の把握を行う。 

 

２ 避難誘導 

商工観光部観光振興班、観光事業者、鉄道事業者及び観光案内所等は、外国人旅行者を含めた観光客の

避難誘導、非常用電源の供給を行う。 

なお、帰宅困難となった場合の措置は、第 11節による。 

 



《第３章 災害応急》41 罹災証明書の交付・被災者台帳の作成 

震-196 

第４１節 罹災証明書の交付・被災者台帳の作成 
 

項目 担当 

第１ 住家の被害調査 財政部市民税班・資産税班・収納班 

第２ 罹災証明書（住家）の交付 財政部市民税班・資産税班・収納班、消防部消防署班 

第３ 火災による罹災証明書の交

付 
消防部消防署班 

第４ 被災者台帳の作成 総務部総務班 

第５ 罹災証明書（住家以外）の

交付 
総務部本部班 

第１ 住家の被害調査 

財政部市民税班・資産税班・収納班は、家屋の被害状況の把握及び罹災証明書を交付するため、被災住

家を対象に被害調査を行う。被害調査は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）等に基づ

き、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない（一部破損）・床上浸水・床下浸

水の区分として、調査を行う。 

調査にあたっては、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した

住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用する等、適切な手法により実施する。 

〈住家の被災調査の概要〉 

一次調査 外観目視による外観調査により、全壊か否かを判定する。 

二次調査 
外観目視調査により、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない

（一部破損）、床上浸水、床下浸水を調査する。 

三次調査 
二次調査結果に対する再調査の申請があった場合、外観目視及び内部立入りによ

る再調査を行う。 

  財政部市民税班・資産税班・収納班は、被害調査の結果から「罹災台帳」を作成する。 

第２ 罹災証明書（住家）の交付 

１ 対象 

本部長（市長）は、災害対策基本法第２条第１項に規定する災害が発生した場合において、被災者から

申請があったときは、遅滞なく、被害の程度を証明する罹災証明書を交付する。 

 なお、災害対策本部が設置されないときの証明書の交付については、市長が別に定めるものとする。 

 

２ 証明書の交付 

財政部市民税班・資産税班・収納班は、被災者の「罹災証明願書」による交付申請に対し、罹災台帳に

より確認の上交付する。 

証明手数料は徴収しない。 

 

３ 判定結果に関する相談・再調査の受付 

財政部市民税班・資産税班・収納班は、罹災証明書の申請窓口と、再調査等の相談窓口を設置して、被

災者に対応する。 

また、罹災証明の申請に必要となる住家等の被害状況を記録する写真の撮り方等について、市民への周

知に努める。 
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第３ 火災による罹災証明書の交付 

消防部消防署班は、「罹災証明書事務取扱要領」に基づき、火災による罹災証明書を発行する。 

第４ 被災者台帳の作成  

１ 被災者台帳の作成 

総務部総務班は、市域に災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に

実施するため、必要があると認めるときは、被災者台帳を作成する。 

 

２ 記載事項 

被災者台帳には、被災者に関する下記事項を記載し、又は記録する。 

〈被災者台帳の記載事項〉 

○氏名       ○生年月日     ○性別       ○住所又は居所 

○住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況       ○援護の実施状況 

○要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由  ○その他 

なお、半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者について、避難先、住まいの状況を把

握し台帳に反映する。 

 

３ 被災者台帳情報の利用及び提供（災対法第 90の４条第１項） 

本部長（市長）は、下記条件に該当する場合、被災者に対する援護に必要な限度で、台帳情報を市内部

で利用するとともに外部に提供する。 

〈台帳情報の利用及び提供条件〉 

○本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 

○被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき 

○他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災

者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき 

第５ 罹災証明書（住家以外）の交付 

総務部本部班は、被災者から申請があったときは、住家以外の被害等を証明する罹災証明書を交付する。 

証明手数料は徴収しない。 
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第４２節 応急公用負担等の実施 
 

項目 担当 

応急公用負担等の実施 総務部本部班、企画政策部企画班、消防部警防班・消防署班 

第１ 市長の権限 

１ 権限行使の要件 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要が

あると認めるとき。 

 

２ 公用負担の内容 

(1) 物的公用負担（災害対策基本法（以下「災対法」という。）第 64条） 

○土地建物その他の工作物の一時使用 

○土石、竹木その他の物件の使用又は収用 

○現場の災害を受けた工作物又は物件で、応急措置の実施の支障となるものの除去、破壊、移

転、伐採等 

(2) 人的公用負担（災対法第 65条） 

市民又は現場にある者を応急措置の業務に従事させることができる。 

 

３ 公用負担の手続き等 

(1) 物的公用負担 

公用令書は要しないが、事後速やかに手続きを要する。（災対法第 64条、同法施行令第 24条～第 27

条、行政代執行法第５条、第６条） 

(2) 人的公用負担 

相手方に口頭で指示する。 

 

４ 損失補償及び損害賠償 

災対法第 82条第１項、第 84条第１項の規定による。 

第２ 警察官の権限 

＜災対法第 64条第７項、第 65条第２項、第 63条第２項＞ 

市長もしくはその委任を受けた市の吏員が現場にいないとき又はこれらの要求があったときは、市長の

公用負担の職権を行う。 

なお、措置を行った後は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

第３ 自衛官の権限 

＜災対法、第 64条第８項、第 65条第３項、第 63条第３項＞ 

市長もしくはその委任を受けた市の吏員が現場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自

衛官は、市長の公用負担の職権を行う。 

なお、措置を行った後は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 
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第４ 消防吏員又は消防団員の権限 

＜消防法第 29条＞ 

（注）火災のみならず水災を除く他の災害に準用する。（消防法第 36条） 

 

１ 権限行使の要件と権限の内容 

(1) 物的公用負担 

消火、延焼の防止、人命救助のため必要があるときは、火災が発生しようとし、又は発生した消防対

象物及びこれらのある土地を使用し、処分し、又はその使用を制限することができる。 

(2) 人的公用負担 

緊急の必要があるときは、火災の現場付近にある者を消火もしくは延焼防止又は人命救助その他の消 

防作業に従事させることができる。 

 

２ 損失補償及び損害賠償 

消防法第 36条の３の規定による。 

第５ 消防長又は消防署長の権限 

＜消防法第 29条、第 30条、第 36条＞ 

（注）火災のみならず水災を除く他の災害に準用する。（消防法第 36条） 

 

１ 権限行使の要件と権限の内容 

(1) 火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めると

きは、延焼のおそれのある消防対象物及びこれらのある土地を使用し、処分し又はその使用を制限する

ことができる。 

(2) 消火、延焼の防止、人命救助のため緊急の必要があるときは、(1) 以外の消防対象物及びこれらのあ

る土地を使用し、処分し、又はその使用を制限することができる。 

(3) 火災の現場に対する給水を維持するため緊急の必要があるときは、水利を利用し、又は用水路の水

門、樋門、水道の制水弁の開閉を行うことができる。 

 

２ 損失補償及び損害賠償 

消防法第 29条第３項、第 36条の３の規定による。 

第６ 水防管理者、消防団長（水防団長）、消防長の権限 

＜水防法第 24条、第 28条、第 45条＞ 

 

１ 物的公用負担（水防法第 28条） 

水防のため緊急の必要があるときは、水防の現場において、次の負担を課すことができる。 

○必要な土地の一時使用 

○土石、竹木その他の資材の使用又は収用 

○車両、その他の運搬用機器使用 

○工作物、その他の障害物の処分 

 

２ 人的公用負担（水防法第 24条） 

水防のためやむを得ない必要があるときは、その水防管理団体の区域内の居住者、又は水防の現場にあ
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る者を水防に従事させることができる。 

 

３ 損失補償及び損害賠償 

水防法第 28条、第 45条の規定による。 

第７ 他の法律に規定する公用負担（関係機関） 

１ 物的公用負担 

法令 権利者 目的 負担目的物 負担内容 補償 罰則 

土地収用法 
第122条第１

項 

起業者（市長
の許可） 

非常災害に際
し緊急施行の
必要 

他人の土地 使用 
時価により損
失補償（起業
者） 

なし 

 第123条第１
項 

起業者（収用
委 員 会 の 許
可） 

裁決遅延によ
り災害防止が
困難となる場
合 

当該土地 
使用 
（６ヶ月間） 

時価により損
失補償（起業
者） 

なし 

災害救助法 
 第９条 
 

県知事 
救助又は救助
の応援 

施設、土地、家
屋、物資 

管理、使用、収
用 

通常生ずべき
損失を補償 
（都道府県負
担、一定額をこ
える額は国庫
負担） 

なし 

河川法 
第22条第１

項 
河川管理者 

洪水等の危険
切迫なるとき 

土地、土石、竹
木その他の資
材、車両その他
の運搬具及び
器具、工作物等 

使用、収用、処
分 

通常生ずべき
損失を補償 
（河川管理者
負担） 

なし 

道路法 
第68条第１

項 
道路管理者 非常災害 

土地、土石、竹
木その他の物
件 

使用、収用、処
分 

通常生ずべき
損失を補償 
（道路管理者
負担） 

正当の事由が
なく、こばみ、
又 は 妨 げ た
者、懲役又は
罰金 

土地改良法 
第120条 

国、県、市、土
地改良区 

急迫の災害を
防ぐため 

土地、土石、竹
木その他の現
品 

使用、収用 

時価により損
失を補償 
（当該団体負
担） 

なし 

感染症の予防
及び感染症の
患者に対する
医療に関する
法律 
第32条第１

項 

県知事 

感染症毒に汚
染した建物で
消毒方法の施
行を不適当と
認めるとき 

建物、土地 処分、使用 
手当金交付 
（市町村負担） 

なし 

水難救護法 
第７条第１

項 
市長 救護のため 

船舶、車馬その
他の物件、所有
地 

徴用、使用 
徴用、使用に対
して補償 
（市町村負担） 

正当の理由な
くこばんだ者
罰金 

電気通信事業
法 
第133条第１

項第２号 

第１種電気通
信事業者（県
知事の許可を
要する。ただ
し非常事態の
場合例外） 

非常事態が発
生した場合そ
の他やむを得
ない事由があ
る場合におけ
る重要な通信
を確保するた
めの線路の設
置 

土地等 使用 損失補償 なし 
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２ 人的公用負担 

法令 権利者 目的 負担目的物 負担内容 補償 罰則 

災害救助法 
 第７条 

県知事 
救助又は救助
の応援 

医療、土木建築
工事又は輸送
関係者 

救助に関する
業務従事 

１実費弁償 
２負傷、疾病、

死亡の場合
扶助金支給 

（１，２とも 
県負担、一定額
をこえる額は
国庫負担 ) 

１懲役又は罰
金 

２軽犯罪法 

災害救助法 
 第７条 

運輸局長 救助の応援 輸送関係者 
救助に関する
業務従事 

同上 同上 

災害救助法 
 第８条 

県知事 救助 
救助を要する
者及びその近
隣の者 

救助への協力 なし 軽犯罪法 

災害救助法 
 第９条 
（施設負担） 
 

県知事 
救助又は救助
の応援 

物資の生産等
を業とする者 

物資の保管命
令 

通常生ずべき
損失を補償 
（一定額以上
国庫） 

懲役又は罰金 

河川法 
第22条第１

項 
河川管理者 

洪水の危険切
迫なるとき 

現場にある者 使役 なし  

道路法 
第68条第１

項 
道路管理者 非常災害 

現場にある者
又はその付近
に居住する者 

防御に従事 

通常生ずべき
損失を補償 
（道路管理者
負担） 

軽犯罪法 

水道法（物品負
担） 

県知事 
災害その他非
常の場合 

水道事業者又
は水道用水供
給事業者 

水道施設内に
とり入れた水
の供給 

対価補償 
（都道府県） 

懲役又は罰金 

有線電気通信
法 
第８条 

（施設負担） 

総務大臣 

非常事態が発
生又は発生す
るおそれがあ
る場合、災害の
予防救援、交通
通信若しくは
電力の供給秩
序維持のため 

有線電気通信
設備を設置し
たもの 

他の設置に接
続させること
必要な返信を
行わせること
他の者に使用
させること 

実費弁償 
（国庫負担） 

懲役又は罰金 

電波法 
 第70条の７ 
（施設負担） 

総務大臣 

非常事態が発
生し又は発生
するおそれが
ある場合、人命
救助、災害救
援、交通通信の
確保、秩序の維
持のため 

無線局 
通信を行わせ
る 

実費弁償 懲役又は罰金 

 



 

 

 

  



 

 

 第４章 災害復旧計画 

 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

第２節 迅速な原状復旧の進め方 

第３節 計画的な復興 

第４節 資金計画 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第６節 被災中小企業等の復興 

第７節 被災した観光地の復興 

  

本章は、被災した住民、事業者、農林従事業者等の再建支

援と、社会システムの回復のための基本的対策項目について

定めたものである。 

また、住民の生活と産業を早期に安定させ、災害に強いま

ちに再生させる復興体制の基本的措置についても定めてい

る。 

なお、活動の実施計画、手順及び要領は、各部が作成する

応急対策マニュアルに定めており、実施計画の詳細は別に定

める。 
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第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

第１ 復旧・復興の基本方針の決定 

市及び県は、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向を勘案しつつ、互いに連携し、迅速

な原状復旧を目指すか、又は更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目

指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方針を定め、早期に住民に周知する。 

被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重しつつ協同して計画的に行うことに留意する。 

第２ 災害復興本部の設置等 

計画的復興を目指す場合、市長は、必要に応じて長野市災害復興本部を設置し、自ら災害復興本部長と

なり、まちの復興に取り組む基本的な体制を確立する。 

災害復興本部においては、企画政策部長を長とする事務局を企画政策部内に設置する。 

また、必要に応じて県等に対し、連絡調整及び災害復興に関する技術的な支援のための職員を派遣する

よう要請する。 

第３ 支援体制 

市は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、県、他の市町村等に対し職員の派遣、その他

の協力を求める。 
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第２節 迅速な原状復旧の進め方 

第１ 被災施設の復旧等 

住民生活の安定、地域経済活動の早期回復、より安全性に配慮した復興のために、市は、被災施設の迅

速かつ円滑で再度災害の防止を考慮した復旧活動を行う。そのため、職員の配備、災害の規模に応じた職

員の応援、派遣等の活動体制について必要な措置をとる。 

 

(1) 被災施設の重要度、被災状況等を検討し、事業の優先順位を定めるとともにあらかじめ定めた物資、

資材の調達計画、人材の広域相互応援計画等に関する計画を活用して、迅速かつ円滑に被災施設の復旧

事業を行う。特に、三次救急医療機関等の人命に関わる重要施設、電気、通信等のライフライン施設に

ついては、早期に復旧できるよう体制等を強化する。 

(2) 被災施設の復旧にあたっては、原状復旧を基本にしつつも、再度災害を防止する観点から可能な限

り、改良復旧を行う。 

(3) 著しく異常かつ激甚な災害が発生し、緊急災害対策本部が設置された災害（以下「特定大規模災害」

という。)等を受けた市又はその市長から要請があり、かつ当該地方公共団体の工事の実施体制等の地

域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、県は、その事務の遂行に支

障のない範囲で、市又はその市長に代わって工事を行うことができる権限代行制度により支援を行う。 

(4) 県は、市が管理する指定区間外の国道、県道又は県道と交通上密接である市道について、市から要請

があり、かつ市の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、市に代わって自らが災害復旧等に関する

工事を行うことが適当であると認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲で、当該工事を行

うことができる権限代行制度により支援を行う。 

(5) 地震、大雨等に伴う地盤の緩みにより土砂災害の危険性が高まっている箇所について、二次災害防止

の観点から、可能な限り、土砂災害防止対策を行う。 

(6) ライフライン関係、交通、輸送等の事業者は、復旧にあたり可能な限りにおいて地区ごとの復旧予定

時期を明示して行う。 

(7) 他の機関との関連を検討し、相互に事業を実施することが適当と認められるものについては総合的

な復旧事業の推進を図る。 

(8) 被災地の状況、被害原因等を勘案し、再度災害の防止及び復旧事業の効果等具体的に検討のうえ事業

期間の短縮に努める。 

(9) 災害復旧事業に要する費用について、国、県の補助がある事業について被災施設の復旧活動を行う者

は、復旧事業の計画を速やかに作成する。 

(10) 復旧事業に要する費用について、補助を受ける機関は、復旧事業費の申請額の算出を行うとともに、

決定を受けるための査定計画をたて、速やかに査定実施に移すよう努める。 

(11) 緊急に査定を行う必要がある事業については、直ちに緊急査定が実施されるよう措置をとり、復旧

工事が迅速に行われるよう努める。 

(12)災害復旧事業に係る技術職員等を十分確保するため、県に技術職員等の応援派遣等を要請する。 

(13)暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるとともに復旧・復

興事業からの暴力団排除活動の徹底に努める。 

第２ 激甚災害の指定促進 

災害対策基本法に規定する著しく激甚な災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場合には、激甚

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下「激甚法」という。）による激甚災害の指定

を受けることによって災害復旧事業が促進されるよう、必要な措置を講じる。 
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また、国や県が行う被害額、復旧事業に要する負担額、その他激甚法に定める事項の調査に協力し、

速やかに調査が実施されるように努める。 

第３ 災害廃棄物の処理 

災害から速やかに復帰して生活を再建するため、災害廃棄物の計画的な収集、運搬等を行い、その円滑

で適切な処理に努める。 

 

１ 災害廃棄物の処理方法 

災害廃棄物の処理、処分方法を確立するとともに、仮置場、最終処分地を確保し計画的な収集、運搬処

分を図り災害廃棄物の円滑で適切な処理を行う。加えて、ボランティア、ＮＰО等の支援を得て災害廃棄

物等の処理を進める場合には、社会福祉協議会、ＮＰО等と連携し、作業実施地区及び作業内容を調整、

分担する等、効率的に災害廃棄物等の搬出を行う。 

また、災害廃棄物の処理にあたっては、下記事項について留意する。 

(1) 市民の生活環境の保全を最優先とし、腐敗性のものは優先的に処理し、有害・危険物等は確実に分別

管理する。 

(2) 適正な分別を行うことにより、可能な限り再生利用と減量化に努める。 

(3) 適正な分別により処理コストの削減を図るとともに、地元企業の活用など地域の経済復興を促進す

るよう努める。 

(4) 復旧・復興計画を考慮に入れ計画的に行うよう努める。 

(5) 環境汚染の防止、住民、作業者の健康管理のため適切な措置をとる。 

 

２ 応援要請 

収集、処理に必要な人員、機材、処理能力が不足する場合は近隣市町村から応援を求める。 

大規模災害により、本市及び近隣市町村では処理が困難と認められるときは、県等を通じて他の都県等

に対して支援を要請する。 

第４ 職員派遣 

災害復旧になお人員が必要な場合、県や、「長野県市町村災害時相互応援協定」に基づき、他の市町村

に対し、必要な人員及び期間、受入れ体制を明示し、職員の派遣の要請を行う。職員を派遣する際は、新

型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 
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第３節 計画的な復興 

第１ 復興計画の作成 

被災地の再建にあたり、更に災害に強いまちづくりを目指し、都市構造及び産業基盤の改変を要するよ

うな、多機関が関係する高度、複雑及び大規模な復興事業を、可及的速やかに実施するために復興計画を

作成する。 

当該計画には、持続可能なまちづくりの視点から、生活・自然環境、医療福祉、教育、地域産業等の継

続を考慮する必要がある。 

また、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、被

災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ、その維持・回復や再構築に十分に配

慮するものとする。併せて、障がい者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう環境整備に努める。 

長野市災害復興本部が設置された場合、災害復興本部長は、関係機関との連携、県との調整及び住民の

理解を得ながら、迅速かつ的確に災害復興計画を策定する。なお、計画策定に際しては、その検討組織等

に、男女共同参画等の観点から女性・高齢者・障害者等の参加促進に努める。 

復興計画では、事業手法、財源確保、推進体制に関する事項について定めるとともに、総合計画や他の

個別計画、及び関係機関の諸事業との整合を調整しつつ計画的に進めることに配慮する。 

第２ 防災まちづくり 

被災地の再建にあたっては、必要に応じ、被害の再発防止と、より快適な都市環境を目指し、「まちづ

くりは現在の住民のみならず将来の住民のためのもの」という理念のもとに、計画作成段階でまちのある

べき姿を明確にして、住民の理解を得ながら、住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実

施する。 

(1) 復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、土地区画整理事業及び市街地再開発事業等の実施

により、合理的かつ健全な市街地の形成及び都市機能の更新を図る。 

その際、被災市街地復興特別措置法等を活用するとともに、住民の早急な生活再建の観点から、防災

まちづくりの方向について、できるだけ速やかに住民のコンセンサスを得るように努める。 

また、地震や津波で被災した後の復興まちづくりのため平時から備えておくべき内容をとりまとめた

「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」を活用し、防災・減災対策を並行して、事前に被災

後の復興まちづくりを考えながら準備しておく復興事前準備の取組を進めるよう努める。 

(2) 防災まちづくりにあたっては、二次的な土砂災害に対する安全性の確保等を目標とし、さらに必要に

応じ、次の事項を基本的な目標とする。 

ア 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、

河川等の都市基盤施設及び防災安全街区の整備 

イ ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等によるライフラインの耐震化 

ウ 建築物及び公共施設の耐震化、不燃化 

エ 耐震性貯水槽の設置等 

(3) 前記目標事項の整備等にあたっては、次の事項に留意する。 

ア 都市公園、河川等のオープンスペースの確保等について、単に指定緊急避難場所としての活用、臨

時ヘリポートとしての活用等、防災の観点だけでなく、地域の環境保全、レクリェーション空間の確

保、景観構成に資することを、住民に対して十分に説明し、理解と協力を得るよう努める。 

イ ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等にあたっては、各種ライフライ

ンの特性等を勘案し、耐水性等にも配慮しながら事業者と調整を図り実施する。 
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ウ 既存不適格建築物について、防災と快適環境（アメニティ）の観点から、その重要性を住民に説明

しつつ、市街地再開発事業等の適切な推進により、その解消に努める。 

エ 復興計画を考慮して、被災施設等の復旧事業、火山噴出物（火山災害の場合に限る）及び災害廃棄

物及び堆積土砂の処理事業は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関す

る計画を活用しつつ、関係機関が緊密に連携し、可能な限り迅速かつ円滑に実施するものとし、必要

な場合は傾斜的、戦略的実施を行う。 

オ 住民に対し、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続、スケジュール、被災者サイドでの種々

の選択肢、施策情報の提供等を行い、住民が主役となるまちづくりを行う。 

カ 女性・高齢者・障害者等の意見が反映されるよう、環境整備に努める。 

(4) 建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、事業者等に対し、適切に解体等を行うよう指

導・助言する。 

(5) 情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の被害情報の早期把握

のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、ＧＩＳの活用等による情報提供に努める。 

第３ 特定大規模災害からの復興 

大規模な災害により市域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、被災地の再建

は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業と

なり、これを可及的速やかに実施するため、復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整しつつ、計画的

に復興を進める必要があるため、次の事項に留意しながら、復興計画の迅速な作成と遂行のための体制整

備を行う。 

(1) 必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本計画等に即して復興計画を

作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施することにより、特定大規模災害によ

り、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図る。 

(2) 特定大規模災害からの復興のために必要な場合、県に対し、職員の派遣を要請する。 
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第４節 資金計画 
 

項目 担当 

第１ 市町村の資金計画 財務部財政班 

第２ 市の資金計画に対する関

東財務局長野財務事務所

の措置 

財務部財政班 

第１ 市町村の資金計画 

災害復旧事業を行う場合においては、国、県の負担金（補助金）のほか、増大した臨時的必要経費の財

源措置として、次の制度を活用し資金の調達に努める。 

 

１ 地方債 

歳入欠かん債、災害対策事業債、災害復旧事業債 

 

２ 地方交付税 

普通交付税の繰上交付、特別交付税 

 

３ 一時借入金 

災害応急融資 

第２ 市の資金計画に対する関東財務局長野財務事務所の措置 

関東財務局長野財務事務所は、県、市町村等の緊急な資金需要に応ずるため、関係自治体と緊密に連絡

して必要資金量を調査し、応急資金の貸付けを行う。 
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第５節 被災者等の生活再建等の支援 
 

項目 担当 

第１ 住宅対策 建設部建築指導課・住宅課 

第２ 被災者の生活再建支援 保健福祉部福祉政策課 

第３ 生活福祉資金の貸付 社会福祉協議会、保健福祉部福祉政策課 

第４ 被災者の労働対策 商工観光部商工労働課雇用促進室、企画政策部広報広聴課 

第５ 生活保護 保健福祉部生活支援課 

第６ 災害弔慰金、災害障害見

舞金の支給及び災害援護

資金の貸付、災害見舞金

の交付 

保健福祉部福祉政策課 

第７ 被災者に対する金融上の

措置 
企画政策部広報広聴課 

第８ 租税等の徴収猶予、及び

減免 

財政部市民税課・資産税課・収納課、保健福祉部介護保険課・国民

健康保険課 

第９ 罹災証明書の交付 財政部市民税課・資産税課・収納課 

第 10 被災者台帳の作成 総務部総務課 

第11 被災者支援に関する相談

窓口の設置、広報、連絡体

制の構築 

各部課 

第 12 公共料金等の特例措置 上下水道部営業課、環境部各班 

第１ 住宅対策 

１ 災害復興住宅建設等補助金 

一定の規模による災害により住宅金融支援機構及び民間金融機関の災害復興住宅資金融資を受けた者

に対して、県が利子相当額の一部を助成する。市は、被災者に対し説明会等により周知を行う。 

 

２ り災住宅改善事業補助金 

建設部建築指導課は、長野市り災住宅改善事業補助金交付要綱に基づき、暴風による災害、豪雨又は

洪水に伴う水害、その他市長が認める災害により被害を受けた住宅（り災住宅）の居住者又は所有者が

行う住宅改善事業に要する経費に対し、補助金を交付する。 

 

３ 災害公営住宅の建設等 

県、市は、地震、暴風雨、洪水その他の異常な自然現象により市内で 200戸以上か１割以上の住宅の滅

失があった場合、又は、被災地全体で 500戸以上（火災による滅失を除く）の住宅の滅失があった場合、

必要に応じ、滅失した住宅の３割に相当する戸数を目途に公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設する。 

建設部住宅課は、自己の資力では住宅の再建が困難で、居住の安定を図ることが困難な者を調査し、災

害公営住宅への入居希望、条件を把握し、県と調整しながら計画、整備を進める。 

 

４ 公営住宅への優先入居 

市、県は、災害により一定数以上の住家が滅失した場合には、必要に応じ、被災者に対し、公営住宅へ

の優先入居の措置をとる。 
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第２ 被災者の生活再建支援 

１ 被災者生活再建支援法による支援 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した

基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給する。 

対象となる災害、支給対象者、支給対象経費、支給限度額等は、被災者生活再建支援法、同施行令等に

よる。 

〈被災者生活再建支援金の支給フロー〉 

 
 

 

  

被災世帯の世帯主 

長  野  市 

（基金から事務の委託をされた場合） 

県 

被災者生活再建支援法人 

①申請書提出 

②申請書の取りま
とめ、送付 

③申請書の取りま
とめ、送付 

⑤支給金支給
の報告 

⑥支給金支給
の報告 

その後の被災者を

含めたフロー 

④支援金支給の決
定及び支給 

国・内閣府 

⑦補助金申請 ⑧支給額の 1/2補助 

発災 

（法適用災害又はその可能性がある場合） 

県へ被害状況報告（市） 

内閣府及び被災者生活再建支援基金へ報告（県） 

（被害状況等精査、適用災害と認定した場合）（県） 

公示及び内閣府・基金へ報告（県） 
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２ 信州被災者生活再建支援制度による支援 

国の被災者生活再建支援制度の対象とならない半壊以上の被害を受けた世帯に対して、住宅の被害程

度に応じて支援金を支給する。 

第３ 生活福祉資金の貸付 

県社会福祉協議会は、被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金の貸付を行う。市

社会福祉協議会は、民生児童委員の協力を得て申し込みの受付等を行う。 

市及び県は、被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金貸付制度の周知、活用促進

を図るとともに、必要に応じて貸付金の償還に係る利子補給等被災者の負担軽減措置をとる。 

第４ 被災者の労働対策 

市は、県及び長野労働局が被災者に対する支援について、相談窓口開設等の調整や広報活動を行う。 

 

１ 県が実施する対策 

(1) 労働相談 

労政事務所は、災害により生ずる労働問題に関する相談に対応するため、被災地における巡回労働相

談所等の措置をとる。 

(2) 災害により離職を余儀なくされた者に対する措置 

長野労働局、ハローワーク及び市と連携しながら、合同就職面接会の開催、職業訓練等による再就職

の促進を行う。 

(3) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 25条に定める措置を適用するとされた

激甚災害であって、職業訓練の受講者が当該災害による離職者等である場合には、国と連携し、訓練

手当の支給、受講料の免除等の措置をとる。 

 

２ 長野労働局が実施する対策 

(1) 災害により離職を余儀なくされた者の早期再就職を促進するため、離職者の発生状況、求人・求職の

動向等の情報を速やかに把握するとともに、被災者のための臨時職業相談の実施、巡回職業相談の実施、

職業訓練受講の指示、職業転換給付金制度の活用等の措置をとり、離職者の早期再就職のあっせんを行

う。 

(2) 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37年法律第 150号）」第 25条に

定める措置を適用することとされた激甚災害であるときは、災害による休業のため賃金を受けとること

ができない雇用保険の被保険者（日雇労働被保険者を除く。）に対し、同条の定めるところにより基本

手当を支給する。 

(3) 労働条件の確保、労働力の確保に向けた臨時総合相談窓口を開設する。 

(4) 災害を原因とする事業場の閉鎖等により労働者に対する賃金未払が生じた場合には、未払賃金立替

制度により迅速に必要な措置をとる。 

(5) 労災保険給付にあたり、被災労働者が事業場の倒壊等の理由により事業主の証明を受けられない場

合には、当該証明がない場合でも請求書を受理する等、弾力的な運用を行う。 

第５ 生活保護 

生活保護法により、被災者の困窮の程度に応じ、最低生活を保障して生活の確保を図る。被保護世帯が

災害のため家屋の補修等住宅の維持を必要とする場合で、災害救助法の適用がない場合においては、生活

保護法により家屋補修費の支給を行う。 
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第６ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付、災害見舞金の交付 

１ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付 

「長野市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、一定の災害により死亡した住民の遺族に対して

災害弔慰金の支給を、障害を受けた者に災害障害見舞金の支給を行う。また、住居及び家財の被害等を受

けた制限所得以内の世帯主に対して災害援護資金の貸付を行う。 

 

２ 災害見舞金の交付 

県は、災害により住家又は人的被害を被った世帯又は遺族に対して、見舞金を交付する。 

第７ 被災者に対する金融上の措置 

関東財務局（長野財務事務所）、日本銀行（松本支店）は、被災者の便宜を図るため、災害の状況によ

り次の金融機関等に対し必要な金融上の措置をとるよう要請する。市は、必要に応じて支援内容につい

て広報を行う。 

１ 預貯金取扱金融機関 

２ 証券会社等 

３ 生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者 

４ 電子債権記録機関 

第８ 租税等の徴収猶予及び減免 

国、県、市は、災害により被害を受けた住民の生活を支援するため、租税の納付等について次の特例措

置をとる。 

 

１ 市税の特例 

財政部市民税課・資産税課・収納課は、被災した納税者、特別徴収義務者（以下「納税義務者等」とい

う。）に対し、地方税法及び市税条例の規定に基づき、市税の申告・納付等の延長、徴収猶予、減免等の

措置等をとる。 

〈市税の特例措置〉 

措置 内容 

申告・納付等

の 延 長 

災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出、又は市税を納

付若しくは納入することができないと認めるときは、条例に基づき当該期限を

延長する。 

徴 収 猶 予 

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が、市税を一時に納付し、又は納

入することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、１年以内

において徴収を猶予する。なお、やむを得ない理由があると認められるときは、

更に１年以内の延長を行う。 

減 免 

被災した納税義務者に対しては、該当する税目等について次により減免する。 

① 市民税（県民税を含む）： 

納税義務者の被災状況及び所得に応じて軽減又は免除する。 

② 軽自動車税：①に準じて軽減又は免除する。 

③ 固定資産税、都市計画税： 

災害により著しく価格が減じた固定資産に対し、損害の割合（土地）・損害

の程度（家屋、償却資産）に応じて減免する。 

 

２ 国税・県税の特例 

国、県は、被災した納税義務者等対し、法令及び県税条例の規定に基づき、国税及び県税の申告・申請・
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請求・その他書類の提出・納付納入に関する期限の延長、徴収猶予及び減免等の措置をとる。 

 

３ 国民健康保険の特例 

市は、被災した国民健康保険等の被保険者に対し、被保険者証の再交付等を迅速に処理するほか、国民

健康保険法及び市条例の規定に基づき、保険料等の徴収猶予、納期限の延長、減免等の措置をとる。 

 

４ 介護保険の特例 

災害により、定められた期間内に要介護認定又は要支援認定更新の申請をすることができなかった被保

険者は、その理由の止んだ日から１月以内に限り、保健福祉部介護保険課に対し更新認定の申請をするこ

とができる。 

また、災害により資産に重大な損害を受け、又は世帯の収入が前年に比して著しく減少した場合は、介

護給付を受ける場合の利用料の減免や、保険料の減免・徴収猶予の措置をとる。 

 

５ その他の特例措置 

市長は、災害の状況によりその必要があると認める場合、被災した住民に対して、所得証明、納税証

明等の各種手数料・使用料を減免する。 

第９ 罹災証明書の交付 

市は、災害による住家の被害の程度の調査や罹災証明書の交付体制を確立し、遅滞なく住家の被害の

程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 

第 10 被災者台帳の作成 

災害による被災者を総合的かつ効率的な援護の実施の基礎とするため、市は、必要に応じて、個々の

被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳

を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

第 11 被災者支援に関する相談窓口の設置、広報、連絡体制の構築 

市は、被災者等の生活再建等を支援するための相談窓口を設置し、住民に対しホームページや広報紙を

活用して広報するとともに、報道機関に対し発表を行う。 

また、県及び関係機関の相談窓口と情報共有を行い、適切な窓口を案内できる体制を構築する。 

さらに、市以外の市町村に避難した被災者に対しても、市及び避難先の市町村が協力し、必要な情報

や支援・サービスを提供する。 

第 12 公共料金等の特例措置 

災害により被害を受けた住民の生活を支援するため、公共事業機関は公共料金の支払等について、次の

特例措置をとる。 

〈公共料金の特例措置〉 

特例措置［担当］ 措置の概要 

郵便料金、郵便振替料

金の減免等 

［日本郵便］ 

①被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

②被災者が差し出す郵便物の料金免除 

③被災地あて救助用郵便物の料金免除 

④被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄付金の分配 

受信料金の免除等 ①被災者の受信料免除 
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［ＮＨＫ］ ②状況に応じた、避難所への受信機貸与 

③ＮＨＫ厚生文化事業団との協力による被災者の各種相談等 

電話料金、電話工事費

の減免等 

［ＮＴＴ東日本］ 

①避難指示等により実際に電話サービスを受けられない契約者の基

本料金の減免（避難指示等の日から同解除の日までの期間（１ヵ月

未満は日割り計算とする） 

②被災者の電話移転工事費の減免（災害による建物被害により、仮住

居等へ電話を移転する契約者の移転工事費に限る） 

電気料金、工事費負担

金の免除等 

［中部電力］ 

 原則として災害救助法適用地域の被災者を対象とし、経済産業大臣

の認可を必要とする。 

①電気料金の早収期間及び支払期限の延伸 

②不使用月の基本料金の免除 

③建て替え等に伴う工事費負担金の免除（被災前と同一契約に限る） 

④応急仮設住宅等での臨時電灯・電力使用のための臨時工事費の免除 

⑤被災により使用不能となった電気施設分の基本料金の免除 

⑥被災により１年未満で廃止又は減少した契約の料金精算の免除 

⑦被災に伴う引込線・メーター類の取付け位置変更のための諸工料の

免除 

ガス料金の納付延期等 

［長野都市ガス、帝国

石油］ 

 被害の状況により被災者に対して特例措置をとる。関東経済産業局

の認可を必要とする。 

①被災者のガス料金の納期延伸 

②事業区域外の災害被災者が区域内に移住してきた場合も、上記①を

適用する。 

上下水道料金の減免等 

［市（上下水道部）、県］ 

 災害の状況により必要と認める場合は、被災者に対して次の特例措

置をとる。 

①上下水道料金の減免 

○上下水道施設・設備が被災し、使用できなくなった期間の料金 

○家屋が被災し、応急仮設住宅、国・県・市・民間のアパート、親

類・友人宅等に居住した期間の料金 

②被災家屋の新築・改築にともなう、給水装置工事の新設・変更工事

手数料等の減免 

③下水道受益者負担金の徴収猶予 

一般廃棄物処理手数料

の減免［市（環境部）］ 

災害の状況により必要と認める場合は、被災者に対して、し尿処理手

数料・ごみ処理手数料の減免を行う。 
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第６節 被災中小企業等の復興 
 

項目 担当 

第１ 被災農林事業者等に対す

る支援 
農林部農業政策課・森林いのしか対策課、北信農業共済組合 

第２ 被災中小企業者に対する

支援 
商工観光部商工労働課 

第１ 被災農林事業者等に対する支援 

県は、被災農林漁業者等の経営安定又は事業の早期復旧を図るため、資金需要等の把握に努め融資制度

等について次により支援する。 

市は、県が実施する措置について、県の担当部局と調整のうえ、対象者に対する周知・あっせんを行う。 

県が実施する措置は、次のとおりである。 

(1) 次に掲げる制度資金の需要等の把握等、効率的な運用 

ア 天災資金 

イ 日本政策金融公庫資金 

ウ 農業災害資金 

(2) 市、日本政策金融公庫等を通じ、(1)に掲げる資金も含め利活用できる資金について被害農業者への

周知徹底 

(3) 「農業保険法」に基づき、農業共済組合が行う農業保険事業を円滑に実施し、災害その他の不慮の

事故によって農業者が受ける損失を補填する共済の事業並びに農業収入の減少に伴う農業経営への影

響を緩和する保険の事業により、農業経営の安定が図られるよう、農業保険業務の迅速適正化につい

て指導を行う。 

第２ 被災中小企業者に対する支援 

県は、被災中小企業の早期復旧を図るため、被害状況、再建のための資金需要等の把握に努め、これに

必要な資金の融通の円滑化等災害復旧対策を推進するため迅速かつ的確に次の措置をとる。 

また市は、県が実施する措置について、県の担当部局と調整のうえ、対象者に対する周知・あっせんを

行う。 

(1) 中小企業融資制度資金（融資）の効果的な運用を図る。 

(2) 市町村、中小企業関係団体等を通じ、利活用できる金融の特別措置について当該被災地域における中

小企業者に対し周知徹底を図る。 

(3) 被災地域を管轄する政府系金融機関等の現地支店に対し、被害の実情に応じ貸付手続の簡易迅速化、

貸付条件の緩和措置等を要請する。 

(4) 長野県信用保証協会に対し、金融機関からの借入れ手続に際して、債務の保証等について円滑な実施

を要請する。 

(5) 商工会議所、商工会及び市町村と連携し被災中小企業の復旧に関する相談窓口・企業訪問等の相談体

制を整備するとともに、商工関係機関による連絡会議を必要に応じて開催する。 
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第７節 被災した観光地の復興 
 

項目 担当 

第１ 被災した観光地に対する

支援 

商工観光部観光振興課 

第２ 観光事業者の対策 観光事業者 

 

被災した観光地の早期復興、風評被害の防止を図るため、国、県、関係機関等と連携して、観光地の誘

客体制を整備し、被災した観光地に対して総合的な支援を行う。 

第１ 被災した観光地に対する支援 

国、県、関係機関等と連携して、被災した観光事業者等の現状を正確に把握し、ウェブサイト等を活用

して、観光地の復旧状況を広く周知する等、風評被害防止対策を推進する。 

また、被災した観光地の復旧状況等を正確に把握すると同時に、観光地の復旧状況に応じて、観光客誘

客に向けたプロモーション活動を積極的に行う。 

第２ 観光事業者の対策 

観光事業者は、県、市、関係団体と連携して、営業状況、復旧状況等を国内外に向けて情報発信する。 

 

 



 

 

第５章 南海トラフ地震対策 
 

第１節 総則 

第２節 南海トラフ地震関連情報 

第３節 活動体制及び基本対応 

  

本章は、南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合

にとるべき措置を定めたものである。 

本市は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されては

いないが、南海トラフで異常な現象が観測され、南海トラフ

地震臨時情報が発表された場合、交通、経済等に影響するお

それがあるため、対応の基本事項を定めるものである。 
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第１節 総則 

第１ 計画の目的 

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として、概ね 100～150 年間

隔で繰り返し発生してきた大規模地震であり、前回の南海トラフ地震（昭和東南海地震（1944年）及び昭

和南海地震（1946 年））が発生してから 70 年以上が経過し、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まっ

ている。このため、気象庁は、「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を平成 29年 11月１日から開始

している。 

本市は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第３条の規定に基づく南海トラ

フ地震に係る地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）に指定されていないが、住民生活に大

きな影響が発生するおそれがあるため、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合のとるべき対策を定め

るものである。 

第２ 防災関係機関が地震防災応急対策として行う事務又は業務の大綱 

第１章 第３節「防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務大綱」に準ずる。 
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第２節 南海トラフ地震関連情報 

第１ 南海トラフ沿いで観測される異常な現象 

南海トラフ沿いで観測され得る大規模地震については、確度の高い地震の予測は困難であるものの、

観測され得る異常な現象のうち、観測される可能性が高く、かつ大規模地震につながる可能性があるも

のとして、防災対応の検討が必要となる３ケースが想定されている。 

 

１ 半割れ（大規模地震）／被害甚大ケース（半割れケース） 

南海トラフ地震の想定震源域内の領域で大規模地震が発生し、残りの領域で大規模地震発生の可能

性が相対的に高まったと評価された場合。 

南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード（Ｍ）８以上

の地震が発生した場合、大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価される。 

 

２ 一部割れ（前震可能性地震）／被害限定ケース（一部割れケース） 

南海トラフ沿いで、大規模地震に比べて一回り小さい、Ｍ７クラスの地震が発生した場合。 

南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてＭ７以上Ｍ８未満の地震が発生した場合、

大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価される。 

また、想定震源域のプレート境界以外、想定震源域の海溝軸外側 50km程度までの範囲で発生したＭ

７以上の地震についても、「一部割れケース」として取り扱われる。 

 

３ ゆっくりすべり／被害なしケース（ゆっくりすべりケース） 

短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべり

が観測された場合。 

 

※南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループ（平成 30年 12月）：南海トラフ沿いの異常な現象

へ の防災対応のあり方について（報告）（概要版）より 

《対応をとるべきケース》 
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第２ 南海トラフ地震関連情報 

１ 南海トラフ地震に関連する情報 

南海トラフ地震に関連する情報は、「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地震関連解説情報」

の情報名で発表する。 

「南海トラフ地震に関連する情報」の種類及び発表条件は、次のとおりである。 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地

震臨時情報 

〇南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大

規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、又は調査を継続して

いる場合 

〇観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地

震関連解説情

報 

〇観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する

場合 

〇「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結

果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除

く） 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果

を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合があります。 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報 

南海トラフ地震臨時情報は、情報名のあとに「調査中」、「巨大地震警戒」、「巨大地震注意」、「調査終

了」のキーワードを付記し、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の形で情報発表される。 

市は、この情報のキーワードに基づき対応する。 

 

キーワード 内容 

調査中 

次のいずれかにより、臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」

を開催する場合 

・監視領域内でマグニチュード 6.8以上の地震が発生 

・１か所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測点でもそれ

に関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界で通

常と異なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場合等、ひずみ計

で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測 

・その他想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性のある

現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められ

る現象を観測 

巨大地震警戒 
想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード 8.0以上

の地震が発生したと評価した場合 

巨大地震注意 

監視領域内において、モーメントマグニチュード 7.0以上の地震が発生した

と評価した場合（巨大地震警戒に該当する場合を除く。） 

想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべりが発

生したと評価した場合 

調査終了 
巨大地震警戒及び巨大地震注意のいずれにも当てはまらない現象と評価した

場合 

【気象庁ホームページ】から転記 
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３ 情報の流れ 

異常な現象を観測したときから情報発表までの流れは、次のとおりである。 

 

 

南海トラフの想定震源域 
又はその周辺で 

M6.8以上の地震が発生 

南海トラフの想定震源域のプレート境界面で
通常とは異なるゆっくりすべりが 

発生した可能性 

気象庁が南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表 

有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催し、 
起こった現象を評価 

プレート境界のＭ
８以上の地震 Ｍ７以上の地震 ゆっくりすべり 

左の条件を満
たさない場合 

南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒） 

南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震注意） 

南海トラフ地震臨時 

情報（調査終了） 

観測した異常

な現象 

異常な現象に対

する評価（発生

から 5分～30分

後） 

評価の結果、発表

される情報（発生

から 2時間程度） 
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第３節 活動体制及び基本対応 
 

南海トラフで異常な現象が観測され、気象庁から南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の体制及

び基本対応は、次のとおりである。 

第１ 市の体制 

市は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合、注意態勢（準備警戒）をとり、南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震警戒又は巨大地震注意）が発表された場合、災害警戒本部（警戒態勢）を

設置する。 

なお、後発地震の発生により市域で被害が生じた場合は、第３章「災害応急対策計画」に基づき、必

要な体制をとる。 

第２ 市の基本対応 

市の基本対応は、次のとおりである。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の収集及び伝達 

(2) 住民に密接に関係のある事項の広報 

(3) 住民等からの問い合わせへの対応 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒又は巨大地震注意）発表時 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒又は巨大地震注意）の収集及び伝達 

(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒又は巨大地震注意）の内容等の広報 

(3) 住民等からの問い合わせ対応 

(4) 後発地震に対して注意する措置（地震への備えの確認）の実施 

 

災害時に有効な広報活動に関しては、第２章第 22節「災害広報計画」のとおりとし、その他の対策に

ついては、第３章「災害応急対策計画」に準じて行う。 

第３ 防災関係機関の体制 

１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時の体制 

各機関は、必要に応じて担当職員の緊急参集、情報の収集及び共有、地域住民等に密接に関係のある

事項に関する周知、その他必要な措置を行う。 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等発表時の体制 

各機関は、各機関相互間及び機関内部において、確実に情報が伝達されるようその経路及び方法を推

進計画に明示する。この場合において、勤務時間内及び勤務時間外の時間帯に応じ、伝達が確実に行な

われるよう留意する。 

また、各機関は、その実情に応じ災害に関する会議に準じた組織を設置する。 

 

３ 南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）等発表時の体制 

各機関は、各機関相互間及び機関内部において、確実に情報が伝達されるようその経路及び方法を
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推進計画に明示する。この場合において、勤務時間内及び勤務時間外の時間帯に応じ、伝達が確実に

行なわれるよう留意する。 

また、各機関は、その実情に応じ災害対策本部に準じた組織を設置する。 
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